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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年６月１７日

自  午前１０時３９分

至  午前１０時４３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 石本 政弘 君

副 委 員 長 冨岡 孝介 君

委   員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、委員外出席議員の氏名

な  し

４、審査の経過次のとおり

― 午前１０時３９分 開会 ―

【石本委員長】ただいまから、総務委員会を開

会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、吉村委員、坂本委員の、

ご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和６年６月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４１分 休憩 ―

― 午前１０時４２分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。お疲れさまでした。

― 午前１０時４３分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年 ６月２８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時１０分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 中川 正則 君

首 席 監 察 官 尾塚 政一 君

警 務 課 長 山田 恭市 君

総 務 課 長 古賀 新一 君

広報 相談課 長 金子龍太郎 君

会 計 課 長 曽我 将男 君

装備 施設課 長 岡山 英紀 君

監 察 課 長 古川 豊久 君

厚 生 課 長 淺海  洋 君

留置 管理課 長 吉住 秀寿 君

首 席 参 事 官 門脇 隆仁 君

生活安全企画課長 西尾  洋 君

生活安全捜査課長 濵田 次則 君

サイバー犯罪対策課長 堀  耕基 君

地 域 部 長 杉本 正彦 君

地 域 課 長 緒方良一郎 君

刑 事 部 長 平井 隆史 君

刑事 総務課 長 船津 博之 君

捜査 第一課 長 岡田 和重 君

捜査 第二課 長 田川 誠一 君

組織犯罪対策課長 岩木  浩 君

交 通 部 長 田川 佳幸 君

交通 企画課 長 永尾 俊之 君

交通 指導課 長 橋元 庄司 君

交通 規制課 長 山口 秀和 君

運転免許管理課長 俵屋 義雄 君

警 備 部 長 川本 浩二 君

公 安 課 長 林田 智治 君

警 備 課 長 村山 隆信 君

外 事 課 長 山口 秀寿 君

警衛 対策課 長 細川 誠 君

会 計 管 理 者 井手美都子 君

会 計 課 長 山道  繁 君

物品 管理室 長 元村真粧美 君

監査 事務局 長 桑宮 直彦 君

監 査 課 長 重井 健次 君
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人事委員会事務局長 田中紀久美 君

職 員 課 長 田邑 聡子 君

労働委員会事務局長(併任) 田中紀久美 君

調整 審査課 長 西平 能成 君

議会 事務局 長 中尾美恵子 君

次長兼総務課長 濵口  孝 君

議 事 課 長 佐藤 隆幸 君

政務 調査課 長 大宮 巌浩 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第73号議案
令和6年度長崎県一般会計補正予算（第1
号）（関係分）

報告第2号
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第11
号）（関係分）

報告第9号
令和5年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第2号）

報告第12号
令和5年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第2号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第78号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

第79号議案
県が行う建設事業に対する市町及び一部事

務組合の負担金について

報告第16号

長崎県税条例の一部を改正する条例

（2）請 願

な  し

（3）陳 情

・要望書（松浦市）

・要望書（大村市）

・令和7年度 県の政策等に関する重点要望事

項（佐世保市）

・対外的情報省の設立と横田基地等の見直し

を求める意見書の提出に関する陳情

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・

活用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅧ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【石本委員長】 皆さん、おはようございます。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

78号議案「和解及び損害賠償の額の決定につい
て」外2件であります。
そのほか、陳情5件の送付を受けております。
なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算議案及び報告議案の関係部分を、総務分科

会において審査することになっておりますの

で、本分科会として審査いたします案件は、第

73号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算
（第1号）」のうち関係部分外3件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、お手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における議員一回当たりの質問時間を理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した
後、審査時間が残っている場合に限って再度の

質問ができることといたしますので、よろしく

お願いします。

それでは、これより警察本部関係の審査を行

います。

なお、生活安全部長及び人身安全・少年課長

が欠席し、首席参事官を代理出席させる旨の届

けが提出されておりますので、ご了承をお願い

します。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。

【中川警務部長】警察本部警務部長の中川でご

ざいます。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。

本日出席しております警察本部の幹部職員の

中で、令和6年3月22日付の人事異動で異動した
幹部職員をご紹介させていただきます。

（新任幹部職員紹介）

以上でございますので、本日はどうぞよろし

くお願いいたします。

【石本委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案に係る報告議案を議題といたしま

す。

警務部長より、報告議案の説明を求めます。

【中川警務部長】それでは、引き続きましてご

説明をさせていただきます。

大変恐縮でございますが、予算関係の説明の

前に、資料の訂正をお願いさせていただきたく

思います。

修正します資料につきましては、お手元に配

付しています1枚ものの表の資料でございます
が、訂正をさせていただければと考えておりま

す。総務委員会補足説明資料、事件事故の推移

という1枚ものの左下の左端の数値を修正して
います。

児童虐待事案、令和6年3月末の認知件数を
151件としていましたが、お手元の表の左下の
数値、正しくは149件でございます。それに合わ
せまして、前年比マイナス43件としていました
が、正しくはマイナス45件となります。
また、これに合わせまして、総務委員会関係

議案説明資料の4ページの11行目も、数値の同
様の修正をしていますので、よろしくお願い申

し上げます。大変失礼いたしました。よろしく

お願いいたします。

それでは、予算に係る警察本部の議案につい

て、ご説明をさせていただきます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料、警察本部の2ページでございます。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、報

告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県一
般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分で
ございます。

これは、先の2月定例県議会予算決算委員会
におきまして、専決処分により措置することに

あらかじめご了承いただいております令和5年
度予算の補正を、令和6年3月29日付で専決処分
をさせていただきました。その概要のご報告で

ございます。
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補正予算額でございますが、歳入予算合計

802万2,000円の減でございます。歳出予算合計
6億4,547万6,000円の減でございます。
歳入予算の主な内容でございますが、資料3

ページの上の部分でございます。使用料及び手

数料につきまして、自動車保管場所証明申請手

数料等377万3,000円の減でございました。その
他につきましては記載のとおりでございます。

続きまして、歳出予算の主なものについてご

説明をいたします。

3ページ下部でございますが、一般管理費に
つきましては、庁費その他一般経費1億5,984万
9,000円の減でございます。
その他は記載のとおりでございます。

資料5ページでございます。令和5年度長崎県
一般会計歳出予算繰越明許費繰越計算書報告の

うち、関係部分についてご説明いたします。

繰越額の内訳でございますが、警察施設費2
億7,848万9,000円でございます。これは、令和
5年9月定例会で承認をいただいておりました
件でございますが、繰越しの理由といたしまし

ては、令和5年度当初予算で計上しておりまし
た職員公舎建設事業の入札が不調となったため

に、年度内で完了することが困難になったもの

でございます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はあませんか。

【宮本委員】幾つか、確認の意味で質問させて

いただきます。

まず初めに、警察本部の皆様方におかれまし

ては、日ごろから安全・安心なまちづくりにご

尽力いただき、ありがとうございます。そして

また、お疲れさまです。また引き続きのお答え

をよろしくお願いいたします。

今ご説明がありました資料の5ページです。
令和5年度長崎県一般会計歳出予算繰越明許費
の関係部分について、2億7,848万9,000円とあ
りました。令和5年9月定例会で承認をいただい
たということでありますけれども、再度ですね、

委員会も変わりましたので。

この件について、説明では令和5年度当初予
算で計上していた職員公舎建設事業の入札が不

調となったと、年度内完了が困難になったと説

明があるんですが、もう少し詳しく、この内容

について教えてください。

【岡山装備施設課長】ただいまご質問がありま

した、対馬北職員公舎建設事業費の繰越明許費

でございますが、先ほどお話がありましたとお

り、昨年9月定例会において繰越明許費の手続
をさせていただいております。これは、令和4年
度3月に発注をかけまして、1回目が不調となっ
ております。令和5年に入りまして同様に、ちょ
っと入札要件を変えまして執行しているんです

けれども、同じように今度は不落ということで、

310日間の施工日数が必要な工事でありまし
て、年度内に完成することができないというこ

とで繰越明許費のお願いをしたところでありま

す。

背景には、慢性的な離島における技術者の不

足という課題がございます。併せまして、令和

5年当時、対馬市内において大型工事が発注さ
れており、それに技術者が充てられていて、入

札がうまくいかなかったことが原因となってお

ります。

【宮本委員】 まず、場所は対馬ですね。

そもそも職員公舎などは、今までの流れでは
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縮小する方向にきていたのではないかと私は考

えます。これは新しく宿舎を造るということで

すが、幾つかあるものを合体、合併するのか、

全く新しくなるのか。職員住宅を新しく建てる

のはなかなか見受けなかったものですから、そ

の点についてもちょっとお聞かせいただけます

か。

【岡山装備施設課長】 今回の工事で、木造2階
建ての公舎1棟を建設いたします。これは12戸
を賄うことになります。

併せまして、対馬北管内の公舎のうち2つ、1
つは、28年当時に行われました耐震構造の検査
におきまして不適の公舎でありまして、これを

1棟廃止いたします。
併せましてもう1棟、コンクリートブロック

製の公舎がございます。これは耐震性能にやや

懸念がある公舎ということで、合わせまして2
棟を廃止して1棟を新築するという状況にござ
います。

【宮本委員】改めて確認をさせていただきまし

た。

しかしながら、慢性的な人材不足で工期がな

かなか確保できなかったというのは、ここだけ

ではなくて全国的な流れだと考えます。まして

離島で、こういったものが現実に起こるんだと

いうことを改めて確認をさせていただきまし

た。

これは、いつごろ完成予定か確認をさせてく

ださい。

【岡山装備施設課長】お尋ねのありました新築

公舎の完成予定、本年12月中旬ごろとしており
ます。現在、建設工事に取りかかっておりまし

て、現在のところ順調に推移しているような状

況でございます。

【宮本委員】古い公舎を壊して新しい公舎をつ

くると確認いたしましたし、できるだけ早く、

公舎に職員の皆様方が入れますよう、環境づく

りは大事ですので、今後工期が遅れないように

努めていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。以上です。

【石本分科会長】 ほかにご質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

報告第2号のうち関係部分については、原案
のとおり承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第2号のうち関係部分は、原案の
とおり承認すべきものと決定されました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

警務部長より総括説明を求めます。

【中川警務部長】引き続きまして、警察本部関

係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、事

件議案の1件でございます。横長の総務委員会
説明資料、警察本部の3ページでございます。
第78号議案「和解及び損害賠償の額の決定に
ついて」でございます。
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この議案は、令和6年2月1日、長崎市岩見町の
店舗駐車場におきまして、警察本部の職員が公

用車を運転中、駐車場所を探すことに気を取ら

れ、上方の安全確認不足のまま進行したことに

より、公用車の上部を屋上駐車場出入口に設置

された看板に衝突させたものであり、賠償金

444万4,000円につきまして、和解及び損害賠償
の額を決定しようとするものでございます。

なお。この損害賠償金のうち100万円は保険
から支払われ、残りの344万4,000円は県費から
支払われることとなります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

同様の資料の4ページ目でございます。損害
賠償事案1件及び公用車による交通事故のうち
和解が成立しました4件でございます。
損害賠償事案は、佐世保警察署の職員が、捜

査において相手方からパソコンを押収して返還

するまでの間、取り扱いや緩衝措置の不備によ

り、同パソコンのフレーム部分に損害を与えた

事案であり、9万5,040円を支払うため、5月28日
付で専決処分をさせていただきました。この損

害賠償金は、全額県費から支払われることとな

ります。

また、公用車による交通事故のうち和解が成

立しました4件の合計52万9,958円を支払うた
め、5月28日付で専決処分をさせていただいた
ものでございます。これらの損害賠償金は、全

額保険から支払われることとなります。

公用車による交通事故を防止するため、警察

学校生を対象としました運転能力向上研修会の

開催、各警察署で指定する安全運転指導員によ

る職員に対する同乗指導など体感型の訓練を行

うとともに、公用車事故を起こした職員には、

公用免許の再検定を実施するなど職員の運転技

能向上のための取組を引き続きしっかり行って

まいります。

そのほかにも、事故発生時や事故の発生が予

想される荒天時などに全職員に対する速やかな

情報配信を行うとともに、警察署におきまして

は、管轄区域内の交通危険箇所について職員に

注意喚起するなど、事故防止に必要な運転技能

と安全運転意識の両面を向上させる対策に取り

組んでおります。

特に、今回提出いたしました議案につきまし

ては、賠償額が大きいことから、全職員に再発

防止の徹底を指示しているところでございまし

て、公用車交通事故の絶無に向け、気を引き締

めて業務を推進してまいります。

このほか、犯罪の一般概況、人身安全関連事

案の取組状況、ニセ電話詐欺、特殊詐欺等被害

防止対策、暴力団対策、薬物対策、少年非行の

概況、生活経済事犯の取締り状況、サイバー犯

罪の取締り及び被害防止対策状況、交通死亡事

故抑止対策につきましては、縦長の総務委員会

関係議案説明資料に記載のとおりでございま

す。

続きまして、「長崎県行財政運営プラン2025」
に基づく取組についてご説明をさせていただき

ます。

「長崎県行財政運営プラン2025」に掲げる警
察本部関係の項目に関しまして、その主な取組

内容でございますが、これまで職員が手作業で

実施していました会議などに関する報告書類の

作成につきまして、「AIによる音声認識技術を
活用した議事録作成支援システム」の導入及び

本格運用を実施しているところでございます。

同システムの導入により、迅速かつ効率的な文

書の作成が可能となり、職員の大幅な業務負担

軽減が見込まれ、限られたマンパワーを県民の
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皆様の治安維持に直結する業務へシフトするこ

とが可能となっています。

今年度は、職員への周知を含め、同システム

の利用拡大による業務の効率化を推進するとと

もに、ICTツールなどのさらなる導入に向け検
討を進めてまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き、委員の皆様のご理解とご協

力を賜りますようお願いを申し上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議のほどをお願い申し上げま

す。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】それでは、先ほどご説明がありま

した第78号議案「和解及び損害賠償の額の決定
について」、質問をさせていただきます。

先ほど説明がありましたとおり、上方の安全

確認不足のまま進行し、屋上駐車場出入口に設

置された看板に衝突させたものということでご

ざいました。

今回賠償金が、ちょっと金額が大きかったと

いうことで議案で上がっているんですが、私が

質問したいのはその後で、100万円は保険から
支払われ、残りの344万4,000円は県費から支払
われるということでしたが、そもそも対物です

ね。これは事故が絶対にないということはあり

得ないわけで、何が起こるかわからない中で民

間でもそれぞれ個人でかけますけれども、なぜ

対物の賠償責任が100万円までなのか、対人は
どれくらいかけているのか、その理由について

お尋ねいたします。

【岡山装備施設課長】ただいまの対物賠償責任

保険の限度額が100万円の理由について、お答
えいたします。

本県警察では、平成22年、警察活動に使用す
る全車両について自動車損害保険に加入してい

るところでございます。これまでの14年間で対
物賠償におきまして100万円を超える事故、今
回の議案を含めて4件に限られている状況にご
ざいます。したがいまして、現契約で概ねの対

応がとれるものと考えているところでございま

す。

【松本委員】それでは、対人についてはどのよ

うになっているでしょうか。

【岡山装備施設課長】改めまして保険契約の内

容です。警察活動に使用する車両4輪・2輪1,100
台につきまして、対人賠償責任保険が1,000万
円、対物賠償責任保険が100万円の自動車保険
に加入しているところでございます。

現契約割引前保険料は6,000万円と推定され
ているところ、現在、最大の割引をいただいて

おりまして、85％の割引を受け、900万円の保
険と推定しております。

また、一般競争入札の結果、約500万円での契
約となっている状況でございます。

【松本委員】 要するに、今までの事故が100万
円以下で抑えられていたと、100万円を超えた
のが14年間で4件だったと。私が気になったの
は、100万円の限度額をもうちょっと上げても
よかったのかなというふうなところで質問した

んですけれども。

もう一つは、先ほど答弁にありましたが、保

険を県費で出すわけですから、費用対効果だと

思うんですけど、先ほどの答弁の中に、警察活

動に使用する車両が県内に1,100台あると。そ
れで、1,100台もあれば保険料は6,000万円にな
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るということですが、結果的にはさっきの説明

では85％の割引適用を受けて900万円の保険料
になり、さらに入札の結果500万円になるとい
うことです。

85％割引の適用は、毎年行われているもので
しょうか。85％とはかなり大きいんですが、そ
の概要についてお尋ねいたします。

【岡山装備施設課長】県警の保険につきまして

はフリート契約、10台以上の車両はフリート契
約というものになっておりまして、相手方に払

った損害金としての保険料の額の状況を、算定

機構が保険料率という割引率の元となる数値を

出しております。最大の割引率が80％、フリー
ト契約で自動的に5％の割引になります。保険
の支払額が増えれば、80％の割引が大きく下が
るという仕組みで、事故における損害金の支払

い状況によって割引率は大きく変動するもので

ございます。

【松本委員】つまり、事故を起こしていないか

ら、これだけ高い割引率になっているというこ

とでありますから、それはやはり日頃、警察官

の方々が、安全運転に心がけて事故を起こして

いないからこそ保険料も抑えられているという

ことで、評価をする次第でございます。500万円
ということは1台当たり4,500円ぐらいですか
ら、大変格安で保険がかけられていることは評

価いたします。

ちなみに、令和5年度、昨年度の自動車損害保
険を適用した公用車の交通事故件数についてお

尋ねいたします。

【古川監察課長】 令和5年度の自動車損害保険
を適用しました公用車の交通事故件数につきま

しては、11件でございます。なお、そのうち、
今回の議案の1件だけでございますが、不足額
について県費によりお願いをしているところで

ございます。そのほかについては全て保険で対

応させていただいております。

【松本委員】今回の議案以外は、全て保険内で

おさまったということで了解をいたしました。

以上です。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【坂本委員】今の件ですけれども、保険料の関

係は今のやり取りで十分理解をできました。ぜ

ひ今後も事故のないように、安全運転に努めて

いただきたいと思います。

それで、今回、この結構な額の分と5件の和解
等の報告があったわけです。今後、先ほど説明

がありましたように再発防止の徹底を指示して

いるということでありますが、具体的にどうい

った内容の指示をしているのか、そこら辺につ

いて教えてください。

【古川監察課長】職員を対象としました再発防

止対策について、ご説明をさせていただきます。

今回議案として上げました事故の発生後、事

故の概要、原因、併せて損傷状況の写真などを

搭載しました公用車事故発生速報という資料

を、職員の卓上のパソコンに事故後速やかに送

りまして、事故の内容を周知させております。

各所属におきましては、その資料を基に、幹部

によって部下職員に対して指導、教養を実施し

ております。

そのほかにも、首席監察官名の文書を発出し

て、各所属に公用車事故の防止を呼びかけてお

ります。内容について、2点ほど紹介させていた
だきます。

公用車事故の影響ということで、公用車事故

を発生させることで県民からの信頼を損なうこ

と、賠償、修理に多大な税金、公金が支払われ

ること、また部内的にも、本来する必要のない

業務を事故当事者以外の職員が負担をしなけれ
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ばいけないというような、事故を起こすことに

よって様々な影響があると。当たり前のことで

はあるんですけれども、これをまた改めて認識

させ、確認させているところでございます。

もう1点は、県警察では、安全運転意識を醸成
する取組ということで、車両出発時の幹部への

申告、同乗者の指差し呼称、後退時の同乗者の

後方誘導を徹底させております。これらをさら

に徹底させるように指示をしているところでご

ざいます。

このほかにも、公用車事故の防止に関する教

養資料の発出であったり、各種会議の中で呼び

かけ等を実施しているところでございますが、

全職員の中に交通事故防止の意識を浸透させる

ように繰り返し、引き続き教養、指導をやって

いこうと考えております。

【坂本委員】 十分されていると思います。

今回の第78号議案の部分でいいますと、いわ
ゆる資材運搬車をということですね。先ほど、

警察車両が1,100台ということで、イメージ的
にはパトカーだとか、そういうものが多いんだ

ろうと思いますが、これは資材運搬車。つまり、

この事故は上ですよね、上に引っかかったと。

私は、この現場はわかっていますので、あそ

こかと思ったんです。上の看板といいますか、

ゲートみたいな形で。

資材運搬車は車高が高い。例えば資材運搬車

とか事故処理車とか、いろいろあると思います。

今言われたように、それぞれ周知徹底されて

いると思います。自分の見えるところは十分注

意をし、あるいは同乗者の方が示唆をしている

んだろうと思いますけれども、どうしても上に

は運転席から目が届かないこともありますの

で、そこら辺は具体的に、そういう少し背が高

い車両に対しての物理的な注意事項というか、

そんなのもする必要があるんじゃないかなと思

うんです。

例えば、そういう車両には運転席か助手席の

間くらいに「上方注意」と付ければ、より徹底

できるんじゃないかと私は思っているんですけ

れども、そこら辺についてはいかがですか。

【古川監察課長】上方の注意喚起でございます

が、委員ご指摘のとおり、県警におきましても、

車両の見えるところに「上方注意」ということ

で、事故後すぐにそういう注意喚起をしており

ます。

また、運転する際に、自分が乗る車両の高さ、

幅、そういうものをもう一度確認をさせて、自

分が日ごろ乗る車の大きさを確認しながら運転

するように指導等をやっているところでござい

ます。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【吉村委員】 何点か、質問というか、意見を含

めてやらせていただきたいと思います。

第78号の件では1点です。今、お二方から質問
なり、状況の説明とか、今後の対策までは出て

おらんかもしれんけど、読むと、444万円という
賠償額、その事故の中身が、まあ初歩的なミス

じゃないかと私は思うわけです。警察が車両を

運転するに、一般の人々に範を垂れんといかん

という立場から考えると、こういう安易な事故

を起こさないでもらわんと。

これは毎回、定例会のたびにどうしても専決

処分で出てくる、なかなか減らないのはどうし

たものか。最後に、教育をして、今後こういう

ことが起こらないようにと言うけど、それを何

遍も繰り返しよると、「狼が来るぞ」と一緒で

効果がなくなるんじゃないかと懸念するわけで

す。今後、具体的にどういうふうにしたらいい

か、私もわからんで言ってもしょうがないっち



令和６年６月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（６月２８日）

- 11 -

ゃけど、効果的な方策を研究していただきたい

と思います。

それと、ちょっと引っかかったのが、高額な

のは一つ、少額なのが幾つも出ている。それで、

最後のまとめのところに、「特に今回提出しま

した議案は賠償額が大きいことから、全職員に

再発防止の徹底を指示しており」云々と、こう

あるわけです。この「賠償額が大きいことから」

と書いてないなら私も言わんと思うとったけ

ど、賠償額じゃないでしょう、事故はね。だか

ら、こういうことは書かないようにせんといか

んと思う。「今回出しました議案は、相変わら

ず事故が続いておりますので、これが1件でも
減るように具体的に取組を進めてまいりたい」

と、こういうふうに書いておけば問題はないと。

書く前に私に相談に来んですか。そういうこと

で、やっぱり引き締めてやっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

【古川監察課長】県民の皆様に対しまして、交

通の安全の指導や啓発をする立場の警察職員

が、このような公用車事故等賠償事案を発生さ

せてしまっているということで、県民の皆様に

対して誠に申し訳なく思っている次第でござい

ます。深くお詫びをいたします。

委員ご指摘のとおり、事故の内容を見ますと、

やはり安全確認の不徹底による事故が大多数を

占めております。ちょっと注意を働かせれば防

ぐことができたような事故ということでござい

ます。

引き続き、公用車事故防止に向けまして、で

きるだけ件数ゼロに近づけられるように取り組

んでまいりたいと考えておりますので、どうぞ

ご理解よろしくお願いいたします。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【冨岡副委員長】私も、先ほどの件についてで

すね。皆様の日々のご尽力により、事故の数も

大変少なくて、保険の金額も低いという状況、

承知いたしました。

それで気になったのが、松本委員からは物損

についてありました。物損についての最高金額

が、今のところ2億6,000万円という大きな金額
もあります。物損については、自分はそこまで

はなかなか生じづらいと思うんですけれども、

人身の方で金額は1,000万円の契約ということ
でございました。

そうした中でも最高金額が、例えば医師の死

亡事故で5億円ほどのものがあり、また、後遺症
が残った学生の事案において3億7,000万円と
いう事案がございます。そうしたケースが起こ

る可能性は本当に大変低いものかと思いますけ

れども、いざそういったことが生じた時に、こ

の契約金額でいいのか、そのあたりは物損と同

様、いろいろと計算の上でとは思うんですけれ

ども、そのあたりの見解を聞かせていただけた

らと思います。

【岡山装備施設課長】対人賠償責任保険の限度

額、現在は1,000万円で契約をしているところ
です。先ほど申し上げましたとおり、平成22年
に全車両への導入を図ったところです。一部分

は平成16年から適用しているところでありま
す。約20年間に1,000万円を超える事故はなか
ったことで、現契約の中での対応が十分に図ら

れていると考えております。

しかしながら、委員ご指摘のとおり、そうい

った重大事故が発生した場合の対応も念頭に、

今後、事故の発生状況と併せ、いろいろ検討し

てまいりたいと考えるところです。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質疑がないようですの
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で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第78号議案については、原案のとおり可決す
ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第78号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【中川警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明をいた

します。

1,000万円以上の契約状況につきまして、令
和6年2月から同年5月までの実績は、資料に記
載のとおり16件となっています。
続きまして、今回、陳情・要望で回答するも

のについてでございますが、「令和7年度 県の
施策等に関する重点要望事項」のうち、相浦警

察署統合後の地域の安全・安心の確保1件でご
ざいまして、ご要望に対する回答につきまして

は記載のとおりとなっています。

以上をもちまして、警察本部の説明を終わり

ます。よろしくお願いいたします。

【石本委員長】 次に、陳情審査を行います。

事前に送付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【吉村委員】 佐世保警察署が完成した後には、

相浦警察署が統合するわけよね。それで、相浦

警察署周辺の方々が、警察署があるとないでは

安全・安心の確保が心配だというような話もあ

って。それに、関連してここにもいろんな県の

対応が書いてあって、統合後に継続した治安対

策をとっていくんだということはあるんじゃけ

ど。

この前、免許の更新に行った、大村まで。今、

県北の人が免許の更新に行くには、長崎と大村

と2か所しかないと思うんじゃけど、やっぱり
県北にも1か所拠点をつくっていただきたい
と、こういうふうに思うところですが、この相

浦警察署の活用は考えられんとかなと思ったり

します。その点について見解があればお知らせ

をいただきたいと思います。

【俵屋運転免許管理課長】相浦警察署の跡に県

北地区の免許センターを設置してはどうかとい

う内容かと思います。そういう内容で答弁をさ

せていただきます。

仮に運転免許センターを設置するとなります

と、やはりそれ相応の職員、あるいはセンター

に必要な機器、これらを相当数そろえる必要が

生じてまいろうかと考えております。

そうなりますと、周辺に現在ある免許窓口か
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ら職員、あるいは機器類を、閉鎖したうえで集

約する、そういった手続が必要になってまいる

のかなというふうに考えております。そうなり

ますと、周辺に今ある警察署の窓口を利用して

いた県民の方に不利益が生じてしまう状況にな

ります。

こういった状況を踏まえますと、県警といた

しましては、そういった県北地区にセンターを

設置するよりも、今ある免許の窓口はそのまま

残して、今後予定されております佐世保警察署

の新築移転に合わせまして、新佐世保警察署に

即日交付ができる機能を持たせる、そういった

方針で進めたいと考えているところでございま

す。

【吉村委員】今の答弁で、佐世保警察署が新し

くなった場合は、そこにそういう機能を持たせ

ると理解しました。それで、県北の方々のそう

いう悩みは解消されてくるわけです。ですから、

それで結構かと思います。

そうなると、相浦警察署の庁舎の機能が浮い

てくるわけですね。ですから、これをやっぱり

警察署として地域の安全・安心の確保の拠点と

して今後とも、どういう形が一番いいのかは検

討の余地があるんだろうと思いますが、続けて

いくことについて頭に入れながら今後進めてい

ただきたいと思いますが、いかがですか。

【山田警務課長】統合後の相浦警察署につきま

して、管内の皆様方から、継続した治安対策を

求められていることについては承知していると

ころでございます。

したがいまして、多方面から伺いましたご意

見、ご要望等を踏まえつつ、県有地の管理とか、

予算措置を担当する県関係所属とともに、相浦

警察署庁舎の継続活用につきまして前向きに検

討していき、統合後は、パトロールを始めとし

た警察活動によりまして、住民の方々の安全・

安心の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はござい

ませんか。

【松本委員】議案外所管事務、部長説明資料の

5ページですが、SNS型投資詐欺、そしてSNS型
ロマンス詐欺が全国で急増していると、本県に

おきましても、本年1月から3月までの3か月の
間に43件認知、しかも被害総額が約3億円、1か
月ごとに1億円単位で被害が出ているというこ
とで、大変衝撃を受けております。今までニセ

電話詐欺とか様々ありましたが、やはり手口が

変わっていっていると思うんです。

まず、SNS型投資、そしてロマンス詐欺の手
口についてお尋ねいたします。

【岩木組織犯罪対策課長】 SNS型投資・ロマン
ス詐欺、その定義についてお答えをさせていた

だきます。

SNS型投資・ロマンス詐欺とは、SNS等を通
じて、直接対面することなく交信を重ねまして、

関係を深めて信用させ、指定した口座への振り

込み、その他の方法により金銭等をだまし取る

ものでありまして、SNS型投資詐欺とSNS型ロ
マンス詐欺の2類型に分類しております。

SNS型投資詐欺につきましては、フェイスブ
ックやインスタグラム等のSNS上に偽りの投
資公告を出し、それにアクセスした者をターゲ

ットに、著名人や投資家等を騙りLINE等へ誘
導して交信を重ねて、投資すれば利益が得られ

るものと信じ込ませ、投資アプリ等を使いアプ

リ上でうその利益を表示するなどして心理的安
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心感を与えて信用させ、架空の投資を継続させ

ながら、投資金名目やその利益の出金手数料名

目などで金銭をだまし取るものであります。

また、SNS型ロマンス詐欺につきましては、
さらに投資名目とその他のロマンス等名目に分

かれておりますが、投資名目につきましては、

出会い目的でマッチングアプリやフェイスブッ

ク等のSNSで接触してきた者をターゲットに、
外国人や投資家をかたりLINE等でやり取り
し、恋愛感情や親近感を抱かせながら、「二人

の将来のために資金を増やそう」などと投資に

誘導し、投資金やその利益の出金手数料名目な

どで金銭等をだまし取るものであります。

その他のロマンス等名目につきましては、被

害者との接点は同じでありまして、外国人等を

騙りLINE等でやり取りし、恋愛感情や親近感
を抱かせながら、交際の継続等を前提とした渡

航費用の援助など様々な名目で金銭等をだまし

取るものであります。

【松本委員】 今までの電話と違ってネット上

で、しかも架空の利益を最初にもたらすことに

よって信用を高めるということ、それとネット

上であるからほかの人が見られませんから、し

かもネットバンクを介せばATMに行く必要も
なくなるということで、非常に巧妙。そしてロ

マンスの場合は人の好意を利用するとなれば、

これはかなり防ぐのが厳しいのではないかとい

うふうに思います。年配の方でSNSをやってい
る方は少ないと思うので、具体的に対象は絞ら

れてくると思うんですが。

今、実際に3か月で約3億円も被害が出た中
で、県民の皆様に向けての被害防止対策は、具

体的に何をしていらっしゃるんでしょうか。

【西尾生活安全企画課長】 SNS型投資・ロマン
ス詐欺の具体的な対策としまして、大きく2点

申し上げます。

1点目は、県民に対する効果的な広報、啓発で
ございます。比較的新しいこの種の詐欺につき

まして、県民の皆様にその手口を知っていただ

き、いち早く被害防止に役立てていただくため

の広報、啓発を行っております。広報するうえ

では、この種の詐欺に遭わないポイントとして、

まず、SNSで知り合った見えない相手との個人
間における投資話やお金の話、これは非常に危

険であるということ。

2つ目に、SNS上で相手と投資話やお金の話
が進み、その振込先口座が個人名義である場合

は、これはもう詐欺の可能性があるということ、

そして投資に関して「絶対に儲かる」とか「必

ず儲かる」というフレーズ、誘い文句は詐欺の

可能性が非常に大きいということを呼び掛けて

おります。

また、安全な投資を始めるためには、証券会

社や金融機関等の窓口に、まずは相談をして始

めてくださいということ、これらの公式サイト

とか公式アプリを利用してくださいということ

を併せて呼び掛けております。

これらの広報は、広報資料の発出とか、テレ

ビ、新聞などの報道機関を通じて情報発信など

実施をしております。

2点目は、金融機関等における水際対策の推
進でございます。この水際対策は、ニセ電話詐

欺対策と併せまして、引き続きお願いをしてい

るところでございます。

【松本委員】今までと違うのは、SNS関係は若
い人も利用しておられます。若い人は今、テレ

ビとか新聞を見ない方も結構おられます。そう

なると逆に、逆手にとってSNSのバナーとか、
要はネットを使って、かぶせるような形で、こ

ういう詐欺被害があっていますと対抗して載せ
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ていくこと、同じようにネット上で、こういう

ことがあっていますよとSNS上で発信してい
く。ネット上ではそんな多額の費用もかかりま

せんので、そういった新しい相手に対して、こ

ちら側も新しいやり方で。今までどおりのテレ

ビ、新聞とかだけでは見る人が限られてきます

ので、サイバー対策室があるわけだから、そう

いうところも取り組んでいくことが必要ではな

いかと思うんです。幾ら銀行が言っても、ネッ

トバンクを使われたら、もうどうしようもない

わけでありますから、そちらに対してのお考え

はいかがでしょうか。

【堀サイバー犯罪対策課長】 SNS型投資詐欺
の、SNSを活用して県警がやっている情報発信
についてお答え申し上げます。

サイバー犯罪対策課では、県警サイバー犯罪

対策課の公式LINEページに友達登録をしてい
ただいた方、今のところは約5,000人ぐらいい
らっしゃるんですが、そういった方に適宜ネッ

トワーク上の被害防止の情報を提供していると

ともに、ネット上の脅威情報を載せたサイバー

セキュリティ通信というものを発行しておりま

して、これもホームページ上で掲載をしている

ところでございます。

今後とも適宜、被害防止に向けたSNSを利用
した取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。

【松本委員】 LINEの友達登録で定期的に情報
が来る。5,000人という登録が多いのか少ない
のか考えた時に、やはりもうちょっと登録者数

を増やしていくための取組も必要になってきま

すし、それはもう本当に必要にかられないと、

なかなかしないと思うんです、インセンティブ

もないとですね。だからそこは、団体とか企業

とかにも、登録をしてくださいと協力要請をし

ていく。それはご自身の身を守るためであれば

インセンティブがあるわけですよね。そういう

被害状況の情報を知ることによって自分が被害

に遭わないための防護策としてLINE登録をし
ましょうとすれば、県民の方々も、そういうこ

とであれば、お金がかかるものでもありません

し。そういったところをぜひ積極的に。

3か月で3億円ですからね。年間でとんでもな
い額になるのを防ぐのが、今からの取組だと思

いますので、早急にお願いしたいと思います。

続きまして、もう一つは交通事故について質

問させていただきます。

7ページの交通事故防止対策の一番最後のと
ころで、「死者数に占める高齢者の割合や、歩

行者の割合が依然として高い傾向にある」と記

載されています。

まず、昨年の歩行者の交通事故死者数は何人

で、全交通事故のどのくらいの割合を占めるの

か、また、歩行者がどういった状況で事故に遭

われるケースが多いのか、お尋ねをいたします。

【永尾交通企画課長】まず、昨年県内で交通事

故で亡くなられた方の総数は36名です。そのう
ち歩行者の方が14名で、比率でいけば約4割を
占めています。

また、歩行者の方のほとんどが道路横断中に

事故に遭われている状況です。

【松本委員】 歩行者が4割と、普通に歩いてい
て車にはねられるというのは大変恐ろしいこと

でありますし、特に、道路横断中というのが大

変気になるところでございます。

これはやはり道路横断中の歩行者に運転者が

気づいていないということが一番大きい。速度

を考えれば、歩行者がよけることはほぼ不可能

ですので。

特に私が気になるのが、信号のない交差点で
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す。信号がない交差点で横断歩道がある場合、

横断歩道ですから、当然歩行者は渡るんです。

私が昨年、免許更新に行った時に何回も映像

で講習を受けたのは、信号がない交差点で歩行

者が立っていた場合は、運転者は減速して一時

停止をしなければいけないと、赤信号じゃなく

てもですね。それを改めて再認識をいたしまし

た。

ドライバーが見落とす場合、暗かったり知ら

ない町に行っていて気づかない場合もありま

す。そのようなケースを考慮した対応はされて

いるんでしょうか。

【永尾交通企画課長】今委員がおっしゃった信

号のない横断歩道につきましては、基本的に30
メートル手前に、「この先に横断歩道がありま

すよ」というダイヤマークが路面上に表示され

ております。路面上のこのマークは、ドライバ

ーの方に「この先に横断歩道があるから注意し

てください」と呼び掛けの意味を示しています。

【松本委員】最近、特に危ないなと思ったのが、

目の前の県庁から長崎駅に行くところに横断歩

道がございまして、そこは信号がないんです。

歩行者がかなり多いです、県庁側から歩く方が。

車の量も多いんです。止まる乗用車もあれば、

歩行者がいても突っ切る乗用車もあります。そ

こに歩行中に気づかないでぱっと入ってしまっ

た場合は、もう大事故になってしまうので、非

常に気になります。

先ほどおっしゃったダイヤマークというもの

が、私も免許を取る時に習ったとは思うんです

けれども、どこまで認知されているのかなと。

ダイヤマークの先に一時停止や減速という言葉

で書かれていませんから、どこまでこれを周知

していくかの取組が大事になってくると思うん

ですが、どのようにお考えでしょうか。

【永尾交通企画課長】信号のない横断歩道は非

常に危ないという印象を受けているということ

ですが、県警では、平成29年から「手のひら運
動」という取組で、これは歩行者目線が強かっ

たため、今年の1月から、運転者目線を意識して
「横断歩道『止まらんば』運動」という取組を

進めております。今お話があったダイヤマーク

の認知度が低いということは私たちも認識して

おります。その上で、ここに着目した啓発を進

めているという状況です。

ちなみに、具体的に今やっておりますのは、

最近、運転中などに皆さんも目にされたと思い

ますが、ダイヤマークをシンプルにどんと示し

て、注意を引いてもらうことです。道路交通情

報板が、車を運転していたら上方に見えると思

いますが、ここに、「この先に横断歩道、止ま

らんば」という表示を繰り返し出しております。

さらにもう一つ言えば、企業がよく大型ビジ

ョンを出しているんですけど、ここにも今、そ

ういう掲示依頼を行っているところです。

それともう1つは、これは目や耳に訴えかけ、
関心を持っていただきたいという趣旨で、この

ダイヤマークに関するキャッチフレーズを県警

で考えまして、そのキャッチフレーズをもとに

啓発用チラシを作成しました。それを市町、い

ろんな講習会、交通安全教育で、このチラシを

使いながら広く幅広い世代に啓発をしていきた

いと、もう既にこれは進めております。

ちなみに、ここで出すのは申し訳ないんです

けれども、（チラシ提示）こういった形で「♦（ダ

イヤ）の先に守りたい♡（ハート）命あり、♠（ス

ピード）落として」ということで、トランプ文

字をもじった形です。これは子ども受けという

わけではないんですけど、こういった形で、記

憶に残って関心をもっていただくという啓発を
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進めているところです。

【松本委員】トランプをもじったのは印象にも

残ります。さっきも一緒ですけど、ネット上で

もそうですし、免許の更新ごとにですね。私も

それを聞いて改めて「ああ、そうだったんだ」

と再認識したわけです。特に、ダイヤマークが

わかっていない、忘れている方もいらっしゃい

ますので、歩行者の事故がないように、そうい

った啓発に積極的に取り組んでいただきたいと

思います。以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問は。

【浅田委員】先ほど松本委員から質問がありま

したSNS型ロマンス詐欺についてお伺いした
いんですが、具体的に男女比とか世代別、どう

いうふうな状況なのか、詳細を教えていただけ

ますか。

【岩木組織犯罪対策課長】 SNS型投資・ロマン
ス詐欺の被害者の年齢層であるとか、そういっ

た被害者の特徴についてお答えをさせていただ

きます。

本県における令和6年3月末現在での被害者
の特徴は、1つが、ほぼ全ての被害者がスマート
フォンを持っておられ、日ごろからSNSを使っ
ておられる方である。また、もともと投資に興

味があった人、あるいは異性との出会いを求め

ていた人が多い。

性別では、SNS型投資詐欺及びSNS型ロマン
ス詐欺ともに男性の割合が高い。被害者の年齢

層では、SNS型投資詐欺は、男女ともに50～60
歳代が半数以上を占め、また、SNS型ロマンス
詐欺については、男性が50～60歳代が半数以
上、女性は40～50歳代が多数を占めている。ま
た、被害者は一般的に貯蓄が多い世代に集中し

ている。さらに、被害金の主たる振込み等の方

法は約6割がインターネットであり、インター

ネットバンキングを日ごろから利用されている

方が多いなどの特徴がございます。

【浅田委員】50代、ロマンス詐欺に関しては40
代、50代ということだったかと思います。投資
の方では男性の50代から60代。
いろいろ細かく分析すると、先ほど松本委員

からもお話がありました、どこで注意喚起をし

ていくかというのが、もっと細かく出てくると

思うんです。その世代、性差によって、女性だ

ったらどういうところでそういうのを防いでい

くとか、話をしていくとか。

先ほどのようにテレビを見ない世代ではなく

て、テレビをまあ見る世代というのがわかりま

した。先ほどは、今の若い人たちはテレビとか

は見ないので、テレビ広告よりもというお話が

松本委員からありましたが、女性は40代から50
代、投資にしても50代から60代、十分にまだテ
レビ世代かなと思うんです。そうなると、やは

りテレビとか県政だよりとかを見るような世代

かと思いますので、そういったところでもしっ

かりやっていく。分析に合わせたうえでの注意

喚起が必要かなと思うんですが、そのあたりは

いかがでしょうか。

【西尾生活安全企画課長】委員のご指摘のとお

りでございます。SNS型投資・ロマンス詐欺の
被害者は、この手口の性質上、投資や結婚、交

際等に関心を示す方が多いことから、先ほども

答弁しましたが、手口のポイントを押さえた広

報をやっているところでございます。

この層の方々に訴求する効果的な啓発を行う

ことを念頭に、現在も、防犯講話はもちろんで

すけれども、金融機関や証券会社が開催する投

資セミナーでの広報とか、婚活イベントも今は

幾つかやっておりますので、これは長崎県等を

通じまして、イベントの機会において広報して
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いただくなど、そういうことを今やっていると

ころでございます。

【浅田委員】今、婚活の部分でもお話がありま

したが、まさにそういう女性の世代、40代、50
代とかで、県庁の中にも婚活サポートセンター

もありますし、若い時からそういう注意喚起を

していくことも必要だと思いますので、分析を

したうえで、適材というか、そういう場所にお

いてですね。あとは、まだまだ新聞等々も見る

世代でございますので、そういうことを新聞な

ども通じて注意喚起を、今日も新聞社の方が来

ておられますけれども。

これだけ3か月で3億円近い被害に遭われて
いることを知らない人たちも多いかと思いま

す。自分の身の周りでこういうことが、実は普

通に行われているんだと知っていただくことも

非常に大切だと思います。

女性も40代、50代、一番お金とかを持ってい
る、貯蓄をしている、そんな中で出会いを求め

ている人たちの弱みにつけ込んだ悪質なものだ

と思いますので、しっかりと皆様が力を合わせ

て、少しでもこの額が減っていくようなことを

お願いしたいと思います。

併せてもう1つ、これも女性の被害が多いと
思うんですが、長崎でもやっぱりストーカー事

例、いろんな相談等々も行われていると思いま

す。これがなかなか減らないなと感じているん

ですが。

ストーカーとかDV被害に遭った時の窓口の
方の対応の仕方、マニュアルといいましょうか、

そういったものをどのようになさっているの

か、まず教えていただけますか。

【門脇首席参事官】ストーカー事案の相談の窓

口の関係ですが、まず、ストーカー事案の届出

については、警察署の生活安全課がほとんどや

るわけですけど、その時に、相談内容について

は、マニュアル等もございますので、それに沿

って対応しております。

時間外になれば、警察職員が24時間おります
ので、警察安全相談という形でストーカー事案

の受付対応をやっている状況です。

【浅田委員】しっかりとしたマニュアルは存在

して、それに則ってということかと思います。

私の周りでも数名、相談した方がいて、中に

は、思い込んでいるというふうに窓口の方が思

われるのかもしれないですけど、「あなたの思

い込みじゃないですか」みたいなことを言われ

て、相談しようと行って、そこで傷ついて、警

察にも相談ができないという相談が私たちのと

ころに入ったことがあります。

女性が相談する時に女性が対応してくれた

ら、やはりそこに思いを巡らせていただいて、

すんなりいくらしいんですけれども、男性の目

上の方からぱんぱんと言われて、逆に「相談し

づらくなりました」というような事案もありま

した。そういう意味においてマニュアルとか状

況、体制等はどういうふうになっているんです

かと質問をさせていただいたんです。

マニュアルがある中で、研修制度はどのよう

に整っているんでしょうか。

【門脇首席参事官】相談を受ける職員に対する

研修については、毎年、専科教養と申しまして、

担当者を集めて警察学校で教養を行っておりま

す。その教養の中に、ストーカー被害者の心情

等に配意して、寄り添う形で相談を受けるよう

にというふうな対応の教養などもしておりま

す。

また、警察署においても、そういったマニュ

アル等に基づいて、相談を受ける人に対する教

養なども随時行っている状況にあります。
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【浅田委員】 多分、ストーカーとかDV被害に
遭って相談に行く方は、もう既にその段階です

ごく悩んで、大変な状況の中で行くということ

は簡単に推察できると思うんです。その時の職

員の方々の言葉とか対応によって、きつい言い

方をすれば二次被害に遭ったように感じてしま

う方がいるということも、しっかり踏まえてい

ただければと思います。容易に「思い過ごしじ

ゃないですか」みたいに言われると、行き場を

なくしてしまって、行き場をなくした人がさら

に大変な被害に遭うということが全国的にもあ

るわけですので、ここは十分に配慮をしていた

だければと思います。

もしかすると、入り口に関しては、女性は女

性、同性がいいものなのかどうなのか、そうい

ったところもよく分析をして、まず窓口体制を

整えていただければ。なかなか減るようで減ら

ないような状況もありますので、そういったと

ころはしっかりやっていただければと思いま

す。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

【宮本委員】議案外で幾つか質問させていただ

きます。全国的にも問題となっておりますハラ

スメント事案について、お聞きいたします。

まず1点目です。これは以前の総務委員会で
も取り上げられているようですが、カスタマー

ハラスメント、通称カスハラについてお尋ねい

たします。

県警本部、そして交番などを含む所轄におけ

るカスハラの状況について、警察職員に対する

過剰なクレームや暴言、威嚇、脅迫行為、過度

な謝罪の要求や長時間の居座り、あるいはSNS
での誹謗中傷などのカスタマーハラスメント、

カスハラ行為の件数について、まずはお聞きを

いたします。

【山田警務課長】カスタマーハラスメントの件

数というお尋ねでございます。

県警察におきましては昨年8月に、本県警察
官におけるカスタマーハラスメントの実態を把

握することを目的としまして、全職員を対象と

したアンケート調査を実施しております。その

中で、委員が今おっしゃいました反復したもの

とか時間拘束型、あるいは暴言とか威嚇、脅迫、

あとは優位な立場を利用した特別扱いとか、

SNS、ネット利用、こういった被害経験の有無
を尋ねております。

全体として2,527人から回答がございまし
て、うち1,043人、41％が、これまでの業務の中
でカスタマーハラスメントという感じを受け取

っているという結果が出ております。

【宮本委員】 昨年8月の実態調査ということで
確認いたしました。

私が言った過剰なクレーム、暴言、威嚇、脅

迫行為などと同様な感じで時間拘束、威嚇、脅

迫等々があったということです。41％というの
は結構な数値ではないかと思います。

カスハラですから、顧客から企業などに対し

て理不尽な行動とか、理不尽な要求とかいうよ

うな迷惑行為ですので、これは看過することは

できないと考えます。

ちなみに、この対策について県警本部ではど

うとられているのかを確認いたします。

【山田警務課長】 委員おっしゃいますとおり、

職員が働きやすい環境をつくることは、県民の

皆様の安全・安心を確保するうえでも大変重要

なことだと考えております。

その中で県警におきましては、職務執行にお

きまして警察が適正な対応をしたにもかかわら

ず、それを超える過剰なクレーム、いわゆるカ

スハラに類するものにつきましては、通常から
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組織的対応をしっかりとるようにしているとこ

ろでございます。

【宮本委員】対応としては組織的対応されてい

るということです。全庁挙げてしていただきた

いんですが、これに対する対応マニュアルがあ

るのかどうかも確認させてください。

【山田警務課長】対応マニュアルにつきまして

は、現在、県警においては整備していません。

【宮本委員】ちなみに、カスハラを受けて県警

の職員が休職に至ったという事例があるかどう

か、わかればで結構ですけど、確認をさせてく

ださい。

【山田警務課長】現時点で、カスハラとの因果

関係のある休職者等についての把握はございま

せん。

【宮本委員】 対応マニュアルがないというこ

と、全庁的に組織的に対応しているということ

ですが県議会もそうですけど、いろんな条例が

今はできています。対応マニュアルは、先ほど

確認したとおり相談窓口でもあるということを

考えれば、条例とか対応マニュアルの作成が必

要であると考えますが、この点について見解を

お聞かせください。

【山田警務課長】 県警の業務につきましては、

事件・事故への対応など民間企業とは異なりま

して、県警の業務を代替する機関はありません。

そういった中で警察の業務は県警しかできませ

んし、また、県民の皆様の生命、身体、財産に

係る申し出を受けるという特殊性から、一定の

基準をもって対応を打ち切るといった、いわゆ

るカスタマーハラスメント対応マニュアル化に

つきましては、現在、慎重な検討が必要である

とは考えております。

一方で、委員おっしゃいましたとおり、現在、

都道府県、国を含めまして、法制面を含め必要

な検討がなされていることについては承知して

おり、今後もこういった動向を踏まえつつ検討

を継続してまいりたいと考えております。

【宮本委員】 福岡などは条例だったですかね、

対応マニュアルか、どっちかあります。おっし

ゃったとおり警察に代わる機関はないわけであ

りますから、それだけ重要であるということを

改めて私も考えますし、こういったもので職員

の皆様方の職務執行の妨げになることはあって

はならぬと思いますから、国の動き等々もある

かと思いますけれども、職員に対する、こうや

った場合はこうやっていきなさいよみたいな、

伝達ではありませんけど、研修みたいなものも

必要かと思います。

研修についてはされているのか、これも確認

をさせてください。

【山田警務課長】各相談等々の研修につきまし

ては、各専科教養等において実施されておりま

す。また、県警内では朝礼、招集、こういった

場においても、対応要領については随時、職員

に対して教養しているところでございます。

【宮本委員】ぜひとも全庁挙げて、これについ

ては対応していただきたいと考えております。

国の動きがどうなるかですけれども、引き続き

組織的な対応を強化していただくこと、そして

この41％という数値がどこまで減るか、これは
警察の対応よりも道徳的なものになるかもしれ

ませんけど、それについてもつぶさに確認をし

ていただきたいことをお願いいたします。

もう1点、パワハラです。これは前回の委員会
でもお聞きしましたが、パワハラの相談件数は

令和5年度が75件、令和4年度は69件と前回の委
員会で確認をしました。年度が替わって、現時

点におけるパワハラの相談件数があれば確認を

させてください。
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【山田警務課長】 今年に入りまして、5月31日
現在の数で令和６年は16件です。
【宮本委員】 今年に入ってということは、1月
から5月までということなので、多いか少ない
かですが、これについてどういった対応をされ

たのかも確認させてください。

【山田警務課長】個々個別の内容につきまして

は控えさせていただきますけれども、前回も申

し上げましたが、これは全てに対応しておりま

す。中には、同じものを言ってきたものもござ

いますし、匿名であるものもございます。そう

いったものにつきましても、言ってきた警察署

などはわかりますので、対応を求めていくとい

った形を全件とっているところであります。

【宮本委員】以前、佐世保署で大きな事件が起

こっているので、16件が多いか少ないかという
問題よりも、16件もあるということをですね。
これはパワハラですので、ゼロがもちろんいい

わけです。あってはならぬことですから、どう

か、この事案についても厳しく、適切に対応し

ていただきたいということ、そしてまた、こう

いうパワハラによって休職される方がないよう

に対応していただきたいということを併せて要

望いたします。

警務部長、カスハラ、パワハラについて、こ

れは非常に大事な案件であり、許すことはでき

ないと考えます。どちらの案件もハラスメント

ということで総称して、今後の対応を踏まえた

決意をお聞かせいただければと思います。

【中川警務部長】ただいま宮本委員ご指摘のハ

ラスメントの件でございますが、カスタマーハ

ラスメントにつきましては、先ほどご説明させ

ていただきましたとおり、職員の心身、健康を

しっかり守って、県民の皆様にしっかりとした

サービスを届ける意味では非常に重要な分野だ

と思っています。

一方、県民の皆様の様々な申し出がございま

すので、それは一つひとつ、どういう状況なの

か把握していくことも、これは県民の皆様に対

しての重要な使命でございますので、その対策

をどう進めていくかというところは慎重な検討

が必要な部分でございますので、社会の情勢や

長崎県の状況、そういったものをしっかり研究、

検討してまいりたいと思っていまして、宮本委

員ご指摘の点につきましてはしっかりと受け止

めさせていただきたいと思っております。

また、パワーハラスメントなどにつきまして

も、引き続き県警一丸となって対応していると

ころでございますので、ご指摘のとおり休職す

る職員があってはならない、その意識は強く持

っているところでございます。

これまで以上に、相談があったものだけに限

らず、我々本部で認識したものについては感度

高く未然に防止をしていく、そういった意識を

もってしっかりと取り組んでまいりたいと思っ

ています。今後とも、ご指導をよろしくお願い

いたします。

【宮本委員】 いずれにしても、安全・安心なま

ちづくりにおいては県警本部の皆様方は代える

ことはできませんので、どうか心のケアも、メ

ンタルヘルスも、前回言いましたけど、それも

踏まえて、しっかりと皆さんで共有しながら対

応していただきたいということを重ねて要望さ

せていただきます。

もう1点確認をいたします。今、警察庁の方
で、生活道路30キロ規制というものが出てきて
いて、2026年9月からの実施を目指すと。要は、
生活道路を対象として、時速60キロから30キロ
に規制を引き下げる道交法の改正案が出てきて

おります。これについて、県内の対応について
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お尋ねをしたいんです。

そもそも生活道路30キロ規制の現状につい
て、まずはお聞きをいたします。

【山口交通規制課長】生活道路における法定速

度30キロの件ですが、委員ご指摘のとおり、現
状は警察庁で意見公募中の案件となっておりま

す。

内容につきましては、道路標識等がある場所

は当然交通規制速度に従っていただくんです

が、規制がない場所は60キロとなっています。
今回の法改正は5.5メートル、要は中央線がな
い、中央分離帯がないような場所について、一

律30キロの法定速度とする内容であります。し
かしながら、交通規制が現状ある場所はそのま

ま適用ということになります。

この生活道路という定義ですが、非常に判断

が難しい部分があります。ですので、場所によ

って法改正がどうなるか、今後はわからないん

ですけれども、安全を守るために必要な場所は

現状ある交通規制はそのまま維持となるでしょ

うし、また、必要があれば見直しをやっていく

形になると思います。

現状の生活道路における対策につきまして

は、私たち警察のハード面の対策でいいますと、

ゾーン30を整備し、住民の生活道路における安
全を守る対策を推進しており、警察はハード・

ソフト両面で対策をやっております。

【宮本委員】 要は速度30キロ規制のゾーン区
間というのがあって、規制はしたものの、生活

道路における事故が多いという全国的な流れで

あるため今回引き下げるというんですが、そも

そもゾーン30規制について、県内にどれぐらい
あって、今後、ゾーン30規制がなくなっていく
のか、そのまま継続していくものなのか、これ

もわかれば教えてください。

【山口交通規制課長】 令和5年度末現在で、県
内で41か所のゾーン30を整備しております。
今後につきましては、まだ正式な決定はない

んですが、先ほど申しましたとおり現状ある交

通規制はそのまま維持、また、必要があれば交

通規制を実施するという流れになりますので、

ゾーン30は生活の安全を守るために必要なも
のですので、そのまま整備継続になるものと思

っております。

【宮本委員】全国的にも生活道路における事故

が多いことが問題になっていますが、県内にお

いて、生活道路もしくはゾーン30規制区間での
事故発生件数がどれくらいあるのか、わかれば

教えてください。

【山口交通規制課長】生活道路内における交通

事故の発生状況をお答えします。過去3年の統
計で、令和3年、県下の生活道路においての事故
発生は315件、全事故の11.1％となっておりま
す。令和4年につきましては278件、全事故の構
成率10.7％、令和5年につきましては294件、全
事故の11.1％となっております。
参考ですが、全国における生活道路の事故の

構成率は20.1％となっております。10年前に比
べますと3分の1以下と減ってはいるんですが、
下げ止まり傾向もあるということで、今後のさ

らなる安全・安心を守り、事故を防止するため、

さらなる減少の定着化を図るために、こういっ

た法改正がなされたものと判断しております。

【宮本委員】全国平均に比べると低い状況では

あります。生活道路、幅が狭い道路、定義しに

くいということもありますけど、引き続き事故

がないよう、取締りというか、強化していただ

ければと思います。

最後に1点だけ。ゾーン30規制は、スピードを
下げるという意味では必要な区間だと考えます
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が、今後、長崎県におけるゾーン30規制がどう
なっていくのか、今後の整備状況について教え

てください。

【山口交通規制課長】 先ほど、令和5年度の県
内の生活道路の事故、構成率を私、11.1％と申
しましたが、正しくは11.2％でした。訂正させ
ていただきます。

今後のゾーン30整備についてですが、ゾーン
30については、子ども、又は高齢者、身障者の
方とか、交通弱者の方を守るための生活道路対

策の重要なメインの対策と判断しておりますの

で、今後も積極的に継続、整備していくことと

なります。

当然これにつきましては、道路管理者の方々

の協力が必要不可欠です。今まで以上に連携を

密にして、また、地域の住民の方々の意見を踏

まえながら、効果的な安全対策を推進していき

たいと思っております。

【石本委員長】 ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】 SNS型詐欺に付随しまして
一つお聞きします。ゲームの課金のトラブルは

何件あっているでしょうか。

【岩木組織犯罪対策課長】 ただいまのお尋ね

は、ゲームの課金関係の手口ということである

と思いますけれども、このSNS型投資・ロマン
ス詐欺に関しましては、ゲームの課金関係の被

害については、手口については該当がないと考

えております。

【まきやま委員】該当がないというのは、該当

しないだけで、ゲーム課金に関するトラブルは

挙がっていますか。

【岩木組織犯罪対策課長】すみませんが、その

件につきましては、当課では把握していません。

【まきやま委員】これはうちの家の事情という

か、実際にあったことなんですけれども、LINE

からゲームがあって、それを子どもがやってい

まして、いつの間にかコンビニで支払いをした

ということがあってですね。納得のうえで課金

をするので、これは事件に上がりにくいと思う

んです。こういった事案は結構、子どもたちの

中で広がっているのかなというのがありまし

て。

結局、今までの詐欺の問題とかは、ネットと

かスマホに慣れていない、教育を受けていない

ため発生することが主だと思うので、現在、出

張講座とかスマホ教室、ネット教室等を行われ

ているのか、お聞かせください。

【堀サイバー犯罪対策課長】小学生、中学生に

対して、情報モラル教育をどのようにやってい

るのかというようなことでお答えをさせていた

だきます。

現在、県警では、小学校、中学校から要請を

受けましたら、職員を派遣して情報モラル教育

を行っているところでございます。

このほか、警察が委嘱した高校生に、ボラン

ティアとして小学校、中学校に行っていただい

て、高校生が小学生、中学生に情報モラル教育

を行うサイバーセキュリティボランティア事

業、こういったものも行っているところでござ

います。

【まきやま委員】 そういったネットに関する、

スマホに関する教育が一番、こういった問題を

解決するのに近道だと思っていますので、ぜひ、

これからも積極的に取り組んでいただきたいと

思います。

【小林委員】まず、警務部長にお尋ねをしたい

と思います。

新聞報道で大変賑わっておりますが、6月24
日に、東京から警察庁が、鹿児島県警に対して

監察に来たというようなことが明らかになって
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おります。この特別監査はなぜ行われるのかと

いうと、鹿児島において不祥事が相次ぎ、そう

いう状況から異例の監察につながっていると、

こういう報道でございます。

そこで、これは長崎県警のことではなく、あ

くまでも鹿児島県警のことでございますが、同

じ県警という立場の中で、今回の特別監査、異

例と言われておりますけれども、警務部長とし

てどのように受け止めておられるか、まずお尋

ねをします。

【中川警務部長】ただいま小林委員からご指摘

ありました件は、報道で流れている状況は承知

しているところでございます。今後とも、そう

いった報道で流れている状況につきましては注

視しまして、私どもとしましても、気を引き締

めてしっかりやっていかなければいけないとい

うふうに思っているところでございます。

【小林委員】決してあり得ないことであるけれ

ども、あくまでも仮にという前提で申すのです

が、鹿児島県警のような不祥事が仮にもし長崎

県警であったならば、県民はどんな思いをする

であろうかと、こんなようなことを考えるわけ

です。

恐らく、長崎県の治安維持のために毎日、日

ごろからご尽力をいただいている、この治安維

持のためのご尽力、今やもう長崎県民は、そう

した皆様方のご尽力、ご苦労というものをよく

承知をいたしておりまして、もうこれはゆるぎ

ない信頼関係をつくっているわけでございま

す。このゆるぎない信頼関係の中において、今

言う、仮にもし鹿児島県のようなことがあった

らどうなるかと、こういうことを考えると、こ

の信頼関係は一体どうなっていくのかと、本当

に全く遺憾と言わざるを得ない状況に陥ってし

まうのではないかと、こんなようなことを考え

るわけでございます。

そこで、そうやって考えていくと、今回の監

察によって、これをしっかり明らかにして、県

民の皆様方によくご理解をいただき、確実に再

発防止対策を全力を挙げて取り組んで結果を出

す、こういうようなことによって信頼回復、こ

れを勝ち取っていかなければいかんじゃないか

と思いますが、警務部長の見解をお尋ねしたい

と思います。

【中川警務部長】ありがとうございます。ただ

いまご指摘いただきました件でございますが、

今、鹿児島県警で行われている状況につきまし

てどういう状況なのか、まだ判断する状況では

ございませんけれども、小林委員おっしゃいま

したとおり、長崎県民の皆様と長崎県警、私ど

もとの信頼関係は壊さぬように、我々は毎日精

進していかなければならないと思っています。

そういった意味では、警察職員、日ごろから

規律をしっかり保ちまして、県民の模範となる

行動をとっていかなければならないと考えてお

ります。

その徹底をしていくために私どもとしまして

は、やはり委員おっしゃっていただきましたと

おり、職員の皆は、日々全力で業務に当たって

おります。そういった中で不祥事、不適切事案

を起こさないように、我々は、そういうことを

起こさないような働きやすい、成長を実感でき

るような職場を目指してまいりたいと思います

し、倫理教養などもしっかり行いまして、自分

たちがもし何か起こせばこうなってしまうとい

うことを丁寧に指導しながら、職員の皆の目線

に立ちまして、私どもといたしましても指導や

教養、研修などをしっかり行いまして、長崎県

民の皆様の信頼を保っていくように努力してま

いりたいと考えております。
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【小林委員】警務部長の非常に頼りになる、信

頼に値するご答弁をいただいて、非常に気を強

くしております。

県民と長崎県警のこの関係、信頼、これは長

い間の蓄積の中でゆるぎないものになっている

と。長崎県がこうして暮らしやすいような状況

をつくっていただいているのも、毎度毎度申し

上げているように事件の数が少ないと、検挙率

が高いと、この2つの長崎県における県警の強
み。

まさに長崎県は、人を呼んで栄えるまちの観

光県です。この観光県の中で第一に求められる

のが、やっぱり治安の維持、安心して暮らせる、

これではないかと思うわけであります。

そういう意味からして、今回は鹿児島県警の

ことでありますから、特別こちらに何も関連が

あるわけではありませんけれども、お互い県警

たるもの、県民の皆様方のゆるぎない信頼、こ

れがいかばかり大きいものかと、こんなことを

改めて考えて、これからも現在のように一丸と

なってご精進をいただくようにお願いをしたい

と思います。ありがとうございました。

午前中の時間もあまりないが、質問する内容

がたくさんあります。ちょっと明らかにしたい

ことがありますので、意見と同時に事実関係を

明らかにしたいと思います。

今議会は6月21日より一般質問が始まってお
ります。実は、一般質問において、あえて名前

は申し上げません、ある同僚議員の自宅に、た

しか15日土曜日、夕方5時か6時ごろ、全く知ら
ないある男が、同僚議員の自宅に入り込んでき

て、何と言うたかというと、質問する予定の項

目に何項目かあるけれども、「これについては

質問をやめろ」と圧力をかけてきた。まさに事

実上の恐喝ではないかと、私はそう受け止めて

おりますけれども、こういう事実が発生をいた

しております。

「あんた、よう耐えたな」と、そして「堂々

と質問したではないか」と、その同僚議員に申

し上げたわけです。

どんな人が来たのかと、やっぱり普通ではな

い人が来たと、そういうことで、反社の人とか、

どんなのかわからんけれども、実はここに名刺

がある。こういう人がきたんですよ。

それで、これを私のルートで、いろいろマス

コミの方に照会、いろいろと調査をしてもらっ

た。そうしたら、あるカジノ関係者だと、こう

いうような答えが返ってきております。カジノ

の関連者と。カジノを自分でやっているのか、

関連の中の一つか、とにかくカジノの関連と、

こういうような答えが返ってきたわけだ。

私も、地元民とか県民の皆様方のご協力で、

30年近く県議会議員として議席をいただいて
おります。その経過を振り返ってみても、質問

をやめろとか、質問をするなとか、そういう圧

力をかけてこられたようなことは一度たりとも

ないし、また、他の方々からも、そういうよう

なことを聞いたためしはないわけです。

カジノの関係者が、あるいはそういう色んな

関係者がたくさんいらっしゃる中において、そ

の同僚議員に質問をやめろと自宅まで来て圧力

をかけることは、断じて許すことのできないゆ

ゆしき問題だと私は思っている。そういうよう

なことからして、こんなことを野放しにしてお

くわけにいかんと、長崎県議会の名誉にもかか

わると、威信にもかかると、私はそう思ってい

るわけだ。

そこで、これは県警の必要な捜査とか、ある

いは県警に訴えて、諸般の手続をとりながら、

しかるべききちんとした結論を私は出すべきだ
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と。誰がこんなことをやらせているのかと、そ

ういうようなことも含めて私は必要だと思って

いる。こんな圧力、脅迫じみたものに絶対に屈

してはいかんと、こう考えるわけです。

そういう点からして担当の課長にお尋ねしま

すが、今私が申し上げたことの要点をご理解い

ただいているかどうかわからんが、いずれにし

ても恐喝なり、あるいはそういう圧力なりがあ

ったことは事実ですから、法律に基づいて取り

締まるべきものは取り締まり、そして、誰がこ

んなことをやらせているのかと、こんなくだら

んことをやらせているのかと、いろいろ名前を

聞いておりますけれども、そういうことについ

てもこの際、調べてもらい明らかにすることが、

我々としては大変必要なことではないかと、こ

う考えますが、これを事件化していくためには

どういうような手続をとればいいのか、諸般の

手続のとり方について、この際、これは我々の

威信と名誉をかけてお尋ねをさせてもらいた

い。

【岡田捜査第一課長】ただいま委員から説明が

ございました内容につきまして、その行為がど

のような犯罪が成立するかどうかということも

含めまして、行為の態様とか、個別具体的な状

況ごとに総合的に判断していくものと考えてお

ります。

いずれにしましても、県警察といたしまして

は、個々の案件ごとに適切に対処してまいりま

す。

【小林委員】やっぱり本人が自ら被害届なりを

出すべきではなかろうかと、こういうことで同

僚議員とは一致いたしております。弁護士やそ

の他関係者を交えて、県警に訴える、依頼をす

る、そういうようなことで被害届を当然出させ

ていただく準備を始めるということであるか

ら、私も、顧問弁護士やいろんな関係の皆さん

方を、お願いをして協力をしてあげようと思っ

ておりますので、今のようなことを受けて、今

後ひとつよろしくお願いしたいと思います。

ところがですね、この人間を追い返したと、

そうしたら、その同僚議員が、またこんなこと

を言ってきたんです。

2日目の質問だったから、24日の朝から自宅
を出て、大村の休憩所で一旦休憩をして、それ

から長崎の県庁に車で向かったと。その車は自

分の車で、運転手抜きで自分で運転をしたと。

そうしますと、なんとなんと、映画みたいだ

けれども、その同僚議員の車にあおり行為をか

けてきた車があったと、こういうようなことを

お話して相談を受けたわけです。これはまた、

あおり行為というのは、人命にかかわる、しか

も道路交通法の中で厳罰に処する、こういう内

容であって。

どうも今回の質問とあおり運転の関連がどう

あるのかは、これは全く想像はついていないけ

れども、ドライブレコーダーとか、いろんなあ

らゆる手を尽くして、誰がそんなあおり運転を

しているのかということについても、全力を挙

げて我々は調査をしなければならないと思って

おります。

こういった場合、どんな被害届を出させてい

ただけばいいのか、この辺についてもご答弁を

いただきたいと思います。

【橋元交通指導課長】 委員お尋ねの件につい

て、あおり運転ということで回答いたしますが、

ご指摘のとおり令和2年に、道交法違反で新た
に新設されております。

その届出については、近くの警察署とか、そ

ういったところにご相談いただいて認知する形

になるかと思います。行為の態様や具体的な状
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況、その他、個々の案件ごとに総合的に判断し

ていきたいと考えております。いずれにいたし

ましても、県警としましては、ご相談、または

認知した場合には、個々の案件ごとに適正に対

処してまいりたいと思います。

【小林委員】 それじゃあ、今の発言を受けて、

何といっても本人からの被害届というものが一

番大事ではないかと、そういうふうに私も素人

ながら考えております。

何度も強調させてもらう。長崎県議会におい

て、現職の県議会議員に、質問をするなと脅し

をかけてくる、そんな事案がこの長崎県で発生

をしているわけです。我々にとってはゆゆしき

問題ですよ。こんなことは絶対に許さぬ、許し

てはならぬと思っている。

しかも、あおり運転で大変な思いをしたと、

本当に危なかったと、こういうようなことを言

っているわけですよ。

いろいろと質問に対してもあろうかと思うけ

れども、大分いろんなところから「やめろ、や

めろ」とも言われたと。こんなようなことで、

誰がそんな圧力をかけるのかと、ふざけるなと、

こういうようなことでね。

私は、この同僚議員は、よくぞ負けないで堂々

と論戦をはってくれた、結果的に。これは立派

だというふうにほめて、私は称賛したいと思っ

ている。

こういうことでございますので、これからも

いろんな必要な内容についてお尋ねをしたり、

また被害届を出してみたりとかあろうかと思い

ますが、どうぞよろしくお願いして終わりたい

と思います。ありがとうございました。

【石本委員長】審査の途中でございますが、午

前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時30分
から再開し、引き続き警察本部関係の審査を行

います。

しばらく休憩します。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【石本委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

午前中に引き続き、警察本部関係の審査を行

いますが、午前中の答弁について訂正の申し出

があっておりますので、これを許可します。

【山田警務課長】数の訂正をさせていただきま

す。

午前中、宮本委員からの質問で、カスタマー

ハラスメントのアンケート結果を申し述べまし

た。この中におきまして、カスタマーハラスメ

ントを受けた認識を有する職員の数としまして

1,043名と申しましたけれども、正確には1,034
ということで、下2桁の数値が間違っておりま
したので、訂正させていただきます。申し訳ご

ざいませんでした。

【石本委員長】それでは、ほかにご質問はござ

いませんか。

【湊委員】午前中に各委員から質問があったん

ですけれども、SNS型投資・ロマン詐欺につい
て、ちょっと質問がございます。

私もSNSをやっておりまして、変な人からメ
ッセージが来たりとか、投資をしてみませんか

とかというメッセージが、多分、ほかの委員も、

SNSをやっていらっしゃる方は来たことがあ
ると思うんです。

今回、被害に遭われた方は、SNS型投資・ロ
マンス詐欺というものをもともと知っていたの

かどうか、おわかりであれば教えてほしいと思

います。

【岩木組織犯罪対策課長】 SNS型投資・ロマン
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ス詐欺の被害者で、そういった犯行の手口があ

ることを認識した者の把握につきましては、正

確なところを聞き取った資料がございませんの

で、はっきりしたことは申し上げられませんけ

れども、ここ最近、問題視されてきた手口です

ので、十分な認識はまだまだ薄かったのではな

いかと想像されます。

【湊委員】私の身内とか友人も、これは何なの

かと私に相談をしてくる時もあるし、まだまだ

認知が、周知が。こういう詐欺があるというこ

とを警察の皆様にもしっかりと広めていただい

て、こういう被害が少なくなっていくことを私

も一緒に頑張っていきたいと思います。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【吉村委員】湊君の質問時間まで、くれん？（笑

声）

2～3点質問させていただきます、議案外で。
先ほど小林委員が質問でやられた内容と重なる

んですが、小林委員が言われたから、私が言わ

ぬということにはならぬじゃろうと思います。

私も私なりに言わせていただきたいということ

で。

ほぼほぼ重複するんですが、鹿児島県警であ

った話ですが、この新聞にも警察の本分という

のが書かれてあります。県民の安全・安心の確

保ということについて、県警の役割、警察の役

割は大きいわけですから、それなりにその意識

をもって活動に励んでもらわんといかんという

ことになろうかと思います。

そういう鹿児島県警あたりの例について、長

崎県警の場合は意を用いてやっていくんだとい

う答弁をいただいておりますので、それ以上の

ことはないんですが、往々にして、退避性と言

うたらいかんですけれども、私の経験上、一回

そういう似たような話がありまして。

県内の方が物を盗んだと、そういう話があり

ました。その盗んだ方は多少、ちょっと普通で

はないという、やくざのような「普通ではない」

ではないですよ。ちょっとおくれているという

人で、そういう施設に入っている人です。それ

がスーパーで盗んだという事案があって、それ

を本人たちは盗んでいないと、こういう話。調

べてもらいたいとなるんですが、「いや、盗っ

ているんですよ」と、警察が決めた事実が全面

的にばんと出るわけです。そうしたら、「証拠

はどこにあるんですか」と、「証拠はあるんで

すが見せられません」と、こうなるわけです。

いろんなことで、今回の鹿児島県警の問題で

も、例えばプライバシーとか、そういうことで

証拠という部分について披露できないとなっ

て、疑問は残ったままになるわけです。そこが

やっぱり一番もやもやとしたところで。

長崎県であった事案も、その場面が店内のカ

メラに映っているんですと、それを見せてくだ

さいと、いや、それは証拠なので見せるわけに

はいかないと、こうなるわけです。

証拠だから見せてくださいよと、盗った側の

意見としてはなるんですが、施設でお世話をし

ている方が一緒に付いておられて、この人はち

ょっと感情的になる欠点もあるんですが、物事

を感情的になって話をすると話ができなくなり

ますので、理論的に積み上げていかんといかん

わけですが、証拠となる映像とか何かを見られ

ればいいんですけど、見せられないというとこ

ろでずっと疑問が残ったままでその事件が終結

してしまうと。恐らく鹿児島県警も、そのよう

な形で残りかねんところがあるんじゃなかろう

かと、個人的にちょっと懸念しております。

県民側から、被害者にしろ加害者にしろ、そ

ういう要望というか、見せてほしいとお願いが
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あった時に、幾らかでももう少し具体にできる

ようなシステムを構築できんとかなと思うんで

すが、そこら辺について何かご意見、考え方が

あればお知らせいただきたいと思うんですが、

いかがですか。ちょっと難しいかなとは思うん

ですが。

【船津刑事総務課長】刑事訴訟法に、捜査の秘

密というのがうたってありまして、なかなか証

拠を誰にでも開示できるというわけにはいきま

せんけれども、個別具体的な事案に即して、な

るべく、疑いをかけられた方に対して納得のい

くような説明をしながら、個別に対応してまい

りたいと考えております。

【吉村委員】そこら辺くらいまでしか、答弁で

は難しいのかなとは思いますけれども、私が聞

いた思いは理解してもらっていると思います。

なので、それを理解するということは、その時

に申し出をしている方と警察との距離の話です

よ。そこら辺を、相手側に立った活動といいま

すか行動をしていただきたいと、そういうこと

に腐心していただくようなことで今後進めてい

ただければと思いますので、ご提案を申し上げ

ておきます。

それから続けてやります。詐欺とか、ニセ電

話とか、SNSとか、いろいろ被害がたくさん出
ているわけですね。長崎県も、先ほどから何人

からも出ておりますが、大変なんです。

SNSを使って、今ごろはだんだん進歩しより
ますから、長崎県も長崎市も自治体全部、人口

が減っているから婚活運動をしよりますね。婚

活運動という角度からちょっと。

県も、2階にブースを設けて婚活推進とやっ
ているわけです。結婚せんでよかろうと言うた

ら、どがん言われるかわからんけん、進めんば

というわけですたい。

しかし、そういう活動がどうなのよと。今、

SNS上、インターネット上で仮想空間、メタバ
ースというげなですけど、ようわからん。顔も

何も出らんですね。詐欺は顔は出さんですけど、

婚活は顔を出さんばわからんですたいね。でも、

メタバースの空間は顔がわからん。何か、男の

ような恰好をした人形のようなもの、女のよう

な恰好をした人形のようなもの、こういう人た

ちがうろうろしよって、知り合って、うまくい

ったら会いましょうという婚活なんです。メタ

バース上の婚活、これが非常に伸びてきよるよ

うな話で。

そして、何日か前にJCの会があって、そこで
そういう話をしよったら、若い人らが、そのメ

タバースの婚活、はやっているんですけど、女

性が必ずしも女性じゃないそうです。どこかの

年取ったおじちゃんが、若い女性の格好をして

メタバース上にいる。男が女かもしれん。全然

わからんわけです、会うまで。うまくいった人

もおるそうですけれども、何か私たちではわけ

のわからん世界が出てきて、みんなだまし合い

のような恰好。それでSNS上で詐欺と、こう比
べて考えると、どこがどう違うんじゃろうかい

ということになるので、これを取り締まるのが

非常に難しい状況が出てきよるんじゃないかな

と思うんです。

そういった意味で、このメタバースという世

界を今、県警では、どのように捉えて対策をさ

れよるのか、そういうのを把握されているのか、

お尋ねをしたいと思いますが、いかがですか。

【西尾生活安全企画課長】メタバースにつきま

して私はあまり詳しくはございませんけれど

も、SNSの世界というのは非常に広い世界でご
ざいまして、皆さんが正しく使っていただけれ

ば非常に楽しい場で、出会いの場になるとは思
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うんですけれども、誰もが利用できますので、

当然犯罪を行おうとする者も入り込んでくるわ

けです。特にSNSロマンス詐欺につきまして
は、マッチングアプリなど自分の情報を全て登

録しまして、その情報がマッチした方同士が交

際に発展するというのがございます。

先ほど吉村委員が言われたように、悪いこと

をしようと思う者が入り込めば犯罪に発展する

ことがございますので、我々も、インターネッ

トリテラシーといいまして、インターネット上

の情報の真偽や正確性を見極めて適切に判断し

て利用する能力を高めましょうということで、

今、サイバー犯罪対策課とともに、いろいろな

防犯講話などで講話をしている状況でございま

す。今後、こういう犯罪に巻き込まれないよう

に、被害防止対策をさらに進めて参りたいと思

っております。

【吉村委員】私も、よくわかって言いよるわけ

じゃないんで、釈迦に説法かなと思うんですけ

ど、インターネットなんていうのは、警察もサ

イバー対策課とか作ってやりよるけど、その先

の先をいきよらすけんですね、そういうのを使

って人をだまそうとか悪いことをしようとかと

いう人たちの頭の中は。

だから、そういうのに近いというか、そうい

う技術とか情報を持った人たちの資料を集める

とか、聞くとかして、そういう情報の収集を強

化していただければと思うところでございます

ので、今後、そういうところにも視点を置きな

がら活動をやっていただきたいと要望しておき

ます。

それからもう一つ、不正アクセスの件です。

これもインターネット上で、サイバー犯罪の中

に入りますね。先般、長崎県でも県の物産振興

協会が、名簿を乗っ取られるというか、侵入さ

れたわけですね。不正アクセスをされて、どう

も、その顧客のリストが全部流出したんじゃな

かろうかと、それには氏名、住所、電話番号、

いろんな情報が入っておったと。

つい先日総会があって報告があったんです

が、今のところ漏れたような形跡はないという

ことですが、それすらもわからんわけです、物

産協会では。今、警察に言って調べてもらいよ

る。どこからどう侵入して、誰がこうというの

を調べてもらっていますという話だったんです

が、なかなか、これをたどっていくのが難しい

ですね、こういう人たちは、わからんように侵

入するわけですから。

ですから、県内のそういう事業所の中に不正

アクセスをするというのが、今後もどんどん増

えてくるんじゃなかろうかと心配するんです

が、そういう事案については、どのように県警

としては把握されているのか、そして対処の仕

方としては現在どのようにされているのか、よ

ければ具体的に物産協会の件については、不正

アクセスをした、そこの部分はつかめたのかど

うかまで含めてお知らせいただければと思いま

す。

【堀サイバー犯罪対策課長】まず、事案をどの

ように把握しているのかにつきましては、捜査

手法に関わることでございますので、答弁は差

し控えさせていただきたいのですけれども、

様々な手段を用いまして情報収集等を行ってい

るところでございます。

高度化するサイバー犯罪にどのように対応し

ているのかというようなことでお答えさせてい

ただきますと、やはりサイバースキルのある人

材を育成していくのが必要ではないかと思って

おります。県警では、民間企業でシステム開発

や運用などの経験があり、かつ情報処理に関す
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る高度な国家試験に合格した者をサイバー特別

捜査官として採用して、当課などに配置して、

そういった人材を育成しているところでござい

ますので、今後とも、そういった高度なサイバ

ースキルを有する人材の育成に努めまして、高

度化するサイバー犯罪に対応してまいりたいと

考えております。

【吉村委員】やっぱり難しいので、そういう専

門家と連携をするのが大事だろうと思います。

どこかの大きな企業は、実際にサイバー犯罪を

していたような人を雇い込んで、それが一番早

いでしょうね。専門ですから。それで技術力も

高いと。だから、そういう専門性を持った部分

が必要になるんでしょうから、そういうものに

合格したような人を雇い込んでやっていくとい

うことですが、併せて、民間の方が多分、もっ

とたけているのかもしれんと思いますので、そ

ういうところとも連携を取りながら、それは捜

査上の秘密と言うけど、そういうことは抜きに

して、連携ができる部分は民間との連携をして、

こういうことがないように進めていただきた

い。

答弁はなかったですが、物産協会はまだわか

らないですか。

【堀サイバー犯罪対策課長】申し訳ございませ

んが、繰り返しになりますが、個別具体の事案

の捜査の内容につきましては答弁を差し控えさ

せていただきたいと思いますので、ご理解をい

ただければと思います。

【吉村委員】そういう言葉を使われると、どう

も私はちょっと面白くないんですけれども、で

きておらんなら、できておらんと言うていただ

くのが一番わかりやすいんですけど、そうも言

いたくないのかなと思いますが、どちらにしろ

早期にそういうのが解決できるように、それが

安心・安全の確保ですから、よろしくお願いし

たいと思います。

最後に、これも重なりますが、先ほど小林委

員からもありましたが、私も重ねてやっぱり。

ちょうどその時、私も別ののっぴきならぬとこ

ろで一般質問には出席できなかったので、現場

で聞いていなかったんですけど、その同僚議員

の一般質問に対して、そういう質問をするなと

いうような脅しのようなことがあるのは、やっ

ぱりもうゆゆしき問題であると感じます。

議会というのは、市でも県でも町でもそうで

すけれども、市民の代表として、そういうのが

妨げられるようなことがあってはならないわけ

ですから、こういうことをやってくるというこ

とについては、やはり。

我々は、捜査権は持たんわけです。ですから、

捜査権を持った組織として、厳正に対処をして

いただくように、私からもお願いをして議案外

の質問を終わりたいと思います。以上です。

【石本委員長】 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、委員長を交代します。

【冨岡副委員長】 委員長、発言をどうぞ。

【石本委員長】 1～2点、ご質問、ご要望等をし
たいと思います。

まず1点は、先の5月19日の長崎新聞に、「長
崎駅前交差点の道路の白線が紛らわしい」とい

う見出しで出ています。中身は、長崎駅前の市

役所側から来る市道と国道202号線とが交わる
交差点で、国道は3車線ぐらいあるんですけど、
市役所側から来て右折する車は、その曲がりよ

うによっては非常に危険だという記事です。右

折する場合に、一番右の車線に入るのか、中の

車線に入るのか、駅寄りの車線に入るのか。

国道が3車線あるんです。そこで、本通り奥か
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ら、こちらから直進していく、駅に直進する車

と、右折する車との接触事故等の危険性が非常

に高い。

私もたまに市役所側から右折するんですが、

私もそういう経験があります。国道の右端じゃ

なくて、真ん中が空いているから真ん中に入ろ

うとして行くと、左から来た車とか、ちょうど

渋滞しているときなどは、そこを譲り合いとい

ってもなかなか難しいというか、危険性が高い

というのを経験したことがあります。

こういった記事が出ていることについて、県

警としては現在どういう認識、また対応として

はどういうふうに考えておられるのか、お伺い

します。

【山口交通規制課長】委員長ご指摘の新聞記事

につきましては、当方も認識しておりまして、

掲載される前の記者からの取材段階から対応を

しており、現状につきましては、新聞記事が5月
19日に掲載されましたが、その前日の5月18日
に、わかりやすい誘導表示に変更を終了してお

ります。当然道路管理者の方々と連携をしまし

て、現場で立ち会いを

行いまして修正をしたということです。

今回の路面標示については、現状、駅前の道

路はまだ完成形ではなく、車線の振り替えを行

ったものの、その段階で、車線境界線が残った

ままになっていた部分が今回の要因であったと

思っております。そういう部分を含めて早急に

対応したのは、そういったご指摘を真摯に受け

止めてすぐにやらないと。ということで道路管

理者と連携した結果であります。

まだ完成ではありません、今後どういう形に

なるかというのは、道路管理者と現場で立ち会

いをするとか、誘導表示までにも気をかけて、

しっかり安全を守っていきたいと思っておりま

す。

【石本委員長】 現状認識はわかりました。

また、それと併せて、現時点で工事中ですか

ら、なおさらわかりづらい状況になっていると

思うんですけれども、それ以前であっても長崎

駅前の国道は、一方に電停があり、一方にはバ

ス停があったわけで、今はそこの工事中という

ことで今後の問題ですけど。とにかく駅前周辺

の整備が進められています。特に今、新たな新

幹線口の方に入っていくバス停が新たにできて

います。そちらの方面に進入する車と、こちら

から行けば長崎駅を過ぎて長崎署に入る左折の

交差点、そこらの表示も、反対側から来る車も

入りにくいし、電車軌道がありますので一遍に

は曲がれないというのがあって、この長崎駅前

の交通規制は難しいかと思いますけど、とにか

くわかりづらいというのがあります。

地元の人でも、知っている我々でもなかなか、

今曲がるべきかどうかという判断の時期とか、

どこで曲がればいいかというのが本当にわかり

にくい。

今後、県外また市外から車で来るお客様も、

10月にはスタジアムシティが完成して、ますま
す多くなるのが当然予測されます。人通りも増

えることも予測されます。こういった中で、本

当に何もわからない人が来ても安全に移動でき

る、そういった対応も十分検討しておく必要が

あると思いますが、そこについてはどういうふ

うにお考えでしょうか。

【山口交通規制課長】今後の開発がまだ進みま

す関係で、県外の方々の誘導とか事故防止の関

係ということでお答えします。

こういった開発行為につきましては、警察も、

交通事故防止の第一歩の段階ということで、計

画段階から図面協議、また必要があれば現場の



令和６年６月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（６月２８日）

- 33 -

道路を一緒に確認したりしながら、事業が始ま

る、また実際に道路ができ上がるまで実は協議

をやっております。そういった結果が、先ほど

申し上げました誘導表示のやりかえも、道路管

理者と連携して対応しているんですが。

設計段階でできた図面と実際の道路は、いろ

んな制約があって違う部分があります。なかな

か理想どおりの道ができないのが道路行政の難

しさなんですが。

警察としましては、わかりやすい誘導がいか

に事故防止につながるかというのは本当に認識

している次第です。今回、スタジアムシティも

そうですが、道が途中、でき上がっているんで

すが、その部分も道路協議をしております。市

が担当している部分とか県が担当している部

分、複数の事業がありますし、また今後、バス

ターミナルも予定されている、郵便局も移転と

いうお話もお聞きしております。それぞれ警察

としてそこに入っているところです。

当然、委員長ご指摘のとおり、わかりやすい

道路づくり、路面標示、ここは可能な限り警察

の意見を言って、事故がない安全な道にしてい

きたいという思いがあることは信じていただき

たいと思います。

【石本委員長】十分理解しての発言であります

が、時として、私たち長崎市民じゃない者が、

例えば諫早から長崎に入る時に、バイパスと、

もう一つ住吉ですか、ここから入ってくるんで

すけれども、バイパスから市内に出る分岐点で

も表記が紛らわしい。例えば右に曲がるのに、

浦上方面と長崎方面という表示がさかさまにな

っているんです。我々は知っていても、たまに

間違って、浦上の方におりたいんですけど、長

与に行く方に入ったりするんですよ、頭で考え

たらですね。右だから右だろうと思ったら、長

崎の方に行ったりとか、そういった感覚といい

ますか、素人の感覚で右方面に行くなら右に入

るというのが普通の感覚です。そういったとこ

ろも結構気がつきます。知らない人はいいんで

すが、知っている人が間違うんですよね、逆に。

だから、そこら辺もしっかり対応していただけ

ればと思っております。

それから、もう1点最後に。今、再開発で100
年に一度という話も何度も出ますが、この長崎

駅前の整備は、やっぱり長崎県の顔であるし、

長崎観光の顔にもなるわけです。初めて県外か

ら車で来ました、新幹線で来ましたと、その駅

前がスムーズに交通が整理されている、初めて

来てもスムーズに目的地に行ける、そういった

環境をつくっておかないと、長崎にはちょっと

もう車では行かんばいという声も、我々は県北

の人間ですけれども、県北からも、長崎には車

では行きとうなかねと、電車の路線があるし、

道が狭い、わかりづらいと聞きます。今回の整

備において、特に県外からも車が増えると思い

ますので、しっかりとした長崎の顔をつぶさな

いような整備を、市の都市計画も絡んでくるか

と思いますが、市側ともしっかり連携して、本

当にスムーズに移動ができるような長崎駅前の

交通体系というか、整備というか、そういうの

をしっかりしていただきたいと思いますが、最

後に警務部長にお伺いします。

【中川警務部長】ただいまの石本委員長ご指摘

の点でございますが、県民だけではなく外から

来られる観光の地でもございますので、そうい

った観点もしっかりと取り入れながら、関係機

関、県、市、その中にしっかりと県警も入り込

みまして調整して、よりよいスムーズな交通や

観光、そういったことで県警自身もしっかりと

長崎県に貢献できるようにやってまいりたいと
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思っておりますので、引き続きご指導をよろし

くお願いいたします。

【冨岡副委員長】 委員長を交代します。

【石本委員長】 ほかにご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、警察本部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ３分 休憩 ―

― 午後 ２時 ３分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き、出納局、各種委員会事務局関係の

審査を行います。

しばらく休憩し、2時15分から再開したいと
思いますので、よろしくお願いします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ４分 休憩 ―

― 午後 ２時１５分 再開 ―

【石本委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

審査に入る前に、理事者側から、4月の人事異
動後、これまでの委員会に出席がなかった新任

幹部職員の紹介を受けることにいたします。

【井手会計管理者】このたび、4月1日付の人事
異動により、会計管理者を拝命いたしました井

手美都子でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

同じく4月1日付の人事異動に伴います出納
局の新任幹部職員を紹介いたします。

（新任幹部職員紹介）

よろしくお願いいたします。

【桑宮監査事務局長】このたび、4月1日付の人
事異動で、監査事務局長を拝命いたしました桑

宮直彦でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

同じく、4月1日付の人事異動に伴う監査事務
局の新任幹部職員をご紹介いたします。

（新任幹部職員紹介）

どうぞよろしくお願いいたします。

【中尾議会事務局長】このたび、4月1日付の人
事異動で議会事務局長を拝命いたしました中尾

美恵子でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

同じく4月1日付の人事異動に伴う議会事務
局の新任幹部職員をご紹介いたします。

（各新任幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【石本委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。

まず、会計管理者より予算議案及び報告議案

の説明を求めます。

【井手会計管理者】 出納局関係の議案につい

て、ご説明をいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第73号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予
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算（第1号）」のうち関係部分と、報告第2号知
事専決事項報告「令和5年度長崎県一般会計補
正予算（第11号）」のうち関係部分でございま
す。

はじめに、第73号議案「令和6年度長崎県一般
会計補正予算（第1号）」のうち関係部分につい
て、ご説明をいたします。

歳出予算、（目）会計管理費で、1,291万2,000
円を計上いたしております。これは、公金を口

座振込にて支出する際の指定金融機関に支払う

事務手数料に係る経費でございます。

次に、さきの2月定例会の予算決算委員会総
務分科会におきまして、専決処分により措置す

ることをあらかじめご了解いただきまして、3
月29日付で専決処分をさせていただきました、
報告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分
についてご説明いたします。

歳入予算の主なものといたしまして、（目）

証紙収入で1億9,459万6,000円を減額いたして
おります。これは、手数料徴収のための証紙売

払収入が、見込みを下回ったことによるもので

ございます。

3ページをご覧ください。
歳出予算の主なものとして、（目）会計管理

費で2,457万4,000円を減額いたしております。
これは、会計事務管理運営費の減によるもので

ございます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、監査事務局長より報告

議案の説明を求めます。

【桑宮監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。同じ資料の4ページ
をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分
であります。

まず、歳出予算の目、委員費で64万3,000円を
減額いたしておりますが、これは、委員運営費

の減によるものであります。

次に、目、事務局費で170万6,000円を減額い
たしておりますが、これは職員給与費等の減に

よるものであります。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【石本分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り報告議案の説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案について、ご説明いたします。同じ

資料の5ページをお開きください。
今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分
であります。

補正予算の主な内容ですが、歳入予算の目、

雑入で32万8,000円を減額いたしております
が、これは公平委員会事務受託に伴う収入見込

み額の減等によるものであります。

歳出予算の目、事務局費で160万円を減額い
たしておりますが、これは事務局運営費等の減

によるものであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上
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げます。

【石本分科会長】次に、労働委員会事務局長よ

り報告議案の説明を求めます。

【田中労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。同じ資

料の6ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分
であります。

歳出予算で、目、委員会費60万8,000円を減額
いたしておりますが、これは委員会運営費の減

によるものであります。

目、事務局費34万7,000円を減額いたしてお
りますが、これは職員給与費等の減によるもの

であります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、議会事務局長より報告

議案の説明を求めます。

【中尾議会事務局長】議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。同じ資料の7ページ
をご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号知事専決事項報告「令和5年度長崎県
一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部分
であります。

補正予算の内容については、歳出予算の目、

議会費で939万1,000円を減額いたしておりま
すが、これは議員費用弁償等の減によるもので

あります。

また、目、事務局費で354万8,000円を減額い
たしておりますが、これは、職員給与費等の減

によるものであります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、会計課長より補足説明

を求めます。

【山道会計課長】 第73号議案「令和6年度長崎
県一般会計補正予算（第1号）」のうち、出納局
関係部分について、補足してご説明いたします。

総務分科会補足説明資料の「公金の口座振込手

数料の有料化について」をご覧ください。

今回、補正予算の事業目的として、令和6年10
月以降の公金振込手数料の経費を県が負担する

ものでございます。

背景といたしましては、令和4年3月に、総務
省から各地方公共団体に対し、指定金融機関の

公金の収納または支払い事務について、適正な

負担となるよう見直しを行うべきとの考えが示

されました。

この国の考え方が示されましたのは、デジタ

ル化の導入などにより、より効率的な公金収納・

支払業務の推進をする必要性があることや、各

自治体の公金事務に関する調査から、指定金融

機関に支払う経費が少ない状況が見られたこと

などがございます。

本県では、令和5年8月、指定金融機関である
十八親和銀行から、これまで無料であった公金

振込手数料を令和6年10月から有料化したいと
の要請がなされました。これまで銀行との協議

を進めてまいりました。そのうえで、令和6年5
月、改めて銀行から、妥当と判断できる価格の

提示がありましたので、6月補正を計上したも
のでございます。

事業概要として、今回補正予算で1,291万



令和６年６月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（６月２８日）

- 37 -

2,000円を計上しております。主なものとしま
しては、システム上でデータによる振込依頼を

行う「伝送振込」であり、1件当たり50円の単価
に令和6年10月以降の半年間の振込件数23万
4,500件を乗じた額となっております。
以上で補足説明を終わります。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が

終了しましたので、採決を行います。

第73号議案のうち関係部分及び報告第2号の
うち関係部分については、原案のとおり可決・

承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び報告議案は、原案のと

おり、それぞれ可決・承認すべきものと決定を

されました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、今

回、委員会付託議案及び陳情がないことから、

関係部局長より所管事項についての説明を受け

た後、議案外所管事務一般についての質問を行

うことといたします。

それでは、まず会計管理者より所管事項説明

を求めます。

【井手会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いて、ご説明をいたします。総務委員会関係説

明資料2ページをお開きください。
「長崎県行財政運営プラン2025」の主な取組
内容といたしまして、出納局におきましては、

「会計事務のさらなるシステム化」のため、財

務会計システムにおいて、施行伺いや契約書、

入札執行通知書等の出力を可能にするなど契約

事務を支援する機能の運用開始に向けて準備を

進めてまいりました。本年度より運用を開始す

ることとしております。

また、「財務会計システム操作方法等の改善」

のため、職員からの要望や提案を基に改修を行

い、業務の省力化、効率化を図りました。

引き続き、会計事務に係る業務の標準化やデ

ータ管理の効率化等を図ってまいりますので、

委員の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【石本委員長】次に、監査事務局長より所管事

項説明を求めます。

【桑宮監査事務局長】監査事務局関係の所管事

項についてご説明申し上げます。同じ資料の3
ページをご覧ください。

監査の実施について。

今年度の監査の実施に当たりましては、地方

自治法等に基づき、効率的かつ効果的に行える

よう、年度初めの監査委員会議において、監査

等の種類、対象、時期等を定める「令和6年度監
査計画」を策定し、県の事務や事業について、

合規性、正確性、経済性などの観点から検証に
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努め、監査の結果が事務や事業の改善につなが

るよう、十分留意して実施することとしており

ます。

また、監査結果に対する是正・改善の取組状

況を継続的にフォローアップすることにより、

監査の実効性を確保するとともに、監査結果等

については、県のホームページに掲載するなど

県民にわかりやすく公表することとしておりま

す。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【石本委員長】次に、人事委員会事務局長より

所管事項説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。資

料は、総務委員会関係説明資料及び同追加1と
なります。

初めに、追加1の2ページをご覧ください。
令和6年度県職員採用試験について。
今年度の大学卒業程度試験については、行政

Bほか5職種のB試験を実施し、6月17日に最終
合格者を発表いたしました。

また、行政Aをはじめ14の大学卒業程度試験
職種の一次試験と、民間企業等職務経験者が対

象の行政ほか4職種の選考試験の一次試験を6
月16日に実施いたしました。それぞれ二次試験
等の予定につきましては、記載のとおりであり

ます。

また、警察官Ⅰ類（男性・女性）Bの試験を実
施し、6月17日に最終合格者を発表いたしまし
た。

その他の職務採用試験の実施予定につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。

次に、総務委員会関係説明資料の4ページを
お開きください。

「長崎県行財政運営プラン2025」に基づく取
組について。

人事委員会事務局では、多様で優秀な人材の

確保に向けて、職員採用試験の見直しを行って

おり、その主なものとしては、「大学卒業程度

B試験」に新たな職種の追加や、年齢要件を拡大
した「大学卒業程度C試験」の新設などを実施い
たしました。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

組み、積極的に県政の改革に努めてまいります

ので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【石本委員長】次に、労働委員会事務局長より

所管事項説明を求めます。

【田中労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。同

じ資料の5ページをお開きください。
調整事件について。

労働組合と使用者との間で生じた労働争議の

調整につきましては、今年度において新たな申

請はなく、現在調整中の事件はありません。

審査事件について。

労働組合法に基づく使用者の不当労働行為の

審査につきましては、今年度において、現在ま

でに取り扱いました事件は2件で、1件は取下げ
により終結し、1件は現在審査中であります。
個別的労使紛争について。

労働者個人と使用者との間で生じた紛争のあ

っせんにつきましては、今年度において新たな

申出はなく、現在調整中の事件はありません。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの
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で、これより議案外所管事務一般に対する質問

を行います。

質問はありませんか。

【宮本委員】 1点だけ、会計課に質問いたしま
す。会計課が中心になろうかと思うので確認を

したいんです。

議会でよく出てくる政策等決定過程の透明性

等の確保などの資料から、契約状況の確認です

けど、システム開発とかシステムの改修とか、

あるいは維持管理などの発注状況についてお尋

ねをいたします。

資料を見るにつけて、県外企業が落札や契約

をするのが多いように感じるんです。県内企業

の方々にもっと参入していただきたいという

か、取っていただきたいという感覚でいるんで

すけど、長崎県庁全体として見た時に、システ

ム開発や改修、維持管理などに関する県内企業

と県外企業の契約状況が、数年単位で県内企業

は何件、県外企業は何件、その全体的なパーセ

ント、年推移でわかれば教えていただければと

思います。

【山道会計課長】 委員ご質問がございました、

システム開発・改修・維持管理業務の県内・県

外企業の発注状況でございますが、システム開

発等につきましては、本庁の方で発注を主にし

ておりますので、本庁の取りまとめ結果をご報

告したいと思います。

平成30年度から令和4年度の5か年の調査を
いたしました。年平均で申しますと、まず件数

でいきますと、全体が167件のうち県内企業が
110件、率にしますと66％。金額にいたします
と、約12億8,400万円のうち、県内企業が5億
4,500万円、率にしますと42％ほどの傾向にご
ざいます。

各年度の傾向といたしましては、システム開

発の時期がそれぞれ異なりますので、年度によ

っての変動はございますが、概ね同じような傾

向で推移をしている状況でございます。ですか

ら、件数でいきますと県内企業の方が66％と若
干多い傾向にございますが、県外企業となりま

すと大規模開発とかパッケージの問題とか、そ

ういったものもございますので、金額的には多

少逆転しているような状況でございますが、概

ね、そう遜色がないような発注状況になってい

るというふうに判断します。

【宮本委員】5か年平均で件数では66％、7割弱
ぐらい、6割ちょっとですね。しかし、金額でい
うと県外がちょっと多い状況ですね。

もっと県内が少ないかと思っていましたが、

そうではなく、6割超くらいは県内企業が、シス
テム開発・改修、維持管理は契約をしている状

況。しかし、大きな金額になると県外の企業が

契約しているというのがわかるんじゃないかと

思います。

件数に関して、6割ではなくてもっと取って
いただきたいという思いもあるところですが、

これは県内に支店があったりとか、県外に本支

店があったりとか、もっと詳細になれば割合も

変わってくるんでしょうけど、これは会計課に

一括して確認をしております。

これは、会計が中心になるのは難しいのかも

しれませんけど、できるならば、もちろん仕事

の内容にもよりましょうけど、もっと県内企業

に落札していただきたいという思いがありま

す。全庁的に契約状況をつぶさに確認しながら

対策を練っていく必要があろうかと思います

し、いろんな状況等も今後確認をしていただき

たいと思います。

これについて、何かお考えがあればお聞かせ

いただければと思います。
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【山道会計課長】委員ご指摘のとおり、可能な

限り県内企業を優先した形での発注を各執行側

は心がけているところではございますが、ご指

摘のとおり、開発の内容であったり規模感、そ

ういったものによっても左右されると思います

ので、委員のご意見は各課へ情報共有をし、ご

意向をお伝えしたいと思っております。

【宮本委員】これはもちろんですけど、県内に

おける企業の性質とか体力にもよるので、こう

いうシステム開発・改修ができるような県内企

業をもっと増やしていく努力は別の課になるか

と思いますけれども、こういった現状であるこ

とは全庁で共有していただいて、もっと県内の

企業が活発になるような仕組みづくりも、出納

関係、会計課の方からも促していただければと

思います。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【坂本委員】 人事委員会の関係で、令和6年度
の県職員の採用試験についてお尋ねいたしま

す。

今年度の報告がありました。B試験は最終合
格者を発表、B試験を除き、1次試験を先般実施
したと、2次試験を7月から8月にかけてという
ことであります。

まず、B試験で391人が受験をし、115人合格、
競争倍率3.4倍とあります。内訳をちょっと調べ
ましたというか、ホームページに採用試験の実

施状況ということで年度ごとに載っております

ので、それを拝見しました。

合計115名が最終合格ということですけれど
も、採用予定数が、B試験で合計84人、それに
対して申込者が438人、実際に受験したのは47
人減って391人、1次試験合格、2次試験受験で
最終的に115人合格です。競争倍率3.4倍です。
この職種のうち、農業土木Bは、採用予定数が

2人で最終合格者が2人ということです。それか
ら土木Bは、採用予定数が11人で最終合格者8人
ということで、採用予定数に届いていないんで

す。

A試験、これもホームページに載っておりま
したが、全部で14試験職種で、採用予定数が147
人、申込者数が313人ということです。1次試験
は6月16日ですから、まだ結果は出ていないと
思うんですが、この時点で14職種のうち6職種、
特に技術系の農業とか畜産、林業、農業土木、

土木、建築は、申込者数が採用予定数に届いて

いないわけです。

今回報告があったBについては、採用予定数
を超える最終合格者となっているんですけれど

も、そもそも最終合格者数が、例えば令和5年で
いうとB試験で67人と、採用予定数が49人です
から、採用予定数を超えているわけですけれど

も、実際に採用を辞退する方もいらっしゃると

聞いているんです。そういう方々がいて、この

採用予定数をきちんと賄われているのかどう

か、例えば去年の令和5年度の例を教えていた
だければと思います。

【田邑職員課長】 まず、令和5年度の大卒程度
のB試験の実績ですが、採用予定数が49人、申
し込み者数が317人、受験者数は269人でした。
おっしゃるとおり最終合格者が67人、競争倍率
は4.0です。そのうち辞退者数が31人となって
おります。採用者数は残り36人、辞退率は
46.3％となっております。
【坂本委員】 そうすると、少なくともB試験に
ついては採用予定数を下回っていることになる

んですかね、ということだと思います。

この数年は、最終的に採用辞退をされる方は、

今、令和5年は46.3％と言われましたけれども、
そんなことで推移しているという理解でよろし
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いんですか。

【田邑職員課長】同じく大卒程度のB試験で申
し上げますと、令和4年度は、最終合格者が51人
でした。そのうち辞退者は15人、辞退率は
29.4％となっておりました。
【坂本委員】それぞれの年の経済状況、民間の

採用を含めて、いろいろ変動はあるんじゃない

かと思います。

それで今年度、B試験が終わって、今から進ん
でいくんだろうと思いますが、実際にA試験で、
先ほど言いましたように申込みのところで採用

予定数に届いていない職種がある。トータルで

いうと、147人の採用予定数に対して313人の申
込者ですから、トータルとしてはいいんでしょ

うけれども、先ほど言いました6職種について
は、もう既にこの時点で切っているということ

で、非常に厳しいんじゃないかというふうに認

識をしているんです。トータルとしてはいいか

もしれないけれども。

特に、昨年4月段階で、いわゆる欠員が66人
で、臨時的任用職員とか会計年度任用職員でカ

バーをされているようですけれども、それでも

配置できず26人欠員になっているわけです。今
年の4月段階で、さらに増えて82人、無配置が32
人と、特に技術職を中心にそういった状況にな

っていて、職場の皆さんの声を聞くと、本当に

厳しいと。働き方改革をされていると思うんで

すけれども、この時点で既に厳しいというふう

な状況になっています。

今年も、ホームページの資料を見ると、先ほ

ど言いましたA試験はそういう状況になってお
りますので、今後どういうふうにして採用予定

数を確保していくのか。A試験は今からやって
いくでしょうけど、最終的に採用予定数に足ら

ない時にどういった対策をするのか、そこら辺

を教えていただけませんか。

【田邑職員課長】委員おっしゃるとおり、特に

技術職について、最終合格者が採用予定数に達

していない状況があっております。

昨年度につきましては、そういった技術職に

限りましてC試験ということで実施をしており
ます。今年度については、まだ決定ということ

ではございませんけれども、B試験が終わりま
して、次にA試験が今後続いて、最終合格者が出
てまいりますけれども、その状況と高卒程度の

試験の状況を見ながら、最終的には任命権者と

協議して、今年度も実施するのかどうか、その

辺を検討してまいりたいと思っております。

【坂本委員】そこは県当局とも連携を取ってい

ただきたいと思います。

今、技術職を言いましたけれども、今年度の

4月段階での欠員では、事務職は採用予定数を
超えて採用、最終合格にしているにも関わらず、

事務職の欠員が増えていることも伺いましたの

で、ぜひお願いしたいと思います。

恐らくこういう傾向は今始まったことではあ

りませんで、この数年あったんだろうと思いま

す。昨年は追加というかC試験を行ったという
ことですけれども、それ以外に、通常一般論と

して、例えば教職員の場合だと試験の時期を早

めたりとか、いろいろしているみたいです。県

の採用でもSPIを導入して、より受験しやすい
環境づくりをされていて、それはそれで一定評

価するんですけど、それでもやはりこういうふ

うに追いついていないという非常に深刻な状況

じゃないかと思います。

今からでしょうけど、今後何かそういうふう

に受験しやすいといいますか、環境づくりとい

うことでされているのがあれば教えていただけ

ればと思います。
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【田邑職員課長】そういった状況にございまし

て、今回、B試験で、テストセンターを導入して
実施をいたしました。受験者の負担軽減と受験

機会の確保を図るため、テストセンターを導入

して、全国どこででも受験が可能となるという

ことで実施をいたしました。

昨年のB試験の申込者と比較すると121人の
増でありましたので、一定テストセンターの効

果は出ているものかと思っております。

【坂本委員】 多分、人事委員会としては、試験

時における環境づくりが主たるところだろうと

思いますけれども、ぜひ任命権者とも話をして

いただいて。

今、ただでさえ数が足らない、なおかつ優秀

な人材はどんどん、長崎県は魅力ある職場なん

だと示していく必要があると思いますので、そ

こら辺もぜひ、採用試験の担当としても任命権

者のところに、ダブっているかもしれませんけ

れども、そこはぜひ強くお互いに認識をしたう

えで、今後の対応をぜひよろしくお願いしたい

と思います。以上で終わります。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【小林委員】今の質問にも関連いたしますけれ

ども、最近の動きとして、中途で退職をすると。

定年退職を迎えないで、30代ぐらいとか、あま
り年数がたたない状況で退職をしているのが全

国でかなりの人数になっていると、こういう状

況でね。

昔は、率直に言って公務員、県庁の職員とか

市町の職員ということで大分もてはやされてい

たけれども、最近の動きは中途退職で人員が足

りないと、補充せざるを得ないような状況にな

っていると、そんなことを聞いているわけです。

それで、いろいろ工夫をしていただいていると

思うんだけれども。

まず、長崎県庁において、令和元年から令和

5年までの5年間で大体どれくらいの職員が辞
めているのか、平均年齢がどれぐらいになって

いるのか、この辺のことについて。

退職等については人事課が所管と、採用につ

いては人事委員会と、こういう所管の状況は十

分承知をいたしておりますが、退職と採用とは

切っても切れない一体関係にあるから、ひとつ

この辺であなた方に尋ねてみたいと思うけれど

も、どうですか。

【田邑職員課長】先ほど、定年前退職者が増え

ているとお話がございましたけれども、その補

充といいますか職員の採用については、任命権

者において、退職者の見込み額などをもとに次

年度の施行計画を立て、人事委員会において試

験区分とか職種に応じた試験を実際に実施して

おります。（発言する者あり）

【小林委員】何名ぐらい辞めたのかと聞いてい

るんだ、単純に。

【田邑職員課長】 令和元年度から令和5年まで
の合計で337名とお聞きしております。
【小林委員】 大体、年齢の平均は。

【田邑職員課長】すみません、平均は出してお

りませんけれども、令和5年でいいますと、83名
のうち、30代が23名、20代が20名となっており
ます。

【小林委員】 いまひとつよくわからんけれど

も、結局、中途の退職が出てきていると。それ

に対して、全国的には各自治体は中途採用とい

う形に力を入れて補充をし、人材確保を行って

いると。そういう点からすれば長崎県は、中途

採用はどういうふうになっているのか、どの程

度採用しているのか、この辺についてお尋ねを

したいと思います。

【田邑職員課長】中途採用、いわゆる民間企業
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等の経験者枠という意味でよろしいでしょう

か。（発言する者あり）

【石本委員長】すぐにわかりますか。暫時休憩

します。

― 午後 ２時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【田邑職員課長】知事部局における中途採用職

員の人数は、令和元年が4名、令和2年度が24名、
令和3年度が16名、令和4年度が14名、令和5年
度が10名、5か年で合計68名となっております。
【小林委員】これは中途で採用する人数、辞め

る人間は令和5年度が83名。
そうすると83名が辞めて、68名が新たに中途

採用と。ここのところがプラマイでいけばマイ

ナスだけれども、この辺のところの考え方はど

うなんですか。

【田邑職員課長】先ほどの数字は、定年前退職

者の人数につきましては、令和5年は83名です。
令和元年から令和5年の合計が337名で、中途採
用職員の令和元年から令和5年までの合計は68
名でございます。

【小林委員】 結局、採用に当たって、定年を待

たずして大体どれくらい辞めるだろうと、今ま

での経験とかで見込みを立てて、それで率直に

少し水増しして合格者を入れて、中途の退職が

あっても、それで補充する、補うと、こういう

ような基本的な考え方がないのか。

【田中人事委員会事務局長】今、委員からご指

摘がありましたとおり、先ほど定年前退職者と

いう形でお答えをさせていただきましたけれど

も、こういった退職者の見込みを毎年度、任命

権者でも立てまして、それで来年度どれくらい

採用するかという採用計画を立てます。その中

で私どもで試験を実施いたしまして合格者を決

めていくと。

先ほど申しました中途採用といいますのは、

その合格者の中から年度の中途で早めに前倒し

をして、年度末に予想外の退職などが出ました

時に不足が生じてしまいますので、そういった

方たちの補充をして採用をしていく数が、先ほ

ど申しました令和元年度から令和5年度の間で
68名いたということでございます。
【小林委員】 質の高い職員を求めていこうと、

これは当然基本的な考えでなければならんと。

以前は10倍ぐらいであったけれども、最近の
競争倍率はどのくらいになっているのか。

【田邑職員課長】 競争倍率は、大卒程度、短・

高卒程度の合計になりますが、令和元年度で4.8
倍、令和2年度が4.2倍、令和3年度が5.2倍、令
和4年度が3.6倍、令和5年度が3.2倍となってお
ります。

【小林委員】質の高い職員を求めるといった時

に、かつては10倍を超えるとか10倍ぐらいであ
ったことはよくよくあったと思うんだけれど

も、今、倍率だけで考えてみると、昔は公務員

とか自治体の職員になることは、ある意味では

憧れであったと思うんだけれども、最近はそん

なに魅力がないというようなことなのか、結果

的に人が集まらないのか。

そういうある意味での質の問題は、局長はど

ういうふうに受け止めておられますか。

【田中人事委員会事務局長】昨今は少子化の影

響もございますが、民間でも非常に採用の旺盛

な時期でもございまして、今の若い方々にとり

ましては就職の選択肢の幅が非常に増えている

こともございます。

そういったところから、公務員をあえて選ん

でいただく方たち、こういったものが若干、以
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前よりは競争が厳しくなっているというふうに

捉えております。

ただ、今おっしゃっていただいたように優秀

な人材を我々も必要としておりますので、でき

るだけ多くの方に受けていただけるよう、そう

いった働きかけを今後も力を入れていきたいと

いうふうに考えております。

【小林委員】 先ほどから意見が出よったけど、

合格して全く辞退をする人、この数も無視でき

ないと思うんです。こんなのが増えてきよると

いうことが、ちょっと人生観が違うのか、人に

迷惑をかけることを考えているのか、時代の推

移の中でいろいろ考え方が変わってくるんだろ

うと思うんです。

我々は、あなた方もそうだろうと思うけれど

も、長崎県のために働きたいと、長崎県のため

に一生懸命やりたいと、そういう方々に長崎県

庁入りを果たしていただきたいと、心からそう

願っているわけ。そういう人を育成できるよう

に、またそういう方々が入庁されるように工夫

をして、あらゆる対策を練っていかないと、人

手不足、人材不足で県庁の機能が低下するとい

うようなことは、県民の皆様方にとって大きな

マイナスとなりますので、この点は本当に与え

られた使命を、あなた方も大変でありますけれ

ども、しっかりやるような、どんなこんな言っ

ても採用計画、年々時代が変わってきているか

ら、そこをよく見ながら、よく議論をして検討

をお願いしたいと思います。以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、出納局及び各種委員会事務局関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１０分 休憩 ―

― 午後 ３時１０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、7月1日は午前
10時から委員会を再開し、企画部関係の審査を
行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時１０分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月１日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ３時 ４分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委   員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 早稲田智仁 君

企 画 部 次 長 川端 博子 君

政策 調整課 長 山下 公誉 君

政策 企画課 長 内田 正樹 君

政策企画課企画監
（総合計画・総合戦略担当）

小栁 正典 君

政策企画課企画監
（地域連携担当）

寺井 芳隆 君

Ｉ Ｒ 室 長 湯川 亮一 君

デジタル戦略課長 髙橋  圭 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前９時５９分 開会 ―

【石本委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、企画部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。

【早稲田企画部長】 おはようございます。

本日、出席しております企画部幹部職員のう

ち、4月1日付で人事異動がありました職員をご
紹介させていただきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【石本委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

企画部長より、報告議案の説明を求めます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案について

ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号「知事専決事項報告 令和5年度長崎
県一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部
分であります。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会に
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おいて専決処分により措置することについて、

あらかじめご了承いただいておりました令和5
年度予算の補正を令和6年3月29日付で専決処
分させていただきましたので、その概要をご説

明いたします。

企画部所管の補正予算額は、歳入予算で

2,156万4,000円の増、歳出予算で1億8,813万
3,000円の減であります。
歳入予算の主な内容は、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金7億9,943万
9,000円の増、物価高騰対応重点支援地方創生
臨時交付金6億4,693万円の減であります。
歳出予算の主な内容は、総務管理費では、職

員給与費の13万7,000円の減であります。企画
費では、U18マイナカード生活応援事業費1億
6,569万5,000円の減、ながさきSociety5.0推進
費732万2,000円の減であります。
以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより報告議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【松本委員】では、先ほど説明がありました予

算について、横長資料の11ページ、U18マイナ
カード生活応援事業費の減額補正1億6,569万
5,000円について質問させていただきます。
こちらの減額は大きな金額になっております

が、まず積算根拠について、それと予算計上当

初の対象者数など、数値も含めてご説明をお願

いいたします。

【髙橋デジタル戦略課長】ただいまのご質問に

つきましてご答弁申し上げます。

当該事業は、令和5年6月補正予算におきまし
て、物価高対策事業の一つとして計上したもの

でございまして、マイナンバーカードの取得率

が低い18歳以下の子どもを対象に、マイナンバ
ーカードの取得促進と利活用を促進するととも

に、子育て世帯の家計負担の軽減を図るため、

一人当たり1万円分のデジタルポイントを付与
するものでございます。

予算化した当初の計画内容では、18歳以下の
県民におけるマイナンバーカードの取得率が約

65％でございましたため、70％に引き上げるこ
とを目標といたしまして、18歳以下の県民約21
万人のうち70％に相当する14万5,000人を給付
対象者として想定いたしました上で、一人当た

り1万円のデジタルポイントを給付するものと
して、事業に必要となるコールセンターなどの

事務局運営費等と合わせまして全体で約15億
8,200万円を計上していたものでございます。
県民からの申請期間は、令和6年1月29日まで
としておりましたけれども、2月補正予算の編
成時に一定の給付者数の減が見込まれたことか

ら、2月補正予算として約7,100万円の減額を行
っておりましたが、その後、最終的な給付対象

者数が約12万2,000人であることが確定をいた
しましたため、執行残となる約1万5,000人分に
相当する1億6,569万円を専決補正にて減額し
ているところでございます。

【松本委員】 補正を足すと2億円以上の減額と
いうふうになっておりますが、マイナカードの

取得率を上げることも目的ではあると思うんで

すが、最終的にデジタルポイントを給付した方

は何人いたのか。また、目標に対する割合はど

の程度になったのか、お尋ねをいたします。

【髙橋デジタル戦略課長】最終的な給付対象者

人数は、12万1,645名でございまして、当初予定
をしておりました14万5,000人の目標に対して
約84％の方が給付を受けたということになり
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ます。

【松本委員】先ほどの答弁と重ねますと、県内

で2万3,355人が受け取らなかったというか、受
け取れなかったということでございますが、し

かしながら、84％という高い率で給付を受けた
ことは経済的な効果も大きかったと思います。

それともう一つ、先ほどの答弁の中で気にな

ったのが、取得率を上げるということですよね。

やはり18歳以下の方が、当初、65％の取得率だ
ったものですが、これをきっかけに呼び水にな

ったということですが、当初からしたらマイナ

ンバーカードの取得率は、どの程度上がったん

でしょうか。

【髙橋デジタル戦略課長】 19歳以下のマイナ
ンバーカードの交付率として、当該事業を計画

いたしました令和5年4月末の段階では、先ほど
も答弁申し上げましたとおり、長崎県は

65.58％ということでございましたけれども、
令和5年12月末の段階で78.94％となっており
まして、13.36％上昇したことになります。
【松本委員】 これは非常に大きい、8割近くが
取得したということは、結果、うちも18歳以下
が2人おりまして、友達との話の中でも、やっぱ
りすごく助かったという声を娘たちから伺った

ことも記憶にございます。

ただ、そうはいっても2万人以上がまだ受け
取らなかったということでございますから、や

はりあと20％に対して、どのようにこれから働
きかけていくか。今回は減額補正をしています

ので、この事業は、これで終わってますので、

今後、残り20％に対してのフォローというか、
そういうものはどのように考えていらっしゃる

んでしょうか。

【髙橋デジタル戦略課長】今後、マイナンバー

カードの普及という観点につきましても、これ

からマイナンバーカードの利活用を促進するこ

とが、さらなる普及にもつながるのではないか

というふうに考えております。国においても、

保険証や運転免許証との一体化などを進めまし

て利活用を促進しているということでございま

して、さらに様々な場面でマイナンバーカード

の利活用を進める必要があるというふうに考え

ております。

その中でマイナンバーカードの利活用は、全

国的にも、住民と身近な市町村において進めら

れているところでございます。本県でも大村市

において、しあわせ循環コミュニティ事業とい

うことで、デジタル田園都市国家構想交付金を

活用して、マイナンバーカードを活用したポー

タルアプリ、デジタル地域通貨、子育て支援ア

プリ、地域助け合いアプリによったサービスを

展開中ということでございます。また、自治体

窓口DXとして、いわゆる書かないワンストップ
窓口を導入して、マイナンバーカードを活用し

た行政手続サービスを提供している市町村もあ

るところでございます。

県としては、このようなデジタル田園都市国

家構想交付金などの有利な財源を紹介しなが

ら、県内市町とも連携して、マイナンバーカー

ドの利活用を促進していきたいと考えておりま

す。

【松本委員】マイナンバーカードの交付状況も

全国平均に比べて長崎県は高い数字を保ってい

ることも評価するところでございますし、先ほ

ど答弁にありましたとおり、委員会で視察しま

した大村市では、率先してマイナンバーカード

を活用した事業にも取り組んでおります。

ぜひ、これで終わりではなくて、引き続きマ

イナンバーカード取得に向けて、やはり便利な

ものなんだと、あるといろんなことの不便さが
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解消されると。やはり年配の方でも、わずらわ

しいというのと、情報が漏れるのではないかと

誤解されているところもあると思います。

ですから、そこのところをもうちょっと市町

と連携してご理解いただく。やっぱりこれは

100％にいかに近づけるかというのが、事業の
効果が今後進んでいきますので、これで終わり

にはせずに、また引き続きフォローしていただ

きたいと思います。

以上です。

【石本分科会長】 ほかにご質疑はございませ

ん。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

報告第2号のうち関係部分については、原案
のとおり、承認することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第2号のうち関係部分は、原案の
とおり、承認すべきものと決定いたします。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明を受け

た後、陳情審査及び議案外所管事務一般につい

ての質問を行うことといたします。

企画部長より所管事項の説明を求めます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案外の所管

事項についてご説明いたします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

（次期総合計画及び次期まち・ひと・しごと創

生総合戦略の策定について）

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」については、来年度が最終年度となるこ
とから、令和8年度以降における県政運営の指
針や考え方を県民の皆様にわかりやすくお示し

するため、今年度から次期総合計画の策定に取

り組むこととしております。

また、「長崎県まち・ひと・しごと創生総合

戦略」も同様に、来年度が最終年度となること

から、次期総合戦略については、施策の整合等

を図りながら、総合計画に包含する形で一体的

に策定してまいりたいと考えております。

本年6月には、庁内の策定本部を立ち上げ、策
定の進め方や計画の構成等について議論を開始

したところであり、今後、県議会をはじめ、県

民、市町及び県内外の有識者の皆様方のご意見

を幅広くお伺いしながら、来年度中の計画策定

を目指して取り組んでまいります。

（民間企業との連携について）

去る3月21日、県とアクサ生命保険株式会社
は、地方創生の推進を目的として、包括連携協

定を締結したところであります。

双方の資源を有効活用しながら、健康づくり

の推進やダイバーシティへの理解促進に関する

ことなど、地域活性化や県民サービスの向上に

連携して取り組むこととしております。

今後とも、民間企業との連携強化を図りなが

ら、地方創生のさらなる推進に努めてまいりま

す。
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（IR誘致により培った連携等を活かした佐世
保市・県北地域の振興について）

九州・長崎特定複合観光施設（IR）区域整備
計画については、昨年末、認定を行わないこと

とした国の審査結果を受けて県議会にご報告を

申し上げ、ご審議等を賜ってまいりました。

また、一連の経緯を振り返り、県民の皆様を

はじめ、長きにわたりお力添えをいただいた関

係皆様にご説明するため、去る6月4日、九州・
長崎IR誘致に伴うこれまでの経緯や取組、審査
結果に対する県の推察等を報告書として取りま

とめ、公表したところであります。

県としましては、この間、九州・長崎IRの誘
致を通して積み上げてまいりました広域観光周

遊等の取組や九州経済連合会など県内外の関係

皆様との連携、事業構築・推進にかかるノウハ

ウ等について、今後の県政推進にしっかりと活

かしてまいりたいと考えております。

その一環として、佐世保市が希望されていた

国際自転車ロードレース「ツール・ド・九州」

の開催に向けて連携して取り組むなど、佐世保

市・県北地域の振興に向けてハウステンボス等

を活かした観光振興をはじめ、多くの魅力的な

地域資源を活かし、佐世保市や関係市町等と連

携しながら、県全体の発展につなげていくよう

取り組んでまいります。

（新技術実装連携“絆”特区の区域指定につい

て）

県においては、ドローンサービスの社会実装

をさらに推進するため、国の「地域・社会課題

の解決に向けた規制・制度改革に関する提案募

集」に対して、本年2月、ドローンのレベル4飛
行と呼ばれる「有人地帯の目視外飛行」にかか

る規制緩和の提案を行っていたところでありま

す。

こうした中、去る6月4日に開催された国家戦
略特別区域諮問会議において、地理的に離れた

複数の自治体が連携して共通の課題解決に取り

組む「新技術実装連携“絆”特区」に、長崎県

と福島県が全国で初めて指定されることが決定

し、6月26日付で国家戦略特別区域を定める政
令の一部を改正する政令の施行により、本県が

特区として指定されました。

具体的には、買物困難等の共通の地域課題を

抱える長崎県と福島県が連携し、離島等におい

て利便性の高いドローン配送を、規制の特例措

置等により全国に先駆けて実現するなど、新技

術の早期実装を図るものであります。

この特区制度を活用することにより、レベル

4飛行の迅速な導入やルートによらないエリア
単位での飛行許可取得が可能となることから、

街中の自宅等に近い場所への柔軟な配送の実現

を目指してまいりたいと考えております。

県としましては、引き続き、関係自治体等と

連携しながら、特区制度を活用したドローンサ

ービスの実装を推進してまいります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【石本委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」及

び「政府施策に関する提案・要望の実施結果」

について説明を求めます。

【山下政策調整課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出しております企画部関係の資料についてご説

明申し上げます。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきましては、



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）

- 50 -

令和6年2月から令和6年5月までの実績は、記載
のとおり、1件となっております。
続きまして、6月中旬に実施いたしました令

和7年度政府施策に関する提案・要望について、
企画部関係の要望結果をご説明いたします。

企画部関係におきましては、「地方創生・人

口減少対策に必要な財源措置の充実」、「長崎

県版デジタル社会の実現（通信基盤・次世代空

モビリティ」など3項目について要望を実施い
たしました。

要望実績といたしましては、内閣官房、内閣

府、総務省、経済産業省、国土交通省などに対

しまして、知事、議長、企画部長により要望を

行ったところでございます。

以上が企画部関係の要望結果でございますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に向

けて、引き続き取組を進めてまいりたいと考え

ております。

説明につきましては、以上でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

【石本委員長】次に、IR室長より補足説明を求
めます。

【湯川ＩＲ室長】お手元にお配りしております

「総務委員会補足説明資料（IR室①）」をご覧
ください。

去る6月4日に公表した「九州・長崎特定複合
観光施設区域整備計画について（報告）」の概

要版でございます。

1ページ目、「はじめに」に記載しております
とおり、まずもって県議会議員の皆様をはじめ、

県民の皆様のご期待に添えず、大変残念な結果

となりましたことを改めて深くお詫び申し上げ

ます。

また、これまでの間、県議会議員の皆様をは

じめ、佐世保市等の関係皆様にお力添えをいた

だきましたことに対しまして、厚くお礼を申し

上げます。

この報告書につきましては、2月定例会にお
いて案をお示しし、県議会におけるご意見等を

踏まえた内容の更新作業等を行った上で、6月4
日に県のホームページにおいて公表いたしまし

た。

報告書の内容につきましては、2月定例会に
おいてご説明してまいりましたので、本日は大

きく更新した点につきましてご説明させていた

だきます。

まず、有識者による考察についてでございま

す。概要版では、寄稿文の抜粋を掲載しており

ましたが、県議会において、長崎県における議

会や住民の合意形成に関する取組など、九州・

長崎IRが評価されているものも掲載したらど
うかというご意見がございましたので、全文を

掲載することといたしました。

その際、3ページの審査結果に関するまとめ
の前に掲載をすると、有識者のご見解について

も県の見解であると誤解されてしまうおそれが

ございましたので、巻末に参考資料として掲載

することといたしました。この点につきまして

は、美原様、木曽様には、ご理解をいただいて

おります。

なお、参考資料は、「総務委員会補足説明資

料（IR室③）」でございます。
もう1点については、「総務委員会補足説明資
料（IR室②）」をご覧ください。
九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画に

ついて報告の全体版でございます。34ページか
ら36ページが該当箇所となります。
県議会において、「審査請求等の対応につい

ては、県が審査請求等は行わないという判断に

立った経緯や根拠を丁寧に記述してほしい」と
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いうご意見がございましたので、34ページの①
KRJ社の意向及び35ページの②弁護士の意見
を追記いたしました。

弁護士からは、審査請求等を申立て、または

提起したとしても、当該審査請求等を適法に維

持できない可能性があること。ⅱ．審査請求等

により審査結果を覆すことが容易でないと考え

られること。ⅲ．審査請求等が認容され、現在

の区域整備計画が認定されたとしても、その遂

行は現実的には困難と考えられるため、結果と

して、審査請求等を行う負担に見合った成果を

見込み難いこと、との見解をいただきました。

以上2点が2月定例会の時点から変更した内
容となります。

また、改めて審査結果の分析についてご説明

いたします。

30ページをご覧ください。
これまでご説明してきましたとおり、今回の

審査結果において重視されたと考えられるのは、

資金調達の確実性とIR事業の適切かつ継続的
な実施の2点と考えられます。
具体的には、資金調達の確実性に関しては、

ⅰ．資金調達の確実性を担保するために、法的

拘束力をはじめとする、国の審査委員会等が想

定する一定のレターの基準を満たしていること。

ⅱ．少なくとも審査期間中は出資・融資予定者

の大きな変更がないこと。「IR事業の適切かつ
継続的な実施」に関しては、ⅲ．カジノ事業の

みならずIR事業の運営の実績・ノウハウを有す
る企業が十分な出資を行う予定であること。ⅳ．

投資会社等が出資額の多くを占める場合、カジ

ノ事業の収益を活用したIR事業への還元及び
カジノの有害な影響の排除に関する措置の実効

性に懸念が生じないことが重視されたと考えま

す。

この報告書につきましては、先ほど部長が申

し上げましたとおり、県民の皆様をはじめ、長

年にわたりお力添えをいただきました関係皆様

にご説明するために取りまとめましたので、6
月4日に報告書を公表した後、関係皆様に対し、
今回の審査結果に対するお詫びと、これまでの

ご協力への感謝の気持ちとともに、報告書を公

表した旨をメール等によりご報告いたしました。

また、ハウステンボスをはじめ、佐世保市の

経済団体等の皆様には、訪問した上で報告書の

内容についてご説明をさせていただきました。

今後につきましても、ご要望に応じてできる

限り適切な対応をしていきたいと考えておりま

す。

私からの説明は以上でございます。よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

【石本委員長】次に、デジタル戦略課長より補

足説明を求めます。

【髙橋デジタル戦略課長】 私から、「新技術実

装連携“絆”特区」の指定についてご説明をさ

せていただきます。

令和6年6月4日に開催されました国家戦略特
別区域諮問会議におきまして、地理的に離れた

複数の自治体が連携して、共通の課題解決に取

り組む「新技術実装連携“絆”特区」として、

長崎県及び福島県が国家戦略特区に指定される

ことが決定をいたしました。

特区の内容としましては、買い物困難等の共

通の地域課題を抱える長崎県及び福島県が連携

し、両地域のポテンシャルを活かしながら、離

島等の地域や移動が困難な方々をはじめ、様々

な地域・方々にとって利便性の高いドローン配

送を全国に先駆けて実現するなど、新技術の早

期実装を図るものでございます。

今回の特区における特例措置の内容をご説明
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させていただく前に、前提となる航空法におけ

るドローンの飛行ルールについてご説明をさせ

ていただきます。

2の航空法におけるドローンの飛行ルールに
ついての下の図をご覧ください。

ドローンの飛行形態は、レベル1からレベル4
までございます。

まず、大きく目視内の飛行か、目視外かの飛

行かによってレベルが分かれることになりまし

て、一番左のレベル1の飛行は、目視内での操縦
飛行となり、ラジコンの操作のような形で手動

の操作によってドローンを操縦するものでござ

います。

次に、レベル2の飛行として、目視内での自律
飛行という飛行形態がございます。これはあら

かじめプログラミング等を行うことによって自

動操縦により飛行する形態になります。

右に記載しておりますのがレベル3飛行及び
レベル4飛行でございまして、ここからは目視
外の飛行となります。まず、その中でも無人地

帯を飛行するのか、有人地帯を飛行するのかで

レベルが分かれることになりまして、レベル3
飛行は無人地帯での目視外飛行となります。そ

して、右下の赤枠で囲っております飛行形態が

2022年12月から可能となりましたレベル4飛行
でございまして、こちらが有人地帯での目視外

飛行の形態となります。このレベル4飛行につ
いては、人の頭の上を飛ぶ飛行形態でございま

すため、安全性を担保する観点から、飛行に当

たっては、機体認証の取得、操縦ライセンスの

取得、運航ルールの遵守が必要となってまいり

ます。

ページをおめくりいただきまして、レベル4
飛行になるとどのようなメリットがあるのかと

いうことについて一例を紹介させていただいて

おります。

こちらは、現在、五島列島において日用品等

の配送サービスを行っております事業者の例を

挙げております。現在、この事業者はレベル3飛
行、つまり無人地帯での目視外飛行によってサ

ービスを実施しておりますが、無人地帯に投下

しなければならないことから、右の赤い点にご

ざいます有川の港湾部に日用品などを投下して

おりまして、利用者は、この港湾部にまで荷物

を取りに来る必要がございます。

利用者へのアンケート結果によれば、「自宅

等から投下場所までの距離が遠いため利用が困

難」といった声が多いことから、利便性向上の

ためには投下場所と自宅等の近接化が重要にな

ってまいりますが、レベル4飛行を用いること
で、より町なかの目的地に近い黄色のエリアに

直接投下することが可能となるメリットがござ

います。

このような状況を踏まえつつ、今回、本県か

ら提案した規制・制度改革提案の概要について

ご説明をさせていただきます。

3をご覧ください。
先ほどのご説明のとおり、現在のレベル3飛

行では、飛行範囲が限定されることから、レベ

ル4飛行が重要となってまいりますが、現在の
レベル4飛行制度の課題としまして、1つ目が、
レベル4飛行のための機体の認証手続には多数
の項目の試験や長期にわたる審査が必要であっ

て、また、2つ目として、個別の配送場所に対し
て線形の飛行ルートを特定し飛行許可申請を行

う必要があるため、注文に応じた軒先への配送

が困難な点がございます。

これを踏まえ、今回の提案内容としては、1つ
目が海外当局の型式認証や特例承認を取得して

いる機体における審査手続の合理化、及び2つ
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目、エリア単位でのレベル4飛行の経路申請が
可能となる許可手続の導入を提案したところで

ございます。

今回、特例措置として提案内容が実現するこ

ととなりまして、これによりレベル4における
ドローンサービスの迅速な導入や注文に応じた

軒先への配送サービス、オンデマンド配送の実

装が進むこととなります。

今後、さらなるドローンサービスの利便性の

向上のため、関係事業者や市町とも連携をしな

がら、特例措置を活用した取組を進めてまいり

ます。

説明は以上でございます。よろしくご審議い

ただきますようお願い申し上げます。

【石本委員長】 次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号は、6番です。
陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないですので、陳情につ

きましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま

せんか。

【宮本委員】 おはようございます。1点確認を
させていただきます。

先ほどご説明いただきました政策等決定過程

の透明性等の資料からです。

1点、九州・長崎IR区域整備計画等に係る法務
アドバイザリー業務委託ということで1,320万
円、ベーカー＆マッケンジー法律事務所に対し

ての随意契約です。

この件について前回の委員会の時にちょっと

確認をしておりまして、これは観光庁とのやり

取りの中において、今までの経過の中で、今後、

観光庁のホームページで公表されるということ

も想定されるので、そういった際に様々な企業

情報とか、県からのヒアリング対応等を含めて、

どういった部分を開示するのか、また、非開示

にするのかということを、随時、弁護士と協議

を行いながら慎重に整理をしていく必要協議の

業務委託の経費ということで1,320万円、確認
をしております。

これはまず1点確認ですけど、観光庁のホー
ムページに長崎県と、そして観光庁もしくはIR
事業者も含めた協議内容が開示される時期がい

つ頃になるのか、まずはお聞きいたします。

【湯川ＩＲ室長】国の方で審査過程の公表が行

われることになっておりまして、関係資料につ

きましては6月4日に公表済みでございます。
【宮本委員】 ありがとうございます。

もう1点、この中で不開示部分というのが、前
回の質疑の中で結構出てきていて、開示の条項

とか非開示の部分が該当すれば慎重に精査して

いくということがありました。私もつぶさに確

認をしておりませんが、不開示という言葉を時

のIR推進課長が言われておりました。
既に公表されたということでありますが、県

として不開示の部分が非常に多かったのかどう

か、印象としてですね。企業情報で公表できな

い部分が多数あるのか、あったのか、その部分

についても関連してお尋ねいたします。

【湯川ＩＲ室長】不開示につきましては、国の

方で情報公開法等の規定に基づいて精査をして

いただいておりますので、企業のお名前ですと

か、企業の機微にわたること。それから、審査

委員会での資料ですと、例えばコミットメント
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レターの内容等が資料で示されている部分につ

いては、基本的に不開示というような取扱いに

なっておりますので、不開示の部分は、そうい

う規定に基づいて国の方で判断されて処理をさ

れていると認識しております。

【宮本委員】 もう1点確認です。不開示の部分
というか、最後までと申しますか、なかなかは

っきり出てこない部分も多数あったので、恐ら

く観光庁のホームページに示されたものも、な

かなか具体的なものが出てこなかったんだろう

なということが想定されるんですが、そうする

ならば、今後、このベーカー＆マッケンジー法

律事務所とのやり取りというのは、今後も何か

することがあるのか、今年度ですね、それにつ

いてもお聞かせください。

【湯川ＩＲ室長】先ほど話にありました国の審

査結果の公表に関するやり取りにつきまして

は、6月4日の公表をもって一定区切りとなって
おりますけれども、今後、また各方面から情報

公開請求等を県にいただいておりまして、そち

らの開示、不開示につきましても、今度は県の

情報公開条例に基づいて判断をしていくものが

多数ございます。今後、そのあたりの情報公開

に対応するためのご相談等を継続していく予定

としております。

【宮本委員】 ありがとうございます。

そしたら国との情報開示等に関するやり取り

というのは、もう既に終わっているということ

で、今後はほかの団体、企業、ほかのところか

ら来る情報開示について対応するということ

で、国とはこれで終わるという認識でいいのか、

最後に確認させてください。

【湯川ＩＲ室長】国の開示、審査結果の公開に

ついてのやり取りについては、一旦終了してお

りますけれども、これは仮定で申し訳ないんで

すけれども、今後、国が今回公表された分に基

づいて、国の方へまた情報開示請求等が行われ

る可能性もございまして、そういった場合は開

示に向けて県の方にまたご相談等あるかと思い

ますので、そのあたりの対応についてベーカー

＆マッケンジーの方にご相談しながら対応して

いくこと、この可能性もあろうかと考えており

ます。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【冨岡副委員長】私も宮本委員と同様の契約に

ついてですけれども、先ほどの話ですと、まず

はこの契約期間がいつからいつまでになってい

るのかを確認させてください。

【湯川ＩＲ室長】契約期間は、4月1日から今年
度いっぱいと予定をしております。

【冨岡副委員長】ありがとうございます。前回

の2月定例会などで、今後、方針としては、IRに
ついては、簡単に言うと、もう諦めるんだと、

そういう認識を受けております。そうした中で

1,320万円という金額が結構大きいものを、じ
ゃ、いつの時点でやめるのかというところにな

ってくるかと思います。

というのが、先ほどのお話ですと、いろいろ

と情報開示請求があった際の、特に国に対する

ところが、かなりプロフェッショナルな部分が

あるという観点なんでしょうけれども、長崎県

における情報開示条例ですかね、等の判断を、

果たして今後も、ものすごく大きな法律事務所

ですから、かなりの契約金額になっていると思

うんですけれども、今後もそのあたりについて

も逐一アドバイスをもらわないといけないの

か。それをずっとこれから情報開示請求、2年
後、3年後、4年後、5年後ともしかしたら行われ
いく中で、いつまでこの契約を続けていくのか、

そのあたりに関するご見解をお聞かせいただけ
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たらと思います。

【湯川ＩＲ室長】いつまでというのは、現時点

で明確に申し上げられるものは持ち合わせてい

ないんですけれども、いただいております情報

開示請求につきましても、おおよそ同じような

テーマでいただいておりますので、一定整理が

できれば、その考え方に基づいて今後対応でき

るのではないかと思います。

今いただいている開示請求につきましても、

1件当たりで数千ページの開示が求められてお
りますので、その一つ一つにつきまして開示、

不開示、また部分開示、そういった判断等行っ

ておりますので、一定の時間は要するものと考

えております。また、今後、新しい内容につい

て開示請求等が出されるのであれば、それにつ

いてもまた改めて弁護士事務所と相談をしてい

くことになるかと思いますが、今、対象となる

ような開示請求の内容、このあたりが整理でき

ますと、それ以降は、行政の方で一定対応でき

ると考えております。

【冨岡副委員長】まだ最初の部分だから、いろ

いろとまだアドバイスが必要というお話でし

た。

あと、前回の定例会でもそうだったんですけ

れども、顧問弁護士というお話もありました。

長崎県は別途、顧問弁護士との契約を結んでい

るのかもしれないですけど、今まで議会の中で、

それぞれ違うんでしょうけど、顧問弁護士とい

った時に、このベーカー＆マッケンジーのこと

だったのか、それともほかの弁護士さんにもこ

ういった同様の内容について相談されるような

ことがあるのか、教えてください。

【湯川ＩＲ室長】ベーカー＆マッケンジー法律

事務所につきましては、県の顧問弁護士ではご

ざいません。IRが国内初めての事例でございま

すので、海外のIR、カジノ事業に深い見識を持
っている法律事務所ということで、これまでア

ドバイスをお願いしておりますので、顧問弁護

士とは別にIR専門ということでお願いしてい
るという経緯がございます。

【冨岡副委員長】そうしますと、いつもおっし

ゃるところの顧問弁護士さんには、この辺につ

いては、今まで一切相談されたことはないとい

うことで間違いないでしょうか。

【湯川ＩＲ室長】 IRにつきましては、別途、訴
訟の提起も受けておりまして、訴訟対応につき

ましては顧問弁護士の方にご相談をさせていた

だいております。

その訴訟につきましても、様々な資料等につ

きましてご相談をしておりますので、そういっ

た観点では顧問弁護士の方にも種々ご相談をさ

せていただいているところでございます。

【石本委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、政府施策に関する提案・要望の実施

結果について、ご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようでございますの

で、議案外所管事務一般について、ご質問はあ

りませんか。

【吉村委員】 IRね、もう中止って決まったわけ
よね、長崎県ではね。（発言する者あり）これ

からまだチャレンジする余地が県の中であるの

かどうか、まずそこから教えてください。

【湯川ＩＲ室長】 IRの再チャレンジにつきま
しては、その前提となります国における再募集

の有無及びその時期について未定ということで

すので、現状におきましては、判断できる状況

にないというふうに認識しております。
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【吉村委員】判断できる状況にないということ

は、やらないというわけでもないというふうに

理解せんばいかんということかな。そのように

理解してちょっと質問をしてみたいと思いま

す。

この名前が九州・長崎IRとしたわけよね。よ
く言うのよ、経済団体なんかでね、「九州はひ

とつ」と、九州はひとつで頑張ろうと。この九

州・長崎IRの場合、九州の8県が寄って全体の会
議があったりして、私も出たことがあるんだけ

ど、温度差というか、長崎以外で、長崎にIRを
つくるのを一緒に頑張ってやろうという雰囲気

というのがあんまりなかったよなと思うんじゃ

けど、そこら辺に出席をしていた人は、ここに

おっとかな、もう代わってしもうとるけん、な

かなかその雰囲気を伝えきる人はおらんとか

な、部長、どがんですか、あなたは参加しとら

んとか。こういうふうに代わっていくので非常

に辛いけど、なかなか盛り上がりに欠けていた。

それで、今度、商工会という経済団体に所属

してます。それで九州ブロックの大会があった

時に、「あなたたちが協力せんけん、長崎のIR
は潰れたじゃないか」と、こう言うたわけよ。

特に福岡はやる気がない、北九州につくろうと

か、久留米のJCが頑張ろうとかね、いろいろ変
な話ばっかり出よる。

それで、そういうところに向けて長崎県とし

てはどういう対策を具体的に打ったのかなと。

そういう話は何も私どもは聞いたことがない。

そういう情報を開示できないんだという、その

一本やりで。

だから、この際、反省の上に立って今後を考

えるのであれば、そこら辺をお聞かせいただき

たいんじゃけど、わかる人おりますか、とりあ

えず今の担当でやらんばたいな。

【湯川ＩＲ室長】 IRにつきましてオール九州
の取組でございますけれども、九州地方知事会

議ですとか九州地域戦略会議、九州各県議会議

長会議等におきまして決議をいただき、九州経

済連合会の下に九州IR推進協議会を設置し、オ
ール九州でのご支援をいただいてきたところで

ございます。

今回、不認定という結果を受けまして、九州

経済界の皆様にも結果のご報告、それから、こ

の間のご協力のお礼等申し上げてご報告させて

いただきましたけれども、その際に、「九州に

IRが必要という認識は、今も変わってない」で
すとか、また、「機会があればぜひチャレンジ

をしてほしい」というような激励の言葉もいた

だいているところでございます。

【吉村委員】 まあ、激励の言葉ってね、挨拶程

度のことは誰でもさすですよ、ちょいちょいと

思うとらすわけよ、周りのところはさ、競争だ

から。だから、やっぱりそういう意味で、もっ

と長崎県の体制を、今になっては、とっとかん

ば、結果、門前払いだけんね、審査もしとらん。

それで、この前、特別委員会でなんか参考人

として呼ぶとかいうてね、どこか観光庁の関係

におった人を呼んで、中身は勉強会みたいな話、

どこが参考人じゃろかいと思うごたったけど、

そんくらいのことをするけん駄目になると思う

んだけど。

その人の話の中の一部を切り取ると、長崎が

言っていたようなことは全く想定していなかっ

たと、国は、という話のように私は感じたんじ

ゃけど、その特別委員会の模様ということにつ

いて把握してあれば、そこら辺の中身をどう解

釈しとるか、お知らせいただきたい。

【湯川ＩＲ室長】 5月15日に特別委員会が開催
されまして、元観光庁長官の井手様が参考人と
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してご出席をされました。井手様からは、観光

振興、特にインバウンドの施策としてIRは大変
有効であるということですとか、それから、実

際の制度設計に当たりまして、現行、地方がチ

ャレンジするには、施設規模のハードルが高い

ので、このあたりの見直しが必要であるという

ことなど、現行の制度創設以前から携わってい

らっしゃいましたので、そのあたりのお話等を

お聞かせいただいたというふうに認識しており

ます。

【吉村委員】それぐらいな話なんじゃけど、こ

の前、佐世保の市議会議員と話をしました。「残

念やったね」と、「佐世保を含めた県北の経済

の起爆剤に当然期待をしとったけど、できなか

った。長崎県議会議員がつまらんけんたい」と、

こういうふうなこと。長崎県がつまらんけんで

けんやったと、どこがつまらんやったとかと、

こうなるわけよ。そして、いろいろ話しよると、

つまらんところをいろいろ言われるんじゃけ

ど、そうやって情報の開示が全然できなかった

ということについて、私どもがその情報を共有

できなかったところに、やっぱり対策の取りよ

うがなかったということになるんじゃなかろう

かなと私なりに解釈している。

それで、でももう解散してしまったし、

KYUSHUリゾーツも解散した、土地も駄目な
んだと。こういう話で、全部、駄目、駄目にな

って、そしたらもうこれ完璧に駄目なんだと。

こう思うんじゃけど、その佐世保の市議会議員

は、「いやいや、佐世保の市民、議会は一縷の

望み、小さいけれども、まだ明かりが先の方に

灯っとるのを感じとるのよ」と言うわけよ。「そ

れ、どういうことね」と言うた。そしたら、「い

や、まだまだ可能性が」と、「どがん可能性の

あっと、こがんこてんぱんにやられとって」と

言うんじゃけど、「いや、やりようによっては

どうにかなる」と。土地も離せば、もう何年も

待たせてパアだけんが、それはもう、あの香港

の会社が黙って持っとく、そのためにとっとっ

てくれるということはないじゃろうと思うんや

けど、「いや、それも可能性がある、会社が替

われば」とかね、いろいろあって、そんなら続

けとかんばいかんたいなと、こう思うけんが、

もうやめました、もう白紙に戻りました、次や

るとすれば、またそこから立ち上げてやらなけ

ればならないんですよということを言いよった

ら、非常にそこら辺が乖離してくるんじゃけど、

そういう、正式なところで聞いたわけではない

んですが、そういう思いが佐世保を含めた県北

の方の中にたくさんあるとすれば、県の対応と

しては今後どうせんばいかんと思うのかなと思

うんじゃけど、そこら辺どうですか。

【湯川ＩＲ室長】特に佐世保の経済界の皆様の

中には、IRについて再挑戦を望む声があるとい
うのは認識をしておりますが、まずはそういう

経済団体等の動向ですとか、そういう機運です

ね、こういったものを注視をしていく必要があ

ろうかと思っております。それ以上特に先ほど

申し上げましたように、現状におきましては、

県としましては再挑戦について検討できる状況

にはないと考えております。

【吉村委員】そしたらさ、IR室というのは廃止
するのか、残しておくのか、今年度で終わり、

来年度も続く、そこら辺、具体的に聞かせてく

れんですか。

【湯川ＩＲ室長】私自身としては、次年度以降

の体制については、把握をしておりません。

【吉村委員】 部長、どうですか。

【早稲田企画部長】現在、IR室が行っておりま
す業務もありますため、その進捗がどのように
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なるかというのを見極めながら、今後の対応に

ついて検討する必要があると考えております。

【吉村委員】残そうと思うとるのか、思うとら

んのかという、そういうベクトルを聞きよるわ

けよ。検討しながら、見ながら、慎重にとか、

そがんことは誰も聞いとらん。残そうという方

向性に向かっておるのかどうかというのを確認

したいんじゃけど、もう一度どうですか、部長。

【早稲田企画部長】現状におきましては、全く

未定でございます。

【吉村委員】今、そういう県北の人の思いとい

うのを伝えたので、何となくやる気のないよう

な、その経験を生かして「ツール・ド・九州」、

そういうのをやって高めましょうなんて、全然

違う世界の話やけん、継続的に続いていくIRと
いう事業と、「ツール・ド・九州」という単一、

一回のイベントと比較できるわけがない。それ

でなんかお茶を濁すようなことを言うてもろう

たっちゃ困ると。だから、そこら辺は、そうい

う声を聞くのでね、やっぱり早々にIR室をなく
すというんじゃなくて、どうにか継続しながら

研究していく。

大阪を見とってみんですか、メタンガスまで

出ている、当然出るわけですよ、ごみの埋立地

だから。東京の夢の島だってそうやった、今度

の大阪の夢洲だって、下に汚泥をいっぱい埋め

とるんじゃけん。そこに万博もやる、IRももっ
てくる、もうやると決めたら、どういうことが

あっても造るわけよ、金が幾らかかっても。そ

んなにやるのに、長崎は門前払いだけん、あま

りにも差がある。ここをやっぱり国に対しても

詰めていってもらいたいと、長崎はなめられと

っじゃないかとなるわけよ。だから、そういう

ことを今後ともお願いをします。

もう一つ、ドローン、レベル4という、詳しく

は知らんちゃけど、IRが来ればということで長
崎空港からハウステンボスまで空飛ぶ車の実証

試験をさせればいいじゃないのと言いよったけ

ど、田中同僚議員から笑われたけど、もうそう

いう時代が目の前に来よるのよね、大阪万博で

も飛ばすというし。

それで、それより以前のドローンのレベルや

けど、これが事業でやるとなっとっ時に、その

事業の対象がどういうところかというと、農水、

建設、教育とか、そこら辺に対象がもっていっ

てあるね。

いつも言うんじゃけど、まずは今、国境離島

新法ができました、悪くはないけど、不満もあ

るけど。それと、もともとあった離島振興法、

これで離島はやいよったわけよね、それにプラ

スの国境離島新法。国境離島新法が適用できる

島、それと適用できない島との格差が出てくる。

だから、そこも用心して対応していってもらわ

んと、国境離島新法の島ばっかりがどんどん条

件がよくなってっていうのも、それは長崎県民

がおしなべて同じようなレベルで向上していく

ということにつながらんといかんというところ

に反するわけよね。

だから、そういった意味で、農業、水産業、

いわゆる生産物を出荷する、それから、それの

飼料とかなんか島に仕入れる、そういうとに補

助が出ますという国境離島新法のつくりがある

たいね。そういう中に小規模事業者というのも

入れてくれと。国境離島の島でも離島振興の島

でも、そこに商店があって小規模事業者が、日

頃、そこに住む人たちの生活のいろんな支援を

したりしながら町が成り立っとるわけよ。

だから、そういうことを考えると、このドロ

ーンの事業についても、この事業の中に、そう

いう地域の小規模事業者とか、これは産労部に
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なりますと言うかもしれんけど、ドローンの事

業としては、そういうことよね。

だから、この文章の中にそういう文言も入れ

てほしいと思うんじゃけど、いかがですか。

【髙橋デジタル戦略課長】 お答えいたします。

今回の特区の規制の特例措置につきまして

は、五島列島周辺部だけではなくて、県内全域

が適用の対象となるものでございます。また、

今回、例としてご紹介させていただきましたの

は、日用品の配送のサービスということであり

ますけれども、農業や建設、また漁業であると

か、様々な産業分野においても、このレベル4飛
行という飛行形態によって、いろなサービスが

展開できるというふうに考えております。

我々としましては、ドローンのサービスとい

うものを、いろな業態に、使えるところについ

ては適用させていきたいと思っていますし、取

組についても県内全域に展開したいと考えてお

りますので、その中で委員のご指摘があったよ

うな地域の小規模の事業者についても、もちろ

ん把握をしっかりした上で必要な検討をしてま

いりたいと考えております。

【吉村委員】 よろしくお願いします。

それともう一つ、これを進めるに当たって当

然県だけではできんわけよね、県の職員の中に、

そんなスペシャリストはそうそうおらんとやっ

けんが。だから、やっぱりこれを専門にやる事

業者と連携をしながら、早さをもって進めてい

くというのが必要なんじゃろけど。

この頃、よく新聞に載っとるのは、はやっと

るのをせろというわけじゃないけど、私も新し

いもの好きだけんが、やっぱりどこかそういう

先進企業、事業者、県内の、とかと連携協定を

結んだりして、もっとスピード感を上げていく

というようなことをやったらいいんじゃないか

と思うんじゃけど、そういうことについてはど

ういうふうに考えておられるか、お願いしたい。

【髙橋デジタル戦略課長】県内の事業者との連

携という観点のご質問だというふうに思いま

す。現在でも様々な事業者としっかり連携しな

がら、今回例示させていただいた事業者以外も

様々な事業者が、県内で先進的な実証なども行

っていただいているところでございます。今後

も民間事業者であるとか市町ともしっかり連携

しながら進めていきたいと考えております。

個別の連携協定ということに関しましては、

企業側の考え方ということもございますけれど

も、そういった中でしっかりスピード感が出る

ような形に、いずれにしましても取り組んでい

きたいと考えております。

【吉村委員】それはかなり民間の事業者で取り

組んでいるところもあるし、県内のそういう事

業者を育てるというのもあるし、連携すること

によって県が考えている事業自体のスピードが

上がるという相乗効果があると思うので、そう

いうところを。

なんかね、この前、私が出たのは何やったか

な、適正価格にできるようにというので、たっ

た15分ぐらいで連携協定に判こを打ってね、名
前を書いて記念写真なんてね、中身が全然ない

じゃんと。だから、そう決まっとるから消化す

るなんていうぐらいの気持ちではやらんように

しとっていただきたいと思います。

最後に一つ、これもここに直接関係ないかも

しれんけど、少し関係がある。これは諫早の市

長から言われたんじゃけど、熊本県内、TSMC
が立地しました。残念ながら、台湾の企業で、

日本の企業ではない。でも、それに頼ってサプ

ライチェーンができる。ここに代表16社の名
前、規模が書いてある。これは諫早の市長が熊
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本からもらってきてコピーにして私にもくれ

た。「吉村さん、こんなですよ」って、熊本、

頑張ってます。諫早もこれのもう少し下、これ

は大村も一緒ですけど、大村、諫早は今競争し

よるけんですね、よい意味で競争です。

それで、こういう企業を県内に引っ張ってこ

ようと、だから視察に行こうということで市長

自ら行っとらすわけね。そん時に、どうせなら

一緒に県も行こうよと声をかけた。そしたら県

は知らんふりやった。どうしてそこに一人、二

人でもね、部長じゃなくてもいいから関係の人

をやらんやったかと、一緒に同行させんやった

かなと思うわけよ。それを見とくと、本当に県

はやる気があるのかなと、企業誘致とかいろい

ろ言いよるけど。結局、なんでかというと、九

州中が九州シリコンアイランドになるわけよ

ね。その一角に長崎県もあるわけ。

だから、こういう動きをつかまえて長崎にも

引っ張ってくるということをせんといかん。長

崎は、もともとあんまり水がない。熊本、これ

は阿蘇の水が、今、地下水がふんだんにありま

すというけど、これだけの会社が、これのほか

にもまだ49社、ぶら下がりが来とる。全部水を
使うとこばっかりです、半導体関係は。そした

ら、必ず阿蘇の地下水は枯渇すると、もう農家

の人が言いよらすとやけん。そうすると、ばら

けかさんばいかんごとなる。さて、どこににば

らけかすかとなるわけよ。長崎にも、それが5社
でも6社でも来れるように。特に、諫早、長崎と
か準備して、（発言する者あり）島原もと言い

よらすけん、準備して待っとりますと、土地も

あります、水もありますと。島原にいい水が出

たと言いよらしたたいね、純粋に近い水が。

だから、そういうのをやっぱり市町とかから

話があった時は、県は知らんふりせんで、いい

ですねと、どがんかしましょうかというところ

から始めんと、いや、どうぞ行ってください、

私たちは私たちでやりますからぐらいな話じゃ

ね、進んでいかん。

だから、これは産業労働部でもあろうし、

企画でもあろうし、全体で連携して長崎県の産

業を力強く広げていく、それによって、その後

に雇用が生まれ、所得の増加が生まれと、こう

つながっていく、そういうチェーンができてい

くわけよ。

だから、そういう意味で企画部も、いやいや、

それは産労部ですからとか、地域振興部でしょ

うとかいろいろ言わんで、一緒になって、ずっ

と言うけど、なかなかその連携ができよっとか

なと思うので、そこら辺を一緒にそういう会議

を持つとか、そういう話があった時には積極的

に参加していくというような心づもりを持って

取り組んでいただきたいと思うんですが、企画

部長、最後に答えてください。

【早稲田企画部長】今、委員からお話しいただ

きました基礎自治体並びに庁内による連携の件

でございます。今回、新技術実装連携“絆”特

区のドローンという部分におきましても、この

エリアの運航については、基礎自治体、市町の

協力が不可欠であります。また、民間事業者の

協力というのも必要になってまいります。それ

から、県内全域に広げていくという視点が必要

でありますので、県北地域、県南地域、島原半

島、佐世保・平戸地域など、全て含めたところ

での拡大というものを目指していく必要があり

ます。

その上では市町との連携並びに関係部署とも

しっかりと連携しながら努めていく必要があり

まして、ドローンに限らず、様々な施策のプロ

ジェクトにおいては、企画部としても庁内全域
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においてしっかりと連携を図って対応してまい

りたいと考えております。

【小林委員】座ったまま、お許しをいただきた

いと思います。

吉村委員のIRのただいまの質疑を受けて、率
直な話、IRは残念ながら不認定になったことは
事実であるけれども、IRはこれからどうなって
いくのかと。こういうようなことについては、

率直に言って宙に浮いているような感じがしま

す。

それで、例えばの話が、行政不服の審査は、

いわゆる請求してもあまり意味がないのではな

いかということで、これはいろんな範疇で意見

を聞いて、その方向に決めた、ここだけははっ

きりしている。そうやって行政の不服審査は請

求しないと。ならば次はどうするのかと、そう

いうようなところからの話で、これから再募集

があるのかどうなのかとか、いろいろそういう

ような話だけはあっているけれども、まだこの

先の見通しは全くついてないと。ただ、はっき

りしていることは、県議会の一般質問等におい

ても、一貫して知事が言っていることは、国の

裁量が大き過ぎると。したがって、なかなか厳

しいんだと、こういうハードルの高さを国の裁

量が大きいと、こう言ってるわけよ。

国の裁量か大きいというのは、具体的にどん

なことを言っているのか。そこの国の裁量の中

身をもう少し我々が理解できるようにご答弁を

いただきたい。

【湯川ＩＲ室長】例えば、レターの法的拘束力

の関係等で申し上げますと、事前に手引き等々

で詳細なご説明がなく、県からお尋ねしても具

体の回答がいただけませんでした。

そういった状況ですので、県としましては、

様々な専門家にご意見をいただきながら、国際

的な商慣習に基づきましてレターを作成し、提

出したところであります。

国におきましても、一定の基準が示されてい

ない部分につきましては、同じく国際的な、標

準的な取扱いにのっとって審査をされるものだ

というふうに認識をしておりましたけれども、

カジノ事業が刑法上の特例的な取扱いであると

いう観点から審査委員会の裁量をもって審査さ

れました。このあたりが国と県との間での認識

の差に至った理由かというふうに推測をいたし

ております。

こういったところで審査委員会の委員の一定

の裁量に基づいて審査をされているというふう

に認識をしているところでございます。

【小林委員】国の裁量の範囲があまりにも大き

いと。だから、地方では、そのレベルになかな

かついていけないと。基本的にそういう考えで

あるかもしれないが、もうちょっと、国の裁量

が大きければ、裁量の問題点がどこにあるのか

と。ただ、何回聞いても、なかなか審査委員会

の意向がわからなかったと。こんなようなこと

を答弁しているけれども、結局、我々の認識で

は、カジノ・オーストリアでは、やっぱり要件

を満たさなかったと。こういうような受け止め

方をしていて、なかなかカジノ・オーストリア

程度では、いわゆる国が求めている範囲という

か、全ての必要な要件を満たしてないと。

だから、長崎県はやり方がまずかったのか、

カジノ・オーストリアを選んだことがまずかっ

たのか、この辺についてはどう受け止めている

のか。

【湯川ＩＲ室長】今回、審査の結果を確認する

と、一定の要件等が存在するのであれば事前に

開示いただくべきであったと思っているところ

であり、事前に情報が開示されるのであれば、
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公募の段階を含めて対応可能であったと考えて

おります。

【小林委員】この辺がわかるようにもうちょっ

と答弁をしていただかないと。今回、これが不

認定を受けて、今、我々は、いろいろな反省を

したり、また、国の審査会との間柄での問題点

をしっかり究明してどうだったと言っているわ

けだけれども、結局は、そういうところの裁量

が大きくてと、裁量が大きくてと、なら最初か

ら何にもできないじゃないか。

だから、国の裁量が大きければ、そのいわゆ

る要件緩和をやっぱり我々は求めていかなくち

ゃいかんと。その要件緩和のその内容がどうい

うものであるかということは、県からしっかり

県民に明らかにする必要がある。そこはどうい

うことか。

【湯川ＩＲ室長】現状、再チャレンジにつきま

して判断できる状況にないということを踏まえ

ますと、なかなか要件緩和について国に申し上

げられる状況にはないと考えております。

先ほど、補足説明でも申し上げましたように、

今回の審査におきまして、国が重視をされてい

ると思われます一定のレターの基準を満たして

いるですとか、出資、融資予定者の大きな変更

がないこと。また、IR事業の運営の実績やノウ
ハウを有する企業が十分な出資を行う予定であ

ること。それから、収益を活用したIR事業への
還元ですとか、有害な影響の排除に関する措置、

こういったものが審査委員会では重要視された

というふうに考えておりますので、こういった

点を対応できるように取り組むことが必要にな

るのではと考えております。

【小林委員】 言うまでもないことであるけど、

長崎県としては、もう本当に手さぐりの中から

スタートしている。そうすると、当然、普通や

っているような取引、商慣習というか、大体が

そういうことで契約金を出して、経験のあると

ころからいろんなアドバイスを受けて、それを

基にやってきたと、このやり方が間違いだった

のか。要件がどうしても高過ぎると、その辺が

国の裁量が大きいと、こう言っていることが、

もっときちんとわかるような形で、まさに国の

独善で地方の声も明らかにしない、聞かない。

それから、地方もいろいろそういうところで質

問しても、なかなか回答が返ってこないと、こ

れが大きな失敗のもとであったかもしれない

と。しかし、だから、もう再チャレンジはでき

ないと、いくら地方から再チャレンジをやって

みても、なかなかこれは通らないよと、見込み

が薄いよと、こんなことを言えるのかと。

だから、今、知事は何をせんといかんかとい

うと、吉村委員が、門前払い、門前払いという

ような表現を使っているけれども、結果が出て

不認定になって、知事が観光庁長官に会いに行

っても、たった15分ぐらいしか時間が取れてな
いじゃないか。もっと、こうだああだといって

いろいろと話をせんといかん。例えば、要件緩

和の中にはMICEの規模を小さくするとか、あ
るいはホテルの部屋の数を少なくするとか、も

うちょっと仕事として地方がやりやすいよう

な、そんなことも話し合いをして、また、いろ

いろとその時の長官とかなんかが全部新しく代

わってしまっているから、どういう考え方を持

っているか、そんなところも十二分に打診せん

といかん。何もせんで国の裁量が大きいからと、

国の裁量が大きいからと。どこまでやったのか、

おまえさんはと、こういうふうに言われても仕

方がないんだよ。

だから、本気になって一生懸命やったのかと

いうところから比べてみた時に、長崎県の浮沈



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）

- 63 -

をかけて、これが見事に認定されとったら、今

頃、長崎県は沸き返っているんだよ。

こういう状況から考えてみても、ただ、国の

裁量が大きいからと、ただそればっかりを言う

て、さも諦めたかのような、ドローンの方がお

もしろいと、そんなようなことではどうにもな

らない。ここのところをもっとはっきりせんば

いかん。

これからやることも、やっぱりやっていただ

かないと、今の状況では、もう一回はっきりし

ておくけれども、あくまでも行政不服審査請求

を終えたと、これはやらないと決めた。しかし、

再チャレンジはしないとは、まだ決まってはな

いんだろう、部長、そこはどうだ。

【早稲田企画部長】今回、九州・長崎IRの区域
整備計画については、国において認定を行わな

いこととしたという判断がありまして、区域整

備計画の県としての再申請というのにつきまし

ては、これまでの経緯を踏まえると、国におい

て要求基準に客観的な指標等があらかじめ明示

されないと、地方がIRにチャレンジするのは、
相当程度ハードルが高いのではないかと認識し

ているというところまででございます。

【小林委員】 だから、今、部長が言うように、

今そうやって行政不服審査を請求しないと、再

チャレンジに手を挙げないと、あるかないかわ

からんよ。しかし、先ほど吉村委員がおっしゃ

るように、万博とか、そのそばでIRとか、果た
して地理的な条件が十分満たされているかとい

う非常に大きな問題が横たわっている。それか

ら、この次は、さあ福岡だ、北九州だ、あるい

は東京だ、横浜だ、北海道だとか、いろんなと

ころから、3つのうちの1つしか決まってないか
ら、あと2つを目指してチャレンジしようとい
うような、そんな声が大分漏れてきている。

そういう状況の中で、黙って指をくわえて、

その状況を見つめているだけで、国の裁量が大

きいからと、こんなような負け犬みたいなこと

ばっかりやって。裁量が大きければ、その裁量

緩和のために、要件緩和のために当然動くべき

だと。こういうようなことで、あるかないかは、

また次の問題。そのくらいのことをやっぱりや

るのが知事という者の使命ではないか。これく

らい、10億円以上かけて県民が一丸となってや
ってきた今回の計画なんだよ。

そういうところを考えてみて、じゃ、最後に

1つ聞くけど、再チャレンジがもしあったとし
た時に準備はできているのか、準備はしてるの

か。ただもう今までやってきたことを全部まと

めて終わらせることだけを考えて、これから打

って出るというような準備はやってないのか、

これだけ言うとく。

【湯川ＩＲ室長】現状としましては、今回の一

連の経緯の振り返り、取りまとめをし、公表を

させていただいたところでございまして、今後

は必要な情報収集にも取り組んでまいりたいと

考えております。

【小林委員】 情報収集だけか。

【湯川ＩＲ室長】今般、報告書を取りまとめま

したので、まずはそういう経過のご報告等々を

進めながら情報収集に取り組んでまいりたいと

考えております。

【小林委員】 湯川室長、なんか、あんたの声を

聞きよったら、全然やる気が聞こえんぞ。いか

にして終わらせるかという役割をあんたは担っ

てるかのように、そんなような形で声も小さい

し、なんか迫力を全然感じない。今言うように、

これだけ長崎県の浮沈をかけて、みんなが立ち

上がって、これはもう何としても認定をいただ

かなければいけないと、みんな頑張ったわけだ
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よ。それでこういう結果になった。ただ、国の

裁量が大きいからと。この裁量の中身は何かと、

こんなのもきちんと、はっきりしないような感

じで、ただ、そればっかりを言い訳みたいにし

ながら、再チャレンジがもしきても、やらない

かのような、そんなような態度でいいかどうか、

もう少しやっぱり要件を緩和していただけるよ

うに、もっと働きかけるべき、どんなことの要

件緩和をやるかと。MICE、ホテルかれこれを
はじめとして、まだまだ我々からの、1回経験し
た者の要望というのは、初めてのところよりも

必ず意見としては経験からくるものであるか

ら、もう少しはっきりしとってもらうことをお

願いしておきたいと思う。

【石本委員長】企画部審査の途中でありますけ

れども、始まる前にお話ししておりましたとお

り、午前中の審査はこれにてとどめ、１時半か

ら引き続き企画部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

午前に引き続き、議案外所管事務一般に対す

る質問を行います。

ご質問はありませんか。

【松本委員】それでは、先ほど補足説明がござ

いました新技術実装連携“絆”特区の指定につ

いて質問をさせていただきます。

特区の指定がされたということが説明にあり

ましたが、まず、この特区指定というのは、規

制緩和とか構造改革等で特別に認められる、国

から指定を受けるということですが、具体的に、

今までこうだったものが特区によってこう変わ

るというような、何が特別変わるのかというの

を端的に教えてください。

【髙橋デジタル戦略課長】今回の特例措置につ

いては、大きく2つございます。
1個目は、有人地帯目視外飛行となるレベル4
飛行に求められる第1種型式認証という審査に
おきまして、海外当局の型式認証や特例承認を

取得している機体における審査手続の合理化が

図られる点でございます。例えば、これまでは

海外で認証を取得した機体につきまして、日本

で型式認証を行う場合には、海外で用いた数百

ページ以上の審査資料を相当な月数をかけて和

訳するなどの負担が生じておりましたけれど

も、規制の緩和後は、海外の審査に用いた英語

の資料を和訳せずに提出することが可能となる

など、新しい機体に用いたドローンサービスの

迅速な導入につながることが期待されるところ

です。

また、2点目につきましては、エリア単位での
レベル4飛行の経路申請が可能となる許可手続
の導入でございます。これまでは個別の配送場

所に対して、線形の飛行ルートを特定して飛行

許可の申請を行う必要がございましたけれど

も、特区の特例措置によりまして面的なエリア

単位での経路申請が可能となりますため、事前

に個別の飛行経路を特定することなくサービス

に応じた柔軟な飛行が可能となるものでござい

ます。

【松本委員】 今説明がありました2点ですね。
まず、1点目はレベル4飛行についての申請手続
の合理化ということで、確かに100ページ以上
の審査資料を和訳するというのが、しなくてい

いと、規制緩和後ですね。そうすると、ドロー

ンサービスの迅速な導入につながる。

2つ目が、経路申請となる手続の導入。これも
今までは線形の飛行ルートという説明が今あり
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ましたが、これはエリアがかなり限定される、

一方通行のような範囲を特定してしかドローン

を飛ばせなかったものが、補足説明資料の2ペ
ージのような面的なエリアで経路申請が可能と

なるというのは、飛行範囲がかなり広がるとい

うことで、緩和されることによってのメリット

というのは認識いたしました。

大事なのは、特区を受けて、じゃ、緩和され

ましたよからですよね。それを実際に事業とし

て、どう県内で活かしていくのかということで

すが、今回の特区を受けて、実際これを活用し

た事業計画の概要についてお尋ねいたします。

【髙橋デジタル戦略課長】 お答えいたします。

例えば、これまでは難しかった注文に応じた

軒先への日用品の配送サービスなどが考えられ

るところでございます。これまでのレベル4飛
行の制度下では、どの家から注文があるかがわ

からないといったことで、事前の経路申請も非

常に多岐にわたることになっておりましたけれ

ども、一つの飛行許可を取得する際にも数か月

要するといった課題もありましたので、軒先へ

の配送サービスの実現は非常に難しかったとこ

ろでございますけれども、今回の特例措置の活

用によりまして、経路申請がエリア単位で可能

となることで、現実的なサービス展開が可能と

なる見込みでございます。

そのほか、様々な分野での活用も考えられる

というふうに思っておりまして、将来的にはド

ローンを活用した面的な形のインフラ点検であ

るとか監視サービス、そういった事業も考えら

れるのではないかというふうに考えておりま

す。

【松本委員】 実際のところ、今、五島で薬品と

かをドローンで配達する事業を既に実施されて

いるということですが、その事業というのが、

いわゆる軒先までは配達ができなかったという

わけですよね。アマゾンとかでも家まで届ける

のが売りなのに、取りに行かないといけないと

いうところが緩和されるということで、今やっ

ている五島での事業もまた拡大されていくと思

うんですけれども、もう一つは、規制緩和と同

時に、国から指定を受けた以上は予算が国から

どれくらい入るのかというところが、やはり採

算を考えた時に大きく期待するところであるん

ですが、国からどのような予算措置があるのか、

その内容についてお尋ねします。

【髙橋デジタル戦略課長】特区指定を受けた団

体につきましては、国の調査実証事業予算の活

用が可能となる予定でございまして、今後、夏

頃に公募が開始されるというふうに伺っており

ます。

具体的には1事業当たり上限5,000万円で、国
の委託事業という形で、サービスの実装を目指

す事業者等に対して国が直接委託することによ

り実施されるものでございまして、サービス内

容の検討やニーズの収集整理、安全対策の検討

や実証などを行うことができるというふうに伺

っております。

今年度のレベル4飛行の実証に当たりまして
は、この国の予算の活用に向けた調整も図って

まいりたいと考えております。

【松本委員】今答弁にありましたように、今後、

夏ぐらいに公募されるということで、1事業当
たり上限5,000万円というのは大変大きな金額
でありますし、これが呼び水になって、今後、

事業を検討する事業者が出てくると思います。

今、県もドローンについては大分予算をかけて

ますので、午前中もありましたが、なるべく多

くの事業者が参入できるように、今やっている

ところだけが独占するのではなくて、多くの事
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業者が、これをきっかけとして参入できるよう

な呼びかけであり、啓発であったり、そういっ

たための事業予算もドローンで計画されてます

ので、プラッホームの構築も含めて進めていた

だきたいと思います。

じゃ、今の段階で、どのような事業者が、い

つ、どんな取組を行うのか、お尋ねいたします。

【髙橋デジタル戦略課長】まず、スケジュール

感についてお答えをしたいと思います。

今後は、まず県内において現行制度下、線形

の飛行計画に基づいてレベル4の飛行の実証等
を重ねることとなりまして、その実証成果を踏

まえて今年度末までに特区の措置として国にお

いてレベル4飛行に関するエリア単位での飛行
ができるようにガイドラインの改定等が行われ

るというふうなスケジュールになっておりま

す。

そのため、特例措置を活用したエリア単位で

のレベル4飛行につきましては、来年度以降の
実施が予定されているところでございます。

また、想定される事業者としましては、現在、

五島地域でドローン配送サービスを行っている

事業者をはじめ、県内で物流に関する実証を行

っていただいている事業者が複数いらっしゃい

ますので、そういった事業者が考えられるとい

うふうに考えております。

幾つかの事業者からは、今後の事業計画につ

いての相談もあっているところでございまし

て、具体的なレベル4飛行における実証の内容
については、現在、調整中でございますけれど

も、先ほど申し上げたような、例えば自宅等の

軒先への配送サービスなど、今年度は配送箇所

を限定して行い、また来年度以降にエリア単位

での配送サービスの実施ということが想定され

るところでございます。

特例措置を活用することで、これまでは港の

先の無人地帯の投下地点まで配送物を取りに行

く必要があったところでございますけれども、

これからは軒先まで配送されるということも期

待しております。欲しいものが、より早く、よ

り確実に手に入る日常生活、こういったことを

実現できるのではないかと考えております。

こうした生活の実現に向けまして、関係事業

者との協議を進めてまいりたいと考えておりま

す。

【松本委員】ありがとうございます。今回の特

区の目的が、地理的なハンディキャップのある

自治体が連携して共通の課題に取り組む連携

“絆”特区ということで、福島県と連携して、

特に買物困難等の共通の地域課題を抱えるとい

うことで、本県は離島・半島を抱えておりまし

て、今後、買物困難というのは大きな課題とな

って出てくる中で、モデルケースとして各地域

でこの事業を、来年度以降の実施ということで

ございますが、まだ時間はございますので、し

っかりと周知をして進めていただきたいと思い

ます。

以上です。

【石本委員長】 ほかに。

【宮本委員】私の方から幾つか質問させていた

だきます。

私の方からも午前中、そして吉村委員、そし

て先ほどの松本委員に引き続きまして新技術実

装連携“絆”特区の指定についてお尋ねいたし

ます。

重複する部分があるかもしれませんし、初歩

的な質問をするかもしれません。私なりの観点

で質問いたしますから、どうぞよろしくお願い

いたします。

まず確認したいのが、午前中の質疑で特区エ
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リアとなるのは長崎県全体ですよというご説明

がありました。その上で、先ほどちょっとあっ

たんですけど、複数のドローン事業者というこ

とですが、まず、県内にドローン事業者と呼ば

れる事業者が幾つあるのか。そして、レベル4飛
行が可能になったエリア、特区によってレベル

4飛行が可能となったということなので、その
中でレベル4飛行できる事業者があるのかない
のか。このレベル4というのは一等免許が必要
で、かなり高度な免許と聞いていますので、こ

ういった事業者が県内にいるのか、まずは確認

をさせてください。

【髙橋デジタル戦略課長】 お答えいたします。

現在、ドローンサービスを行っている事業者

が県内に何事業者いるかというところで、正確

な数値は我々も把握してないところでございま

すけれども、今年度、ドローンプラットホーム

ということで、ドローンのサービス側とユーザ

ーをマッチングするプラットホームを構築する

ところでして、これは近日中に公開したいと思

っておりますけれども、そのドローンプラット

ホームに載せたいと思っている事業者は28事
業者いるところでございます。今後、さらに拡

大を図っていきたいと思いますけれども、我々

として把握しているところは、そういった数字

になっております。

また、その中でレベル4飛行ができる事業者
ということにつきましては、現在、レベル4が飛
行できる機体については、全国でも1機体しか
ないと。東京都のACSL社という事業者がいま
すけれども、そこの機体しかないといった状況

でございまして、その機体と、それからオペレ

ーターの資格を持っている事業者であれば、県

内でもレベル4の実証ができる環境はあると思
うんですけれども、実際、なかなかそこまでは

まだ至ってないというところで、全国でもレベ

ル4の実証というのは、数事例しかまだないと
いった状況になっておりますので、今後、我々

の方でも支援することによってレベル4の実証
や実装につなげてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

ですので、県内にレベル4の実証実績はまだ
ない、そういった状況になっているところです。

【宮本委員】ありがとうございます。そうする

ならば、要は来年度以降に様々な事業が開始で

きるようにというスケジュール感が先ほどあり

ました。例えば、ドローン自体の個体とオペレ

ーターを分けて考えないといけないのでしょう

けど、レベル4飛行が可能な個体が1つ、東京に
ありますと。オペレーターがいて、その方たち

が長崎県に来て、今これをやろうとすれば既に

できるという認識でいいのか、まず確認させて

ください。

【髙橋デジタル戦略課長】お見込みのとおりで

ございます。機体と、それからオペレーターが

いれば実証できるというふうになっておりま

す。

一方、今、認証されている機体というのが、

運べる量も1キロしかない、少ない。それから20
キロぐらいしか飛べないというような形で、機

能としてはスペックがなかなか追いついてない

というところでございます。県内で、先ほどご

紹介した日用品の配送で使われている機体とい

うのは、航続距離も100キロ以上であるとか、運
べる重量も1.75キロ程度あるといったところ
で、実際のサービス実装というところまでは、

現在認証されている機体ではなかなか難しい、

そういった現実もあるというふうに考えており

ます。

【宮本委員】 ありがとうございました。要は、
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今は県内におらず、国内には1事業者だけれど
も、今後、そういった個体認証を増やしていき

ながら、一方ではオペレーターを県内でも育成

していきながら、レベル4飛行できる環境づく
りを増やしていくという認識をさせていただい

たところです。

その上で、ドローンを国内で飛行させるには

国土交通省の免許が必要であるということも認

識しております。飛行させる上でいろんな制限

があろうかと思います。人口密集地はいいのか

どうか、昼間だけなのか、夜もいいのか、ある

いは飛行場付近はいいのか駄目なのか、あるい

は線路の上とか国道の上はいいのか悪いのかと

いうような縛りがあろうかと思うんですが、国

家戦略特区の指定を受けたことによって、これ

らの縛りというのがなくなるのかどうなのか、

そこの確認をさせてください。

【髙橋デジタル戦略課長】今回の特区の規制改

革の内容といたしましては、大きく機体認証の

審査手続の合理化という点が一つと、エリア単

位でのレベル4飛行の経路申請が可能となる許
可手続の導入という2点でございます。
今、委員がご指摘いただきましたドローンの

飛行については、航空法によって、空港周辺で

あるとか、150メートル以上の空域であります
とか、そういったドローンの飛行が原則として

禁止されている区域、それから、遵守すべき飛

行の方法、夜間であるとか、目視外であるとか、

そういった飛行のルールもございます。これら

の空域や飛行方法で飛行するためには、施設管

理者の同意であるとか、国土交通省の許可等が

必要となってくるものでございます。こうした

飛行ルールにつきましては、飛行の安全性等の

確保のため、今回の特区指定による特例措置と

は別に引き続き適用されるということでござい

ます。

【宮本委員】 ありがとうございます。特区の2
つのポイントを確認させていただいて、現行の

ルールは変わりないということで確認をさせて

いただきました。

一方で、今回、特区の指定を受けて飛行ルー

ルが緩和となった場合、県民へ周知する必要が

あろうかと考えます。要は、今まで以上にドロ

ーンが飛び交う場面が多くなってくるはずです

もんね、来年度以降、今年度からかもしれませ

んが。空を見上げればドローンが飛ぶみたいな

状況が出てくるかと思います。そういった時に

県民の方々が非常に驚かれる。未確認飛行物体

ではないかとか、いろんな疑念を抱かれること

があるかもしれません。あれは何なんだとか言

って警察とか消防に通報されるパターンも出て

くるかもしれませんので、そういったことも考

えて、飛行中の妨げとならないような県民への

周知対策、あるいはドローン自体に免許証とか

許可証を貼付するのかどうか、そこも併せて確

認させてください。

【髙橋デジタル戦略課長】今回の規制緩和に関

するレベル4の飛行につきましては、県内でも
まだ事例がなく、サービス実装に先立つ実証な

どに当たりましても、住民への説明、それから

理解を得ることが非常に重要と認識をしており

ます。今後の事業実施に当たりましては、関係

市町とも連携の上、しっかりと住民に対して周

知を図っていきたいと考えております。

また、2点目の国土交通省による許可、免許の
部分でございますけれども、レベル4飛行を行
う場合には、使用する機体であるとか飛行の方

法、それから飛行のルート、安全対策などをま

とめた飛行計画を作成して、国に対して許可申

請を行うこととなっております。その際に機体
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の登録と、機体への登録番号の表示を行うこと

になっておりまして、こうした手続を経て適切

に飛行管理が行われることになっております。

【宮本委員】ありがとうございます。どうか県

民、市民、住民の方々への周知を徹底していた

だいて、くれぐれも事業者の方の妨げにならな

いように、そしてまた、県民、市民、住民の方々

がびっくりされないように周知徹底をお願いし

たいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

あともう1点ですけど、今回、特区指定を受け
て、今後、ドローン活用の場が広がるので、事

業者としても参入したいという方々が増えてく

ることが想定されます。その上で、ドローンの

練習場とか練習できる環境づくり、あと実験で

きるエリアをぜひとも提供してほしいという声

をいただいております。

一つの例として挙げれば、今、五島では医薬

品の配達もドローンでされている。これが今後

は軒先まで行くという状況が出てくるんですよ

ね、特区の指定を受けることによって。その際、

薬をドローンで運搬して、軒先でおろして､ドロ

ーンについているカメラ越しに患者と薬剤師が

服薬指導する、そういったことが今後可能にな

ってくるのではないかと考えます。その上で薬

代をドローンに入れてまた戻ってくるみたいな

画期的な状況も出てくるかと思います。

こういったことが可能になるようにドローン

の練習場が必要であろうかと考えます。こうい

った提供が可能かどうか、していただけないか

どうかという提案と、こういったことを機に長

崎県としてもドローンのサプライチェーンとか

企業誘致をもっともっと積極的にしていただい

て、企業振興にも一役を買うということの流れ

にもなろうかと思います。

この2点について今の県の見解をお聞かせく
ださい。

【髙橋デジタル戦略課長】ドローンの練習場

につきまして、幾つかの県内のドローン事業者

とも日々意見を交換しておるわけでございます

けれども、ドローンの練習場として、現在、例

えばソフトボール場であるとか体育館であると

か、それから多目的広場、そういったところが

利用されていると承知しております。

また、聞き取りの中では、ドローンの練習場

には、例えば周辺に人家がない方が練習しやす

いということ、それから段差があるのか、構造

物かあるのか、これはあった方がインフラ点検

とかの練習にもなるといったことで、様々な地

形や構造物の有無といったところが求められる

と承知しております。

さらに、どういった練習場がニーズが高いも

のであるのかといったニーズの聞き取りをしな

がら、市町や民間事業者とも連携して、ドロー

ンの活用が図られる環境づくりを進めていきた

いと考えております。

また、サプライチェーンの部分につきまして

は、ドローンの製造は、基本的にかなり簡素な

部品で作製されているところもあるようでござ

います。我々が期待したいところは、先ほどの

物流でいうと、日用品や飲食店の販路が拡大す

ると。それは医療機関などでも、様々な、これ

までは届かなかったサービス提供の範囲が広が

っている部分もあるだろうと思っております。

こういった意味で、これまでの地元の事業者

とドローンを掛け合わせることで、さらなるい

ろいろな産業の振興にもつながっていくのでは

ないかと考えておりますので、こういった視点

を持ちながらドローンの普及、利用促進、こう

いったことを図っていきたいと考えておりま
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す。

【宮本委員】ありがとうございます。今から試

行するに当たって、いろんな問題、課題も出て

くるかと思いますので、事業者等とも意見を交

換していただいて、これが県民、市民、住民の

皆様方の利便性の向上につながること、そして、

ひいてはそれが県内の企業振興にもつながるよ

うな形で取組を推進していただきたいと考えて

おりますので、引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。

もう1点、IRについてお聞きをいたします。
午前中、幾つか質問いたしましたが、今回、

IRについては、特定非営利活動法人ゲーミング
法制協議会理事長、あるいは株式会社国際カジ

ノ研究所所長のいろんな意見書といいますか、

報告書が提出されております。これは国には見

ていただいたのか、あるいはこの報告書を通し

て何か国とのやり取りがあったのか、それを確

認させてください。

【湯川ＩＲ室長】 6月4日に公表いたしました
報告書につきましては、国の方にもお送りをし

ております。ただ、これについて特段、国の方

からご意見、ご感想というのは寄せられており

ません。

【宮本委員】ありがとうございます。この報告

書は非常に重要だと私は考えていて、中には県

民と、そして自治体と、ここまで連携が取れて

いるのは長崎以外にないというような記載が報

告書にあったぐらいですので、こういったこと

は国の方にもっと見ていただいて意見を交換し

て、今後の制度設計とかにつなげていただきた

いと考えております。

そうすることによって、どういうんですかね、

国の考え方も変わってくるかもしれませんし、

変わっていただきたいというのが私の考えなん

ですけど、そういったことが必要であろうと思

います。

今後、国と意見交換、やり取りをする場があ

るのか、予定されていれば教えていただければ

と思います。

【湯川ＩＲ室長】 国とは、今回、国の審査委員

会の資料の公表に向けて開示、不開示の確認や、

それらに関連する必要なやり取りを継続的に行

ってまいりました。併せて、必要に応じて事務

的なやり取りも継続しているところでありま

す。

また、委員ご指摘のように、今後に向けても

随時意見交換を実施していきたいと思っており

ます。

【宮本委員】佐世保市議会でも、IRについては
いろんな質疑がなされていて、佐世保市長も機

運注視ということで、経済団体の動向や機運を

注視し、総合的に判断する必要があるという答

弁もあっております。一方では、「誘致した県、

市に蓄積されたノウハウや経験は、国内のほか

の自治体は持っていない。地方創生の起爆剤に

なり得る政策との認識は変わらない」という佐

世保市長の答弁もあります。

諦めるというのはちょっと、IRの灯を消して
もらいたくないという思いです、私は。やはり

これだけの蓄積されたノウハウがある。そして、

県民と各議会との連携も取れているということ

からすると、まだいけるんじゃないかという思

いが非常に強くあるので、佐世保市長の思いは

思いとして、県の考え、午前中も幾つか部長答

弁もありましたけど、部長も今回の佐世保市議

会の答弁を見て、県として同じ歩みでいくのか、

それとも一歩突っ込んだ考えで接していくの

か、そういった考えがあれば部長に聞かせてく

ださい。
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【早稲田企画部長】九州・長崎IRにつきまして
は、県としても、世界中から多くの観光客を招

き入れることで九州全体の交流人口の拡大、あ

るいは地域経済の活性化、新たな雇用の創出と

いうものを目指しまして、地域経済に大きく貢

献する重要なプロジェクトであろうということ

で取り組んでまいりました。

しかしながら、これまで説明してまいりまし

たけれども、昨年末、国より、九州・長崎IRに
ついては認定を行わないとの審査結果が公表さ

れたところでありまして、審査を受けて、この

たび、改めて一連の経過を振り返りまして、県

民の皆様はじめ、長年にわたりお力添えをいた

だきました関係皆様にご説明するために報告書

を取りまとめたところであります。

報告書でも述べておりますけれども、県とい

たしましては、国際的な商慣習に基づいて区域

整備計画を着実に作成しておりましたけれど

も、国といたしましては、カジノ事業が刑法上

の特例的な取扱いであるということを重要視い

たしまして、審査委員会等で議論を重ねられて

判断されたということで、県の構想、考えとい

うものと認識の隔たりというものが一定あり、

そういったことで推察を行っているところであ

ります。

今後におきましては、非常に予見可能性を見

いだせないということから難しさというものを

感じておりますけれども、IRで培ったノウハ
ウ、こういったものについては地域経済の活性

化のレガシーとして活かしていけると思ってお

りますので、県北・佐世保地域を中心としまし

た県下全域の活性化というものを踏まえた上で

どのような取組が可能であるかということを引

き続き考えてまいりたいと思います。

【宮本委員】 部長、ありがとうございます。佐

世保では「ツール・ド・九州」が誘致されまし

たけれども、これがIRに代わる、「これだけか
よ」という声とか、「これでレガシーなのか」

といった声があるのは事実なんですね。よって、

それは一つ、「ツール・ド・九州」というのが

誘致できた、これはこれですばらしいことであ

り、波及効果等々もあろうかと思いますし、県

北の発展、長崎県の発展につながる。それはそ

れでしょうけど、それ以上にIRというものが大
きかっただけに落胆の声が今でも聞こえるとい

うことは、どうか認識をしていただいて、知事

ともいろいろ協議していただいて、九州全体と

しても協議していただきたいというふうに思い

ます。くすぶる思いというのがあれば、それを

絶やさずに、灯は消しちゃならんと思いますの

で、そこを培いながら、次に向けての準備を、

どこの段階かわかりませんし、今言えないとい

うのは百も承知しておりますので、そういった

ものを持ちながら、いろんな模索をしていただ

きたいということを私の方から要望させていた

だいて、終わります。

以上です。

【浅田委員】 様々な形でIRに関する質問が午
前中から続いております。私も1点だけ、IRにつ
いてお伺いをしたいと思ってます。

IRに関しては、もちろん佐世保の方々、県民
全体、私たち議員、そして、もちろん県行政の

IRにこれまで関わってきてくださった皆さん
にとっても、本当に残念でならない結果だった

なと今々も思っております。

そんな悔しい思いをし、こうやって報告書が

出て、報告書を見ても、やはりどこを見ても、

国の認識と県の認識の違いを埋めることはでき

なかった。例えば、事業者に関しましては、私

も本当にこの事業者が適当だったのかどうなの
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か、財務的に心配があるところを選ばれたとい

うところからすごく不安視をし続けてきたわけ

ですけれども、それはそれとして一番思うのは、

3つ、IRを認定しようと言っていた中で、その3
つの中に都市型、大阪が含まれますよね。それ

と一方で地方にもIRのチャンスを与えるとい
うことをずっと言ってきたわけです。その地方

に何を求めているかというところが、なかなか

その認識が埋められなかったのかもしれません

が、これは、だからといって長崎が終わってい

いわけではなく、今後も続いていくわけですし、

先ほどレガシーという言葉が出ましたが、今の

段階では、まだレガシーになる段階でもないわ

けで、我々としては、もっともっと国から認識

を、非公式とかいろんな言葉はありますけれど

も、取っていかなければならない。

そんな中で、前にもお願いをしたわけですが、

私たちがこうやって、県議がここで議論するこ

ともそうなんですけれども、私たちは、この報

告書の冒頭にも書いてあります、国会議員の皆

様のお力添えを得てということを皆さんの報告

書にも書かれてありますが、国会の方で長崎の

不認定に関しての議論ということは、一切、議

論されることがないまま、来ているかのように

思うんですね。都市型と地方版の違い性、そこ

がどうなったのか。そのために我々には、もち

ろん政党は別としても、今、6人の国会議員がい
るかと思います。政府施策要望とかに行って、

党回りとかも部長たちはなさっています。

そういう意味において、本気でIRを諦めたく
ないと思うのであれば、国会の中で、なぜ質問

をしてもらえないのか、論じるということはど

うなのか。そういうことについての話をしたこ

とはありますでしょうか。

【早稲田企画部長】政府施策要望等におきまし

て、様々な箇所を回っておりますけれども、国

会での質疑について意見を交わしたということ

はございません。

【浅田委員】しかし、そこをお願いしていかな

いことには、結局、県と国の行政官の同士では、

どうしてもわからなかったというところで止ま

ってしまうような気がします。もちろん、私た

ちも自分の政党の議員には今後言わなきゃいけ

ないのかなと思いますが、ご当地の佐世保市選

出の国会議員もおります。そして、私たちと同

じように県議会議員としてここでIRを推進し
てきた方が、今、国会議員にもなっている。そ

ういう方たちが国の中で、長崎は駄目だったけ

れども、そこの部分を埋めてもらうように、し

っかりとそこをお願いを県としてはするという

ことも大事だと思っているんですが、いかがで

しょうか。

【早稲田企画部長】九州・長崎IRについて、審
査に関します国の見解などのことですけれど

も、本県から国にも求めていたところでありま

すが、先般、観光庁から区域認定に係る国の審

査委員会の議事要旨というものが公表されて、

その見解等が示されたところであります。

審査におきましては、委員の方々から、IRは
社会利益等を前提といたしまして、IR整備法に
おいてカジノ事業の違法性が例外的に阻却され

ており、通常のプロジェクトの資金調達とは異

なる判断が必要ではないかなどの意見を基に、

カジノ事業が刑法上の特例的な取扱いがあるが

ために、厳格な法規制等も踏まえまして判断が

なされていたものと考えております。

このような見解等が示されまして、また、現

在、県の区域整備計画というものが失効し、立

地等を含めたベースとなるものがないことか

ら、現状では本県選出の国会議員の方々に働き
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かける環境というものは難しいところでありま

すけれども、どのようなアプローチが有効であ

るのかといった点も含めまして、まずは各地の

情報、国の動向などについて、県といたしまし

ても、その対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。

【浅田委員】今、国会議員の人にアプローチを

していただくのは難しいというようなこと、簡

単に言うとそういうことだと思いますが、確か

に、事業者同士で近づいてはならないとか、い

ろんなことがありましたが、長崎の、これまで

も様々な事業の中において、わざわざ部長たち

は国会議員の人のおかげでこの事業が成り立ち

ましたというようなことを県議会の答弁の中で

もおっしゃったりします。それと同じで、長崎

県の選出で長崎のためにこれが有効であるとい

うことをお示しをした中で、地方版IRに対して
の見解、今後の在り方を国会の中で問うてもら

うことは、それ自体が問題なんですか。

もう一回、そこの見解のところが難しい言葉

でだったので、端的に言うと、それができない

ことだとするならば、非常に理解としてどうな

のかなと思うところもあるんですけれども。

【早稲田企画部長】要望のベースとなる予見可

能性を含めました様々な県の要件というものが

どういうものかといったところについて見いだ

せてないということで、その形が定まっており

ませんので、それに基づいてどう対応するかと

いったところまでに至ってないということでご

ざいます。

【浅田委員】 どのような感じでやっているの

か。「至っていない」と今おっしゃいましたけ

れども、そこが至らない限りにおいては、長崎

がこれだけ予算を投じ、時間を投じ、やってき

た事業も、結局、そのまま終わってしまう、残

念な気持ちを残したままになっているわけです

よね。

今後、例えば「九州はひとつ」ということで、

県がいろんなことに手を挙げようとしても、そ

こがわからない限りにおいては、やはり県費と

か人を投入できない。だけど、国自体が3つの方
針というふうに決めた中において、私は、部長

たちから要望の中に対しても、しっかりと長崎

の代表者として、こういったものを取り上げて

もらえないかということを聞くことはできない

かということをまず聞いているんですけど、い

かがでしょうか。

【早稲田企画部長】 今回の審査におきまして

は、資金調達におきますレターの確約の程度、

資金ストラクチャーの変遷など、総合的に審査

をされて要求基準に達していないのではないか

といったことや、カジノを含むIR事業が長期間
にわたり安定的に実施されること、そこについ

ては資本的な関与、例えばミドルマネジメント

層におけるIR経験などといった様々な議論と
いうのが交わされております。

そのような審査委員会の議論が交わされる中

で、どのような形であれば予見可能性が見いだ

せるのかといったことについては、非常に困難

であるということが現状の県の考えでありま

す。

【浅田委員】 だから、そこの予見、それが難し

いということはわかりましたが、そこから先を

進めるために、もうそこで私たちの議論は止ま

るわけじゃないですか、県議会の中でも議論は

止まってしまう。だからこそ、長崎選出の国の

方たちに、そこで議論はできないものか、それ

をお願いすることすらもできないのかなという

のが不思議でたまらないんですけれども。

そういうところ、今までIRの推進の立場の時
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には政府施策要望の中にも一丁目一番地でこの

IRが入ってきた。だけれども、最終的にやっぱ
り県民にしっかりとした説明責任を果たすに

は、そこは今の報告書の中では、まだまだわか

らないことが多くて終わってしまっているので

はないかなと。これで納得が本当にいくのかな

と思っているので、もっとそれをわからせるた

めには、国の中で論じていただく必要性がある

のではないか。それはもちろん私たちがお願い

しても、やっぱり県の立場としても、ご尽力い

ただいた国会議員がいるのであれば、そういう

人たちにきちっと論じていただく場を設けても

らえないかというようなこともしてしかりかな

と思いますが、どうでしょうか。

【早稲田企画部長】 九州・長崎IRを含めまし
て、審査においては、個別具体的に判断がなさ

れていくということで考えております。審査委

員会において今回公表された議事要旨の中で

は、1点、1点、確認、議論を交わしながら行わ
れている中で、要望となるベースというものに

ついて、端的に出すだけでは、そこは審査委員

会の判断に委ねますといったことになりますの

で、どのようなことであれば予見可能性を見い

だすような方策ができるのかといったところに

ついて、さらに考えていく必要があるというこ

とで考えております。

【浅田委員】やはりそのあたりを明確にしない

と、いくら県がこれまで頑張ってきたといって

も、そこの差異があればあるほど、まして、そ

こがわからないまま突き進んでいたとするなら

ば、体をなしてなかった、そこに最初から議論

の俎上にものせられなかったということで、や

っぱり長崎県の方が問題ですよねで終わらせた

くないから、私は国の方に、もう少し、こうい

う形ではなくて、国会議員にも議論を投じても

らう必要性をお願いをすべきではないかという

ことをお伝えをしているつもりです。それでな

い限りにおいては、県はわからないまんま、報

告書も終わってしまう感じで、地域の代表者が

いるわけですから、そこを要望してもしかりだ

なというふうに思っておりますので、この件に

ついては、今日は多分行ったり来たりで終わり

そうなので、この件については諦めずに言い続

けたいと思います。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【小林委員】 地方創生の期限が10年たったと、
こういうようなことで報道されております。日

本の人口はどんどん減ってきている。その中で

長崎県の人口も、全くもってこれから先どうな

っていくのかと。一説によると2050年ぐらいに
は、100万人どころか八十何万人ぐらいになる
と、このようなことも報道されている。

実際、地方創生ということで、一極集中を何

とかくい止める、あるいは人口減少については、

対策をしっかり入れて成果を出してもらうと。

その見返りじゃないけれども、その対策として

いろいろと交付金などをいただいている。

こんなようなことでございますが、10年たっ
たという状況の中で、地方創生の絡みでいただ

いた長崎県の交付金は全体で幾らぐらいなの

か、おわかりになりますか。

【小栁政策企画課企画監】本県のデジタル田園

都市国家構想交付金、以前でいう地方創生推進

交付金を活用して、これまで地方創生に取り組

んでまいりました。平成28年度から交付金を頂
戴しておりますけれども、令和6年度までの交
付決定ベースで約135億円の交付を受けており
ます。

【小林委員】 令和6年度まで含めて135億円の
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いわゆる地方創生絡みの交付金をいただてい

る。これはどういうような形で使ってもらって

いるのか。地方創生の効果は、先ほどから言っ

ているように、人口減少をくい止める、あるい

は東京一極集中は避ける、こういうような一つ

の目的、目標があるんだけれども、この点につ

いては、この135億円はどういうふうに使われ
ておりますか。

【小栁政策企画課企画監】 これまで本県も2期
にわたりまして「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」というものを策定いたしまして様々な取

組を行ってまいりました。大きなところでいい

ますと、若者の県内定着の促進でありますとか、

県外からの移住促進、あと企業誘致による良質

な雇用の場の確保等、どちらかというと社会減

の対策というものに加えまして、結婚、妊娠・

出産から子育てまでの切れ目ない支援でありま

すとか、子育て世代をターゲットとした移住促

進とか、そういった自然減、社会減の両面にわ

たって取組を進めてまいったところでございま

す。

【小林委員】社会減と自然減、両方でいろんな

対策をやってきたと、こう言っているけれども、

その成果はどうですか。

【小栁政策企画課企画監】 10年たちましたこ
れまでの成果ということで、例えば、若者の県

内定着ということでいきますと、高校生の県内

就職率が約7割まで上昇したとか、県外からの
移住者の促進というものについても一定の成果

が上がっていると思います。そして、企業誘致

による良質な雇用の場の確保というのも一定成

果が上がっているということでございますが、

なかなか人口減少は引き続いておる、自然減、

社会減がそのまま続いておる、厳しい状況が続

いておるというふうに認識をしております。

【小林委員】成果が見られていると言うけれど

も、実際的に今の長崎県の人口は、1年間にどの
くらい人口が流出しているか。転入は少なくて

転出超過で、こういう点から考えた時に、地方

創生は長崎県だけではないが、かなりの落ち込

み、将来についてあまり期待を持てない状況に

なっている。

こういうところについての要因は一体何か

と。これたけの成果を上げていると言うならば、

どれだけのいわゆるその成果の中で実際に人数

が、少子化をはじめとして若者の流出、そうい

うことが止まらん、歯止めがかからんと、こう

言われている。こういうところについては、ど

う考えてますか。

【小栁政策企画課企画監】これまで本県におい

ても様々な取組を行ってきました。その中で国

でもいろいろ分析をされているところでござい

ます。地方創生10年ということで様々な分析を
されておりますけれども、なかなかやっぱり国

全体においても人口減少、そして東京への過度

な一極集中という流れが止まっていない。そし

て、地方への流れは厳しい状況と、地方が厳し

い状況にあるということを検証結果で示されて

おり、本県でも同じような状況が続いておると

いうことで、やはり東京一極集中というものが

解消できないということの中で、やはり地方の

人口が減り続ける、本県にとって厳しい状況が

続いているというふうに認識しているところで

ございます。

【小林委員】現在、自然減と社会減を比べた時

に、どっちが問題があるのか。

【小栁政策企画課企画監】 現在、自然減、社会

減とそれぞれ分けて考えますと、社会減につき

ましては、令和5年の1年間で4,057名の社会減
ということになっております。一方で自然減、
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出生と死亡の差ということになりますけれど

も、これが1万1,995人ということで、出生数の
減少というものが結構厳しい状況になっておる

という現状かと思っております。

【小林委員】長崎県で中村知事時代に、そこの

社会減を幾らに抑えるかというような形できち

んと戦略的な数字を出して、統轄監などを迎え

てやった経過があったけれども、全然そこまで

到達してないという状況は、一体何か、要因は。

まず、中村知事の時に戦略で何年までに何人

とか、そんなようなことを明らかにして戦略を

打ち出したけれども、そこは覚えてますか。

【小栁政策企画課企画監】 現在、第2期の総合
戦略というものを策定して取組を進めておりま

す。第2期の総合戦略の中では、社会減としまし
ては、当時、6年間で3万6,000人の減だったのを
約33％改善というものを目標に取組を進めて
まいりました。今、実際令和4年度までは数字と
してある程度出ておりますけれども、令和4年
度の結果としては、若干改善の傾向が見られて

おりますけれども、そうしたところでなかなか

目標に至らないという現状でございます。

【小林委員】目標を達成してないというところ

については、やはりそれぞれの取組に課題があ

るんじゃないかと、そう考えるのが当たり前だ

と思いますけれども、135億円もこの10年間で
使いながら、全くもって結果が出てないと、こ

ういうようなことがこんなに話になってくる

と、やっぱりそれなりに考えてもらわなければ

いけないと。人口減少と言われて久しいけれど

も、初代地方創生担当大臣は、「静かなる有事」

と、こういう表現を使ってね、非常に警鐘を鳴

らしたわけです。全くもって静かなる有事です。

そういうようなことからしてみて、全然結果

が出てないわけよ。もう国からそうやっていろ

いろ補助金とか交付金をいただきながら、その

成果を出しきらんというところには、よっぽど

の反省と、なんでこうあるのかと、抜本的な取

組と対策を講じてもらわなければ、もう減って

当たり前だと、こういうような状況がまかり通

るようなことが絶対にあってはならん。いかに

して女性の県外流出を少なくするか。また、学

校に修学だからというようなこと、良質な雇用

の場がないと言われて久しいわけだ、ずっと。

そういうようなことを見とっても、一向にそ

れが変わらないと、人口は減るばっかりと。こ

んなことでは長崎県はもたんじゃないか。それ

こそ、あなた方の仕事は大変であるけれども、

あえてやってもらわなければいけない。もうち

ょっと成果を持つようなことをせんといかんけ

れども、これについて早稲田部長、どうにかな

らんのか。

【早稲田企画部長】地方創生の観点でございま

すけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略

を県でも策定いたしまして、改善点につきまし

ては、先ほど企画監からも答弁申し上げました

けれども、高校生の県内就職率、あるいは県内

移住者、県内外国人の労働者数の引上げといっ

たものについては、一定の成果が出ているとこ

ろでございます。

一方で、委員ご指摘のように、若者の県外流

出というものも続いておりますが、改めて振り

返ってみますと、全国でも議論になっておりま

すけれども、東京圏への過度な一極集中という

ものが一つ原因としてございます。それから、

地方においての人口のパイの奪い合いといった

ものがあるのじゃないかということで、こうい

ったことについて改めて国としましても、この

地方創生の取組が本格的に始まって10年目の
節目を迎えているということで、この間の施策
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の分析、見直しなどにも取り組もうとされてお

ります。

県といたしましても、こうした国の動向など

も踏まえながら、今後、人口減少対策というも

のにつきまして、国、都道府県、市町村間の役

割分担といったものを改めて見た上で、全国で

例えば一律で行う施策、また、地方が、その実

情に応じてきめ細かに行う施策といったものを

しっかりと見極めながら、引き続き検討を深め

る必要があると考えております。

【小林委員】先ほど、企画監から答弁をいただ

いたけれども、社会減が4,057名と、自然減が1
万2,000名ぐらいと、こういう状況で自然減が
大幅に増えているわけよ。亡くなる人が多くて

生まれる人が少ないとか、そのような形じゃな

いかと思うんだけれども、この一番難しい社会

減を、今、4,000名ぐらいで抑えていると。こう
いうのは、かつては6,000名とか7,000名とか、
もっと数が多かったんじゃないかと思うんだ。

この話が全然ないけれども、実際どうですか、

そこのところは。社会減に相当な影響を及ぼし

ているんじゃないかと考えたりするんだけれど

も、そこはどうですか。

【早稲田企画部長】これまでの社会動態の推移

の中で、委員ご指摘のように、若者の県外流出

など社会増減を見た時に、社会減というものも

大きくなっておりました。このため、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中では、移住促進、

県内高校生の就職率のアップというものに取り

組みまして一定の成果は出ているところでござ

います。しかしながら、自然減の対策というの

も一方で必要となってまいりまして、こういっ

たところについても今後引き続き注力を深める

必要があると考えております。

【小林委員】 だから、社会減は、これはよく調

べてみんといかんけれども、社会減が相当少な

くなっている、流出が相当とまっていると。し

かしまた、反対に長崎県の人口減少の一番の要

因は社会減が問題だと、こういうふうに言われ

続けてきとったけれども、今や自然減になって

いるわけ。社会減を4,000名台で止めて、それだ
けのやっぱり対策をいろいろとやってきた。確

かに、高校生の県内就職とか、いろんなことを

やってきた、それは効果を生んでいると言われ

ないのか、社会減は。どうですか。

【早稲田企画部長】 社会減対策につきまして

は、先ほどご答弁いたしましたけれども、県内

の高校生の就職率の向上、あるいは移住者の促

進、そういったものについて効果が一定出てい

るものと考えております。

【小林委員】社会減の中で高校生の県内就職率

なども、今年はよかったけれども、今期は駄目

やったと、この辺バランスがばらばらじゃない

かと、一定これが平均化してないと。こんなこ

とも考えたこともありましたが、やっぱり取組

において、もうちょっと一貫性がきちんと、や

っぱり貫くものがないといけないと。

だから、高校生の方々が長崎県の企業を知ら

ないと、学生も知らない、親も知らないと。だ

から、ご両親等々に、長崎県にはこれだけの立

派な企業もあるよと、こういうような形で、い

くら流出して行っても、それは一時の状況かも

しれんが、帰ってきて、長崎で就職するに足る

だけの良質な企業がありますよと。また、学校

の中にもいろいろ人材を配置して、そういうこ

とを促進できるようなやり方も教育委員会等で

やってくださっている。そういうことでいろい

ろな専門家を入れて、この対策をやってきたけ

れども、最近あんまりそんな声が聞こえなくな

って、なんか減るのはしようがないと、こんな
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状況になっている。

だから、これから本当に自然減の1万2,000名
程度の、ここのところの対策もまた考えていか

なければいけない。そうしなければ本当に言わ

れるように、2050年ぐらいに87万人ぐらいまで
落ちてしまうと、これが本当になったら大変だ

と、こう思っております。100万人ぐらいで止め
んばいかんよ。100万人から絶対落ちないよう
に。

だから、もう少し企画部が担当してくださる

ならば、担当の方々は大変だけれども、長崎県

は移住もあり、それから移住から定住と、これ

をきちんと。移住して3年ばかりおったら定住
せずに出て行っていると。こういうようなこと

がないような形で、もうちょっときちんと押さ

えていかにゃいかん。もう少しその辺に力を入

れていただいて、ぜひ成果を出すように具体的

にやってもらいたい。社会減は、間違いなく成

果が出ていると思う。これをよろしくお願いし

ます。

【石本委員長】 他にご質問ございませんか。

【冨岡副委員長】部長からのご説明資料の中の

「長崎県行財政運営プラン2025」のご説明の中
に「自治体DX推進計画に基づく取組の推進」と
ございまして、その中の「自治体情報システム

の標準化・共通化」、こちらについてお伺いさ

せていただきたいと思います。

こちらを進めていくということで、デジタル

庁による説明会や、2月にはシステムの標準化
等に係る市町間での意見交換を行ったところで

ありますとございますけれども、この全般的な

ところについて、SideBooksでいろいろ検索を
かけても、なかなかこのあたりの情報がなかっ

たので今日ご質問させていただきたいと思いま

す。

まずは、そこの全般的な、概括的なご説明に

ついて、デジタルガバメント、ガバメントクラ

ウドについても必須要素の一つになると思いま

すので、まずはクラウドについて一般的な説明、

そして、ガバメントクラウドについてのご説明、

そして自治体情報システムの標準化・共通化に

ついてご説明いただけたらと思います。

【髙橋デジタル戦略課長】 3点ご質問いただい
たと認識しております。

まず、クラウドの利用ということにつきまし

て、一般的なご説明をさせていただきます。

クラウドというのは、これまでは例えば庁内

に固定のサーバーを置いて、そこのサーバーを

利用してシステムを開発・運用していくといっ

た形態、いわゆるオンプレミス型のサーバーと

いうことになります。これに対してクラウドと

いうのは、一定のデータセンターに大きなサー

バーを置いて、そのサーバーの中を各利用者が

共同で利用して全体的なサーバーの維持管理で

あるとか、そういったコスト面の削減、また、

クラウドが提供している一般的なサービスが

様々ありまして、そういったサービスを各社が

個別に開発することなく、そのサービスを利用

できる、そういった共同利用ということの視点

の中で、これは官公庁でも民間事業者でもクラ

ウドの利用というのが一般的になっているとい

うところがまず1点でございます。
その中で2点目のガバメントクラウドにつき

ましては、これは先ほど申し上げたクラウドと

いうものを政府として、国、地方全体を含めた

日本国全体の行政として一つのクラウドという

ようなものを扱い、その中で、国、地方が共に

共同利用を進めていこうと。その中で先ほど申

し上げたようなサーバーの共同利用によるコス

トの削減ということもありますし、また、先ほ
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ど申し上げた一定の構築されたサービスを共同

で利用し合おうといったことがガバメントクラ

ウドの取組ということになっております。

その中で3点目の自治体情報システムの標準
化・共通化ということに関して概要ご説明をさ

せていただきたいと思います。

まず、この標準化・共通化の取組というもの

を進めるに当たりまして、前提としてこれまで

の情報システムにどのような課題があったかと

いうことについて、少し長くなりますけれども、

ご説明をさせていただきたいと思います。

例えば、これまで市町村で扱う住民記録シス

テムのような地方公共団体が基本的な事務を処

理するシステムにつきまして、事務処理の大半

が法令で定められている一方で、地方公共団体

が利便性等の観点から個別に機能のカスタマイ

ズを行っていた状況でございます。これにより

大きく3つの課題が生じておりました。
1点目が、維持管理や制度改正時等のシステ

ムの改修時において、地方公共団体は個別の対

応を余儀なくされる、仕様書も自ら作成をしな

ければならないし、また、その改修に当たって

も、それなりのコストがかかるというところで、

人的、財政的な負担が大きいというのが1点目
です。

また、2点目につきましては、情報システムの
差異が自治体ごとに生まれてしまうということ

で、そこの差異の調整が負担となって、先ほど

申し上げたクラウドの利用、クラウドシステム

を共同利用するということがなかなか難しいと

いうのが課題の2点目でございました。
3点目が、データの項目の定義ですとか連携

の定義、そういったものが異なることから、住

民サービスを向上させるような最適な取組のシ

ステム、先ほど申し上げたような国が一元的に

サービスを提供する際に、そのサービスが使い

にくい、そういった課題がございました。

これらの主に3つの課題を解決するために、
情報システムの標準化という取組を国を中心に

進めているところでございます。この取組の概

要としましては、国が基本的な情報システムご

とに標準使用というものを定めまして、それに

適合した情報システムの共同利用を行うことで

実際の人的、財政的負担の軽減、それから住民

の利便性の向上を図るものでございます。こち

らは令和3年5月に「地方公共団体情報システム
の標準化に関する法律」というものが制定され

ておりまして、この法律の中で原則として全て

の地方公共団体が令和7年度末までに標準準拠
システムへの移行を行うとされているものでご

ざいます。

【冨岡副委員長】細かいご説明、ありがとうご

ざいます。

先ほどのお話ですと、これを導入するメリッ

トとして、まずはコスト面であると、そして共

同利用、データの連携ということで、いろんな

ところとつながる、国と各自治体がつながると

いうところと、住民の利便性の向上というとこ

ろで、メリットの部分を大分出していただきま

した。

とすると、これをどんどん進めていかないと

いけないかと思うんですけれども、6月5日付の
朝日新聞において、「行政システム進まぬ統一

政府クラウド 国の移行2割弱の見通し」という
ことで、なかなかこの進みが遅いというところ

で、じゃ、これから我々としてどんどん進めて

いかないといけないのか、デメリットの部分が

あれば教えていただけたら、また、その進捗の

部分を教えていただけたらと思います。

【髙橋デジタル戦略課長】まず、情報システム
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の標準化・共通化についてのメリットは、先ほ

ど申し上げたようなメリットがございまして、

デメリットといったことに直接的になるかわか

りませんけれども、これらの移行については、

初期投資というか、移行に際してのシステムの

切り替えに当たって、現在ある、例えばデータ

項目がどうなっているのかとか、そういったこ

とをベンダーに確認し、システムから吐き出し

てもらって次のシステムに移行するという作業

が必要ですけれども、これに多額の経費がかか

ってしまうというようなところがございます。

こちらが標準化が進まない課題として大きく全

国的にも挙げられているところでございます。

国につきましては、この法律を定め、標準化

を進めている以上、法律においても、この移行

に係る支援については、国が全額を負担すると

いった役割で進められているところでございま

す。現在、そうした形で国が基金を積み立てて

財政支援を行っているところでございます。そ

の基金も額が不足しているのではないかと、そ

ういった課題が見受けられるところでございま

す。

我々も、市町とのコミュニケーションを密に

図っている中で、そういった財政的な移行に係

るコストが、国の補助金では足りないのではな

いかといった意見は非常に多く聞いているとこ

ろでございます。先ほど委員がご紹介いただき

ました部長説明の中の意見交換会という中で

も、我々として国に対して直接要望する場を設

けまして、デジタル庁、それから総務省の担当

者を県に招き、また、市町、県、国の3者が一堂
に会して、様々な財政的な支援に係る要望であ

るとか、それから技術的、事務的な意見交換を

してきたわけでございます。

財政的支援が一番大きな問題でございますけ

れども、こちらは全国知事会の要望の中でも全

国一丸となって国に対して今要望しているとこ

ろでございます。

我々としても、円滑に市町が法律に基づいて

システムを移行できるように、今後とも必要な

連絡調整、国への働きかけを行ってまいりたい

と考えております。

【冨岡副委員長】ありがとうございます。財政

的な支援についてが問題というところで、先ほ

どのお話のように、国は全額を負担してくれる

ということですね。県としても今一生懸命頑張

っているということです。

我々、県議会議員としては、私の場合は時津

町長、長与町長とお話しすることがあるんです

けれども、このあたりについてあんまり話した

ことがなくて、・・として積極的にこういうふ

うに進めていった方がいいですよと言っていい

ものかどうか、なかなかわかりづらかった部分

がありますので、今後、この話は国の方からい

ろいろサポートの部隊が来ていただいたりとか

できるのでしょうか、それとも例えば県の方で、

それを推進する皆様の方で導入について、先ほ

どの話ですと、2月にデジタル庁による説明会
やシステムの標準化等に係る市町村間の意見交

換を行ったところでありますと。この内容と、

どういったところと、どういった形で行われた

のかなどについて、おわかりでしたら教えてい

ただけたらと思います。

【髙橋デジタル戦略課長】国を呼んだ意見交換

については、2月、それから6月にも行っており
まして、国から現在の、この標準化に係る取組

の最新の状況、刻一刻と制度の内容も変わって

いくところもありますから、そういったところ

についてもご説明をいただいたり、また、市町

が現実的に移行を始めるのは来年度、令和７年



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）

- 81 -

度の移行期限に多くの自治体が移行するわけで

ございますけれども、その移行するに当たって、

庁内で検討していく中で、技術的な部分を含め

ていろいろな確認事項が出てくると。そういっ

たところについて直接国の方に質問をさせてい

ただきたいというようなニーズも多いというと

ころで、そういったことが質問できるような場

を設定して円滑な移行が促せるように我々とし

てもサポートしているところでございます。

【冨岡副委員長】 承知しました。このあたり、

今後ともいろいろと教えていただきながら、

我々議員としてもできるところを進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。あ

りがとうございました。

【小林委員】新しい長崎県づくりのビジョンに

ついてお尋ねをしたいと思います。

冒頭にお断りをしておきたいけれども、いつ

もビジョンについて反対の議論をやっていると

こですね。しかし、現実に全てが駄目だという

ことを言っているわけではない。いいものはい

いし、よくないものはよくないと、当たり前の

ことで、我々は県民の代弁者として、やっぱり

いいものはいい、よくないものはよくないとチ

ェックする立場にあるわけだから、そういうこ

とで必要な予算については賛成してきているか

ら、そういう意味では全てが駄目だと、そんな

ことを言っているわけではないわけです。

そこで、令和6年度の予算を見ますと、ビジョ
ンの重点的な4分野についての事業の内容で、2
億円の当初予算が計上されているわけです。2
億円の重点4分野に対しての予算が計上されて
いるけれども、先ほどからずっと議論があって

おりました連携“絆”特区でドローンがレベル

4飛行と。今までは森林みたいなところしか物
を落とすことができなかったけれども、今度

は・・で人がおるところに物を落とすことがで

きると。そういう意味では非常に大きな前進で

あることもちゃんと評価をしているし、また、

農業、建設分野においても、これを拡大してい

こうと、取り組んでいこうと、こういうような

ことも明らかになっております。

だから、そういうことで幸先はいいわけだけ

れども、ただ一つね、令和6年度当初予算のこう
いうのを見て、新しいビジョン、こういうとこ

ろの特別事業の分野が書かれているんだけれど

も、これをずっと見てみると、令和6年度の取組
の中で事業は何かと、こういう先進事例の調査、

可能性の調査、調査と連動した検証とか、こん

な字がずっと踊ってるわけだよ。事業の中身が

全然出てきてないわけだよ。

だから、そういうような状況の中で、これか

ら県民の皆様方に新しい長崎県づくりのビジョ

ンと、こういう状況の中でそれだけのことをや

るならば、この時期にまだ今言うように先進事

例の調査とか、可能性の調査とか、調査と連動

した検証とか、このような形で打ち出しとって

も、県民の皆さん方の期待はどこにあるのか、

県民の方は新しいビジョンに期待することがで

きるかと、こういうふうな形になるんだけれど

も、なぜ今の段階においてでも、こういう調査、

調査、検証とか、こういうものが踊って事業の

内容は全然明らかにしていない。まず、この点

についてどう思いますか。

【内田政策企画課長】ビジョンの関係でご質問

をいただきました。

まず、ビジョンについてですけれども、10年
後のありたい姿と大きな施策の方向性というこ

とで掲載しております。今、委員からお触れに

なりました令和6年度の特別事業におきまして
は、ご指摘のとおり、まず、その調査であった
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りとか、取っかかりの取組が多うございます。

それは今後施策を推進していくに当たって、基

盤、土台となるようなところからまず着手をす

るということで、そういった事業が多くなって

おります。

【小林委員】 10年後のあり方とか、そんなよう
な言葉が踊るわけだけれども、今言うように2
億円の県民の税金が組んであるわけだよ。そう

なってくると、どんなことをやってこれから10
年後、あり方というものを選ばれる長崎県にな

るためにと、こういう大きな目標を掲げている

わけだから、当然、事業の内容が明らかになっ

ていかなければ、県民の皆様方に期待を与える

ことはできないではないかと。これを一番強調

したいわけだよ。

大石知事も令和6年度の予算の中において県
民の皆様方の期待を最高に抱いていただきた

い、こういうようなことで期待感をずっと煽っ

てきとるわけだよ。

しかし、現実に出てきた内容では、まだまだ内

容が固まらないのか。今、10年の中の1～2年し
かたってないから、そういう先進事例の調査、

可能性の調査と、こういうような形で何とかや

っていこうと、今からだよと、こういうふうな

考え方でおるのか、この辺のところはどうか。

そして、いつまでこういう事例とか調査とか、

こういうもので考えていくのか、事業がいつ頃

できるのか、この辺についてはどうですか。

【内田政策企画課長】繰り返しになりますけれ

ども、令和6年度につきましては、ビジョンの初
年度ということで、まず、土台づくり、基盤づ

くりの事業が中心になっておりますけれども、

当然、年度が進むにつれて、そこはさらに具体

的な事業でありますとか、ありたい姿につきま

しても、一つの分野で3つずつ掲げております

ので、それぞれのありたい姿に向けた具体的な

事業が構築できるように庁内の議論を加速して

いきたいというふうに考えております。

【小林委員】企画部長、この際だからお尋ねし

たいけれども、一般質問の論議を聞いとって、

この新しい長崎県づくりのビジョンは計画では

ないと、そういうようなことを知事が答弁して

いる、これは何なんですか。だから、ロードマ

ップもなければ、幾らぐらいの予算がかかるか

と、こんなことも明らかにしない、できないん

だろうと思うんだよ。

根幹のところは計画ではないと、じゃ、何な

のかと。県民の税金を何にこんな形で使ってい

るのか。事業もきちんとした、我々が見て、何

としてもこれは期待を持てると、こんなものを

つくっていただかなければいけないんではない

かと。

だから、やっぱり10年後のあるべき姿と、ま
だスタートしたばっかりだからと。じゃ、何年

頃に具体的なものをつくってロードマップを、

そうやって幾らの予算がかかるかと、こんなよ

うなことも明らかにすることができないのか、

この点についてはいかがですか。

【内田政策企画課長】 ビジョンにつきまして、

委員がお触れになりましたように、計画という

位置づけではございませんで、様々な立場の皆

様と思いを一つにして取組を進めていくための

旗印ということで考えています。

こうしたことから、より重点的に注力したい

4つの分野、併せて、ありたい姿と大きな施策の
方向性をお示ししております。

じゃ、具体的にその実現に向けてどう進めて

いくのかというお話ですけれども、そこは現総

合計画の方向性に沿って進めるものにつきまし

ては、その方向性に沿ってさらに力強く推進し
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て、次期総合計画を見据えてになりますけれど

も、反映すべきものについては盛り込みながら、

まさに総合計画とタイアップしながら、工程等

についても可能な限りお示しをしながら施策を

推進していきたいと考えております。

【小林委員】今、非常に大事な答弁がありまし

た。これは計画でないことはないと、政策だと、

きちんとした対策だと、こういうことをきちん

と言っているわけだよ。じゃ、なんで責任者で

ある知事は、これは計画ではないと、こんなよ

うな形で、だからロードマップも予算も全然、

トータル幾らかかるのかと、ロードマップはど

うなっているのかと言っても答えきらない。こ

の辺のレベルのこういうビジョンなのか、これ

についてはどうですか。

【内田政策企画課長】繰り返しになって恐縮で

すけれども、ビジョンにつきましては、皆様と

思いを一つにして取組を進めていくための旗印

ということで掲げておりまして、4つの分野に
おけるありたい姿、併せて施策の大きな方向性

を示しております。具体的な推進に当たりまし

ては、現総合計画、あるいは次期総合計画とも

タイアップしながら推進してまいりたいという

ふうに考えております。

【小林委員】 だから、旗印とか、また新しい言

葉が出てきて、もちろん前から使っているけれ

ども、・・計画ではないというところから、じ

ゃ、この旗印というのは、どういうあれか、言

葉が抽象的で、要は政策なんでしょう、これも、

旗印も対策なんでしょう、そこはどうですか。

【内田政策企画課長】一つ一つの事業を積み重

ねたような対策ではございませんけれども、施

策の大きな方向性としてはお示しをしておりま

すので、そういう括りで捉えていただいて結構

かと思います。

【小林委員】 いや、予算を使ってるんだと。と

にかくこうやって2億円の予算を今回当初予算
にのせている。予算がかからんならね、そんな

にオーバーに言う必要もない。県民の税金がこ

れだけ使われるわけだよ。10年間でトータル幾
らかかるのかということも明らかになってな

い。大体が、こういう計画、政策を打つ場合は、

ロードマップというのがあって、ちゃんと目標

達成までにどのくらいかかると。総合計画なん

かもそうだけれども、3年間で成果が上がらな
い場合には再検討とか、あるいはその計画は駄

目にするとか、そういう3年間という一つのス
パンの中で、それだけのチェック機能を設けて

県民の税金が無駄にならないように、そんなこ

とを考えているのではないのか。

だから、この辺のところを、旗印とか、10年
後のあるべき姿とか、こういうことをきちんと

政策として総合計画と・・を盛り込んでいくと、

そういうことだったら具体的にやっていかなけ

ればいかんけれども、そういうところは口だけ

で、具体的に4分野、そしてまた、この4分野は
4分野だけでよかとかということについてはど
う考えているのか、この辺はどうですか。

【内田政策企画課長】まず、後段の方からです

けれども、現在、4分野についてビジョンとして
掲げておりますけれども、このあたりは県議会

を含めた議論でありますとか、今後の社会情勢

の変化等を踏まえて、見直しも含めて柔軟に対

応していくことも考えていきたいと思っており

ます。

それから、事業の組み立ての部分ですけれど

も、実際には総合計画の中で施策のKPI等も設
定していくということで、さらには、毎年度の

予算編成を通して具体的な事業も構築していき

ますので、進捗管理も図ってまいりたいと考え



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）

- 84 -

ております。

【小林委員】 4分野というのは・・ことだけれ
ども、「こども」、「交流」、「イノベーショ

ン」、そして「食」、この4つが挙げられている
わけだよ。この4つだけでいいのかと、時代を見
ながらとか、そんなようなことをお話をされる

けれども、例えば、今、熊本においては、半導

体等、こういう企業が台湾との連携の中で次々

に来ていて、デジタル人材を養成するとか、学

校も若手・・出るような欲しい人たちがみんな

今熊本を目指していると。こういう状況を目の

前に、同じ九州の中にあって、こちらは全然そ

ういう、やっぱり良質な働く場をつくるとか、

さっきの人口減少対策もそういうところから考

えていくとか、そんなことが10年後のあり方、
あるべき姿、そういうことで選ばれる長崎県に

なるためには、そんな対策を打っていかなけれ

ばいけないんじゃないかと。ところが、この4つ
の件を今言ってると。そういう点についてもう

一度、どう考えてますか。

【内田政策企画課長】産業振興、それから人材

育成といった視点、取組は非常に重要だという

ふうに思っております。現在のビジョンにおき

ましては、イノベーションの分野の中で産業振

興的な話でありますとか、それから、施策を貫

く4つの視点ということで掲げておりますけれ
ども、その中にも人材確保・育成ということで

共通の視点を持って取り組んでいくということ

で記載しておりますけれども、今、委員がお触

れになりましたような意見も踏まえて、さらに

検討を深めてまいりたいと思っております。

【小林委員】こうやって自然災害が頻繁に、こ

の間の能登半島の地震とか、熊本地震もあった

り、そういうことから考えてみれば、やっぱり

防災、減災、それから国土強靱化、こういうこ

とについても、絶対避けて通ることができない、

暮らしやすい長崎県をつくると、こういうこと

を新しいビジョンの中に盛り込んでいかなけれ

ばいけないことではないかと、こういうふうに

考えます。

だから、計画ではないから、ロードマップも

ない、工程表もない、それから、予算が幾らか

かるかわからん、出たとこ勝負みたいな、こん

なような形で県民の税金を絶対に使うわけには

いかないと、もう少し内容を充実させる必要が

ある。これをやりたいというならば、もうちょ

っと県民の皆様方に新しい長崎県づくりのビジ

ョンとして恥ずかくないようにやらないと、今、

市町村の皆さん方も、このビジョンが全くわか

らないと、何のビジョンかわからんと。こんな

状況でずっと次々に口づてに伝わっていきよ

る。

この辺のところは、今言ったような状況の中

で、予算が幾らかかる、いつまでにどうするこ

うすると、そんなようなことをきちんと出して

もらわないと、やっぱり政策もそれだけの予算

を使って、これだけのことやった、何にも残ら

んというようなことでは、断じて許されないと。

この辺ところは、しっかりと考えてもらわんと

いかんと思いますが、部長、いかがでしょうか。

【早稲田企画部長】この新しい長崎県づくりの

ビジョンにつきましては、目指すべき姿と施策

の方向性ということで策定しております。令和

6年度につきましては、委員ご指摘のように、最
初のスタートの年ということで調査関係の事業

も行っているところでございます。

今後におきましては、総合計画及び総合戦略

の見直しの時期というものが令和7年度までと
なっておりまして、今年度からその策定作業に

着手するところでありますので、この新しい長
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崎県づくりのビジョンに掲げる施策の方向性、

それに基づいた施策というものをどのように組

み立てていくかということも検討を深めまし

て、可能な限り、先ほど課長が答弁いたしまし

たけれども、工程等についても、総合計画、総

合戦略の中に落とし込めるように努めてまいり

たいと考えております。

【小林委員】最後に申し上げておきますが、中

期財政見通しを見ても、これから社会保障費と

同時に、やっぱり公債費、借金を払っていかな

ければいけない、そういう時期が来たんだよ。

相当な出費がマイナス要因としてこれから出て

くる。これまでは、どっちかというと国からの

基金をたくさんいただくことが、おかげででき

てる。そういう形の中で一般財源を押し出して、

いろいろと国からの交付金を・・することがで

きる。だから、基金も壊さないで財政運営がで

きているのではないかと、私はそう見てる。

しかし、だからといって、今言ったように、

これから大変な状況になってくる、財政的にも。

だとしたら、片や総合計画あり、片やマニュフ

ェストがあり、片やビジョンありと。やっぱり

選択と集中という言葉をあなた方は使っている

けれども、この選択と集中はしっかりやってい

ただかなければ、これは一体何だと、このビジ

ョンはと、大石さんの何かかよと、個人的な何

か気持ちかよと。こういうふうなことになって

しまって、そんなことを企画という本当の一番

大事なところで早稲田さんとか内田さんは長崎

県にとっても大事な人だよ。こんなことで足を

踏み外すようなことがあっては絶対ならん。こ

こはひとつしっかりやってもらうように、今、

私が申し上げたことも、もし参考になるならば

お願いをしたいと思っています。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、企画部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ３分 休憩 ―

― 午後 ３時 ３分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

します。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、地域振興部関係の審
査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。お疲

れさまでした。ありがとうございました。

― 午後 ３時 ４分 散会 ―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 日 目 
 

 

 
 

 

 



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月２日）

- 86 -

１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月２日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時 ４分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

地域 振興部 長 小川 雅純 君

地域振興部政策監
（離島・半島・過疎対策担当）

渡辺 大祐 君

地域振興部次長兼
交通 政策課 長

鳥居 祐輔 君

地域振興部政策監
（県庁舎跡地活用担当）

椎名 大介 君

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興担当)

梅田真由美 君

市 町 村 課 長 楠本 雅一 君

土地 対策課 長 吉田 良則 君

新幹線対策課長 川口 正剛 君

県庁舎跡地活用室長 松島 勝久 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【石本委員長】ただいまから、委員会及び分科

会を再開いたします。

これより、地域振興部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。

【小川地域振興部長】 おはようございます。

本日出席しております幹部職員のうち、4月2
日付で発令がありました職員を紹介させていた

だきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【石本委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算にかかる報告議案を議題といたします。

地域振興部長より、報告議案の説明を求め

ます。

【小川地域振興部長】地域振興部関係の議案

について、ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明

資料」2ページをお開き願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますの

は、報告第2号 知事専決事項報告「令和5年
度長崎県一般会計補正予算（第11号）」のう
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ち関係部分であります。

これは、先の2月定例会の予算決算委員会
において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました

令和5年度予算の補正を、令和6年3月29日付
けで専決処分させていただいたもので、関係

部分について、その概要をご説明いたします。

歳入予算は、合計で2億9,135万2,000円の
減、歳出予算は、合計で7億8,298万1,000円の
減となっております。

歳入予算の主な内容についてご説明いたし

ます。

国庫支出金の主なものは、特定有人国境離

島地域社会維持推進交付金2億1,321万5,000
円の減であります。

歳出予算の主な内容についてご説明いたし

ます。

総務管理費の主なものは、跡地活用検討経

費673万3,000円の減であります。
企画費の主なものは、生活航路改善対策事

業費2億5,000万円の減、国境離島航路運賃軽
減事業費9,106万5,000円の減、移住創業地域
貢献支援事業費8,560万7,000円の減であり
ます。

市町村振興費の主なものは、マイナンバー

カード普及促進事業費2,126万3,000円の減
であります。

選挙費の主なものは、衆議院議員補欠選挙

市町村交付金5,037万4,000円の減でありま
す。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりました

ので、これより報告議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【松本委員】 それでは、予算の横長資料の9
ページ、移住・創業・地域貢献支援事業費の

8,560万7,000円の減額について質問いたし
ます。

この事業の2月補正後の予算額と最終予算
額がどうなっているのか。また、この減額の

理由について、大きな金額になっております

ので、確認をさせてください。

【宮本地域づくり推進課長】まず、この事業

でございますけれども、3つの事業からなっ
ておりますが、そのうち主な2つのものにつ
いて説明させていただきます。

一つは移住支援金というものがありまし

て、東京23区から、1世帯当たり100万円を支
援するというような事業がございますが、そ

れになります。

もう一つは、創業事業ということで、これ

は移住者に限りませんが、創業する際に最大

200万円を補助する事業というのがございま
す。

そうした内容の事業でございますが、2月
補正後の予算額、これは2億3,195万9,000円、
最終予算額が1億4,635万2,000円、差し引き
で専決額が8,560万7,000円となっておりま
す。

減額の理由といたしましては、東京23区か
らの移住支援金の実績については、令和4年
度の実績は84件、令和5年度が102件と増えた
んですけれども、予算自体はもう少し大きな

構えをしておりまして、120件程度と見込ん
でおりましたので、その差額を減額したもの

でございます。
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また、創業の実績につきましては、令和4年
度実績は20件だったものに対して、令和5年
度の実績は22件となったんですけれども、予
算としては30件程度見込んでいたものです
から、その分の減というところで、そういっ

たもので8,500万円程度の減となっていると
ころでございます。

【松本委員】この予算額は、財源の内訳がほ

ぼ国庫支出金となっておりますので、残った

部分、余剰金は国に返還するのか、繰越はで

きないのか、お尋ねします。

【宮本地域づくり推進課長】この事業につき

ましては、実績に応じて国費が入ってくると

いうような内容でございますので、返還とか

繰越が生じることはない補助金となっており

ます。

令和6年度の新規分につきましては、事業
費ベースで前年度プラス約3,000万円の2億
8,100万円を計上しているところであり、こ
れにかかる国費についても実績ベースで国か

ら入ってくることになります。

【松本委員】返還するものではなく、実績ベ

ースで国から入ってくるお金であれば、無駄

はないと思いますし、また、成果についても

令和4年度84件に対して、令和5年度は102件
ということで上がっていますね。創業の実績

も20件に対して22件ということで、目標に対
してクリアをしておりますので、そこは了と

いたしますが、ただ、当初の目標には達して

ないし、今回もまた予算の目標額を上げてい

らっしゃいます。金額としても国から入って

くる大切な財源ですし、人口減少対策にも移

住支援というのは大きくウェートを占めると

思いますが、今年度の移住支援金の目標は、

そして、どのように件数を今年度増やしてい

くのか、お尋ねいたします。

【宮本地域づくり推進課長】移住支援金に関

しまして、今年度の目標、前年度120件程度で
したが、今年度は市町の要望に基づきまして

約160件程度と、前年度から40件程度多く見
込んでおります。

この移住支援金ですけれども、令和元年度

に創設されまして、これまでの経過を少し実

績を申し上げますと、令和元年度が5件、令和
2年度が8件、令和3年度43件、令和4年度84件、
令和5年度102件と着実に増えてきていると
ころはございます。

今後、デジタルコーディネーターを活用し

て、県、市の情報発信、ホームページ等のさ

らなる強化を図るなどして、目標達成に向け

てさらなる移住の促進をしていきたいと考え

ているところでございます。

【松本委員】 今年はまたさらに増えて160件
ということで大きな目標に、ちょっと大丈夫

かなと思うんですが、あくまでもこれは市町

からの要望ということで出ているものですか

ら、それだけ市町からのニーズが高いという

こと。

それと、令和元年に5件だったものが令和5
年に102件、20倍に上がっているということ
は、それだけやはり成果も上がっている、大

きな財源になっておりますので、県として、

じゃ何をやるかというのは、しっかりと市町

と連携して発信をして、この成果を県内に周

知をして、そして東京23区に、全国での取り
合いになりますから、そこの部分で長崎県が

さらに数字を上げていくために積極的に取り

組んでいただきたいと思います。

もう一つ減額が大きいのが、その上の段の

国境離島創業・事業拡大等支援、これも減額
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で7,088万2,000円の減額となっております。
こちらも、重ねて元の予算額と最終予算額、

主な減額理由についてお尋ねいたします。

【梅田地域づくり推進課企画監】国境離島創

業・事業拡大等支援事業費の予算額と減額理

由についてのお尋ねでございます。

まず、予算額でございますが、2月補正時点
で6億6,112万8,000円、最終は5億9,024万
6,000円となっており、差額が約7,000万円と
なっております。

この事業の中身につきましては、特定有人

国境離島地域におきまして、民間事業者が雇

用の増加を伴う創業又は事業拡大を行う場合

の設備投資資金ですとか人件費、広告宣伝費

などの運転資金に対して支援するものとなっ

ております。

それから、主な減額理由となりますけれど

も、昨今の人材不足によりまして、特定有人

国境離島地域も人材不足が生じておりまし

て、ハローワークや求人サイトで求人活動は

行ったものの、140人の雇用を予定しており
ましたが、最終的に126人の雇用となったこ
と。それから、雇用はできたものの、予定よ

りも採用時期が遅れたことなどから人件費を

中心に実績減となって約7,000万円の減額と
なっております。

【松本委員】この事業は、創業等だけではな

くて、雇用の増加を伴うというのが条件で、

ハード面だけではないというのが一番大きい

と思います。これは人口減少の社会減対策を

兼ねた、すごくいい予算だと思うんですよね。

ただ、先ほどお話があったとおり、もともと

140名の計画に対して126名ということで、こ
れはもう県内どこでも人手不足というのは深

刻な状況になっておりますし、ましてや離島

に雇用を引っ張ってくるというのは、黙って

人がついてくるわけではございませんので、

今年度も引き続き実施していく中で、人材確

保のために今後どのようにされていくのか、

お尋ねいたします。

【梅田地域づくり推進課企画監】人材確保の

ために今後どのようにしていくかというお尋

ねでございますが、当然島内はもとより、島

外、それから県外からの人材確保が重要であ

ると考えておりまして、移住施策とのさらな

る連携強化が必要であると考えております。

このため、都市部での移住相談会などのイ

ベントにおきまして、これまでも移住先とし

ての離島の魅力のPRを行っておりましたが、
今年度につきましては7月末に東京におきま
して、関係市町やふるさと回帰支援センター

と連携しまして、離島に特化した移住セミナ

ーを開催することとしております。そのよう

な方法などを使いまして、人材確保に努めて

まいりたいと考えております。

【松本委員】移住に関しては、議案外で質問

しますが、やはり移住に対して一番大事にな

ってくるのは、特に移住者は30代、40代が多
いので仕事だと思うんですよね。仕事がない

と移住しても生活はできないわけであって、

最初は住居の補助が出たとしても、やっぱり

自分が働きたい職場があるということが一番

大きな要因になると思います。

先ほど答弁でもおっしゃったとおり、そう

いうことであれば、やはりこの事業と移住を

連携させて、逆に、生活もそうですけれども、

こういう仕事がある島ですよと、こういう仕

事をしながら生活できて、そして離島ならで

はのいろいろな暮らしができるというところ

が本県の離島の売りになると思いますし、手
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厚い支援策があるのを、具体的にもう一歩踏

み込んで活用していただくことを要望して質

問を終わります。

以上です。

【石本分科会長】ほかにご質疑はございませ

んか。

【小林委員】この移住の問題で、今の松本委

員に関連してお尋ねしますが、今、人口減少

対策の中で最も打つ手で効果があっているの

が移住・定住ではないかと思っているんです。

そして、それなりに取り組んでいらっしゃる、

成果も上がってきていると。こんな状況の中

で、今、8,500万円という多額なお金を減額し
なければならない理由がよく理解できないん

です。予算は確実に確保して、むしろ今まで

よりは上回る予算を確保して、それだけ対策

にもっともっと実を上げてもらうと、こうい

うことがあなたの仕事なんです。

なんでこんな8,500万円をここで減額とい
う形を甘んじて受けるのか。もう少しその辺

のところについては、今、あなたは時の人な

んだよ、また別の意味で。人口減少対策にお

いては、まず、とにかく移住、しかもそこか

ら定住、こういう形の中でやっていかざるを

得ない状況になっているわけだ。最も外すべ

きではない予算ではないかと。

だから、そういう意味から言っても、淡々

と受けているような、成果を上げているじゃ

ないか。宮本といえばもう移住と、名前まで

ついているんだよ。あなたの顔を見たら移住・

定住に見えるよ。その第一人者が、なんでこ

んな8,500万円を淡々と、さっきみたいに松
本委員に答弁しているけれども、それでいい

のか。外されたのか。あなたの意思か。一体

どういうことなのか、もう一回答弁をお願い

します。

【宮本地域づくり推進課長】この移住・創業・

地域貢献、3つから成り立っていますけれど
も、1つわかりやすく移住の100万円の分につ
いて状況をご説明したいと思います。

その分だけでいきますと、8,500万円の減
額のうち、いずれにしても、それが4,300万円
の減になっております。

先ほども答弁しましたけれども、もともと

の予算額、令和5年度の当初予算といたしま
しては、市町からの積み上げ、市町が当初予

算に計上した件数は120件でございました。
それが実績として102件だったというところ
で、やはり差額が出ているので、その分が

4,300万円ぐらいというふうになっていると
ころでございます。

この間、昨年度におきましては、ながさき

移住サポートセンターによる大規模相談会、

それからホームページ等々で仕事の情報とか

をトップページに、今まで少し仕事の情報が

階層的にホームページの中で低い位置にいた

ものですから、それをトップページに上げる

などの改修をして、どうにか移住者を増やし

ていこうという努力はしているところでござ

いますが、やはり結果としてちょっと届かな

かったというところで今回の減額というふう

になっております。

【小林委員】届いたり届かなかったりするこ

ともあるだろう。今の話では、東京23区から
地方に移住するのを、東京一極集中に対応す

るために、そういう対策を一生懸命やってい

るわけだよ。そういう23区から、もし仮に長
崎に来ていただいたとしたら100万円を提供
するわけだね。そういう非常に画期的な100
万円だよ。なかなか、かつてにおいてそれだ
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けの予算はなかったと思うんだよ。それくら

い実は力を入れているわけで、非常に時宜を

得た対策だと思っているわけだよ。

だから、これが4,300万円実は減になって
いると。そういうことからして、こういう状

況になっているみたいな話だけれども、東京

23区について、まだまだ働きかけが足りない
のじゃないか。大体がこういうものをいかに

して浸透させていくか、そういう点から考え

ていけば、なかなかここにおっては仕事がで

きないわけだ。だから、23区の東京都民と言
われる人をいかに地方に、長崎県に引っ張っ

てくるかと、ここの腕の見せどころが、私は

今からではないかと思っているわけよ。

だから、そういう意味から言って、いい指

摘があっていると思うんだよ。こんな人口減

少対策で移住をもっともっとやらなくちゃい

かん時に、ここをいきなり8,500万円も減額。
東京23区から来る人が少なかったと、これが
大体半分の金額になっていると、そういうこ

とだけれども、そんなさっといくわけではな

いので、今からが本番と。今、種をまいてき

ているんじゃないのかと、こう考えるけれど

も、そういうところについての、もう予算は

決定したからいかんともしがたいが、この辺

についてはもう少し、長崎県の人口減少対策

を移住で補うんだというやる気いっぱいのそ

ういう姿勢を明らかにしてもらわないと、こ

の時期に8,500万円の予算をダウンさせた
と、こういうようなことは長崎県のやる気が

いかなるものかと。これは抵抗したのか、少

しは。8,500万円になることに抵抗したか。黙
ってそうですかと、こういうことになったの

かね。どうですか。

【宮本地域づくり推進課長】私ども、予算は

ありますので、当然年間を通じまして市町と

連携しながら、先ほど申し上げました移住相

談会、あるいはホームページの改修等々で、

ホームページの改修は当該年度に直ちに効果

が現れるか、あるいは翌年度以降も続くもの

だと思いますけれども、そういったことはし

てきているところでございます。

ただ、結果、実績が出なかったものですか

ら、それに応じて、そこは一定機械的になる

んですけれども、減額となっているというと

ころでございます。

【小林委員】わからないけれども、わかりま

したと言って引っ込むしかないんだけれど

も、これは本当に今のご時世の中において、

移住に対するところの予算を減額するという

のは反社会的だぞ、いうなれば。むしろ、そ

こを積み上げて、まだまだ頑張る、そういう

ようなやり方をやっていただかなければ、あ

なたの存在はないではないか。

移住の名人と、どうやって口説いているの

かと、一回そのやり方を暇な時にいろいろ聞

きたいものだと思うぐらい、ほとんど最初は

移住というものが耳慣れない時にはそれだけ

の成果が上がらなかったけれども、ずっと積

み上げてこれだけのものをつくってもらった

と、そういうようなことだから、もう少し、

そういう点については、来年度は予算が増え

るように、増やさざるを得ないように、今年

度またさらに頑張って実績をお願いしたい

と。人口減少対策は、もうこれしかないと、

こういう形でやってもらうことをお願いして

おきます。

以上です。

【石本分科会長】 ほかに質疑はありません

か。
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【坂本委員】今の関連なんですけれども、先

ほどのお二人のやり取りで大体中身について

は理解いたしましたけれども、少し何点か確

認をさせてください。

先ほど松本委員とのやり取りで、移住支援

事業と創業支援事業の分は令和5年度の目標
と実績がありました。

それと、この創業支援事業、当初30件の設
定に対して22件ということでありました。こ
の22件で、いわゆる雇用が何人ぐらい創出を
されたのか、その辺の数字はわかりますか。

【石本分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時２１分 休憩 ―

― 午後１０時２１分 再開 ―

【石本分科会長】 再開いたします。

【宮本地域づくり推進課長】昨年度について

は、22件で55人の実績となっております。
【坂本委員】 これは、その前の令和4年度が
22件の47人ですから、そういう意味でいくと
実績としては移住支援事業と同じように増え

ているというふうなことは、先ほども課長か

らもありましたように実績として伸びている

ということでありました。

もう一つ、これは移住・創業・地域貢献支

援事業の3つ目ですが、これがなかったかな
と思うんですけれども、地域貢献支援事業と

いうことで当初予算で約5,000万円つけてお
ります。これは最大補助が400万円で25件と
いうことで設定されておりますけれども、こ

れについての実績と雇用創出数を教えていた

だけますか。

【石本分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時２３分 休憩 ―

― 午後１０時２３分 再開 ―

【石本分科会長】 再開いたします。

【宮本地域づくり推進課長】 令和5年度は10
件で19人でございます。
【坂本委員】令和4年度が13件の19人であり
ましたので、ほぼ同じと理解いたしました。

それで、先ほどありましたけれども、もと

もと令和5年度の当初予算が2億4,986万
1,000円ということで、2月補正で減額をして
8,500万円ぐらい、今回、専決で減額をしたと
いうことでありますけれども、当初予算との

比較で言うと、2月で減額をしておりますけ
れども、35％ぐらい、いわゆる執行残という
ことであります。

これは実績ベースで国から交付されるとい

うことで、一旦もらって、それを使わずに返

したということではないですので、実績ベー

スは前年度よりもそれぞれ頑張っていただい

ているというのは、わかりはするんですけれ

ども、ただ、今、小林委員からもありました

ように、私はこの創業・地域貢献支援事業費

は非常に有効なんじゃないかと前から思って

いて、しかも今年度はさらに予算を2億8,000
万円ぐらい増やしていますよね。それからす

ると、本当にもう少し工夫があってよかった

んじゃないかと思うんですけれども。

これは3つの事業で、それぞれ国の負担、県
の負担、負担割合があるんですけれども、例

えばこれを、移住支援事業については国負担

が2分の1、県が4分の1、市町が4分の1という
ことになっておりますけれども、なかなか市

町も厳しい状況がある。特に、これは東京圏

から離島等への移住促進ですので、東京とい

う都会から来ますから、いわゆる長崎の離島
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とか半島とか、非常に自然が豊かなそういう

ところへ移住する方が多いんじゃないかと思

うんですよ。そうした時に、そういうところ

の市町の基礎自治体というのは財政的にも非

常に厳しいんじゃないかという感じがありま

すので、この県の負担分の4分の1をもう少し
頑張るとか、県単を入れて頑張るとか、そう

いうことでもう少し市町の負担を減らしてや

るとか、そういう工夫も何かこうできないも

のか。

そういう基礎自治体の負担を減らすという

ことだとか、あるいは創業支援事業とか地域

貢献支援事業というのは事業者も一定負担が

ありますので、そこら辺をもう少し緩和する

とか、そういったことも考える必要があるん

じゃないかと思うんですけれども、その辺の

認識というのはいかがですか。

【宮本地域づくり推進課長】県も市町も本当

に厳しい財政状況の中、なかなか県としてそ

こに割り増しというところは、実際本当に厳

しいかなと考えているところでございます。

ですから、今回、予算は余っているんですけ

れども、やはり市町との連携、あるいは我々

県としてできるのは市町に好事例の紹介、そ

ういったところで移住者数を増やしていくと

いうところに力点を置いて取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

【坂本委員】わかるんです。財政的に厳しい

のはわかるんです。ただ、精神論だけではな

かなか厳しいと思いますので、やっぱりそこ

はもう少し工夫をしていただければというふ

うに思います。

次に、横長資料の10ページです。マイナン
バーカードの普及促進事業費ということで、

2,100万円減額に専決でなっておりますけれ

ども、これはもともと令和5年度の当初予算
は6,000万円で、それからどこかの時点で減
額補正して4,424万7,000円というのが補正
前の額という理解でよろしいでしょうか。

【楠本市町村課長】今ご指摘のありました件

につきまして、当初予算が約6,000万円ござ
いました。その後、当課の方でいわゆる申請

サポート業務、必要な機器を入れまして、自

動車で13市町を回りまして申請サポートを
受け付けるというところと、年度当初にはマ

イナポイントの付与の窓口等を設置する事業

がございました。こちらの方が市町の協力が

かなりありまして、当初見越していた金額よ

りもかなり低減することができましたので、

その分の2,000万円を2月補正で減額させて
いただいております。

【坂本委員】わかりました。そういう減額が

あったということですけれども、減額前の

4,424万7,000円で、今回、専決でさらに2,126
万3,000円の減額ということ。50％ぐらい専
決でしておりますけれども、これはマイナン

バーカードの普及促進ということであると思

います。

ちなみに、最新のマイナンバーカードの交

付率とか申請率というのは、県内の各市町の

分というのは、もちろん把握されているんで

すよね。県全体でどれくらいになっているの

か教えていただけますか。

【楠本市町村課長】委員のご質問の件でござ

いますが、令和6年5月現在で、県内全体でマ
イナンバーカードの保有率は75.5％となって
おります。全国19位の実績でございます。
【坂本委員】 昨年の2月の当初予算の審議の
時の資料でいくと、長崎県が、保有率という

のは交付率のことでいいんですよね、交付率
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が63.8％ということでありますので、10ポイ
ントほど上がって、順位も25位から19位に上
がったということで、その分に資する予算執

行だと認識をいたします。

個別にお伺いしたいんですけれども、昨年

の2月末段階で県内21市町の中で低い方から
言うと、長崎市が58.5％、平戸市が59.6％、
それから新上五島町が56.9％ということで、
それ以外はほぼ6割台、7割台、一番高いのが
小値賀町で84.2％ということになっているん
ですけれども、この長崎市とか平戸市とか、

先ほど言いました50％台というか、50％台で
も後半の方なんですけれども、ここら辺に主

に力を入れたのかどうか、ここがどういうふ

うになっているか、状況を教えてください。

【楠本市町村課長】委員ご指摘のとおりでご

ざいまして、まさにマイナンバーカードの交

付率が低いところを重点的に取り組ませてい

ただきました。その結果、長崎市につきまし

ては74.5％、平戸市につきましては72.0％と
大幅に改善しております。新上五島町につき

ましては73.3％と、こちらも改善しておりま
す。

【坂本委員】 わかりました。それで、これは

今75.5％ということなんですが、令和6年度
は予算をつけてないですよね。これはどう理

解すればいいんですか。

【楠本市町村課長】現在、おおむね全国的に

も70％台後半から、高いところは約8割に達
しております。次の段階といたしまして、今

問題となっておりますところは保険証、ある

いは運転免許証、それから、現在マイナンバ

ーカードとマイナポータルを接続することに

よりまして、PMHと申しましてパブリックメ
ディカルハブと、母子健康手帳の電子化と、

こちらの方も高い利便性をもとにマイナンバ

ーカードを使った各種システムが今整備され

ております。こういったものが進んだ段階で

また国から交付に際しての重点的支援がある

と思っておりますので、それに合わせて重点

的な支援を行います。ただ、今年度も引き続

き情報提供や必要な申請サポートについて

は、できる限りやっていきたいと考えており

ます。

【石本分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【浅田委員】 3ページに書いてあります生活
航路改善対策事業費に関して、不勉強で申し

訳ありませんが、これの減額もかなり大きい

かと思いますので、このあたりを詳しくご説

明いただけますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】生活航路改善対

策事業の専決減でございますが、こちらは欠

損航路の補助でございまして、大きな制度と

いたしまして国の補助と県の補助、それから

市町内の航路については地元市町の負担もご

ざいます。

国の補助は、基本的には欠損額の2分の1を
補助するものでございますが、標準単価方式

を採用しており、実際の欠損額ではなく、全

国平均の単価をもとに計算することから、実

際の欠損額の2分の1よりも少ない補助額と
なっているため、この足りない部分を県で補

助している形になっております。

令和5年度は、国の補正予算によりまして、
燃油高騰、あるいは円安の影響を受けている

地域交通の経営環境に対して追加的な支援を

講じるということで補正予算が上乗せをされ

て、国の補助額が当初の内示額よりも増額さ

れたことにより、その分、県の方で国の足ら
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ない部分を補助していた部分を出す必要がな

くなったため、結果的にこの2億5,000万円の
減額になっているということでございます。

【浅田委員】というのは、国からおかげさま

で補助をいただけたので、県費は使わずとも

この燃油高騰に関しても何とかなり、この生

活航路を守らなければならない方々にとって

も、何の損もなくしっかりとできたという、

単純にありがたいお話というふうに受け取っ

てよろしいでしょうか。

【鳥居次長兼交通政策課長】委員ご理解のと

おりでございまして、欠損補助を受けている

事業者にとっては、受け取る額については変

更がないということでございます。

【浅田委員】事業者にとってマイナスがなけ

ればよりよいことですし、ただ、その上で、

これはこれとして、県費としてさらにプラス

しての補助というような考え方は、またちょ

っと違うということになるんですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】この補助制度自

体が離島航路の支援ということで、島から出

る唯一の交通手段ということになりまして、

この唯一の交通手段が無くなってしまって

は、島の住民の移動手段が無くなってしまう

ということで、これを守らなければいけない

という趣旨で、欠損分について、補助をして

いるというものでございまして、それ以上の

部分については事業者の利益の部分に入って

くることから、そこについては特に補助をす

るものではないというものでございます。

【石本分科会長】ほかに質疑はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しまし

たので、採決を行います。

報告第2号のうち関係部分については、原
案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、報告第2号のうち関係部分は、原案
のとおり承認すべきものと決定をされまし

た。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行

います。

地域振興部においては、今回、委員会付託

議案がないことから、所管事項についての説

明を受けた後、陳情審査及び議案外所管事務

一般についての質疑を行うことといたしま

す。

地域振興部長より、所管事項説明を求めま

す。

【小川地域振興部長】地域振興部関係の議案

外の報告事項及び所管事項についてご説明い

たします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」

2ページをお開きください。
まず、議案外の報告事項についてご説明い

たします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち和解

が成立した1件につき、損害賠償金合計11万
4,750円を支払うため、去る5月28日付けで専
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決処分をさせていただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

（UIターンの促進等について）
UIターンの促進については、市町と連携し

ながら、移住に関する相談に対し丁寧な対応

を図るとともに、地域の魅力発信や支援制度

の情報発信などに努めてきているところであ

ります。

こうした中、令和5年度の本県への移住者
数は、県総合計画及び第2期総合戦略におけ
る目標2,700人には及ばなかったものの、過
去最高となる2,075人となり、令和4年度の
1,876人から199人の増加となっております。
今年度においては、これまでの取組に加え、

大都市圏において移住潜在層の掘り起こしを

目的としたPRイベントを開催するなど、更な
る移住促進を図ってまいります。

また、本県をワーケーションの実践先とし

て選んでいただくために、ノマドワーカー誘

致に係る調査研究を行い、具体的な取組やロ

ードマップを作成することとしており、ワー

ケーション先に選ばれる長崎県を目指してま

いります。

（半島振興法の改正・延長について）

半島地域の活性化を目的とした半島振興法

につきましては、今年度末に期限を迎えるこ

ととなっております。

県においては、法の改正・延長に関して、

昨年度から庁内関係部局や関係市町等から意

見をいただくとともに、4月には離島・半島地
域振興特別委員会のご審議もいただきなが

ら、「半島振興法の改正・延長に関する意見

書」を策定しているところであります。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説

明資料（追加1）」2ページをご覧ください。

去る6月12日、13日には、令和7年度政府施
策に関する提案・要望を行ったところであり、

引き続き、全国団体である半島地域振興対策

協議会とも連携も図りながら、法の確実な延

長や更なる充実に向けて、国や関係機関への

働きかけを進めてまいります。

恐れ入りますが、総務委員会関係議案説明

資料にお戻りいただき、3ページ中段をご覧
願います。

（離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、平成29年
の有人国境離島法の施行以来、国の交付金を

有効に活用して、雇用機会の拡充をはじめ、

航路・航空路の運賃低廉化や輸送コストの支

援、滞在型観光の促進などに関係市町と一体

となって取り組んでいるところであります。

特に、人口の社会減対策として重要な雇用

機会拡充事業については、これまでの7年間
で1,500人を超える新たな雇用の場が創出さ
れ、今年度においても、関係市町による第1回
目の事業採択において、95人の雇用が見込ま
れております。

一方で、島内事業者による事業の活用が一

定進んだことから、本県出身者の会と連携し

つつ、昨年度から開催している「しま」のビ

ジネスコンテストやその関連イベントを通し

て、島外からの活用を促進するとともに、地

域課題の解決につながる事業の創出に取り組

んでまいります。

また、「しま」のビジネスコンテストにつ

いては、昨年度、大学生等から応募が多かっ

たことから、応募の多かった大学に積極的に

アプローチし、今年度の応募を促すとともに、

コンテストを通してしまの魅力を発信するこ

とで、しまへの興味・関心を持ってもらい、
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将来的な移住・定住の促進につなげてまいり

たいと考えております。

今後も、国の関連施策を最大限に活用しな

がら、関係市町と一体となって離島地域の更

なる活性化に向けた施策を推進してまいりま

す。

（島原鉄道及び松浦鉄道の今後のあり方検討

について）

島原鉄道及び松浦鉄道については、地域住

民の生活を支える移動手段として重要な役割

を担っておりますが、人口減少や自家用車の

普及による輸送人員の減少が進む中、新型コ

ロナウイルス感染症の影響や、燃料費高騰に

よる経費の増なども重なり、厳しい経営環境

が続いております。

このため、島原鉄道については、令和4年11
月に長崎県地域公共交通活性化協議会の下に

「島原鉄道活性化検討部会」を設置し、令和

5年度には今後のあり方の方向性などを検討
するための調査を実施しております。

また、松浦鉄道の今後のあり方検討につき

ましては、「松浦鉄道自治体連絡協議会」に

おいて、令和5年度から佐賀、長崎の両県が連
携して主体的な役割を担いながら検討を行っ

ております。

県としては、令和6年度においても引き続
き、それぞれの鉄道の沿線自治体等との協議

を進め、持続可能な公共交通体系の構築に取

り組んでまいります。

（九州新幹線西九州ルートについて）

九州新幹線西九州ルートにおける新鳥栖～

武雄温泉間の整備の在り方については、国土

交通省と佐賀県との協議や、与党整備新幹線

建設推進プロジェクトチーム「九州新幹線（西

九州ルート）検討委員会」などで議論が続け

られております。

去る5月13日には、長崎、佐賀両県の知事及
びJR九州社長の三者により、西九州ルートの
現状や課題について意見交換を行いました。

その際、大石知事から、関西圏の大規模な

インバウンド需要の取り込みなど、全国の新

幹線ネットワークにつながることに伴って西

九州地域にもたらされるメリットを説明した

ほか、利便性や費用対効果等の観点から佐賀

駅を通るルートが最も合理性が高いことや、

在来線などの新幹線整備に関する課題解決の

ためには、国を含めた関係者間での協議が必

要であるとの考えをお伝えしたところであり

ます。

6月2日には、自由民主党の茂木幹事長の来
県に際し、フリーゲージトレイン導入断念の

経緯を踏まえた課題の解決や、北陸新幹線（敦

賀～新大阪間）と一体となった整備財源の確

保など、新鳥栖～武雄温泉間整備の早期実現

について要望いたしました。

恐れ入りますが、「総務委員会関係説明資

料（追加1）」の2ページをご覧ください。
また、6月12日から13日にかけては、令和7
年度政府施策に関する提案・要望として、自

由民主党の森山総務会長をはじめ、政府・与

党に対して同様に要望したところでありま

す。

6月19日には、与党PT西九州ルート検討委
員会が開催され、長崎、佐賀両県、JR九州、
沿線自治体等からヒアリングを行う方針が示

されたところであり、本県としては、西九州

新幹線の開業効果や全線フル規格に向けた県

民の思いをご説明するとともに、国を含めた

関係者での協議の必要性をお伝えしたいと考

えております。
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恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料

にお戻りいただき、5ページ上段をご覧くだ
さい。

県としましては、引き続き、政府・与党を

はじめ関係者に対して、新鳥栖～武雄温泉間

の整備の在り方に関する議論の進展や地域課

題の解決について働きかけるとともに、関西

直通運航の実現に向けた気運醸成を図るな

ど、西九州地域全体の発展に資する全線フル

規格による整備の実現に向けて取り組んでま

いります。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎跡地の活用については、令和4年7月
に取りまとめた県庁舎跡地整備基本構想に基

づき、同年10月から段階的に、敷地をオープ
ンスペースとして暫定供用し、賑わいづくり

と利用状況などの検証に取り組んでまいりま

した。

本年3月末までの暫定供用の期間、県とし
ての取組やプレーヤーと連携した取組など、

125件、延べ237日間の利用があっておりま
す。主な事例としては、県内外5大学の学生が
参加した合同新歓イベント、長崎くんちに合

わせ、市町や関係団体と連携して実施した長

崎大縁日、県内市町の特産品や観光情報等の

魅力を発信する県産品フードマルシェのほ

か、こどもの遊び場や楽器の練習の場として

の日常使いなど、多様な形で利活用いただい

ております。

こうした利活用等から得られた主な検証結

果としましては、まちなかにある開放感のあ

る貴重な空間として、広場や、出島等への眺

望の確保、イベント開催の場だけでなく日常

的な憩いの場としてのニーズが高いこと、情

報発信としては、跡地の歴史や市町の魅力な

どのテーマ性を設けた取組や、プレーヤーと

も連携した継続的・日常的な発信が、認知度

向上や来訪者の増加等に効果的であること、

交流支援においては、持続可能な交流を育む

仕組みとして、交流する空間の開放性や連続

性、可変性に加え、プレーヤーへの適切な支

援やコーディネート機能などが重要であるこ

とがわかりました。

また、こうした複数の機能を整備するにあ

たっては、コーディネート機能を含めた運営

を重視する必要があるとともに、設計段階か

らの運用サイドの意見を反映させる体制が重

要であります。

県としましては、こうした利用状況や検証

を踏まえながら、今後、各機能の規模や配置

などの具体的な検討を進めてまいりたいと考

えております。

（「長崎県行財政プラン2025」に基づく取組
について）

「長崎県行財政運営プラン2025」に掲げる
地域振興部関係の項目に関して、その主な取

組内容をご説明いたします。

「市町との連携・補完・支援」については、

「県・市町連携会議」において、「新しい長

崎県づくり」のビジョンの方向性について共

有するとともに、子育て支援や、高校と自治

体が連携した地域課題解決の取組などについ

て意見交換を行いました。

また、「人口減少社会に適応した行政サー

ビスの提供のあり方研究会」を実施し、将来

の行政サービスの安定的な提供に向けた研究

を行いました。

さらに、県及び市町職員の双方の人材育成

の観点から、幅広い分野において市町との相

互人事交流を実施いたしました。
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今後も、行財政運営プランの実現に向けて

取り組み、積極的に県政の改革に努めてまい

りますので、引き続き委員の皆様のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明

を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【石本委員長】 次に、提出のあった「政策等

決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策に関する提案・要望の実

施結果」について、説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】 まず、「政策等

決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員

との協議等の拡充に関する決議」に基づき本

委員会に提出しております地域振興部関係の

資料について、ご説明いたします。

資料の2ページをご覧ください。
2月から5月までに内示を行った補助金の

一覧でございます。

内訳は、輸送密度が低い域内のバス路線等

をコミュニティ交通へ転換するための経費に

対する助成の3件となっております。
3ページをご覧ください。
2月から5月までの1,000万円以上の契約状

況の一覧になります。内容は、記載のとおり、

長崎県デジタルノマド誘客に関する調査委託

業務など、随意契約の6件となっております。
次に、4ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

2月から5月までに県議会議長宛てにも同様
の要望が行われたものは、養成所を考える会

からの要望となっており、4ページから5ペー
ジまでにお示ししております。

次に、6ページから附属機関等会議結果報
告でございます。

2月から5月までの実績は、長崎県国土利用
計画審議会など、計3件でございまして、その
審議概要につきましては、7ページから9ペー
ジにお示ししております。

次に、決議・意見書に対する処理状況につ

きましては、離島・半島地域振興特別委員会

分などの3件について別資料で報告しており
ます。

以上でこの説明については終わります。

続きまして、政府施策要望の報告でござい

ます。

6月中旬に実施いたしました政府施策に関
する提案・要望の結果概要をご説明いたしま

す。

地域振興部関係におきましては、九州新幹

線西九州ルートの整備促進、有人国境離島地

域の保全及び地域社会の維持、離島振興法対

策の充実、半島振興法の期限延長・対策の充

実など6項目について要望を実施いたしまし
た。

要望実績といたしましては、自由民主党、

公明党、内閣府、総務省、国土交通省に対し、

知事、議長、地域振興部長、地域振興部政策

監により要望を行いました。

このうち、九州新幹線西九州ルートの整備

促進については、全線をフル規格で整備する

ことが必要であり、整備方式にかかる関係者

の協議を進展させ、関西直通運行を早期に実

現するよう、自由民主党及び公明党、並び小

鑓国土交通省政務官に対し強く要望を行いま

した。

また、有人国境離島地域の保全及び地域社

会の維持については、令和9年3月末に期限を
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迎える有人国境離島法の改正・延長に加え、

国境離島交付金の必要な予算の確保や対象事

業の拡充を図るよう、自由民主党及び公明党

並びに松村内閣府特命担当大臣に対して強く

要望を行ったところです。

半島振興法の期限延長・対策の充実につい

ては、令和7年3月に期限を迎える法の確実な
期限延長と、令和6年能登半島地震を踏まえ、
防災減災対策等に的確に対応することも含

め、さらなる充実を図るよう、自由民主党、

公明党並びにこやり国土交通省政務官に対し

て強く要望いたしました。

このほか、九州新幹線西九州ルートの整備

促進、離島と本土間を結ぶジェットフォイル

の更新、長崎空港の24時間化の3項目の最重
点項目について、地域振興部長、地域振興部

次長により要望を行っております。

以上が地域振興部関係の要望結果でありま

すが、今回の政府施策に関する要望・要望の

実現に向け、引き続き取組を行ってまいりま

す。

以上で説明を終わります。

【石本委員長】次に、地域づくり推進課長よ

り補足説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】それでは、私の

方で補足説明の資料を説明したいと思いま

す。

「移住者の推移」という資料になります。

1ページに棒グラフが出ております。簡単
にご説明いたしますと、棒グラフの一番右側

の一番背が高いところが、一番上に2075と数
字がありますが、2,075人で令和5年度の移住
者の実績が2,075人でした。
その棒グラフが途中で色が分かれておりま

すけれども、下の方が1,260という数字がご

ざいまして、こちらがＵターン、地元出身の

方が長崎に来たと。815というものがＩター
ンということで、要するに長崎が生まれたと

ころとかではないということです。

棒グラフを見ていただきますと、例えば令

和2年度からだと、元年度から2年度に少し減
りましたけれども、一定右肩上がりできてい

るところでございます。そういったグラフの

見方となります。

2ページをご覧ください。
一番左の円グラフが2,075人全体でござい

まして、真ん中がUターン1,260人、右がIター
ンの815人となります。この2ページは、移住
者の年代でございまして、一番左の全体でい

きますと、円グラフの中で青い部分が40代ま
でということですが、少しその円グラフの右

下に40代以下1,635人ということで78.8％、
約8割というふうになっております。
その次に、3ページでございます。
一番左が移住者全体で2,075人の分なんで

すけれども、その人たちがどこから来たのか

というところでいきますと、青の部分が福岡

で508人、これが24.5％、東京が16.4％といっ
たような出身地、どこから移住してきました

かというところになり、右の方は、それがU
ターンなのかIターンの人はどうだったのか
というふうになります。そういう見方をして

いただければと思います。

4ページをお願いします。
これは市町ごとの移住実績でございまし

て、長崎市から縦に下におりまして、13市が
左側、8町が右側というふうになっておりま
す。真ん中ぐらいに令和5年度②という数字
がありまして、ここが令和5年度の市町ごと
の実績になっておりまして、一番下の数字が
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2,075人となっております。その左隣が令和4
年度の数字になっておりまして、引き算、②

引く①の欄が市町ごとの令和5年度と4年度
の増減ということになります。下の方に、ま

ち・ひと・しごと総合戦略の目標と実績を書

いているところでございます。

れにつきましては、以上でございます。

もう一点、半島振興法について、説明いた

します。

資料1でございます。資料１は、半島振興法
そのものでございます。一番左に昭和60年と
書いていますけれども、期間10年の時限立法
で、これまで3回の延長がなされておりまし
て、それが今年度末で切れるので4回目の延
長を、充実したものになるよう求めていくと

いうことでございまして、第1条の目的のこ
とを割愛しながら読みますけれども、この法

律は、国土の多様性の重要な構成要素である

半島地域が、三方を海に囲まれ、平地に恵ま

れていないことから、必要な特別の措置を講

ずることにより、半島地域の自立発展、国土

の均衡ある発展に資することを目的としてい

るということで、地方債の特例とか、税の特

例とかがこの法律で措置されております。そ

ういった法律の充実を求めていこうというも

のでございます。

資料１は以上でございまして、資料2をご
覧ください。

そういった改正の年度でございますので、

私ども地域づくり推進課の方で県庁内、それ

から半島がある市町と、これまで意見等々を

聞きながらこの意見書を作成しております。

民間の意見も少し聞きながらというところに

なります。4月に、これにつきましては、先ほ
ど部長説明にもありましたけれども、離島・

半島地域振興特別委員会でもご議論いただい

たところでございます。

ちょっとポイントだけと思いますが、例え

ば1ページ目の真ん中よりちょっと上、「加え
て、令和6年能登半島地震では、半島地域の社
会基盤の脆弱性が浮き彫りとなり」とありま

すけれども、やはり残念ですけれども、令和

6年1月1日に能登半島地震が起こっておりま
すので、そういったところで改めて基盤の重

要性というところが浮き彫りになったのかな

と思っておりまして、そういったものについ

てもしっかり要望していきたいと思っており

ます。

1ページの真ん中からなんですけれども、
1、法の目的規定の拡大・充実ということで、
ここでは例えば人口減少、少子高齢化への対

応の重要性を明記すること、すべきだろうと

いうこと。

あるいは、2番の（1）の①では交通基盤整
備の促進、②が生活基盤整備の促進、2ページ
にいきまして、やはり半島地域は情報通信が

大事でございますので、③として情報通信基

盤整備の促進、（2）は産業の振興、農林、観
光、それから商店街、起業、外国人材という

ようなところを書いております。

（3）が地域独自の取組。移住・定住、地域
づくりの支援の充実。

（4）が少し財政的な支援を含めたところの
話になりまして、（4）のポツの1つ目は高規
格道路の国の支援制度の拡充、補助金の拡充。

ポツの2つ目で、半島地域に特化した支援措
置の拡充・創設。あと、食のブランドの継続。

そして（5）で新たな論点になりますけれど
も、半島地域における大規模災害への対応と

いうことで、老朽化した施設の改修も含めて
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意見書には書いているところでございます。

資料3でございますけれども、今の資料2
が、資料3のポイントをまとめたものになり
ますので、資料3については詳細は割愛させ
ていただきたいと思います。

ここから資料2を引っ張ってきていると、
ポイントを引っ張ってきているというところ

になります。

私からの説明は以上でございます。

【石本委員長】 次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は、6、7、12となりま
す。

陳情書について、何かご質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、陳

情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を

行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保

などに関する資料」についてご質問はござい

ませんか。

【坂本委員】 この資料の2ページの補助金に
ついてお尋ねいたします。

これは新規事業の長崎県地域公共交通ネッ

トワーク再構築等推進事業費の補助金という

ことで、ここに書いていますように諫早市、

松浦市、東彼杵町にそれぞれ、こういう事業

内容でしております。

当初予算が1,500万円だったと思いますの
で、この3つでほぼ今年度分についてはなっ

ているのかなと思いますが、これは具体的に

当初予算の事業説明では、人材確保につなが

るコミュニティ交通への転換を支援するとい

うことになっておりまして、それぞれの事業

概要というのがわかれば教えていただきたい

んですが。

【鳥居次長兼交通政策課長】長崎県地域公共

交通ネットワーク再構築等推進事業費補助金

のそれぞれの内示先の概要についてでござい

ますが、まず諫早市については交付が500万
円となっておりまして、具体的な場所として

諫早市の小長井地域でございます。小長井の

支所から県境まで県営バスが路線バス運行し

ておりますが、ここは乗車密度が低いという

ことで、これを乗合タクシーによる定時定路

線に変換をしていくということにより、大型

2種の免許を持った運転手が、大型バスで運
行していたところを、もう少し少ない人数を

運べればよいということで小型のタクシーに

かえていくことにより、バス運転手の確保が

できるだろうということで内示を行ったもの

でございます。

松浦市については、鷹島地域になりますが、

鷹島から島外に出るバス路線がございまし

て、こちらも定時定路線の路線バスで昭和自

動車が運行しているものがございましたが、

定時定路線の乗合タクシーに変更をして、地

元の鷹島タクシーが受ける形でダウンサイジ

ングを図っていくということで、こちらも同

じように大型のバスの運転士からタクシーの

小型の2種免許でもできるということでバス
運転士の確保につながることから、こちらも

500万円の内示をしているところでございま
す。

それから、東彼杵町でございますが、こち
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らは東彼杵町内で町営バスの3路線、これは
定時定路線で行っているものがあったんです

が、こちらも需要等を勘案して、デマンド型

の運行に変更するというものでございます。

こちらも定時定路線の路線だったものをデマ

ンドで運行するということで、デマンド化す

ることでシフトの時間等を減らすということ

で運転士の確保につながる面があることから

内示をしております。対象経費として、車両

購入費、小型のデマンド車両の購入費が対象

となりますが、こちらが600万円台だったこ
とから、この2分の1を補助するということ
で、約350万円の補助になっております。
【坂本委員】 わかりました。今、事業概要が

ありましたけれども、多分こういう需要とい

うのは今から増えてくるんじゃないかと、い

わゆる2025年問題かれこれありまして、非常
に増えてくるんじゃないかと思うんですが、

この3つで、いわば今年度の補助金というの
はおそらく終了ということに、当初予算から

するとなっているんですけれども、これは各

市町がこういうことをするからということで

県の方に申請をしてというふうな形態なの

か。県の方から、ある程度県内の交通事情と

いうものを鑑みて、県の方から投げかけてど

うですかというふうにしていくのか、そこら

辺についてはどういうスタイルなんでしょう

か。

【鳥居次長兼交通政策課長】検討の過程につ

いてのご質問だと思いますけれども、基本的

には、まず県の方で補助金を検討する過程に

おいては、まさに運転士の確保につながるよ

うなダウンサイジングなりデマンド化を市町

によってやっていただくことを想定し、具体

的な団体は念頭に置かず、ない状況で県の方

でこういったことをしてほしいということ

で、補助金としてまず制度をつくったという

ところでございます。

ただし、昨年度、こういった補助金をつく

るに当たって、活用意向があるかを県内21市
町にお伺いをしたところ、検討しているとい

うお返事をいただいたところが何件かござい

ました。結果的に転換に踏み切ることになっ

たのがこの3市町ということでありました。
そういった意味で、委員のご質問のどちらか

らかという意味では、市町からの提案がベー

スとなり、それを後押しするために県の方で

補助制度という形で用意をしたものというこ

とになっております。

【坂本委員】 わかりました。そうすると、今

後、こういった各自治体からも、特にこうい

う輸送密度が低いところのコミュニティ交通

への転換等々については需要があるんじゃな

いかと思いますので、そこは補正を含めて柔

軟に対応していただくことを要望として申し

上げて質問を終わります。

【石本委員長】 ほかにありませんか。

【湊委員】 3ページの1,000万円以上の契約
状況一覧表で、全て随意契約になっているん

ですけれども、これはどうして随意契約なの

か、教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】各課またがりま

すので、それぞれになろうかと思いますけれ

ども、私の担当でいきますと、一番上の1番の
ところが地域づくり推進課としての移住、ノ

マド関係の担当になります。

実際、こういったデジタルノマド誘客、こ

れに関しましては、デジタルノマドというの

が、もともと我々自治体として早く取り込み

たいとは思いながらも、なかなかその実態が
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わからないというようなところで、どうすれ

ばうまく取り込むような、今年度は計画、ロ

ードマップをつくるようなことを考えており

ます。

そういった時に、どうやったらそういうこ

とができる事業者を選ぶことができるかとい

う仕様書のところがなかなか動きがつかめず

に、要するに入札できるような状態に、我々

もデジタルノマドの動きをパーフェクトにわ

からないものですから、これについてはそこ

がわかる事業者を選定したというところで、

入札でなく随意契約ということになっている

ところでございます。

【楠本市町村課長】 私から3番から5番の住
民基本台帳ネットワークの件についてご回答

いたします。

まず、住民基本台帳ネットワークシステム

は、国、県、市町を結ぶシステムでございま

す。これを直接運用しておりますのが、ここ

に書いております地方公共団体情報システム

機構になりますので、もともとこの1者に限
定されるということでございます。

4番の中段にあります住民基本台帳ネット
ワークシステムの維持管理支援業務委託につ

いてでございますが、これについてはいわゆ

る庁内端末を含む実務上のサポートになりま

す。こちらについては、今申し上げた地方公

共団体内の情報システム機構ではないのです

が、中身が専門的であることと、3年度間、1
者のみの応札でございましたので、会計課通

知に従いまして随意契約としているところで

ございます。

【梅田地域づくり推進課企画監】 私からは、

2番の長崎県しまの産品ステップアップ推進
事業業務委託についてご説明いたします。

この事業につきましては、離島で生産され

る産品の販路拡大ですとか、消費者視点を重

視した商品開発等、島の産品の生産から販売

までの取組を支援するものとなっておりま

す。委託するに当たりましては、やはり島の

産品ということで小規模事業者が多いとか、

なかなか取引につながらないという課題があ

り、そういった事情も知っている、それから、

当然取引相手となります食品関連産業の状況

や課題も熟知しているところということで、

そういったしまの状況、それから食品業界の

状況も知っていることが契約相手には必要だ

と考えております。

そういった中で、離島振興地方創生協会と

いうところが委託先になるんですけれども、

こちらはまず、代表者の方が関西を中心に展

開する大手スーパーの社長等を歴任された方

なんですが、この委託前にも長崎県に入って

いただいて、長崎県産品の販路拡大推進のお

手伝いをしていただいた方となっておられま

す。

本事業は、令和2年度から委託しておりま
して、今回で5年目となっております。既にこ
の協会に大手スーパーとか、卸売業者も会員

企業として入っておりまして、157社あるん
ですけれども、そういった大きい企業としま

の業者がいろいろ取引もできるようになって

おりますので、これに関しては1者随契で契
約しているといった状況でございます。

【吉田土地対策室長】 6番の地価調査にかか
る鑑定評価業務委託ですけれども、これは7
月1日を基準日として、例年9月下旬に地価調
査を公表させていただいております。

県内に地点数が447地点ありますので、こ
の多くの地点を限られた期間で行うのには、
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長崎県不動産鑑定士協会しかないということ

で随意契約させていただいています。

【湊委員】詳しく教えていただきましてあり

がとうございます。

1番と2番については、県内にこういった会
社はなかったのかどうか教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】 1番の方でござ
いますが、ノマドワーカーの誘致といったと

ころは、なかなか前例もなくて、県内の方で

はないということで、ここと契約しておりま

す。

【梅田地域づくり推進課企画監】先ほどの説

明でも申し上げましたけれども、やはり大手

のスーパーですとか、卸売業者との取引を考

えておりますので、なかなか長崎県内ではそ

ういった事業者は見当たらないということで

考えております。

【石本委員長】ほかにご質問はございません

か。

【冨岡副委員長】湊委員と同じところで、大

変わかりやすかったんだけれども、3、4、5の
住民基本台帳ネットワークシステム、昨日も

自治体システムの標準化について少し質問さ

せていただいたんですけれども、今回、20業
務標準化になる中で、住民基本台帳のシステ

ムについても標準化の対象となっておりまし

た。

そうした中で、多分、私もシステムのイメ

ージはあまりわかないんですけれども、そう

した標準化する中で、こういった変更があっ

た際にも、これは全て1年間の契約ですか。先
ほどのお話だと5年間継続、3年間継続とかあ
りましたけれども、それでも1年ごとの金額
はこれでということなのか。何か変更があっ

た際には、あるいはもう抜本的にシステムが

変わってしまった時にもこの契約がどうなる

のかというところについてお聞かせくださ

い。

【楠本市町村課長】住民基本台帳ネットワー

クシステムにつきましては、単年ごとの契約

となっております。

委員ご指摘のとおり、今現在、システムの

標準化の議論が進められております。この中

で住基関係、あるいは戸籍関係、その他税の

関係等、各種システムについて検討中でござ

います。その動きがあれば、順次このシステ

ム関係についても様々な修正等含めた動きが

あると思っております。今の時点では特段ご

ざいません。

【石本委員長】ほかにご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ほかに質問がないようですの

で、次に「政府施策に関する提案・要望の実

施結果」について、ご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、議

案外所管事務一般についてご質問を受けたい

と思います。

【小林委員】新幹線についてお尋ねをしたい

と思います。

今、西九州ルート、本当にご尽力をいただ

いておりますけれども、なかなか暗礁に乗り

上げて、全然方向が見えないと、こういう感

じがするわけですね。ところが、先般、三者

会議が行われたと。佐賀の知事、長崎の知事、

JR、そういうような形でいわゆる当面の3人
が一つの場所に集まって議論をやったこと

は、それこそ初めてのことではないかと、こ

んなふうに言われておりますね。
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そうすると、今回、3人で腹を割って2時間
も話したと、こういうことになっております

が、長崎県の知事として、また、長崎県とし

て、今回の三者会議をどのように評価し、ど

のように受け止めているのか、まずお尋ねを

してみたいと思います。

【川口新幹線対策課長】長崎、佐賀の両県知

事とJRの社長による三者の意見交換につい
ての評価と受け止めというご質問でございま

す。

まず、この三者の意見交換でございますが、

5月13日に福岡市内で行われております。
きっかけといたしましては、佐賀の山口知

事からのお声がけということで、トップで自

由に意見交換をしたいという趣旨で私どもに

申し込みがあり、実現したものでございます。

そうした意味におきまして、自由な意見交

換ができたということに関しましては、委員

ご指摘のとおり、これまでなかなか実現でき

てなかったことだと思っておりますので、こ

うした意見交換ができたということは、非常

によかったと思っておりますし、今後も意見

交換というのは重ねていくものだと思ってお

ります。

内容に関して少し触れさせていただきます

と、内容は完全に非公開でございまして、そ

の結果については意見交換後に取材という形

でお答えさせていただいております。

その中におきまして、大石知事においては、

意見交換の中で長崎県のまちづくりの状況、

今の状況でありますとか、関西直通運行によ

る今後のメリットというものをご説明された

とのことです。

それから、ルートに関しましては、国やJR
九州が最適とする佐賀駅ルートが合理性が高

いということもご説明されております。

併せまして、今後の協議について、三者で

意見交換はしているんですけれども、やはり

課題を解決しないといけないということで、

課題解決に当たっては、国を含めた関係者で

協議をすべきではないかということも申し入

れられましたが、その場におきましては佐賀

県の山口知事の理解は得られなかったという

ふうに伺っております。

今後の受け止めに関してですけれども、今申

し上げましたとおり、意見交換は続けつつも、

国を含めた関係者間での協議をしないと、な

かなか新幹線の議論というのが前に進まない

のではないかと考えております。

【小林委員】とにかく暗礁に乗り上げて、一

歩たりとも動かない状況の中で、当事者3人
が集まって、自由な発言といえども2時間近
くお話をされたと。これは一つの大きな成果

と、こう考えているわけだけれども、大体こ

の中において、率直に言えば新聞報道で見る

と、新しい提案というものはあまりなく、新

しい提案といえば、後で言うけれども、佐賀

県のいわゆる建設負担金が相当に大きくなる

んだと。こういうことは強調しておったけれ

ども、そう特別、今議論されてきた中におい

て、大きな変化はなかったような気がいたし

ておりますが、ただ一つ、山口知事が、要す

るに武雄～新鳥栖間というこの我々がフル規

格を求めるこの区間を、要するに「未合意区

間」と、こういうふうにしながら、そういう

ことで佐賀駅経由のルートを白紙にすると。

この佐賀駅経由を白紙にして、これを地元と

議論して新たな合意形成を図る必要がある

と。こういうことが今までにないような、佐

賀駅は反対していることはわかっておったけ
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れども、これを地元で合意すると。この合意

形成を求めるということは、これまで公には

なかったと、こう思っているわけだけれども、

ただ、そういうことで佐賀県の山口知事が提

案されたと、こういうふうに聞いているわけ

だけれども、その点について、今言うような

山口知事の新しい提案的なものについては、

ちょっと費用の問題は後で議論するとして、

まず、こういうところの佐賀駅経由を白紙に

して、またそうやって原点に返って合意形成

を図ると。こういうことの提案があった。こ

れに対して当然賛成できないところであろう

と思うが、長崎県としてはこれをどう考えて

おりますか。

【川口新幹線対策課長】山口知事の白紙に戻

しての合意ということに関する発言に対する

受け止めでございます。

まず、山口知事がおっしゃっております合

意といいますのが、平成4年11月に合意され
たものでございます。平成4年11月といいま
すのが、いわゆる短絡ルートを決定した際に、

県北地域の苦渋のご決断もあり、県議会の了

承を経て、その翌日に地元である福岡県、佐

賀県、長崎県、それからJR九州、それと経済
団体と、かつての鉄道公団ですね、その6者で
合意したものでございます。

その内容の主なものといたしましては、ル

ートに関して、武雄市と長崎市間は新幹線を

整備する。ただ、福岡市と武雄市間は在来線

を活用し、スーパー特急で運行するというこ

とを平成4年に合意しております。
山口知事がおっしゃるのは、恐らくその平

成4年の合意というのもあったので、今後も
引き続き合意をするべきものだというふうに

おっしゃっていると思っておりますが、私ど

もとしては、白紙に戻すとか、原点とかいう

真意が少しわかり兼ねるところもありまし

て、平成4年以降も様々な話し合いを行い、合
意も重ねております。例えば、スーパー特急

以降にフリーゲージトレインを導入するとい

った場合にもいろんな方々と協議しておりま

すし、フリーゲージトレインを結果断念した

ことに関しても、関係者間で協議した結果、

今に至っております。そして、現在は、新鳥

栖駅ができて、その間はリレー特急で走って

はおりますが、武雄温泉から長崎につきまし

ては、もうフル規格の西九州新幹線が走って

いるという現状がございますので、これまで

の経緯を踏まえて、今後も協議をしていくべ

きものではないかというふうに考えておりま

す。

【小林委員】これを山口知事が提案して、今

あなたが答弁したような内容は、当然JR九
州、我が長崎県知事も十分理解はしているも

のと思います。

地元で議論を尽くして新たな合意形成と、

こう言っていることは、いわゆる佐賀駅を除

いた、例えば南回り、空港回り的なものが今

出てきているけれども、そんなことを指して

言っているのか、これについてどうですか。

地元というのは誰と誰のことを言っている

のか。この3名で決めればいいと思っている
のか。この地元の合意形成、地元のコンセン

サスを受けるということについての対象は誰

と考えているのか、そこはいかがですか。

【川口新幹線対策課長】地元に関する佐賀県

のご発言でございます。佐賀県議会におきま

して質問がなされた際に、山口知事は、地元

については佐賀県、長崎県、JR九州で合意形
成を図ったらどうかという趣旨のご答弁をさ
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れております。

ただ、申し上げましたとおり、平成4年の合
意におきましても、三者以外ですね、JR九州、
長崎、佐賀以外の方々も合意をなされており

ますので、そうしたことを考えますと、私ど

もとしては、その合意に当たってはいろんな

方々が入らないと、なかなか合意形成は図れ

ないのではないかと考えております。

【小林委員】さっき触れた山口知事の「未合

意区間」、こういう言葉が今も生きているか。

現実に佐賀県は、いわゆるフル規格で合意は

してないと。ここはフル規格の合意はないわ

けだから、未合意の区間として位置づけてと、

こういうふうなことも言っている。こういう

ことについてはどう思っておりますか。

【川口新幹線対策課長】新鳥栖～武雄温泉間

のことについて、山口知事が未合意というふ

うにおっしゃっておりますが、これは経緯が

あると認識しております。

まず基本計画路線から整備計画路線に昭和

48年に格上げされております。その後、昭和
60年ですけれども、当時の国鉄がアセスルー
トを発表されております。このアセスルート

の中におきましては、新鳥栖、佐賀、それか

ら武雄温泉、早岐を通ったルートというのが

アセスルートとして発表されておりまして、

これに関して各県でも意見表明をされて話が

進んできました。

ただ、昭和62年、国鉄がJR九州に変わった
後、JR九州が早岐回りのルートについては収
支改善効果が現れないということを言われ

て、様々な検討がなされて、早岐を通らない、

先ほどの平成4年につながる短絡ルートに至
っております。

ですから、アセスルートの時点では佐賀駅

も通りましたし、新鳥栖駅も存在したルート

があって、今の状況に至っていると理解して

おります。

【小林委員】もう一回確認するけれども、こ

の間は未合意区間というような表現は、過去

の経過からいけば間違っているんじゃないか

と。こういう未合意の区間というような形で

表現されることについては、かなり誤解を招

くのではないかと思うが、この点はどう思い

ますか。

【川口新幹線対策課長】「未合意区間」とい

う表現が、委員ご指摘のとおり、山口知事、

佐賀県がおっしゃっているということで、そ

の言葉の解釈というのをどう捉えるかですけ

れども、私どもといたしましては、繰り返し

になりますが、様々な変遷を経て今に至って

いると考えております。アセスの時は佐賀駅

を通るルートでありました。当初は早岐を通

るルートでもあったんですけれども、平成4
年の合意の際には早岐を通らない短絡ルート

で、新鳥栖～武雄温泉間は在来線を活用する

というような変遷をたどってきておりますの

で、今、山口知事がおっしゃっているのは、

新鳥栖～武雄温泉間というのは在来線を活用

するというところで進んできた。だから、未

合意だというようなご指摘をされていると思

ってはおります。ただ、新鳥栖駅もあります。

繰り返しですが、武雄温泉から西九州ルート

も走っていると。その前後の部分については、

これまでの変遷を経て今に至っておりますの

で、そこを踏まえた議論をする必要があると

いうことで、未合意というのが、ちょっと私

どもとしては真意がわかりかねるというふう

に考えております。

【小林委員】だから、山口知事が言っている
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未合意というのは、フル規格で合意してない

というようなことで、スーパー特急であった

りフリーゲージであったりと、在来線を活用

するんだと、この一点張りじゃないのか。そ

れでこういう提案をしているけれども、この

提案に対して、JR九州とか長崎県はどうだっ
たのかと。

【川口新幹線対策課長】 まず、JR九州の古
宮社長は、これまでも、記者会見の中でも佐

賀駅を通るルートが最も利便性もあって、佐

賀県民のアクセスや、鉄道ネットワークから

考えても一番望ましいということを言われて

おります。

県といたしましても、鉄道事業の継続性と

か、あるいは新幹線の利便性、時間短縮効果

を考えましても、佐賀駅を通るルートが最も

合理性が高いというふうに考えております。

【小林委員】建設費についても今回言及して

いるような報道がなされております。

大体山口知事が、口を開けば、まず第一番

目、新幹線については佐賀県はフル規格を求

めたことがないということ、2番目にやっぱ
り建設費の佐賀県の負担金が高すぎると、高

いと、こんなようなことをいつも加えながら、

佐賀県は在来線の利便性が非常に高いと。こ

れをあえて高額な金額まで出してやり直すこ

とは意味がないのではないかというような意

味のことを常に強調していると。こんな感じ

で受け止めておりますが、今回、これは新聞

にも出ましたので、佐賀県の試算、佐賀県が

独自に試算したのは、確かに2019年だったか
ら、そういうところの試算だったから、国の

試算というふうな受け止め方で、あれから確

かに何年かはたっているから、幾らか値上が

りすることはわからんでもないが、6,200億

円の建設費の総額に対して1兆円を超える
と。こういう形で明らかにし、そして、佐賀

県の負担分を前段の200億円、そして今回は
1,400億円かかる、トータル1,600億円かかる
んだと。長崎県負担の2.5倍だと、これを力説
しているわけだ。

これを長崎県の大石知事に投げかけている

ような記事であったが、何を言いたいのかね。

長崎県に何をしてもらいたいと山口知事は思

っているのか。知事として、その辺のところ

はどういうふうな考えなのか、どう受け止め

ていますか。

【川口新幹線対策課長】佐賀県山口知事の費

用負担に関する発言に対する受け止めでござ

います。これは三者の意見交換、先ほど申し

上げました非公開の中での発言にあったとい

うふうに承知をいたしております。

ですから、正確な表現というのは、非公開

でしたのでわかってはいないんですけれど

も、その後のぶら下がりの際に、山口知事は

「長崎県の2.5倍になることを説明したが、大
石知事は『長崎県が負担することは困難だ』

と回答した」という取材時のやり取りでござ

いました。

これに関しましては、法律で費用負担のル

ールが決められておりますので、やはりルー

ルに従えば長崎県が負担するというのは難し

いだろうという旨の発言を大石知事はなされ

たものと思っております。

【小林委員】 2.5倍を明らかにして、その試
算が本当に正しい数字であるかという疑問は

まだ残っているわけだ。

そうした時に、2.5倍だけを強調して、これ
は何か、長崎県に負担したらどうかと、こう

いうことを言っているわけか。そこのところ



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月２日）

- 110 -

はどういう意味ですか。

【川口新幹線対策課長】本県に求めていると

いうことを、はっきりと明言はされていない

と理解しております。ただ、費用負担につい

ての考え方、この2.5倍をどう思うんだという
ことを佐賀県から長崎県におっしゃってはい

るのですが、繰り返しになりますが、法律の

ルールがあるので、長崎県が負担するのは困

難であります。これまでも長崎県といたしま

しては、フリーゲージトレイン導入断念の経

緯がありますので、こういった地方負担の軽

減については、国、あるいは政府・与党に対

して働きかけておりまして、今後も地方負担

の軽減については、長崎県としても強く求め

ていきたいと考えております。

【小林委員】新聞情報だけれども、山口知事

は新聞の取材に対して、この2.5倍に対して話
してみたが、全く、いわゆる反応がないと。

理解を得ることは難しいと。理解を得ること

は難しいと、そんなようなことを言っている

わけだ。

だから、これはあなたが言うように、私も

どう受け止めればいいのか、これに対しては

長崎県で、2.5倍も上がったことだし、やっぱ
り同等の金額ぐらいは出してくれよというよ

うなことから、長崎県に負担する用意はない

かと、考えてみてくれというこういう姿勢か、

ここはどう受け止めているかということ。

【川口新幹線対策課長】長崎県としての受け

止めでございますが、やはり先ほど申し上げ

ましたように、地方負担については、フリー

ゲージトレイン導入断念の経緯を踏まえて、

しっかり軽減していただかないといけないと

いうことで、具体的に申し上げますと、いわ

ゆるJRの貸付料といったものもございます。

これはJRが鉄道施設を借りているというこ
とで貸付料をお支払いする。その差額を国と

地方で負担するというルールになっておりま

すので、この貸付料の見直しといったものを

求めることによって地方負担の軽減が図られ

るのではないかと考えております。

ただ、いずれにしましても、こういったこ

とに関しましては、与党PT、あるいは政府・
与党との協議というのが必要だと思っており

ますので、今後の与党PTのヒアリング等もご
ざいますので、そうした際にも訴えてまいり

たいと考えております。

【小林委員】 これから与党PTの開催が出て
くるだろうと思うし、また、地元の皆さん方

の関係者を集めて、両県知事とかJR九州と
か、あるいは沿線自治体、5つの首長さんたち
を呼んでいろいろ話し合いたいと。

こういう中において、例えば森山委員長の

発言だったら、法律があって、お金は一応法

律で決まっていると。だから、例えば長崎県

が幾らか出したいと言っても、それは議会の

承認を得るか、そこの問題は横に置いて、そ

ういうことができ兼ねると。法律は、長崎県

が負担をしようと思ってもそれは無理なんだ

と、法律はそんなことは許してないと。こう

いうような状況で、長崎県の姿勢は貫いても

らわなければいけないと思うと同時に、ただ、

森山委員長が貸付金のことについて、例えば

の話が、起債を昔は20年、今は30年、これを
50年まで延ばすというようなことで、仮に負
担軽減を考えてみたらどうだろうかと。これ

は検討の余地はあるぞと、こんなことをおっ

しゃっているけれども、これに対しては部長、

どう思っているか。

【小川地域振興部長】地方負担の関係でござ
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いますが、今、委員ご指摘のとおり、西九州

ルート検討委員会の中で、やはりこれまでの

整理の中で、例えば貸付料の期間の延長だっ

たり、もしくは地方負担をする場合の地元負

担金に対して起債を起こすと。その場合の起

債の償還期間の延長とか、もしくは交付税率

のかさ上げと、そういうものについてはでき

るだけ地方負担を軽減するようなことが必要

という議論もされておりますので、私どもと

しても、これまで政府・与党、もしくは国交

省に求めてきたものについては、フリーゲー

ジトレインの断念の経緯、そこを踏まえて、

できるだけ地方負担の軽減を図ってほしいと

いうことを求めてきておりますので、そうい

うものも当然私どもとして視野に置きなが

ら、今後もお願いをしていきたいと考えてお

りますし、佐賀県の方にもよく理解いただけ

るように、これからもお話をしていきたいと

思っております。

【小林委員】 だから、今、あなたも言ったけ

れども、とにかく法的に長崎県が代替をして、

佐賀が払わんといかんのを長崎県が加勢をす

ると。加勢はすると言ってもお金は出せない

んだということが一つ。それから、30年を50
年にすると、こういうことは、国が余地があ

るとおっしゃって、そういうこともできるぞ

というようなことになって、佐賀県がこれに

了解を示せば、長崎県は今、佐賀県に何を協

力するかと言えば、やっぱりそういう言葉を

しっかり、佐賀県側に立ってそういうところ

の貸付金の延長、こんなようなできることを

しっかり言わにゃいかんと。

ただ、山口知事は、大石知事に言うたけれ

ども、あんまり理解をしてないんではないか

と。教えてやれよ、そういうことを。

そういうようなことだから、そこのところ

は長崎県の姿勢として、きちんと佐賀県に対

しても、長崎県はここまではできるよという

ようなことを理解してないとか、そんなこと

を言われないで、できること、できないこと

ある中で、これは協力できるという式のこと

を明確にこれから打ち出していかんといか

ん。そこを申し上げて終わりたいと思います。

【石本委員長】午前中の審査はこれにてとど

め、しばらく休憩いたします。

午後は、1時半から再開し、引き続き地域振
興部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４６分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【石本委員長】 会議を再開いたします。

引き続き、議案外所管事務一般に対する質

問を行います。

質問はありませんか。

【大場委員】それでは、幾つか質問をさせて

いただきたいと思いますが、まずは島原鉄道

及び松浦鉄道の今後のあり方検討についてと

いうことで、特にその中で島原鉄道について

お伺いをしたいと思います。

現在、松浦も一緒です、島原鉄道も一緒で

運転士不足、また物価高等々によって非常に

経営が圧迫されているということでございま

す。島原鉄道の直近の経営状況、私も過去の

令和3年度までの状況というのはデータをい
ただきましてわかっておりますけれども、直

近の経営状況というのはどのようになってい

ますでしょうか。

【鳥居次長兼交通政策課長】島原鉄道の直近

の経営状況についてのお尋ねでございます。
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過去5年間、2018年から2019年、2020年、
2021年、2022年の5年間について申し上げま
すと、島原鉄道株式会社全体と鉄道事業部分

についての数字がありますが、まず、鉄道事

業部分についてだけで申し上げれば、2018年
の鉄道事業の営業損失が2億2,600万円、それ
から2019年が2億円ちょうど、2020年が2億
9,300万円、2021年が2億5,200万円、2022年
が2億900万円という状況でございまして、大
体毎年2億円から3億円程度の赤字という状
況になっております。

会社全体で見ますと、島原鉄道はほかにも

バス事業、船、ホテル、不動産等をやってお

りますので、会社全体で見ますと2018年が
9,200万円の赤字、2019年が7億8,600万円の
赤字、2020年が7,200万円の赤字、2021年が
3,800万円の赤字、それから直近2022年につ
いては3,700万円の黒字ということになって
おります。

【大場委員】グループ全体とすれば、グルー

プとしてそういった経営努力の中で、何とか

黒字という形を出されているんだなというふ

うに、ご努力が見えているところですけれど

も、その中でここにあるように2億円から3億
円、毎年、鉄道部門の方が非常に厳しい状況

であるということです。

それを受けて令和4年11月に設立をされま
した「島原鉄道活性化検討部会」、こちらの

方が協議を始めて、何とか島原鉄道の支援に

向けてのスキームであったり、いろんな支援

状況であったりというのを検討されていると

思いますけれども、その検討状況、これまで

に何回ぐらい開催されて、また、その中での

検討内容というのを少し教えていただけます

か。

【鳥居次長兼交通政策課長】島原鉄道活性化

検討部会の開催状況についてでございます

が、過去これまでに5回開催をしております。
設立が令和4年度の11月でございまして、そ
こで第1回を開催して、令和4年度中に2回開
催いたしました。ここでは、そもそも部会の

設置、現状等の共有、それから次の第2回の会
議で翌年度、つまり今から見ますと昨年度行

った調査事業の内容についての協議を行った

というところでございます。

昨年度、令和5年度については3回開催して
おりまして、島原鉄道の現状の分析、それか

ら今後のあり方の検討についての調査事業を

行っておりまして、調査事業の内容等につい

て、第1回で確認の協議を行いまして、第2回
で中間報告、第3回で調査結果の結果概要に
ついてご報告をさせていただいたところでご

ざいます。

調査につきましては、まず、島原鉄道の現

在の経営状況も含めた現状分析、それから将

来どういったあり方があるのかというところ

で、鉄道を存続するケース、これは今の鉄道

では、先ほど申し上げたようになかなか経営

状況は厳しいですので、存続する場合でも上

下分離、あるいはみなし上下分離と言ってお

りますけれども、自治体が下ものを実際に所

有するわけではなく、それに見合った補助を

するという形のみなし上下という形での鉄道

存続のパターンが一つ。あるいは別のモード

に転換をするということ、バス転換をするパ

ターンはどうかというもの。その間で一部鉄

道を残して一部バスに転換するという案。

加えて、他モード転換という時にバス以外

で、BRTとかLRTといったものがございまし
て、いわゆるLRTというのは次世代型の路面
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電車、BRTというのは専用軌道を持ったバス
のようなものになっております。そういった

他モードの次世代交通への転換というところ

も含めて、全部で5パターンについて検討さ
せていただいております。

それぞれの事業性とか、実現可能性等、い

ろんな軸から評価をさせていただきまして、

昨年度の調査結果の結論といたしましては、

先ほど申し上げた5パターンのうち3パター
ンを残して、引き続き検討していこうという

ことになっております。

落とした2パターンにつきましてはBRTへ
の転換とLRTへの転換ということで、こちら
については新しい施設整備が必要になってく

るということで、どうしても多額の費用がか

かることになりますので、なかなか現実的で

はないということで、この2つについては検
討から外しております。

今年度、残った鉄道存続ケース、バス転換

のケース、あとその間のケースという3パタ
ーンについて、実現可能性ですとか、既存の

島原半島のバス路線のあり方、再編等も含め

て検討していく必要がございますので、そう

いったモード間の状況等も勘案して、運転士

を捻出できるのかどうかといったようなこと

も含めて、深掘りをしていこうというところ

であり、令和6年度中に検討を進めて一定の
方向性を出そうと考えております。

【大場委員】 一定の方向性ですね、3パター
ン、鉄道を残す形での上下分離、一部バス、

そしてバス転換ということですけれども、こ

れはあくまでも私の見解として、バス転換と

して今ある鉄道をそのままバスを走らせる。

ただ、狭いですので、行き来がそこでできる

のかなというので、バスというのは非常に厳

しいんじゃないかと、これはあくまでも個人

的な見解ですが。

この3パターンで有力的になるのは、私は
上下分離、各自治体にご協力をいただきなが

ら、その上下分離というのが一番有力であっ

て、一番可能性が高いのかなというふうには

感じております。

そういった3パターンを含めた上で、今後
のスケジュール、検討を始めて、今年度はそ

れをまとめて具体的に落とし込みに入るとい

うことですけれども、今後のスケジュールと、

実際その新たな支援スキームが開始できるの

がいつぐらいという見込みをされているんで

しょうか。

【鳥居次長兼交通政策課長】今後のスケジュ

ールについてのお尋ねでございます。

まず、バス転換、それから上下分離という

ところが選択肢として残っているわけでござ

いますが、先ほど委員おっしゃったようにバ

ス転換は、なかなか難しく、事業性について

は、費用が抑えられる部分もありますが、や

はり我々として懸念をしているのは運転士不

足であり、バスについては特に運転士不足と

いう中で、転換をする時にバス運転士をどの

ように確保していくかといったところで、な

かなか実現性の面で課題が大きいかなという

ふうに思っております。

そういったものを踏まえて深掘りをしてい

くわけですけれども、スケジュールといたし

ましては、令和6年度中に先ほど申し上げた
上下分離、バス転換、それからその間の一部

転換というものについて、どの選択肢をとっ

ていくのかというところの方向性を出して、

仮に上下分離を選択することになれば、この

鉄道事業自体を再構築していくということ
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で、国の方の鉄道再構築事業の計画の認定を

取るなどの手続きが必要になってきますの

で、そういった方向性を決めた後の必要な手

続きを行う期間というのが来年度になろうか

なと思っております。

その手続きが済みましたら、令和8年度か
らは新しいスキームがスタートできるのでは

ないかなというふうに考えているところでご

ざいます。

【大場委員】検討も必要ですけれども、具体

的に言うと、今からすると、あと2年後、3年
後という話になって、現状の県内の鉄道事業、

要は切迫していると思うんですね。検討の中

でも、言葉は悪いですけれども、そこまでも

つとやろうかというようなことが出てくると

思うんですよ。今の円安もかかって非常に厳

しい状況が続く中、松浦鉄道の場合は、ある

意味三セクで、そういった形でのある意味負

担金であったり、そういった仕組みがきちん

とでき上がっていますけれども、島鉄の場合

は、それ自体はもうあくまでも企業というこ

とで、各沿線自治体での支援というのも限ら

れた中での経営になってきますので、はっき

り言うとそこまで猶予があるのかなというの

が私の感じであります。だから、その辺は部

長、もっとスピード感をもって、こういった

事業に対してスピード感をもって、県として

主体性を持って、関係自治体も含めて、もっ

ともっと早めの事業スピードでやるべきだと

思いますけれども、その辺はいかがでしょう

か。

【小川地域振興部長】まず、松浦鉄道と島原

鉄道につきましては、施設整備補助というス

キームについては基本的には同じスキームで

やっておりますので、特段、松浦鉄道の方が

三セクだから支援が手厚いという状況にはな

いということでございます。

ただし、コロナ禍のいろんな沿線自治体か

らの支援という意味では、そこはちょっと違

いがあったかなと思っております。

島原鉄道につきましては、今後、関係市と、

そこに島原鉄道も入る中で、どういう形のお

さめ方にするのかという協議をやってまいり

ます。

その中で、仮に鉄道であったにしても、バ

スであったにしても、公共交通体系として維

持をしていくという中においては、今の鉄道

事業なりバス事業なりがきちっと島原鉄道株

式会社として存続できるということを念頭に

当然整理がされていくものだろうと思ってお

ります。仮に鉄道再構築事業を使うとした場

合には、そこまで行きつくまでの道のりの支

援と、その後の支援というのはセットで議論

をさせていただくということになろうかと思

っておりますので、私どもとしても関係自治

体の市長や島原鉄道の社長とも意見交換や情

報共有をしながら進めてまいりたいと考えて

おります。

【大場委員】ぜひお願いいたします。一旦地

域鉄道がなくなってしまうと、もう二度とで

きませんので、何とか今、島原鉄道さんが踏

ん張られている間に、そういった形でのスキ

ームをきちっと、それも早くつくり上げてい

ただくように、これは要望したいと思います。

次に、半島振興法の延長についてでありま

す。これは、先ほど報告でもありましたよう

に、国の方には最重要項目ということで要望

をされております。ぜひこれは強く言ってい

ただきたいと思うんですが、その要望の時の

国のニュアンスというか、雰囲気というか、
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そういったものはどのような感じでしたでし

ょうか。

【宮本地域づくり推進課長】先般、6月12日、
13日の政府要望の中で、半島振興法の延長・
充実につきましては4つ要望しております。
法の確実な延長と能登半島地震を踏まえた防

災対策を的確に対応できるようなさらなる充

実、それから高規格道路の整備予算の優先的

確保、それから半島振興道路整備事業債の充

当率や交付税措置率のアップ、あるいは道路

補助の国庫負担率の引き上げ、そして、半島

振興広域連携促進事業の予算拡充、単独自治

体での活用、制度の創設といったところを要

望しております。

国の方では、やはり能登半島地震があった

ということで、そこを経験しているというこ

とで道路の問題など、確かにいろいろ考えな

いといけないというところで、明確なところ

はなかったんですけれども、考えていかなき

ゃいけないというところが国の反応でござい

ました。

【大場委員】ありがとうございます。そこは、

ぜひ来年の3月には延長がそのまま継続され
るようにご努力をいただきたいんですが、時

限立法ということで、過去3回延長されてき
ました。その時もいろんな時代に合わせて内

容の充実、今回特にありましたのが能登半島

地震を受けての半島の要は社会インフラ、社

会基盤の脆弱性が本当に世間一般的に明らか

にされて、その部分というのは新たに強く要

望する、充実させていくところだろうと思っ

ています。

だから、そういったところで今回、項目的

に5項目の一番最後に「大災害における半島
の整備」ということで挙がっておりますので、

これをしっかり訴えていただきたいのと、も

う一つは同じ振興法の中で離島振興法、有人

国境離島法というのがあります。これは私の

肌感覚なんですが、離島振興法に比べると、

いかんせん半島振興法の方がどうしても見劣

りしてしまう感じを受けています。ですので、

要は、これは同じ振興法であって、今回の能

登半島地震でも早急にそういった環境整備が

求められている中で、より強くその振興法と

して進めるべきじゃないかと思いますが、そ

の辺の対応について、県はどのようにお考え

でしょうか。

【渡辺地域振興部政策監】今、ご指摘ござい

ましたように、半島振興法自体、これは法律

自体昭和60年からということで、他の過疎法
とか離島振興法と比べるとまだまだ、正直歴

史が浅いところはございます。政府施策要望

の項目でも、例えば半島振興道路整備事業債、

そういったものについてはまだまだ過疎債と

比較すると低い率にとどまっているというよ

うなこともありますし、活用が進んでいない

という状況もございます。

様々な条件不利地域がある中で、いろいろ

な制度間のバランスということも実際ござい

ますけれども、今委員ご指摘のとおり、能登

半島地震に見られますように、発災から半年

が経過して、いまだ避難生活を余儀なくされ

ているということで、半島地域における交通

基盤であったり、生活基盤といったものの脆

弱性というのも浮き彫りになっているという

ふうに思っております。

繰り返しになりますけれども、先月、政府

施策要望におきましては、法の確実な延長、

そして能登半島地震を踏まえまして、防災減

災対策等に的確に対応することも含めて、政
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府・与党であったり、国土交通大臣政務官に

対しても要望を行ったところでございます。

また、要望に先立ちまして、半島振興を所

管する国土交通省に対して、長崎県としても

私も意見書なども示しながら、本県の実情を

訴えてきたところでございます。

今後も引き続き、全国の協議会とも連携を

図りながら、全国の半島地域が抱える課題の

解決とともに、本県の実情をできる限り反映

した実効ある法整備の実現に向けて強く働き

かけてまいりたいと考えております。

【大場委員】 ぜひお願いしたいと思います。

まずは、言われたとおりに確実な延長、そ

の中で今の時代に合わせた内容の整備、そし

てまた、各地域性はありますけれども、先ほ

ど言いましたように、この振興法があって地

域整備が確実にできるような内容、そういっ

たものを踏まえて、長崎県としてはしっかり

半島を抱える県としての意見を国の方に要望

として上げていただくのと、活動をお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で終わります。

【石本委員長】 ほかにご質問はありません

か。

【松本委員】地域づくり推進課の補足説明資

料の移住者について質問させていただきま

す。

まず、1ページ目の棒グラフで説明があり
ましたとおり、目標の2,700人には届かなか
ったものの、令和4年度1,876人から令和5年
度2,075人というふうに、平成28年からずっ
と右肩上がりで増加をしております。

まず、その増加をしている主な要因と、ま

た成果が上がった取組についてお尋ねをいた

します。

【宮本地域づくり推進課長】まず、伸びた全

体的な傾向といたしましては、やはりコロナ

禍を契機とする地方回帰の高まりが確かにあ

るだろうということや、テレワークの環境整

備等で移住を検討している人が増えているん

じゃないかなというところは思っておりま

す。

そうした中、我々は各市町と連携して、県

分もそうですし、市町分もそうですし、いわ

ゆるホームページの改修等々を行いながら支

援を行ったところであり、そういったところ

で効果が出てきているのかなと思っておりま

す。

市町ごとに見れば、例えば長崎市では41人
増えているんですけれども、もともと県と連

携して相談会とかをやってきたのに加えて、

長崎市が独自で相談会をやるようになってき

たとか、休日のオンライン体制もできるよう

になっている。

あるいは、長与町も40人増えているんです
けれども、長与町は住まい探しの相談に対応

する窓口をつくったのが大きかったんじゃな

かろうかなというところでございます。

大村市は、インスタグラムで独自の大村暮

らしみたいなものを発信しているあたりが比

較的見られて伸びてきているんじゃないかと

いうところが大村市の話でございます。

佐世保市につきましても、プラス80人にな
っているんですけれども、佐世保市は結果と

して令和4年度が少なくてといいますか、4年
度に相談を行っていた人が結果として5年度
に来た人が多かったのかなとか、そういった

ような分析になっているところでございま

す。
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【松本委員】市町ごとの取組もそれぞれ努力

をしていらっしゃって成果も上がっていると

ころ、上がっていないところもありますが、

県としてはそういった情報を集積して、その

中で効果の上がった事業に関しては、県内の

21市町で情報を共有化して、成果が上がった
ものは同じことをやっていけば上がっていく

と思いますので、そこを県としての役割とし

て取り組んでいただきたいと思います。

2ページ目のところでもデータを見て驚い
たのは、午前中も言いましたが、40代以下が
78.8％ということで、明らかに若い方が多く
なっております。移住された方々が、何を基

準に長崎県を決められたかというのは、どの

ように把握していらっしゃるでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】様々移住の要因

はありますけれども、やはり仕事であったり、

子育て環境であったりというところが、若い

世代が多いということもあって着目されてい

るのかなという感じは思っているところでご

ざいます。

【松本委員】子育て世代でもありますし、仕

事、特に40代、30代になると子どもさんの幼
稚園・保育園とか、そういった教育費の関係

とか、そういったものを比べられると思うん

ですね。もちろん地域間格差があってはいけ

ないんですけれども、どこの部分を評価され

たということをまた強調していけば、市町の

政策にもまたこれがエビデンスになっていく

んですよね。だから、そこの部分を移住され

た方のデータをよくとって、逆に移住してか

らも、ちょっと困ったことがあった場合が出

てくると思うんですね。だから、フォローア

ップの方も引き続きやりながら、それを改善

していくことで今後の移住の増加にもつなが

ると思いますので、そこのしっかりとした取

組をお願いしたいと思います。

次のページで移住者の前の住所というのが

出ております。圧倒的に福岡県が多いんです

が、2番目に東京都が多いのは、午前中の質疑
であった予算の関係だと思います。やはり福

岡県というのは、当然流出も多くて、学生が

一番出やすいのが福岡県、近いというのもあ

りますし、人口も多いところでありますが、

やはりここから特にUターンが大きい率で上
がっているということは、いかに福岡県に対

して、ほかの九州の他県もそうですけれども、

取り戻していくような取組というのが、これ

から競争が激しくなると思うんですが、この

福岡県に対しての取組はどのように考えてい

らっしゃるでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】委員ご指摘のと

おり福岡に出ていく人も多うございますの

で、できるだけそこから、まして近いところ

でもあるので、我々としても従前から福岡に

つきましては、当然重要な地域と考えて力を

入れてきております。

具体的に、通常Webとかで広告を流して移
住のホームページを見てくださいというのは

よくやるんですけれども、福岡につきまして

は、それに加えまして、もちろん大規模移住

相談会もやりますし、あと博多駅、あるいは

福岡市内の繁華街とかのデジタルサイネージ

とか、少しWebとは違うような新聞広告と
か、そういったもので移住相談会をやります

とか、そういったところも加えながら力を入

れておりまして、引き続き、そういったとこ

ろに取り組んでいきたいと考えております。

【松本委員】実際、私も神奈川の大学に行っ

て福岡に就職したんですけれども、どうして
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も関東の方の大学では九州の就職情報がほと

んどなくて、福岡に住んでみて思ったのは、

やはり実家からも2時間ぐらいで行けるし、
そして家賃もそんなに高くないし、そういう

意味では住みやすいところはあったのかな

と。だけど、やっぱり地元で働くという帰っ

てくるきっかけは、もちろん家族であったり

仕事であったりありましたので、やはりそう

いった取組を、人口がかなり大きいですから、

しっかりやっていただきたいと思います。

最後に、総務委員会の県内視察で佐世保市

の「西九州させぼ移住サポートプラザ」を見

学させていただいた時に、やはり県北地域の

広域的な取組、県北地区は特に日頃から広域

連携をしていらっしゃるんですけれども、こ

れはすごいなというふうに思いました。やっ

ぱりどうしても我が町こそというふうに、そ

れぞれ競っているところが、県北が連携して

いることで、実際、佐世保市も西海市も増加

をしているというところに、やはり広域連携

というものは県が推進をしていかないとなか

なか進んでいかない。特に、県央とか県南と

か、島原半島もそうですが、そういったとこ

ろの役割が県にもあるのではないかと思いま

すが、広域連携の移住対策について、どのよ

うにお考えでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】総務委員会でご

視察なさいました「西九州させぼ移住サポー

トプラザ」、個別の自治体ごとには各年度増

減はあるところですけれども、広域圏全体と

しては令和2年が405人、令和3年460人、令和
4年429人、令和5年470人とだんだん上がって
きている傾向にはあるのかなと思っておりま

す。

そういったところでございますけれども、

県としましては、例えば昨年度でいきますと、

西九州させぼ移住サポートプラザのメンバー

ではありますけれども、東彼3町と県の方も
呼びかけを行いまして、東彼3町が連携して
東京において「東彼」というくくりで移住セ

ミナーをやってみたというところが一つござ

います。これは今年度も行うようにしており

ます。

午前中、地域づくり推進課企画監から説明

がありましたが、今年度は新たに離島市町と

連携して、東京で「離島」というくくりでの

セミナーもやっておりまして、引き続き、半

島とか県央とか、そういった視点も持ちなが

ら、市町とよく話しながら協議していきたい

と考えているところでございます。

【松本委員】午前中の予算も減になっていた

ところもありましたし、国としても、予算は

しっかりとメニューは用意しているわけでご

ざいますし、毎年実績も上がっている。やは

りこの移住というのは、もともと働いている

方が今多いという中で、大変大きな経済効果

にももちろんつながっていくわけでありま

す。そういった中でやはりどんどん上げてい

くには、今年度より来年度上げていくために

は、やはり予算等も、そして今、どういう課

題があったのか、どういうところが得意なの

かをしっかり分析して、そこの部分をさらに

今後重点的に取り組んでいくことが、だから

こそ右肩上がりに上がっているわけでござい

ますので、今後も実績を期待しておりますの

で、しっかり取り組んでいただくことを要望

して質問を終わります。

【石本委員長】 ほかにご質問はありません

か。

【宮本委員】それでは、議案外について幾つ
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か質問させていただきます。

１点目ですけれども、バスの運転手確保対

策についてお尋ねをいたします。前回は、バ

ス、タクシー、トラックの業界の合同説明会

やライドシェア問題について取り上げたんで

すけれども、今回、バスの運転手確保対策を

取り上げてさせていただきます。

2024年問題というのがあって、要はバスの
運転手の勤務時間についてもいろんな規制、

新たな規制が出てきて、勤務時間が短くなる。

それによってさらにバスの運転手不足が加速

するというのが全国的にも問題になってお

り、長崎でももちろん問題になっている状況

であります。

この中において、委員会の視察でも西肥自

動車に行きましたけれども、その時にもるる

こういった議論があったかと思いますが、バ

ス運転手全体としても非常に確保が難しいん

ですということで苦慮しておられました。

別の視点から見ると、女性のバス運転手と

いうものも本腰を入れて取り組んでいく必要

があるんじゃないかと私は考えます。今まで

もいろんな議論がなされてきたかもしれませ

んけれども、改めて長崎県内における女性の

バス運転手確保対策について、今現在、県内

に女性のバス運転手がどのくらいいらっしゃ

るのか、わかれば教えてください。

【鳥居次長兼交通政策課長】県内の主な路線

バス事業者、今回お聞きしたのは7事業者に
なりますが、この7事業者において、本年4月
末現在で女性運転士については全体で13名
確認できているところでございます。これは

7社の全体の運転士が大体1,200人から1,300
人ぐらいの数ですので、大体1％ぐらいとい
うふうに考えていただければと思います。

【宮本委員】 大体1％ということで確認させ
ていただきました。やっぱり少ないというこ

とか、数について少ないのかなと、すみませ

ん、私の印象です。やはりここを底上げして

いくことももちろん大事なので、女性の方が

バスの運転手になるに当たって、働きやすい

環境づくりということが必要になろうかと考

えます。

そこで、バスの事業者が、女性のバス運転

手を雇用する時に、いろんな取組をなされて

いるかと思います。以前、私も佐世保でタク

シー事業者のところに行った時に、女性のド

ライバーを確保するために、来ていただくた

めにいろんな取組をしているんですというお

話を実際に聞いたことがありました。

今お伺いいたしました7事業者は13名とい
うことですが、女性のバス運転手を確保する

ためにいろんな取組がなされているかと思う

んですが、県として把握していることがあれ

ば教えてください。

【鳥居次長兼交通政策課長】各バス事業者に

おける女性運転手確保のための取組でござい

ます。

こちらも聞き取りベースにはなるんです

が、まず、職場環境の整備でございます。女

性専用のトイレや、休憩室がなかったりとい

うところは、現状かなり多いところでござい

まして、その対策ということで女性専用の休

憩室の設置ですとか、女性用の控室、トイレ

の改修というような形で、女性が働きやすい

環境づくりに取り組まれているようなバス会

社も確認はできております。全部の会社がや

っているかというと、なかなかまだ取組がで

きていませんというところもあったというと

ころでございます。
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また、採用に関しては、各企業のホームペ

ージの採用のページ等に女性バス運転手、現

役の女性バス運転手の方のインタビュー等を

載せて、こういう職場だよというようなこと

をPRするなどの形で、女性に興味を持っても
らうための取組をしているところもあります

が、これも先ほど申し上げた環境づくりと同

じように、なかなかまだ全社ができていると

いうことではないという状況でございます。

【宮本委員】やはりいろいろな工夫もされて

いらっしゃるということを確認させていただ

きました。非常に大事なところですよね。や

はり環境の整備というのは、来ていただくた

めには必要不可欠であり、特にトイレとか控

室は重要だろうと思います。こういった取組

を県でも、どういうんですかね、女性のバス

運転手を増やす取組の支援というんですか、

県もやっていく必要性があろうかと考えます

し、そういった女性のバス運転手を増やす取

組に対する支援の重要性についての県の見解

をお聞かせください。

【鳥居次長兼交通政策課長】まず、現在抱え

る問題ということで、県としても2024年問題
等で路線バスの減便あるいは最終便の繰り上

げといった形で、これが今後も進んでいくと

いうことを懸念しているところでございま

す。

先ほど委員からありましたように、運転手

確保の中で女性の運転手を増やしていくとい

うのも一つの解決策の一つであろうというふ

うに認識しております。

女性に限定しない話にはなるんですが、今

回、県事業で、先ほど委員もご紹介いただき

ましたけれども、今年度の事業として運転士

等の人材確保につなげる新たな取組というこ

とで、これはバスだけではなく、タクシー、

トラックという運輸系の関係団体と連携いた

しまして、運輸業界で働く魅力を発信して、

交通事業者への就職につなげるための合同企

業説明会というものを開催する予定にしてお

ります。本年10月に長崎市で開催し、11月に
佐世保市で開催するということにしておりま

す。

先ほど申し上げましたように、これは女性

だけに限ったものではないんですが、当然こ

の説明会の中では、より多くの方に参加をし

ていただく必要があるかなと考えておりまし

て、そういったところでどうしても既存の運

転手の方というのは中高年が多い部分がござ

いますが、若年層の方、あるいはまさに女性

の方々にもご参加いただけるような効果的な

広報というのをしっかりと検討してまいりた

いと思っております。

それから、合同企業説明会に加えて、同じ

予算、事業パッケージの中で、バス事業者な

どの事業者側に対して、採用ですとか、職場

環境の整備という観点、要は皆さんが来てい

ただきやすい環境づくりを事業者さんでしっ

かりと取り組んでいきましょうねという啓発

活動という観点で、合同企業説明会を開催す

る前に各事業者の経営者とか人事の担当者の

方向けにということで、人材確保セミナーと

いうのも併せて開催をしたいというふうに考

えております。このセミナーの中で女性の採

用促進に向けた、職場環境の整備やPRの方法
といった先進事例等も紹介する形で、採用す

る側の事業者さんにもそういった意識を持っ

ていただくような取組もしていきたいという

ふうに考えております。

【宮本委員】前回の委員会でも確認いたしま
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したが、今年度の重要な事業で、バス、タク

シー、トラックの運輸業界の合同企業説明会

というのが計上されていて、10月と11月です
ね、先ほどご答弁いただきました。詳しくあ

りがとうございました。10月が長崎、11月が
佐世保市ということで初となる合同企業説明

会、これは非常に重要ですよね。ここでいか

にアピールしていくかということ、併せて、

女性とか若年層についても来ていただけるよ

うな広報啓発活動というのも大事ですので、

ここには注力していただきたいということを

併せて要望させていただきます。

佐世保の西肥バスも減便、減便でいろんな

方々からお声をいただいておりますが、なか

なか一筋縄ではいきませんので、長い目で、

そしてまた、確実に、着実に増やしていくし

かないかと考えております。

以前、報道で見た時に、東京の都市部近郊

で、バスの合同説明会があった時にも、ある

女性の方をターゲットにしてずっと追跡をし

ていたというようなドキュメンタリー番組を

見たことがあって、各バス事業者もこぞって

女性の方々を確保するためにどういったこと

をうちはやっていますよと紹介するような企

業説明会をまさにしていたので、そういった

ものも参考にしていただいて、必ずバスが好

きな女性というのはいらっしゃいますし、若

者もたくさんいらっしゃいますので、目にと

まるような広報活動をしていただければと思

います。

最後に部長、バス運転手についてですけれ

ども、女性、外国人のバス運転手というのも

議論なされているかと思いますが、総体的、

全体的に捉えて、先ほど大場委員からも鉄道

のお話もありましたけれども、やはりこの地

域の交通を守るという観点からは、確保対策、

特に女性について非常に重要と考えますが、

部長のご見解をお聞かせいただければと思い

ます。

【小川地域振興部長】宮本委員のご質問にお

答えいたします。

やはり地域公共交通のネットワーク維持と

いうのは、今までのように例えば陸上でいく

とバスだけで維持していくのは当然困難だと

思っております。

そういう中で、私ども常々、市町の皆さん

と議論する際に役割分担という言葉を使わせ

ていただいておりますが、バスでやるところ、

デマンドタクシーでやるところ、もしくはコ

ミュニティ交通等々含めてやっていくところ

というのは当然必要だろうと思っております

ので、それぞれ今後については、地域の実情

に応じた役割分担をしながら、将来的に維持

できる公共交通体系、ネットワークをつくっ

ていくということだろうと思います。

そういう中でもやはりバスの運転手の確保

という部分については、非常に大きな重要な

点だと思っておりまして、一つの事例で私も

お聞きしたことがあるんですが、例えば女性

の運転手であると、非常にサービスとか、案

内とか、そういうのが丁寧だということで、

しかも運転にも安定感があるというようなお

声をいただいているということを事業者から

お聞きしたこともございますし、また、主婦

の方が時間帯を調整されながら運転業務に従

事をされているという事例も聞いたことがご

ざいます。そういうものも含めて、どういう

形で乗務員、運転手の確保をしていくのかと

いう観点も含めて、各事業者と意見交換をし

ながら、有効な人材確保対策に今後も私ども
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としても努めていきたいと考えております。

【宮本委員】部長、ありがとうございました。

どうか新しい視点で取組を推進していただき

たいということを併せて要望させていただき

ます。

2点目ですけれども、この委員会でお聞き
いたします。JR佐世保駅構内の椅子について
お尋ねいたします。

いろいろ問い合わせをいただいております

が、JR佐世保駅の構内にもともと設置されて
いた椅子、利用者用の椅子があるんですが、

この一部が数年前撤去されました。駅を利用

する方々からすると、非常に不便になったと

いう声をたくさん聞くんですね。特に高齢者

の方々からはよく聞いているんです。交通政

策という観点から、県の方からJRに設置され
ていたところに戻してくれというような申し

入れ、要望をしていただけないかどうか、こ

れについてお尋ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】委員ご指摘の佐

世保駅構内の椅子についてでございますが、

これは佐世保駅の構内の、改札の外、ラッチ

外のところにあるものと認識しております。

これに関して、先日、JR九州の長崎支社の
方に確認をさせていただきました。長崎支社

においても、この椅子が撤去された状況です

とか、先ほど委員からもありましたように、

撤去後に利用者の方から椅子の再設置の要望

があるということも認識をされていたところ

でございます。

経緯についてですが、長崎支社によります

と、JR佐世保駅の構内に設置されていた椅子
の一部について撤去されたわけでございます

が、この原因として、お客様の椅子の利用時

のマナーなどに関して、過去に様々なトラブ

ルがあったということでございまして、そう

いったことを踏まえて、やむを得ず、駅の改

札口の外側にあったものを内側に移動させた

ということでございました。

一般的に駅の構内の椅子の設置に関して

は、各駅ごとにその利用状況、どれくらい人

がいるかというところとか、駅構内の面積、

それからレイアウトといった様々な条件か

ら、各駅で判断をしているものであるという

ことでございまして、今回のそのケースに至

っては、先ほど申し上げたような経緯がある

ということで、佐世保駅構内への椅子の再設

置や増設といったことに関しては、現時点で

は難しいという回答であったというところで

ございます。

そうしたところから、そういった経緯を踏

まえますと、今の時点で県からJRに対して申
し入れというのを行うのは、現実には難しい

のかなというふうに考えております。

【宮本委員】撤去されるにはやっぱり理由が

あるんですよね。なぜかなと私も思っていた

んですが、そういった理由があったというこ

とで確認をいたしました。トラブルというの

がどういったものかというのはなかなか言い

にくいのもあるんでしょうけれども、一回そ

ういったのがあればJRとしても難しいんで
しょうね。つけていただきたいという思いだ

けではどうにもならんとでしょうけど、改め

てつけていただきたいという要望を県の方か

らしていただきたいと思いますし、もちろん

私個人から申し入れをしてもいいんでしょう

けど、なかなか個人の一人では厳しいのかな

というのもあるので、再度、時期を見て、し

ばらく置いて、やっぱり絶えずくるんですよ

ね。過去にもかなり私もいただいたので、や
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はり観光市佐世保市としては、降り立って迎

え入れるところに、もともとあったものがな

くなったというのが、最初からなければいい

んでしょうけれども、最初あったものだから、

非常に不便になっているというのがあるの

で、再度、数か月置いて申し入れをしていた

だくことを、ここでいろいろ言っても難しい

でしょうから、改めて申し入れをしていただ

くということを確信して、この質問は終わり

ます。

最後に1点だけ、説明資料の3ページになり
ます。「しま」のビジネスコンテストについ

てお尋ねいたします。これは非常におもしろ

いコンテストですよね。恐らく昨年度から始

まっていて、今年度も約1,400万円の委託予
算を計上されて実施されるんですけれども、

まずこれの実績、それから効果などについて、

前回の応募者などがどれくらいあったのか、

お尋ねいたします。

【梅田地域づくり推進課企画監】「しま」の

ビジネスコンテストについてのお尋ねでござ

います。

昨年度の実績でございますが、昨年度は3
部門設けておりまして、島にお住いの方が応

募する「しまからチャレンジ部門」、それか

ら島外にお住いの方が応募する「しまへのチ

ャレンジ部門」、それから居住地に関係なく、

大学生、高校生などから応募いただく「学生

チャレンジ部門」の3部門がございました。合
計して100件の応募があったところでござい
ます。

すぐに出ている効果としましては、100件
応募があって、そのうち予備審査を経まして、

19件が本審査会に進んだわけですけれども、
その中に最優秀賞があって、3部門ごとに部

門賞があったんですけれども、その部門賞の

3名の方がいずれも今年度の有人国境離島の
雇用機会拡充事業に応募いただいたといった

ような状況がございます。

また、本審査に残った19件のうちのお一方
は、今年度から長崎市の高島町の地域おこし

協力隊として赴任されたという実績がござい

ます。

【宮本委員】実績ありますね。やっぱりすば

らしいと思います。雇用機会拡充事業にもつ

ながっているということを確認させていただ

きました。

ここに書いてあるのは大学生からの応募が

多いということで、先ほど「島内」、そして

「島外」、「学生」と3部門があると言われて、
学生が多かったということが書いてあります

が、イメージとしては全国が多いんだろうと

思いますが、大学で分けてみると、県内の大

学生が多いのか、全国の方が多いのか、それ

もわかれば確認させてください。

【梅田地域づくり推進課企画監】まず、学生

チャレンジ部門についてでございますが、

100件応募があったうち、この中で53件が学
生チャレンジ部門でございます。そのうち大

学生からの応募は11大学から17件ございま
した。そのうち県内の大学につきましては、

3つの大学から9件の応募がございました。
【宮本委員】 県内3つですね。やはり全国が
多いということ。しかし、53件というのは多
いですね。これだけ若い方がしまについて興

味を持っていただいて、要は起業家というイ

メージがいいのかどうかですけれども、そう

いったものに興味があるというのは非常に大

事なことだろうと思います。

引き続き、これは今年度も応募が始まって
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いるかと思いますから、つぶさに見ていただ

いて、できれば長崎の島で残っていただいて

起業し、もっともっと雇用が増えるような取

組をしていただければということを最後に要

望させていただきます。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問はありません

か。

【坂本委員】県庁跡地のことについて質問さ

せていただきます。

部長説明資料の5ページから6ページにか
けてあるわけですけれども、今ずっと利活用

をして、検証結果が若干書かれてあります。

ただ、そうは言いながらも、今後のスケジュ

ール感というんですか、基本構想が出されて

2年ですよね、2年前の7月だったですから。今
ずっとしているわけですけれども、多分予定

でいくと来年度ぐらいには具体的なものを、

設計段階とかそういうのになるんじゃないか

と思うんですけれども、そうしたスケジュー

ル感というのか、今はなかなか言えない部分

もあるのかもしれないですけれども、スケジ

ュール感をお尋ねします。

それと、2年前ですけれども、当初の基本構
想では、大体概算として約20億から30億円程
度と。これは県警跡地を除く部分ということ

でされておりますけれども、この20～30億円
ですが、この2年間で相当、いわゆる建設資材
の高騰だとか、人件費が上がっているという

ことで、そういうのも検討しなければいけな

い時期じゃないのかなと思っておりますの

で、その辺の2つについてお尋ねいたします。
【松島県庁舎跡地活用室長】まず、県庁舎跡

地の整備スケジュールのお尋ねですけれど

も、整備のめどにつきましては、今年度中に

は基本的な土地の利用計画や動線、施設の機

能配置面ですとか、そういったものを定めて

いきたいと考えておりまして、その時点で一

定のめどをお示しできるのではないかという

ふうには考えております。

2点目の整備事業費についてですが、委員
ご指摘のとおり、昨今の建設費高騰というも

のに関しては、なかなか無視できる金額とい

うか、上がり方ではないというのもわかって

はおりますので、そこの部分につきましては、

当然財政に余裕がある県ではございませんの

で、少しでも安く建設なり整備ができるよう

な手法といったところを含めまして関係者へ

の聞き取りを行ってまいりたいと考えており

ます。

【坂本委員】わかりました。今年度中という

ことですので、追々具体的なものが見えてく

るだろうと思いますが、既に2年たって、その
前から言いますと、県庁が出てから何年たち

ますか。5年、7年ですか、7年たちますよね。
それでいくと、かなり周辺の皆さんを含めて

どうするんだというふうな声を私もちらほら

聞いておりますので、少し加速をしていただ

きたいと思います。

ハードの面はそういうことで、今年度中に

ということなんですが、もちろんハードの面、

それからソフトの面も非常に重要じゃないか

なということを私は以前から指摘をしてきま

した。新しく整備された後の運営体制なんで

すよね。

今回、この部長説明資料にもありますよう

に、利活用をずっとこの間進めてきて、プレ

ーヤーへの適切な支援やコーディネート機能

などが重要であることがわかりましたという

くだりがありますけれども、まさにそのとお
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りで、当初の基本計画で運営体制、それから

持続的な運営に向けた仕組みづくりというの

がありまして、もちろん県庁跡ですから県が

主体となるんですけれども、いわゆる総合プ

ロデューサーがいて、広場、情報発信、交流

支援の3つの機能で、それぞれコーディネー
ターとスタッフがいて運営をしていくという

そういうイメージ図が出されていて、そこら

辺も併せてというか、こっちの方はもう既に

この検証を受けて、どういう形で運営体制を

とっていくかというのは、早めにしていく必

要があるのじゃないかと思いますので、そこ

ら辺についての認識をお聞かせください。

【松島県庁舎跡地活用室長】先ほども少し触

れさせていただきましたけれども、今後、暫

定供用を行う中で、持続的なにぎわいとか交

流をつくっていくためには、コーディネート

機能を含めた運営が重要ではないかとわかっ

てまいりましたので、そこの部分につきまし

ては、先ほど申しました整備のスケジュール

を今後進めるに当たりまして、設計段階から

運営サイドとか、そういったノウハウを持っ

ていらっしゃるところも含めて、ご意見をお

伺いしようかなと考えております。

そういったところで施設の運営と併せて、

機能面のところも一緒に、よりよい仕組みを

探ってまいりたいと考えております。

【坂本委員】そういう答えしか今のところで

きないんじゃないのかと思いますけれども、

ただ、基本構想から2年たって、随分と社会的
状況も変わっていますし、先ほど申し上げま

したように7年たって、今、ちょうど長崎では
100年に一度の様々な変革期というふうに言
われております。それからちょっとずれるよ

うなことになると、なかなかこの県庁跡地の

関心度というのが、ますます遠い存在になっ

ていくいうのも考えられますので、ぜひ、少

しピッチを上げてしていただきたいと思いま

すが、そこら辺については今年度予算として

約3,000万円ぐらい県庁舎跡地の活用検討経
費ということで出されております。その中に

基本構想の具体化に向けた設計整備にかかる

各種調査の実施ということになっております

ので、この予算の中できちんとやっていくと

いう理解でいいんですよね。

【松島県庁舎跡地活用室長】そこの予算も含

めて、今年度の予算の中で、先ほど申し上げ

ました関係者への聞き取りも含め進めてまい

りたいと考えております。

【浅田委員】今の坂本委員の質問の重複にな

る部分もありますが、まず私からも県庁舎跡

地についてお伺いをしたいと思います。

これは本当17年前、県庁移転を反対する時
から、小林委員から随分怒られながら、いろ

いろやり取りをし、そして、それが跡地にな

って、そこからもずっと話をしているわけで

すね。それで、検討費などもまだまだ今も

3,000万円。今までコンサルタントを何度も
そこの中に入れている流れの中で、今まで、

まずコンサル等々を含めて、その予算をいま

一度改めてお伺いできますでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】今まで、県庁舎

跡地にかけた予算といったお尋ねだと思いま

すけれども、ここの部分につきましては、平

成21年度から令和5年度までの累計といたし
まして、決算ベースで4億9,555万6,000円の
予算となっております。うち、埋蔵文化財の

調査関係の費用が約1億8,000万円ほどとい
う結果でございます。

【浅田委員】 改めまして、コンサルタント
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等々含めて検討費に約5億円、そのうち埋蔵
文化財とかで1億8,000万円。いずれにして
も、様々な方面で5億円近くかかっていると。
そして、一番最初に跡地活用懇話会ができた

のが平成21年、その後に、第2回目ができたの
が平成25年ですかね。私の記憶だとそれぐら
いだと思います。

その後に、時代がどんどん変わっていく状

況の中で、だったらしっかりとした形でいま

一度懇話会を開くなり、時代に沿った形でし

っかりと検討していけばいいんじゃないかと

いうようなお話もしたんですが、それもない

まま。地域のプレーヤーの方も一生懸命、今、

活動していただいていることを私も存じ上げ

ておりますし、そしてこれだけ、二百何十日

間というものをいろんな形で活用していると

いうところは、ある一定評価するところでも

あるんですけれども。

しかし、これだけの予算をかけて、先ほど

来、もうわかりきったことじゃないかという

「まちなかにある開放感のある貴重な空間と

して、広場や出島などへの眺望の確保、イベ

ント会場など、日常的な憩いの場としてのニ

ーズが高いこと」、こんなのもずっと言って

きたことを今いまのように説明されて、そこ

に何億円もの予算を投じている状況の中で、

果たして大丈夫なのと。もっともっとスピー

ド感をもってということ自体よりも、あり方

をいま一度考えていただかないと、これまで

以上に予算はかかっているけれども、実のと

ころ議論している中身というのはそんなに変

わっていないんじゃないかというような気が

してならないんですが、今日、私は答弁のこ

の用紙を見た時に、より不安になってしまっ

たというのが正直なところですけれども、い

かがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】 確かに平成21
年度から検討が始まって、長い時間かけて今

に至っているといったところはございます。

ただ、一方で、その状況、状況を踏まえて

やっと令和4年7月に基本構想という形で取
りまとめをさせていただいたところでござい

ますので、やはりここを基本として、着実に

整備につなげていきたいというふうに考えて

おります。ですので、今のところ、この基本

構想を令和4年7月にまとめるまでにいろん
な方のご意見、それと県議会へのご報告です

とか、あとパブリックコメント等々やってま

いりましたので、ここの部分につきましては、

これからはこの基本構想をベースに現実的な

整理に向けて、着実に動きを進めたいという

ふうに考えております。

【浅田委員】 基本構想は令和4年に皆さんか
らご報告をいただいたわけです。それからこ

うやって検討をしていて、いろんなプレーヤ

ーに使ってもらって、様々な意見を得てとい

う状況、ここは差異はないというふうに思っ

ていいんですか。その中から、一度令和4年に
報告はしたものの、この二百五十何日活用す

ることによって、いろんな意見とか気づきが

あって、やっぱりここは変えた方がいいなと。

時代はもっともっと未来を見ることによって

変える必要性があるんだなと、そのような気

づきもなく、逆に言うと、出したものと全く

変わらなかったのか。そのあたりの肌感覚と

いうか、現場の感覚はいかがですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】現場の感覚とい

うお尋ねでございますけれども、一定基本構

想の中である程度利活用イメージというのは

かなり幅広く取り入れられているものだと思
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っています。そういった中で、実際の利活用

を通じて、肌感覚で気づいたところといった

部分につきましては、非常に細かな話の積み

上げでしかないところはございます。

例えば、当然と言えば当然ですけれども、

イベントをするに当たっては、やはり陽射し

を遮る天幕とか要りますよねとか、控室が要

りますよねとか、そういった細かな話や、今

年の地震を受けて広場の利活用に当たって

は、やはり災害面での利用も想定しながら、

一定広場というものは持っておかないといけ

ないのかなというふうには考えております。

【浅田委員】 ごめんなさいね、室長、私は天

幕が要るとか、備品のことを聞いているわけ

では決してないわけですよ。これまで何億円

も使い、そして何年も時間をかけてきた中で、

広場が有益だと思うのであれば、最初に聞い

ていたのは懇話会で出されたものと、懇話会

がこういう方向性でいくべきじゃないかとい

うことを2回出してきたものと、方針自体が、
途中ホールを造るというのがなくなった。そ

こからいろんな形で変わったということは、

もちろん県だけのせいではないということは

重々承知をした上で、これだけずっと何回も

何回もサポーターの方を入れて、コーディネ

ーターを入れて、何してかにしてというとこ

ろの大きな意味合いを私は聞いているんです

けれども、部長、どうですか。

【小川地域振興部長】県庁舎跡地の今後の整

備についてでございますが、私どもこれまで

の検証とか、いろんな状況を踏まえて、やは

りあそこの土地ならではというか、あそこで

しかできないものというのに一定特化をして

いくと。何でも全てがそろっているんじゃな

くて、あの土地の位置関係とか、歴史を踏ま

えたものとしての整理をしていくということ

が必要なんだろうと思っています。

それと先ほど室長が申し上げましたよう

に、今回の1月の能登半島地震を受けて、ああ
いう非常時、災害時の対応というのもどうい

う形であそこでできるのかと、そういう機能

をどう持たせるのかというのも含めまして、

ぜひ今年度中に必要な機能、もしくは施設の

配置計画等々を含めたものについて、ご提示

をして協議ができるようにしていきたいとい

うことで考えております。

【浅田委員】今、能登半島の災害のことがあ

って、広場が適正とかという話がありました

が、そもそもここに県庁が移って、あそこが

跡地になる時に、東日本大震災が起きたわけ

です。その東日本大震災を受けて、その後に

そういうこともどう活用するかというのは、

今いま後づけのように能登の地震を言われて

も、もう既に東日本大震災の時にこの議論は

行っているわけです。だから、さっきからず

っと答弁を聞いても、後づけのような、その

場しのぎのような感じがして、もう令和4年
にしっかり出したというのであれば、本当に

きちっと決めなきゃいけないのに、このまま

でいくと何もしないのがいいんじゃないのと

いう声が先ほどから出ていますけれども、そ

ういうふうな意見がまた出てくることだって

あるわけですね。

ここは歴史的にも唯一無二の歴史というこ

とを、我々長崎県はそれをずっと誇りながら、

そこをしっかり打ち出すべき地域であるとい

うことで、その既存の江戸町の皆さんとか、

いろんな方々に納得をしていただきながら歩

みを進めているわけです。

私もその住民の一人であり、そこが移転し
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てから、様々、毎日、日常を見ているわけで

すから、やはりそこはしっかりやっていただ

きたいと思いますし、日々、この近くを利用

しているプレーヤーの方だけではなく、やっ

ぱりもっと大きな意味で考えていく必要性も

あると思いますし、時間は経過をしている中

で、ちょっと気になったのもこの中に設計段

階から運用サイドの意見を反映させると。運

用サイドとは、この場合はどこを意味するの

か、あえてお伺いしたいと思います。

【松島県庁舎跡地活用室長】ここで言う運営

者といったところですが、こちらにつきまし

ては、先々指定管理という形なのか何なのか

決定はしておりませんが、具体的に県庁舎跡

地の整備された後の施設を運営する事業者と

いうところを含めて話を聞きたいというふう

に考えております。

【浅田委員】これから指定管理者を決めるか

と思うんですが、それをこの段階で、設計段

階から運用サイドの意見を反映させると。こ

こには今後、各機能の規模や具体的な検討、

配置などを進めていくというふうにあります

が、これ自体ももうずっと何年も、どこに配

置すべきかというのは検討してきたわけです

よね。それをあえてここに書いて、あえて運

用サイドという、まだ決定もしていないとこ

ろの声が重要であると。指定管理の声が重要

であるというのが、何か気になるんですけど、

いかがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】委員ご指摘のと

おり、基本構想の中でも、そういった基本構

想の中では、整備については公共主体で行っ

て、維持管理ですとか運営につきましては指

定管理者制度による民間ノウハウの活用につ

いて検討するというふうに考えておりました

けれども、これにつきましてももっと幅広に、

この建物の設計が決まった後ではなく、その

途中の段階で入れた方がより効率的な運用と

か見込めるかもしれませんので、そこについ

て決定はしておりませんけれども、意見を聞

いていきたいと考えております。

【浅田委員】ちょっとそこがわからない。幅

広という言葉は非常に便利な言葉だなと思い

ながら今聞いていたわけですけれども。

それもまだ決定もしてない時に、この運営

サイドを入れると。想定をしながら入れると

いうかのようにも今聞こえたんですけれど

も、そこはまた何か決まってない事業者に対

してとか、いろんな人たちを集めて、これか

ら運営に当たるであろうという人たちを想定

しているのか。皆さんの中では何かあるんで

すか、この運営サイドというところは。

【小川地域振興部長】 今後、具体的な設計

等々進めていく中で、先ほど室長が申し上げ

ましたように、例えば指定管理の手法をとる

ということも一つの手段でございますし、例

えばPFI等でやるのであれば、その時点から
後々の維持管理運営等の意見というのも当然

出てくるだろうという部分を含めて整理をし

ていきたいと。

まずは、具体的にサウンディング等をしな

がら、そこについての具体的な手法について

も今後の機能配置等を含めてお示しをしたい

ということで考えております。

【浅田委員】機能配置等々も、十分に何度も

議論してきて、長年時間がたっているような

気がしてならなくて、十数年たっているんじ

ゃなかろうかと思うわけですよ、平成21年か
らですね。また機能配置からいって、また運

営サイドって、どこを設けて、これは一体何
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億円かかる事業になってしまうのかなという

のが心配でなりません。

これに関しては、これからもしっかりと質

疑をさせていただきたいと思いますし、もう

少し私も事前に聞いておけばよかったんです

けれども、詰めながらいかせていただければ

と思います。

もう一つ、先ほど宮本委員からもバス事業

に関して、地域交通というのが、今、長崎県

は非常に大変な状況になっていると。特に、

長崎市内においても4月からバスの運用がも
のすごく変わってきて、数か月たって、いろ

んな地域の声が各地域で出てきていると思う

んですね。やっぱり前にもお話したと思うん

ですけれども、学校に通う通学の問題、それ

によって進路先とか、学校の維持存続にも関

わる、それぐらいの問題に地域交通政策とい

うのは関わってくる案件だと思うんです。

そんな中で、先ほどバスの話が出ておりま

したが、この春から、私も前にも質問しまし

たけれども、ライドシェアとか、それまでは

長崎県内のタクシー業界の方の反対の声があ

ったりというのは、もちろん私もわかってお

りますけれども、全国の中でもそういったと

ころと一体となりながらとか、新たな手法で

と。ライドシェアという言葉がちょっと違っ

た形で使われているところ等々もありますけ

れども、長崎としては、前に聞いた時から、

この数か月の間に関係者の方々の協議だった

り、状況が変わろうとしているとか、そうい

うことがあれば教えていただければと思いま

す。

【鳥居次長兼交通政策課長】地域公共交通の

確保に関して、ライドシェア等も含めてどの

ように確保していくのか、その状況の変化と

いうご質問かと認識しております。

まず、大きな話として、地域公共交通の確

保・維持というところは、バス事業、それか

らタクシー等も含めて地域の足、住民の足を

しっかりと確保していく必要があるというふ

うに考えておりまして、その中でも県と地元

の基礎自治体、市町との役割分担というとこ

ろも踏まえて、総合的にしっかりと公共交通

が維持確保されていくというところが大事か

と考えております。

その中でライドシェアに関しての議論で申

し上げますと、本年の4月から、今、名前とし
て「日本版ライドシェア」という言い方をさ

れておりますけれども、タクシー事業者が管

理をして一般のドライバーが一般の自家用車

を使って運行するという形態が新たに認めら

れたところでございます。

これに関しては、既存のタクシーの運転手

が不足している地域において、この地域、こ

の台数でというのを国の方で指定をする形に

なるんですが、その指定のもとで運行される

形になります。

その指定に至るまでには、事業者からの申

し出であったりとか、自治体からの申し出に

より指定の検討がなされるというようなスキ

ームになっておりますので、そこは例えば長

崎市内でいけば、市内のタクシー事業者が現

在どういった状況なのかを踏まえて判断をさ

れるというところかなと考えております。現

状においては、特にそういった申請はなされ

ていないという状況でございます。

あと、もう一つ、日本版ライドシェアに加

えて、従来からある「自治体ライドシェア」

というものがございます。これは自家用有償

旅客運送と言っているものでございますが、
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これも地域の交通の状況を見て、地域の関係

者が参加する地域公共交通会議で、ここは交

通空白地帯だというような認定がなされれ

ば、そこで白ナンバーで自治体が関わるよう

な形で、緑ナンバーではないもので運行する

というようなことが可能になるものでござい

ます。これはまさに自治体ライドシェアとい

う名のとおり、自治体の地域公共交通会議で

の判断が必要になりますが、こういった手法

も使えるものにはなってくるかと思います。

ですので、自治体ライドシェアと日本版ライ

ドシェアといった様々なものを組み合わせ

て、地域の公共交通を確保していくというよ

うな検討を各地域において、これは県、それ

から基礎自治体を含めて、各主体で検討して

いくという形で地域公共交通の維持確保をし

ていくというような流れは、大きくは変わっ

ていないと考えております。

【浅田委員】私の聞き方が悪かったかもしれ

ませんが、2種類のライドシェアという形で
捉えた時に、長崎で例えば関係者の方々とど

う議論しているか。また、いろんな専門家で

ある課長にとっては、これからの長崎におい

てはどうあるべきか、どうもっていくべきか。

例えば関係者の方々との協議の中身、それか

ら関係者を引っ張っていって、長崎はこうし

た方が県民の足、公共交通困らないよという

ようなものがあれば、それを教えていただけ

ますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】大きな考え方と

しては、やはり今委員からございました関係

者といったところで、当然自治体として、県、

それから基礎自治体、それから輸送事業を担

っていただける事業者、それはバス会社、タ

クシー事業者になると思いますが、関係者間

でしっかりと協議をしていく必要は当然あろ

うかと思います。

今、県の立場で申し上げますと、県の地域

公共交通活性化協議会という法定協議会がご

ざいまして、それに基づいて県の地域公共交

通計画というのを策定しております。

県として、その計画の中でも地域公共交通

の維持確保というのは掲げており、計画の中

にも具体的に取り組む施策を幾つか並べてお

りますので、そういったものをしっかりと着

実に遂行していくということかと考えており

ます。

計画の期間が令和7年度までということに
なっておりますので、令和8年度からまた新
たな計画をつくる必要がございます。そうい

った中で、令和8年度の新たな計画をどうし
ていくかというところの議論をもうそろそろ

始めていく必要もございますので、そういっ

たところでしっかりと今後の地域公共交通の

維持確保をどのようにできるかというところ

を含めしっかりと議論を進めていきたいと考

えております。

【浅田委員】端的にお伺いいたしますと、な

らば、今、計画があるじゃないですか。それ

を今度8年に見直す。それを見直すことを今
からやっていくいう流れの中で、現時点で計

画と求めている実態というところの差異とい

うか、そこがきちっとまずなされているかど

うか。そして、未来を見る時には現状がどう

なのかというところがあろうかと思うので、

そのあたりをお伺いし、たしか年に1回ぐら
いしかあの会議はなかったかと思うんですけ

れども、これだけ状況が進んできている、ス

ピード感ある状況で、今、ライドシェアとか

も2種類あるとかというのを置いといて、進
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んでいる状況の中において、年に1回の会議
で補完ができるのかどうか。状況がバスもな

くなり、タクシーの人も減り、令和8年までの
あと2年間を、そこに向けて今から会議を進
めますで果たしていいのかどうかというのを

お伺いしたくて先ほどから聞いているんです

けれども、状況的にすみません、私の方で理

解ができなかったなというところと心配かな

と思うところはあるんですけれども、部長、

いかがですか。

【小川地域振興部長】まず、ライドシェアに

関する部分でございますが、県のタクシー協

会の皆様といろんな意見交換をする中では、

やはり安全性の確保という観点で、なかなか

今すぐにタクシー協会自身がそこに踏み出す

という環境にはないのかなと思っておりま

す。

一方で、国の方の動きといたしましては、

今回、先ほど次長から説明がありましたよう

に、いわゆる自治体ライドシェアという自家

用有償運送で大抵のところはカバーできるん

じゃないかという考えも一方でございます。

しかしながら、やはり長崎県におきまして

は、離島・半島を多く抱えるという地域でご

ざいますので、その地域の実情を踏まえて、

今後、その動きを見ながら、本当に必要な部

分については地元のタクシー事業者等との意

見交換をしながら、どういう形が望ましいの

か、もしくは地元の市町とも話をしながら、

県の計画だけじゃなくて、公共交通計画とい

うのは市町のそれぞれの計画もございますの

で、そこも踏まえた形で地元自治体と協議、

もしくはタクシー事業者等との協議を進めて

まいりたいと考えております。

【石本委員長】審査の途中ですが、ここで一

旦中断して、15時から再開します。
しばらく休憩します。

― 午後 ２時４９分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【石本委員長】それでは、審議を再開します。

【まきやま委員】 私からは、1点確認ですけ
れども、移住者ということについてです。

県や市町の相談窓口を通して移住した数と

なっておりますけれども、例えば電話で一回

相談で確認した後に、もうその後相談はなく

て、ただ、移住はしてきたという場合の数も

拾えているのかどうか、教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】基本的に電話な

りくれば、個人情報をいただこうとは思いま

すけれども、今のケースはめったにないとは

思うんですけれども、仮にあれば、1回目の電
話でものすごく丁寧に対応した結果、その人

が来ましたよということであればカウントす

るということにはなろうかと思っておりま

す。

【まきやま委員】先月、6月8日に「おおむら
暮らし」ということで、移住者交流会が行わ

れました。このように、移住者自身が楽しい

暮らしぶりとかを発信することが、特に移住

者を呼ぶ効果が高いと思っていまして、東彼

杵とか波佐見とか、そういったまちづくりが

すごく上手にできているので、今後、アンケ

ートをとったり、移住者に発信をしてもらう

など、対策をとってみたらいいかと思います。

それと、先ほどの県庁跡地でびっくりした

んですけれども、今回、新たに「新技術実装

連携“絆”特区」ということで、ドローンのレ
ベル4のことで福島県と長崎県だけ選ばれて
いるということで、跡地をドローン関係でや
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ってみたらいかがかと。長崎市は配送も不便

ですし、監視とか空撮とか、あと防災基地に

もできますので、避難場所や支援物資の中継

拠点等々に使えるのではないかと思って、ド

ローンで日本一を目指してみてはいかがでし

ょうかという一つの提案です。

以上です。

【石本委員長】 回答はいいですか。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時 ２分 休憩 ―

― 午後 ３時 ３分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

ほかにご質問はありませんか。

【吉村委員】それでは、ちょっと質問させて

いただきます。

今日は宮本委員の一人のり突っ込みのよう

な質問が聞けたのでよかったなと思っており

ますけれども。時間も大分過ぎておりますが、

おつき合いのほど、よろしくお願いいたしま

す。

今回質問するのは、旧五島産業汽船の話で

す。ようやく債権者集会が完了しまして、待

ちに待ったというか、大変欲しかった旧五島

産業汽船の財務諸表が出たわけです。これが

平成20年から27年、平成28年4月30日の分ま
でがここに載っているわけですね。

これを、私もそう頭がよか方じゃなかもん

だけんか、大分折れ曲がるごと見たっですけ

ど、年度ごとにまとめてあるけんですね。

それで、ずっと収入とか対比増減とか見よ

ったわけですよ、輸送原価とか。そういう数

字を1枚にこうして見らんと見づらいからで
すね。それでまとめよったんですが、そこで

この資料が平成20年の数値から平成28年の

数値まで入っておるんですが、これでずっと

つけていくと、平成23年、だから平成22年の
決算と平成24年提出のやつ、平成23年決算の
やつ、ここが収入の数字が違うわけです。ず

れとるわけです。こういうことが通るのかな

と思って不思議でお尋ねをしよるわけです

が、事前に話したら、後で修正申告してある

かもしれませんとか、こういう話ですが。そ

れも知っとかんばいかんやろと。

例えば、この離島航路、離島の方々は大変

です。離島の足ですから、この航路がなくな

るというのは大変なことなんです。だから、

そういう航路をなくせとは言わないんですけ

れども、今新たな会社がしよるからいいんで

すけど。やっぱりこういう財政とか、運営す

る事業者のそれを県はきちっと把握しとかん

と、放漫経営をしよるとつぶれてしまうわけ

ですよ、旧五島産業汽船みたいに。

ですから、そういう意味でお尋ねをするわ

けですが、そういう数字のずれというのが、

まだほかにもたくさんあるようでございま

す。そういうことについて、皆さん方、所管

の窓口としては把握をされておったのか。そ

こまでする必要がないと思っとったのか。ほ

かの事業者もあります、離島航路、航空路も

あります。そういうことについてお伺いをし

たいと思います。

【鳥居次長兼交通政策課長】まず、各委員に

ご提供させていただきました旧五島産業汽船

の財務諸表のうち、今、委員からご指摘があ

った平成23年から24年の貸借対照表、それか
ら損益計算書等で純資産なり総資産の額にお

いて、平成23年、24年の書類が比較貸借対照
表なり、比較損益計算書ということで、当期

と前期の数字が書いてあるんですが、当年に
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出された数字と翌年に出された書類の前期と

いう欄の数字がずれているとのご指摘だと思

っております。

これについて、今はないんですが、リプレ

イス、リフレッシュ補助金というものを交付

するに当たりまして、この補助金の交付要綱、

それから交付要領というものに基づいて財務

諸表の提出を求めていたものでございまし

て、このずれに関しては、補助金の申請時点

でできているもの、つまり前年の決算報告書

を提出いただくことになっておりまして、翌

年の報告書を出していただく時に、前期分の

数字が変わっていたという部分については、

申請の年に我々に提出していただいた後に、

会社の方で何らかの修正があったものだとい

うふうに推測をされるところでございます。

補助金の審査に当たっては、申請時点で出

されている前年の数字に基づいて判断をする

ということになりますので、その時に有効な

決算書ということをもって判断をしておりま

すので、そこが結果的に翌年にずれが生じた

ことはあったかもしれませんが、交付に関す

る審査そのものについては問題はなかったも

のと考えております。

【吉村委員】 今、国の交付金、これを県が受

付をして交付されるわけね、国の交付金が。

その手続き上、いわゆる決算書も対前年の

比較をするためについている資料と思えば、

その数字は間違っていても、ついとらんでも

いいのかもしれんけど、ついとる以上、数字

が前年と合わなかったということが後でわか

りました。そうしたら、それをやっぱり追っ

ていって、その事業者に対して、ここの数字

が違うけど、ここはどうなっとるのという確

認をするのが普通じゃないかと思いますが、

いかがですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】補助金の審査に

当たって、その前年の財務諸表をつけていた

だいていたということになりますけれども、

その補助金の審査の時点においては、その年

に出されていたもので県としても判断をする

しかないということになりますので、結果的

にその翌年の申請の時に前年の数字がずれて

いたということになり、補助金の審査とは別

の過程でずれていたというようなやり取りが

後々あってもよかったのかもしれませんが、

あくまでも補助金の交付をする、しないとい

う審査においては、その時点のもので判断を

するしかなかったのかなと考えております。

【吉村委員】 今、課長の答弁を聞いとると、

無責任極まりないと思うわけよ。国の補助金

だから県は関係ありません。でも、窓口です。

公募をする時に書類が整っておけば問題ない

でしょう。でも、その事業所はそうやって数

字がずれてしまうような事業所。こういうと

ころに国の補助金を交付するのかという話に

なるわけですよ。

そういうところに県が介在して、間違った

資料、こういう財務諸表のようなものを出し

よるのに、この事業者、こういういい加減な

経理をする事業者の片棒を担いどるという話

になりゃせんかと思うわけですが、部長、ど

うですか、そこら辺は。こういう、いわゆる

離島航路、航空路に対する全体的な県の把握

の仕方ということについてお尋ねします。

【小川地域振興部長】一旦決算したものの修

正ということでございますが、これは航路事

業者もしくは航空路事業者においても、やは

り頻繁にということではございませんが、決

算後にその誤り、もしくはそれぞれの勘定の
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振り分けが変わっていたということで修正を

することはあるということは私も幾つか認識

をしております。

そういう中で、当時のことになりますが、

ついていた書類について、前年度数字までど

こまで追いかけたかということは、私どもも

確かではございませんが、当然その時点で出

されている数字について、きちっと一つの参

考として問題はないかという確認をするとい

うことだろうと考えております。

【吉村委員】最後のだろうは余計だったと思

う、そういうことですと言ってもらわにゃ。

やっぱり長崎県は離島が多くて、その離島

に住む人たちの大切な足なのよ。それが安定

経営、安定運営をしとってもらわんと非常に

困る。しかし、なかなか、安定という意味が

いろいろあるやろうけど、赤字安定なのよね。

だから、そこをいろんな補助とかなんかでカ

バーしていって存続をさせるというそういう

構造になっとるわけね。だから、やっぱりそ

の中身の把握については厳しくやっとかんと

ね。助けるけど、ぬるま湯にするんじゃなく

て、そこはきちっと事業者とも話をしながら、

結局そういう状況をきちんと把握をして、そ

れで存続をさせていくためにはどうするかと

いうものを考えてもらわんと。

こういうのを見よったら、やっぱり一県民

として、なんじゃこりゃ、一国民としてこう

いう税金の使われ方をしよったら納得でけん

よとなるですよ。これは平成21年に国が制度
をつくったのね、リフレッシュ、リプレイス。

社会資本整備か、それでね。

それと何となくシンクロしてくるのよ。こ

の資料がいろいろあってからさ、私も自分の

頭でなかなか整理をしきらんでおるんじゃけ

ど、まだね。だから、今後、これはきちっと

整理をしてほしいなと思うとるんじゃけど。

この23年、24年というとこら辺で、やっぱ
り国がどうしてそういう補助制度をつくった

か。ほとんど使ったのは長崎県ね、全国で。

そういうことを考えるとね。

そして、長崎県の中でも何社もあるけど、

ここは結構専門に使うとるわけね。

これが、ここに数字は書いてあるとだけを

つけとるけんね、本当は違うかもしれんとじ

ゃけど、収入から支出を引いた、支出は輸送

原価と一般管理費だ。それを収入から引いた

差引き、平成21年度は6,000万円の黒字なの
よ。平成22年度からずっと赤字でね、約6,000
万円、平成24年が2億円、全部合わせると4億
5,000万円赤字を出しとる、ずっと毎年ね。そ
れは出るんじゃね、さっきの話では。

これをカバーしていかんといかんけど、そ

のためにはきちっとしたこういう中身が明ら

かになっとかんとできんたい。こういうこと

がわからんままに、これをどがんかして続け

ましょうと言ったって。

そうして、これは、その国の制度ができた。

そして、この会社が実質できたのが大体平成

10年ぐらいかね。この鯛ノ浦～長崎間の定期
航路が認可された。これからずうっと始まっ

て、約20年で自己破産したわけ。20年で終わ
ったわけ、事業がね。これはどうかというこ

とよ、20年という長さがね。
このなくなった原因が、有川～佐世保航路

に入ったからと、こんなの理由にならんよ。

それと、この会社は、ずっと前も言うとん

じゃけども、大分変わったのでね、言うけど、

平成12年に高松航路に入る。平成15年に名古
屋航路に入る。平成16年に若松瀬戸遊覧航路
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に入る。こういうことをやっとるわけね。こ

れが長崎県の離島の方々を守るというため

に、ここでもうけて、その利益を長崎にもっ

てくるとしたのかなといいように考えるけ

ど、でも、平成17年にはもう高松航路廃止、
平成18年、名古屋航路廃止、平成18年、同年
に若松瀬戸廃止、そういうことでたった2～3
年で撤退なんだ。全然将来が見えとらんわけ

ね。計算ができとらんわけよ、この事業者は。

そういうことでやりよるのに、平成22年、
そこの地元の新上五島町ね、びっぐあーす、

まずこれを買い上げた。5億幾らやったかな。
5億7,300万円出して、新上五島町が買い上げ
とるわけ。それで助かった。

それで、今度は平成28年やったかな、びっ
ぐあーす2号よ。平成25年、びっぐあーす2号
を、これもまた新上五島町が買い取ったわけ。

この時は、新上五島町に国が補助金を出して

いるわけよね。その金で旧五島産業汽船の船

を買い上げた。結果、旧五島産業汽船にお金

が入ったわけ。そして、その船を無償で貸付

け、5億7,000万円で買った船も無償貸付け。
これだけしても続かなかったというのが現状

やね。

だから、その割には、ようやくこの財務諸

表が出てきたからそういうことが結びつけて

考えられるんじゃけど、この約5～6年、7～8
年、コロナもあって債権者会議がなかなか開

かれないというので待っとったわけやけど。

やっぱりそういうことで、今後、こういう

ことがあってはならんわけですよね。という

んじゃけど、今度は新会社や、新五島産業汽

船ね。これに対して新上五島町は2023年に
6,000万円、それから2020年、3年前に1億
7,000万円、それからこの前、新聞に出たもん

だから、今日の質問になるんちゃけど、今年

になってまた1,000万円。融資と書いてある
けど、これは返せんやろな。こうやってずっ

と湯水のごとく金を突っ込んでいく。なぜか

となるわけよ。なぜか。競合路線だからそう

なるわけね。佐世保～有川航路にいって、結

局撤退したんじゃけど、競合路線になると、

赤字補塡ができないから、その分赤字になっ

てしまうね、補塡されずに。だから、撤退せ

ざるを得んようになる。

今度は、長崎～鯛ノ浦も、結局長崎～有川

に九州商船が入っとるから競合航路、赤字な

んだね。それで、その補塡がされないんで、

なかなか続かないということになる。1社な
ら続くのよ、1社ならね。だから、それで佐世
保～有川航路にはびっぐあーす2号を九州商
船に無償で貸し付けて運営してください、公

設民営でやりましょうということでやりよっ

たけど、この前それを戻しますというんじゃ

な。頭にきたけん、戻すというんじゃね、九

商が。ざっくり言えばそういうもんたいね。

五島産業汽船にばっかり金をやって補助し

て、うちにはなんでしてくれんとかというの

が言い分みたいやね。

だから、ここら辺も県がある程度指導とい

うかね、指導ができるのかどうかわからんけ

ど、あんまり競合させるとさ、それは島民の

人たちの、それから、本土から観光で行く人

たちもそうなるかもしれんけど、便数が多い

に決まったことじゃないんじゃけど。競合し

てしまうと赤字補塡ができない。どんなにや

っても赤字になるような離島航路ということ

を考えると、やっぱり黙って競合するのを、

それは事業者がやることだから、民間がやる

ことだからと言って、ただ見ておくだけとい
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うのではなくて、やっぱりそこに何らか話し

合いをして、ここは1社でこうやってくださ
い、この航路はこっちが1社でやってくださ
いとかいうことで経営が成り立っていくよう

なことをやらんと。

九州商船は赤字やけど、体力があるんやろ

ね、財政的に。まだつぶれんで残っとらすわ

けよ。そして、びっぐあーす2号を返して新し
い船を造っとるわけね。それで、佐世保～有

川を行くんじゃけど、ここは今、単独やけん、

赤字補塡ができるんやね。

だから、そういう構造はもう一回よく見直

して、長崎県全体の離島航路について、やっ

ぱり島の皆さんの生活が安定すること、利便

性を欠かないことと、その離島航路の業者が

安定的な事業運営ができるということについ

て、もっと県が主体となって話をすべきじゃ

ないかと思うけど、究極はね。その点につい

ては、部長、どうですか。

【小川地域振興部長】委員ご指摘の離島航路

の安定化という点でございますが、これは実

は、従来は需給調整というのがあったわけで

ございますが、競合してもいいという形で需

給調整の規制緩和があって、事業者の届け出

等によってそこの航路、もしくは路線等々の

乗り入れができるという形になっておりま

す。全国的な流れでそういう形になっており

ますが、私もそれぞれ、その地方にいれば地

方で、特にこの離島航路という部分について

は複数の事業者で競い合ってやる航路なの

か、もしくは需給調整というのは今できるよ

うな状況にはなっておりませんが、それぞれ

の事業者で役割分担をしながら、その航路維

持を図るという観点も必要ではないかと思っ

ております。

ただし、今、そういう調整を行うという話

になると、独禁法にひっかかるということも

ございますので、そういう実態等については

九州運輸局をはじめ、国の関係機関も状況は

承知しておりますので、いろんな形でどうい

うあり方が望ましいのかということについて

は引き続き意見交換をしていきたいと思って

おります。

【吉村委員】それは独禁法とかなんかと言え

ばそうやけど、それの手前のところでね、今、

最後に部長が言うたけど、手前のところでや

っぱり何らかの調整ができんかという、そう

いうところに意を用いるというか、そういう

ことを考えていかんばじゃないかなと思うの

で、そこら辺お願いしたいと思います。

それと、これを今出すのは、さっき幾つか

違うと言うたけど、いっぱいあるのよ、疑問

点が。まだようとまとまっとらんとじゃけど、

この書類が出てからまだ1週間ぐらいしかな
らんので。それで、やっぱりこれが自己破産

をして、その後どうしたかといって、10日ぐ
らいで新五島産業汽船が設立されたわけよ

ね。普通なら、標準準備期間は2か月ぐらいか
かるんじゃな、短くても。九州運輸局へ電話

したよ、課長に。金平さんという課長やった

けど、熊本ドックにひまわりという船が入っ

とらんですかと言ったら、入っておりますけ

どって、見たですかと言ったら、私たちは書

類審査しかせんので、現物は見ませんて、そ

がん回答した後、１週間後に電話したら異動

になっとらした。誰がさせたか知らんけど。

そういうことで、独禁法とかなんか言う前

に、やっぱりそういうふうに、みんなが合意

の上ですれば独禁法とか言わんでよかっちゃ

けんか、なかなかそういう理解を得るという
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のも難しかろうけど、ずっとそういうのが続

いとるのを見ると、何かやるせないというか、

なんでこういう人たちはけんかばっかりする

んじゃろうかいと。そして、結果的に、こう

やって国民の税金をどんどこ使って、つぶれ

てしまって、どうもならんわけよね。こうい

うことが続きよったらいかんっちゃないかな

と思いよります。

この五島産業汽船については、そういう意

味でも最後の決着というか、結果こうなりま

したというのを、ポイントをつくらんと、も

うずるずるとしてなしのつぶて。私も前ね、

今、参議院議員しよるやつから言われました

よ。「吉村さん、五島産業汽船の質問はやめ

てくれんですか」と。Y議員というけどね。
そういうことで、圧力をかけて、どうにか

個人の利益だけを守るとか、そういうことを

したらいかんので、これは公の皆さんのため

の公共の足やけんか、そういうことではもっ

ときちっと決着をつけて。

今の新しい会社も結局は新上五島が、さっ

き言ったように6,000万円の、1億7,000万円
の、また1,000万円のといって出しよるわけ
よね、どんどんどんどん。それは新上五島の

人は仕方ないと思うかもしれんけど、一般的

に見ると、それってどうなのとこうなったり

するわけね。だから、そういう意味でもやっ

ぱりこの件についてはもう少し、ようやく資

料も出てきたので議論を深めて、こういうふ

うになった経緯をもう少し精査して、検証し

て、どこが責任があったか。管理監督をせん

といかん県も多少責任は出てくるんじゃない

か。事業者も悪いけど、そういうことをつか

さどる県も国も悪いんじゃけど。そういうと

ころで一定の整理をかけた上で、二度とこう

いうことが起こらないようにせんばいかんと

いうのを、けじめをつけてもらいたいと思う

んじゃけど、いかがでしょうか。

【鳥居次長兼交通政策課長】航路の安定的な

運航に関しては、県としても離島地域を抱え

る都道府県、自治体として、しっかりと安定

的な確保をしていく必要があるというふうに

考えております。

一方で、航路事業の許認可権者については、

先ほど部長からも答弁があったとおりで、国

の方で一元的に行っているというところでご

ざいますので、そういった制度上の制約も一

定あるところでございます。

経営状況に関しては、海上運送法の中で、

国の方に書類等、経営状況等の書類が提供、

報告されることになっております。そういっ

た経営状況等の情報について、国から県にも

提供いただけるよう、これまでもお願いして

きておりますし、そういったところの情報も

踏まえながら、安定的な航路の運航ができる

ようにというところはしっかりと努めてまい

りたいと考えております。

【吉村委員】まとめますけれども、課長が最

後、部長が答えてくれるかなと思ったら、冷

たいのねと思ったけど。

やっぱり県の立場として一定の区切りをつ

ける。それは、最終的に許認可権は国が持っ

とるというのはわかっとるわけだから、本当

は国がこういう制度をつくって、そして、も

うこの制度は廃止したのよね。旧五島産業汽

船が自己破産してから翌年かな、廃止さした

もんね、もう要らんと言って。制度の必要性

がなくなったとか言うて。私から言わせれば、

証拠隠滅とか、関係ないと言いたいのかとか

思うんじゃけど。だから、国もあるけど、私
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らは県しか関係ないので、県の関与するとこ

ろで一定の整理をしてほしいなという思いで

言いよるわけで、そういった意味で部長、い

かがですか、もう一回。

【小川地域振興部長】 お答えいたします。

委員ご指摘のように、長崎県としても離島

航路の安定化というのは非常に重要なことと

捉えておりますので、今回の件につきまして

も、ようやく破産手続き等々が終わりまして、

今回、その県が所有している資料について皆

様の方にお渡しすることができたわけでござ

いますが、そういう部分に含めて、今後、航

路の安定化と、いわゆる今回の事業の内容を

含めて、どういう形、何ができるのかという

のは私どもとしても内部でちょっと検討して

みたいと思っておりますので、ぜひ、私ども

が望むのは、離島航路の安定化というのを今

後も引き続き、そこに尽力していくというの

は変わりないと思っておりますので、そうい

う観点で少し検討してみたいと思っておりま

す。

【吉村委員】 一旦終わります。

【小林委員】選挙管理委員会に、いわゆる迂回

献金についてお尋ねをいたします。

6月24日の6月定例県議会の田中愛国県議の
一般質問において、長崎県知事選挙が行われた

令和4年に、大石賢吾知事の後援会が、現職県議
の後援会から286万円借り入れたことが自身の
後援会の政治資金報告書に記載されていたこと

が明らかになったわけであります。

私もその後、令和4年の政治団体の政治資金
収支報告書を確認しました。なんと、大石賢吾

知事の選挙対策本部長を務めた、ある県議だっ

たんです。

それで、さらに驚くべきことに、令和4年2月

20日、投・開票の知事選挙の真っただ中、投票
日まであと2～3日という2月18日に、県議の後
援会から大石賢吾後援会に資金が移動していま

す。

本日、資料として、資料は配ったか。

【石本委員長】 資料を配ってください。

〔資料配付〕

【石本委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ３時３６分 休憩 ―

― 午後 ３時３７分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【小林委員】 本日、資料として、委員長の了承

をいただきお配りをいたしましたが、また地元

紙である長崎新聞には、違法行為の疑義につい

て、明確に指摘があっています。

これを簡単に読み上げますと、「22年分の収
支報告書によると、この県議が代表を務める政

党支部は、知事選までに複数の医療法人などか

ら計286万円の寄附を受けており、同額を自ら
の後援会に寄附、その後、大石側へ送金した。

候補者の後援会などに対する直接の寄附や団体

献金は法律で禁じられており、今回の送金は迂

回献金ではないかと指摘する声もある」、そう

いう記事であります。

令和4年2月18日に、つまり、計9つの医療法
人から、政党やその政党支部を代表するある県

議の後援会を迂回して、その政党支部に関わり

のない大石賢吾知事の後援会に対して、知事選

挙の真っただ中の2月18日に286万円の寄附が
あったということになります。

ここで、平成17年3月23日の参議院予算委員
会での当時の小泉純一郎総理大臣の答弁を紹介

いたします。

「特定の方に対して寄附をお願いして直接政
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党に寄附をされて、全てをその個人に与えると

いうのは、大方の認めるいわゆる迂回献金に当

てはまるのではないかと、こういうのは避けて

いかなきゃならんという議論が盛んに行われて

おり、自民党としては、いわゆる迂回献金とい

うことはあってはならないということで、既に

適正な対処をされております」。

また、平成26年11月6日の政治倫理の確立及
び公職選挙法改正に関する特別委員会において

は、当時の高市早苗総務大臣の答弁では、「受

取先の議員名を指名した政党への献金でありま

すから、そういった意味での脱法があってはな

らないという考え方については、私としても、

小泉総理大臣の平成16年の答弁で、政治資金規
正法を脱法するような、いわゆる迂回献金はあ

ってはならないと答弁しておられたように、私

も同じです」。

つまり、自民党のお二人の権威が言われて

いることは、特定の方が政党に寄附された寄

附を全て候補者がもらうことは脱法であり、

許されないということであります。

しかし、大石知事は、当時の選対本部長の

ある県議の資金管理団体を迂回して、選挙期

間中に全額自分がもらい受けているわけで

す。紹介した自民党の二人の権威の答弁を踏

まえて、大石知事は、田中愛国県議の質問で、

とんでもない答弁をしています。

そこで、選挙管理委員会書記長にお尋ねを

いたします。

寄附として受けた場合でも、政治資金規正

法、税法上違法ではない。迂回寄附であった

としても、税法上違法ではないと県議会の答

弁で答えているのでありますが、選挙管理委

員会も、これは違法ではないと、こう考えて

いるのか、お尋ねをします。

【楠本選挙管理委員会書記長】一般論として

お話いたしますが、まず、企業・団体が政党

に寄附すること、これ自体は認められており

ます。また、後援会等の政治団体、これは政

治団体間同士で寄附をすることは、年間

5,000万円の上限の範囲内で認められており
ます。

一方で、特定の政治家を指定いたしまして、

政党に寄附をし、その寄附が当該政治家に渡

るということであれば、いわゆる迂回献金と

いう形で脱法的な行為に当たるという評価が

あることは、報道や過去の国会答弁、判例等

で認識してございます。

しかしながら、選挙管理委員会は、個別の

具体的な事案等につきましては、調査権、捜

査権を有しておりませんので、合法・違法を

含め判断する立場にはございません。

以上でございます。

【小林委員】長崎県のトップが、政党への寄

附金を自分が全額もらい受ける迂回献金を問

題ではないなど、あたかも奨励しているかの

ように聞こえてきます。この迂回献金の悪質

性はこれだけではありません。

大石知事の後援会は、選挙期間に医師会関

係から2,000万円に上る寄附を得ています。
医療法人は、なぜ医師会を通して寄附をしな

かったのかと最初は疑問を持ちました。が、

簡単に言えば、医療法人は政党にしか寄附が

できません。医療法人からの寄附を受け入れ

るため、迂回はわかっておきながら、法の抜

け穴を狙った脱法行為をぬけぬけとやってい

ます。

悪質なことはこれだけではありません。つ

じつま合わせの日付を戻して、資料を作成し

ている疑義があります。
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大石知事は、大石知事の後援会から、ある

県議の後援会に12月にお金を戻されたそう
です。最初は利息を含めた資金の貸し借りだ

ったものを、今回の田中愛国県議の質疑を踏

まえて寄付に変更したとのことのようです

が、資金を返せばよいというわけで、この点

については選管の考えはいかがかと。つまり、

貸し付けから寄附とか、二転三転しています

が、そういうところも変更は自由にできるの

か。6月24日の田中愛国県議の一般質問の日
に、大石知事は迂回献金についてプレスリリ

ースを行っていますが、現在は保留となって

います大石知事とある県議の金銭のやり取り

を、貸付けではなく、寄附に修正したこちら

の確認書は、わざわざ公証人役場の日付印を

付けていますが、大石知事がある県議に利息

付きで返金した金銭消費貸借契約書には日付

印がありません。つまり、これはいわゆるバ

ックデートだと疑われても仕方がありませ

ん。

まず、先ほども質問をした選管の書記長、

要するに訂正すればいいのかと、こういうよ

うな形で先ほど質問しましたが、それに対し

て、まず選管としてどういう考え方をお持ち

か、お尋ねをいたします。

【楠本選挙管理委員会書記長】現在、この内

容につきましては、内容を確認、精査中と伺

ってございます。その上で、選挙管理委員会

に対してご相談等があった場合につきまして

は、総務省等と対応を検討してまいりたいと

考えております。

以上でございます。

【小林委員】 知事選挙後が行われた令和4年
2月以降、同年4月には市民団体から、同年6月
には元長崎地検次席検事の郷原弁護士と神戸

学院大学の上脇博之教授から大石知事の長崎

県知事選挙に対して刑事告発がなされ、同年

9月には長崎地検で刑事告発が受理されたた
め、迂回献金と指摘される可能性が高まった

ため、資金を返金したと疑われても仕方がな

いと思います。なぜならば、大石知事が返金

したのは、知事選直後ではなく、知事選から

10か月後、そして、刑事告発受理後の令和4年
10月20日だからです。
刑事告発がなされなければ、また告発が受

理されなければ返金しなかったのではないか

という疑いも持たれています。

本件は、長崎県のリーダーである県知事が

金銭の貸し借りにおいて、借りをつくってし

まったという長崎県議会基本条例第4章第11
条、議会と知事の二元代表制を著しく傷つけ

る行為であり、それを知事が率先して行って

しまったという前代未聞の事象であります。

田中愛国県議の質問のとおり、政治倫理上、

許されないと最後に厳しく申し上げ、今後の

知事の動向次第では、本件をこのままにして

おくことは、由緒ある長崎県議会の威信に関

わると、そのように考えております。

最後に、驚いたことがもう一点あります。

田中愛国議員に「質問をするな」などと自

宅まで行って圧力的な行動をとった人が、な

んと今回、大石知事の後援会から多額の資金

を引き出したと指摘をされる人と同一人物で

はないかと、何人かの複数の報道関係者その

他を含めて、私の耳に入ってきております。

一体どうなっているのか、早く正常化するこ

とを願っております。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問はありません

か。
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【吉村委員】大変重い話の後なので、ちょっ

と軽い話にしましょうか。

さっき時間がきたので一旦切りましたけれ

ども、もう一点、上五島地域の離島貨物航路、

これについての問題、言ってなかったけど、

ここ、資料があるかもしれんけん。

これはずっとあそこの浦頭から出よった九

商マリン、この船が地元の自治協議会からい

ろいろと文句を言われて、発船地を長崎市に

変えたわけね。それで非常に時間もずれて、

特に宇久・小値賀の方々は困っとるというこ

とで、前も申し上げたことがあると思います

が、どうか改善してくれんかと、元に戻して

くれんかというのが、まずもっては宇久・小

値賀の方々のお願いでした。

その後、上五島地域の離島貨物航路につい

ての協議がずっと何回か持たれとるはずで

す。ここにある資料でも令和4年、令和5年と。
令和5年が、これは一緒か。今、手元に11月29
日のしかないんじゃけど、ここで開かれて、

この時に令和4年の11月の時に、なかなか難
しい、すぐすぐ解決ができんという問題では

あるんですけれども、特に貨物航路なんで。

それで、佐世保市から鯨瀬の2バース化を
やりよりますと、令和6年度に完成して令和7
年度から供用開始予定で、そのうち1バース
は機械的なトラブルがあった時のためだが、

九商の旅客フェリー2隻が本土発となって
も、停泊が駄目という話にはならないだろう。

そこは今後の調整が必要であるという意見が

出されておるわけ。これが令和4年11月。
今度は令和5年3月、そこでまた協議会が開

かれとるんですが、そこら辺の話は全然出て

きとらんということになります。

これもさっきからの話の中での九州商船と

いうところでつながるんじゃけど、この貨物

航路について、その後、去年の3月17日以降ど
うなっとるのかというのをちょっとお知らせ

いただきたいなと思って質問したところで

す。

【鳥居次長兼交通政策課長】先ほど委員のご

紹介があった部分も重なるかもしれません

が、前回、県議会の一般質問、令和4年6月定
例会で、この上五島地域の貨物航路の起点を

佐世保港に戻すように解決していくべきとい

うご質問をいただいておりまして、その後の

状況ということでございます。

同年の、先ほどと少し重なる部分もござい

ますが、8月19日、佐世保市、新上五島町、小
値賀町の自治体の担当者を集めた意見交換会

というのを始めまして、情報共有、意見交換

を行っております。

10月21日に自治体担当者と運航事業者、こ
れは九商マリンと九州商船になりますけれど

も、集めた第2回の意見交換会を実施いたし
まして、先ほど委員からご紹介があったよう

に、佐世保市からは鯨瀬の2バース化の計画
について、令和6年度完成、令和7年度供用開
始予定ということで、そのうち1バースが機
械的なトラブルがあった時のためのものだけ

れども、旅客フェリーの2隻が本土発となっ
ても停泊は駄目という話にはならないだろう

ということで、今後調整という話になってお

ります。

第3回協議が、年が明けて1月13日に実施さ
れておりまして、海上貨物輸送の改善策につ

いて意見交換、また引き続き意見交換という

形で実施されております。

運航回数の増加ということに関して議論が

一つはございまして、宇久への寄港回数とい
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うのが、これまで月2回であったところを、令
和5年度から佐世保市と九商マリンは偶数月
を月3回にするという、少し回数を増やす形
で合意をしたところになっております。

あと、生鮮食品が午前中届かなくなるとい

うことで、午前中の配送ができないかという

ところで、佐世保港の2バース化以降、フェリ
ーの本土発に関してということでございま

す。その論点でございますが、小値賀町と宇

久、佐世保の宇久行政センターのご意見とし

て、そこの意見交換の際、出されたご意見と

して、高齢者、障害者については高速船やフ

ェリーを多く利用しているということで、高

速船よりもフェリーの方が就航率が高いとい

うことで、人工透析等で定期的な通院が必要

な方というのは、やはり通院している方がい

るということで、人命が第一であるというこ

とから、フェリーの本土発は望まないという

ご意見がございました。

あと、生鮮食品の高速船による輸送、運航

についてということで、高速船の輸送につい

ては現行の桟橋には段差があるということ

で、荷役、荷物の載せ下ろしの作業が非常に

困難ということで、地元はなるべく必要量を

絞って運べないかということで、必要最低限

の品目と量を把握するというような形になっ

ておりまして、その後、九州商船において実

施可能性を検討するということになっており

ましたが、その後、ちょっと九商の方に検討

をしていただいたんですが、やはりなかなか

難しいという状況になっておりまして、今現

在に至るという状況でございます。

【吉村委員】それはここに書いてあるのを読

んだだけじゃん。

この令和5年の3月17日以降、この協議会は

開催されとらんということかな。まずそれ、

されたかされとらんか、教えてくれん。

【鳥居次長兼交通政策課長】先ほどの意見交

換会、協議会については、その後は開催され

ておりません。

【吉村委員】開催されとっとかなと思って質

問したんじゃけど。ここに令和5年7月19日、
その4か月後、小値賀町商工会会長福﨑文雄
様宛てで、九州商船の方から「びっぐあーす

2号の編成について」という文書が送られと
るわけね。その文書の中で、「このたびは、

国の補助制度及び県の離島航路対策協議会の

規定に基づいて、分科会委員への就任をお願

いしましたところ、ご快諾いただきありがと

うございます」と書いてあるわけ。だから、

そこら辺でまた動きがあったかなと思って質

問をしたんじゃけど。残念ですけど、急いで

これも早く進めんばいかん問題よなと。やっ

ぱり離島の方々の声があんまり上がりよら

ん、耳に入りよらんかもしれんけど、皆さん

我慢しとらすとよ。もう我慢と諦めよ。やっ

ぱりそういうことはいかんっちゃないかなと

思うので、やっぱり何らかの一歩前進した答

えを出すように。これももう何年も続いとる、

この協議会もね。

それで、もうその時の委員の、例えばこの

福﨑さんというのももう亡くならした。その

時、この第1回の協議会、離島航路対策協議会
ね、ここの委員を受けらしたけど、第1回、体
調不良で行ききらっさんで、副会長の大黒さ

んというのが代理で出席しとるんじゃけど、

この人も亡くならした。だんだん、そうやっ

てさ、一生懸命話をしてお願いをしよった人

たちが、だんだん亡くなっていかしてさ、そ

うやっていくとだんだん声が届きにくくなっ
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て、離島の人たちは非常につらい。

さっきから離島の移住とかなんかの話もあ

るけど、そこに住んどる人たちのいろんなそ

ういう厳しい生活を考えると、早くこういう

のも、完全に100％できるかというたら、そう
じゃないかもしれんけども、2割でも3割でも
改善できるという道を探っていかんばいか

ん。そのためには、やっぱりせめて年に1回ぐ
らいやらんとさ。去年の3月に開いて、もう今
年の6月たい。1年以上開いとらんと、こうな
るわけ。だから、そこら辺もう少し頭に入れ

て考えてほしいと思うんじゃけど、いかがで

すかね。

【小川地域振興部長】まず、吉村委員からご

指摘があった文書につきましては、航路に新

たに新船を入れるための協議ということで、

その委員になっていただきたいというところ

だと思っております。

この佐世保～有川、または小値賀・宇久航

路の貨物問題というものにつきましては、委

員からのご指摘によって、地元の宇久・小値

賀含めて、佐世保市役所、航路事業者である

九州商船、もしくは九商マリンというところ

を入れたところで協議をしてきたところでご

ざいます。

そういう中で、いろんなそれぞれのお立場

があって、いわゆる離島は離島としての、委

員ご指摘のような不便さというお声もありつ

つ、あと航路事業者としての運航の全体の船

の回しの問題だったりとか、また、宇久・小

値賀においては高齢者の佐世保市側への通院

の問題とか、そういうのも兼ね合わせたとこ

ろで現状に落ち着いているのかなと思ってお

りますが、当然状況は変わってきていると思

っておりますので、現状として、さらに何が

できるのか、何かそういう課題があるのかと

いうものについては、皆さんとひざを突き合

わせた議論というのをぜひやってみたいと思

っております。

【吉村委員】よろしくお願いします。この文

書、「びっぐあーす2号の返船について」とい
うのは、おおよそそういうことの話だろうと

わかるわけ。そしたら、そこで何か動きがあ

るんじゃなかろうかと、こう思うわけよね。

今、宇久・小値賀の船の名前は何やったか

ね。甑島から来た、今にも沈むごとあるフェ

リーと、この前「いのり」というのができて、

その2船体制たい。そりゃ甑島の船の名前が
「こしき」と残っとっとやけんさ、その上に

ペンキでなんやったかね、名前忘れたけど。

そのくらいの船で行きよらす。そこに今度九

州商船の新船が入るとなると、それは喜ばす

し、こういう貨物の形態も多少変わる可能性

があると思うので、そういうのが話されたん

じゃないかなとか思って。それ以上の情報が

なかったから、やっぱりそういう情報は早め

にこっちにも流していただきたいし、それに

よってどういうことができるかというのも一

緒に考えんばいかんなと思うとるので、そう

いう意を酌んでいただいて、今後、やりたい

と思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

【石本委員長】 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ほかに質問がないようですの

で、地域振興部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ３分 休憩 ―
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― 午後 ４時 ３分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

これをもちまして、地域振興部関係の審査

を終わります。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前

10時から再開し、秘書・広報戦略部、総務部、
危機管理部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時 ４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年７月３日

自  午前 ９時５７分

至  午後 ４時 ９分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

秘書・広報戦略部長 陣野 和弘 君

秘書・広報戦略部次長 中原 康博 君

秘 書 課 長 黒島  航 君

ながさきＰＲ戦略課長 永川 慎吾 君

広 報 課 長 松浦 浩二 君

総 務 部 長 中尾 正英 君

総 務 部 次 長 猿渡 圭子 君

総務 文書課 長 小林 陽子 君

県民センター長 桒原  恵 君

人 事 課 長 徳永 真一 君

新行政推進室長 井手美和子 君

職員 厚生課 長 井手 潤也 君

財政課長(参事監) 苑田 弘継 君

財政 課企画 監 鴨川  司 君

管 財 課 長 森  祐子 君

管財 課企画 監 坂本 将志 君

税 務 課 長 田端 健二 君

税務 課企画 監 田島 義史 君

債権 管理室 長 太田 昌徳 君

スマート県庁推進課長 吉村 邦裕 君

スマート県庁推進課企画監 江口 詔一 君

総務事務センター長 本村  篤 君

危機 管理部 長 今冨 洋祐 君

危機管理対策監 池田  聡 君

防災 企画課 長 飛永 琢也 君

基地対策・国民保護課長 庄司 貴繁 君

消防 保安室 長 松尾 健自 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５７分 開議 ―

【石本委員長】 おはようございます。

これより、委員会及び分科会を再開いたしま

す。

秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部関

係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から4月の人
事異動後、これまでの委員会に出席がなかった

新任幹部職員の紹介を受けることにいたしま

す。
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【陣野秘書・広報戦略部長】おはようございま

す。

令和6年4月1日付け人事異動で秘書・広報戦
略部長を拝命いたしました陣野でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、本日出席しております秘書・広報

戦略部の新任幹部職員をご紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【中尾総務部長】 おはようございます。

総務部長の中尾でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

4月1日付けの人事異動に伴い交代があった
職員のうち、今回初めて総務委員会へ出席する

幹部職員を紹介させていただきます。

〔各幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【石本委員長】それでは、これより審査に入り

ます。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び予算にかかる報告議案を議題と

いたします。

まず、秘書・広報戦略部長より、報告議案の

説明を求めます。

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案についてご説明いたします。

秘書・広報戦略部の「予算決算委員会総務分

科会関係議案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号 知事専決事項報告「令和5年度長崎
県一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部
分であります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました、

令和5年度予算の補正を、令和6年3月29日付け
で専決処分させていただいたもので、関係部分

について、その概要をご説明いたします。

歳出予算は、総務管理費2,817万2,000円の
減、合計2,817万2,000円の減となっておりま
す。

これは、年間の執行額が確定したことに伴い、

所要の調整を行ったものであります。

この補正予算の主な内容についてご説明いた

します。

主なものは、ながさきの魅力発信事業費726
万5,000円の減、新型コロナ対策情報発信費693
万5,000円の減であります。
以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、総務部長より予算議案

及び報告議案の説明を求めます。

【中尾総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

総務部の「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第73号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第2号 知

事専決事項報告「令和5年度長崎県一般会計補
正予算（第11号）」のうち関係部分、報告第9号
知事専決事項報告「令和5年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」、報告第12号 知

事専決事項報告「令和5年度長崎県公債管理特
別会計補正予算（第2号）」でございます。
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はじめに、第73号議案「令和6年度長崎県一般
会計補正予算（第1号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

歳入予算は、繰入金1億9,659万8,000円の増、
合計1億9,659万8,000円の増となっておりま
す。

次に、先の2月定例会の予算決算委員会にお
いて、専決処分により措置することについてあ

らかじめご了承をいただいておりました、令和

5年度予算の補正を、令和6年3月29日付けで専
決処分させていただいたもので、関係部分につ

いて、その概要をご説明いたします。

まず、報告第2号「令和5年度長崎県一般会計
補正予算（第11号）」のうち関係部分について
でありますが、これらは年間執行額が確定した

ことなどに伴うものであります。

歳入予算は、70億7,860万6,000円の減、歳出
予算は8億7,634万9,000円の増となっておりま
す。

この歳出予算の補正の主な内容は、県債管理

基金積立金等の増、県税の過誤納還付金及び還

付加算金の減でございます。

次に、報告第9号「令和5年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」についてでありま
すが、庁舎管理、自動車管理、文書管理に要す

る経費の年間執行額の確定に伴い、歳入予算、

歳出予算ともに2,310万2,000円の減となって
おります。

この主な内容は、集中印書事務費の減であり

ます。

最後に報告第12号「令和5年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第2号）」についてであり
ますが、歳入予算、歳出予算ともに4,000円の増
となっております。

この補正予算は、基金積立金の増によるもの

であります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、危機管理部長より報告

議案の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。

危機管理部の「予算決算委員会総務分科会関

係議案説明資料」の2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第2号 知事専決事項報告「令和5年度長崎
県一般会計補正予算（第11号）」のうち関係部
分であります。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承をいただいておりました

令和5年度予算の補正を、3月29日付けで専決処
分させていただいたもので、関係部分について、

その概要をご説明いたします。

歳入予算は、合計で232万9,000円の減、歳出
予算は、合計で1億3,656万2,000円の減を計上
いたしております。

これらは、歳入における国庫支出金、及び歳

出における年間の執行額が確定したことに伴

い、所要の調整を行ったものであります。

この補正予算の主な内容は、LPガス一般消費
者料金高騰対策支援事業費7,440万5,000円の
減及び原子力災害対策整備事業費2,363万
2,000円の減であります。
以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。
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【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【吉村委員】 おはようございます。

今の危機管理部で1点。歳出の方でLPガス一
般消費者料金高騰対策支援事業費7,400万円の
減になっとるんだけど、これは長崎県民を対象

にLPガス地域、都市ガスは国がしよったのか
な。それでLPガスを県でやると。県民同じです
からね、都市ガス、LPガスを使おうと。
それでやられたわけですが、この県民という

中に、いろんな事業者も入るわけですが、小規

模事業者のところ、いわゆる商店とか飲食業と

か、そういうところのLPガス地域で事業を営ん
でおられる方々に対して、その制度の適用がな

かったわけですね。それで、産業労働部に言っ

て、それを県民と同じようにそういう事業者、

大きな工場にはあったのね、その制度が。小さ

な事業所にだけそこが抜けとったわけよ。それ

で、産業労働部にお願いをして、それは公平に、

皆さん一律にやろうよということで、渋々産業

労働部の担当の誰やったか知らんけど、「ちょ

びっとやったって何もならんでしょう」とか、

ぶつぶつ言いよったけど、よそがしよるのにと、

よその県がね。長崎県だけせんというのはおか

しいじゃないかということで、それは効果のほ

どはどれぐらいかというのは、私もきちっと計

算したわけではないのでようわからんけど。

ただ、その補助をするのはいいけど、どうや

ってやるか。産業労働部ではとてもできません、

県のガス協会が受け持ってくれませんとか、そ

ういういろんなできない理由をいっぱい積み上

げとらしたわけよね。

それで、最終的には、危機管理部でそこまで

引き受けてやろうということになったようなん

じゃけど、その経緯とその結果についてお伺い

をしたいと思います。

【松尾消防保安室長】 LPガスの一般消費者料
金高騰対策支援事業につきましては、消防保安

室の方で6月補正においては一般消費者向けと
いうことでやっております。

11月補正分につきましても、消防保安室の予
算としては一般消費者向けですが、委員おっし

ゃるように事業者も一部入りますので、それに

つきましては産業労働部の方から再配当いただ

きまして、一般消費者と同じような形で支援を

するようにして、今現在、実施しているところ

でございます。

【吉村委員】結果的によかったということにな

るんじゃけど、そうであれば、最初からそうい

う話ができたもんなのか、できなかったのか。

頼み込まれて渋々受けたのか。今後、また同じ

ようなことが出てきた時に、やっぱり急いで手

当てをしてやるというのが、これは時間が問題

ですから、後になってやってもありがたみが薄

れるわけですけど、今後、そういう時に産業労

働部と一緒になって、そういう配る方の作業は

危機管理部で請け負いますからどうぞというこ

とになるのかどうかなと思っとるんですが、い

かがですか、それ、今後について。

【松尾消防保安室長】一般消費者と同じような

スキームでやる分につきましては、引き続き、

危機管理部消防保安室の方でやらせていただき

たいと思っております。

【吉村委員】そうであればよかったなと思いま

す。

もう一点、これは行政がそこまで、お金じゃ

なくて作業を行政がやれるのかなと。一般の行

政の仕事をずっとやりよって、それでこういう
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補助をしていく作業、これを民間に任せられん

のかとか、大概そういう形でやるのに、LPガス
については危機管理部がそういうことで作業を

やる。中身については、それをどこかに任せた

のか、危機管理部自体でやったのか。今後、そ

こら辺をプロポンガス協会もなかなか渋って受

けてくれなかった。どうして受けてくれんとや

ろうかなと、こう思うんじゃけど、手が足らん。

そこまでの把握ができとらん。都市ガスはもう

大手で、ぱんと管を敷設しとるけんね、いいっ

ちゃけど、プロパンガスはそれぞれの家に持っ

て行って、事業者が小さいので、そういうとの

集まりではなかなか対応が難しいんですよとい

う話になるんじゃけど、頑張ってほしいなと思

いつつも、そこら辺の今後の見通しというか、

そういうところをお知らせいただければありが

たいと思います。

【松尾消防保安室長】 LPガスの支援につきま
しては、現在、消防保安室の方で会計年度任用

職員を雇用いたしまして、いわゆる直営でやっ

ております。

当初は、協会の方に委託をお願いできないか

ということでしたんですけど、なかなか業務が

多忙で難しいという話がありました。

実際やってみまして、販売事業者が大きなと

ころから小さなところまで約300ぐらいあるん
ですが、かなり問い合わせもあっていますので、

直接やった方がスムーズにいったのかなと思っ

ていますので、引き続き、もしやるとしたら同

じようなやり方でやった方が恐らく早いし、経

費的にも安く上がるのではないかと思っており

ます。

【吉村委員】そういう今の答弁で状況がわかり

ましたので、事業者の方が望むのは、素早い対

応が大きな一点ですから、そこに遅れないよう

に、今後ともやっていただくようにお願いをし

ておきます。

以上です。

【石本分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【宮本委員】 おはようございます。

私も危機管理部の先ほどの吉村委員と同じく

LPガス一般消費者料金高騰対策支援事業費に
ついてお尋ねをいたします。

この背景ですね、先ほど吉村委員からあった

とおり、そういうことがあったんだなというこ

とを確認をさせていただきました。ありがとう

ございます。

ちなみに、この7,440万5,000円の減の内容、
そして実績等についてお尋ねをいたします。

【松尾消防保安室長】 LPガス一般消費者料金
高騰対策事業費7,440万5,000円の減につきま
して、まずご説明いたします。

予算を当初組む時に、一般使用世帯の把握と

いうのが県の方でできておりませんで、LP販売
事業者が事故に備えて保険をかけております世

帯数、約30万世帯ということで予算を計上して
おります。

実際にLPガスの使用世帯数が、この数字より
少なく、県内約26万世帯ということになってお
りますので、その分、世帯数の減に伴い予算が

減額となっております。

なお、6月補正で実施しました実績につきま
しては、県内のLP販売事業者、302事業者いら
っしゃいますが、そのうち300事業者、県外販売
事業者で県内世帯へLPガスを供給しておりま
す販売事業者が21事業者で、321事業者が全体
参加していただきしまして、率としては99.4％、
販売事業者に広くご協力をいただいたものと思

っております。

世帯数で見ますと、県内全体で25万8,754世
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帯、LPガスを使用している世帯がございます
が、そのうち25万8,374世帯、率でいうと99.9％
支援することができたと思っております。

【宮本委員】ほぼほぼ行き渡っているというこ

とを確認させていただきました。

今、まさに電気とかガスは、8月からですか
ね、国の方でも支援という話が出ています。LP
ガスについても同様にまた行っていただきたい

ということを併せて要望させていただきます。

以上です。

【石本分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了します。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。

予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が

終了しましたので、採決を行います。

第73号議案のうち関係部分、報告第2号のう
ち関係部分、報告第9号及び報告第12号は、原案
のとおり可決・承認することにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び報告議案は、原案のと

おり、それぞれ可決・承認すべきものと決定さ

れました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【中尾総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

総務部の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第16号 知事専決事項報告「長崎県税条例

の一部を改正する条例」であります。

この条例は、令和6年度税制改正による地方
税法の改正に伴い、令和6年4月1日から施行す
べきものである、住宅と土地の取得に対する不

動産取得税の税率軽減措置を3年延長すること
及び、許可捕獲従事者の狩猟税の税率を2分の1
にする措置を5年延長するため、本県税条例に
つき、所要の改正をしたものであります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

（権利の放棄について）

1件50万円以下である生活保護法第78条費用
徴収金1件の権利の放棄について、地方自治法
第180条の規定に基づく軽易な事項として専決
処分させていただいたものであります。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告いたしますのは、「長崎県行財

政運営プラン2025」に基づく取組についてであ
ります。

令和3年3月に策定した「長崎県行財政運営プ
ラン2025」については、「挑戦と持続を両立す
る行財政運営」、「行政のデジタル改革と働き

方改革」、「多様な主体との連携と人材育成」

を3本柱として35項目の個別事項を掲げて、行
財政改革に取り組んでおります。

令和6年4月現在の進捗状況については、5年
間の取組実績で達成状況を判断する項目も多数

あることから、現時点で目標を達成した項目は

ありませんが、35項目のうち33項目が「順調」、
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2項目が「やや遅れ」となっております。
総務部関係の主な取組の実績としては、県南

地区振興局の再編に関して、令和6年1月に県南
振興局庁舎整備実施設計を完了し、2月には新
庁舎のオフィスレイアウト作成や移転計画策定

等の支援を行う「県南振興局新庁舎オフィス環

境整備支援業務委託」の契約を締結したところ

であります。

また、職員の組織と仕事への貢献意欲や組織

課題を可視化し、各職場や県庁全体の組織改善

に活かすため、エンゲージメント調査を実施し、

対応案や改善に向けた手法を管理職向けに共有

するなど、職員が働きやすい活力ある職場づく

りの実現に向けて取り組んだところです。

さらに、戦略的にデジタル人材育成を推進す

るため、令和5年5月に策定した「長崎県職員デ
ジタル人材育成方針」に基づき、DXリテラシー
向上のための研修などの各種職員研修や働き方

改革強化期間の機会を捉えて、デジタル改革に

ついて理解を深めてもらうための取組など、デ

ジタル人材の育成と意識改革に取り組みまし

た。

今後も、本プランに基づいた県政の改革に積

極的に取り組んでまいりますので、引き続き、

委員の皆様のご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【石本委員長】 次に、危機管理部長より、総括

説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。

配付しております危機管理部の「総務委員会

関係議案説明資料」の2ページをお開きくださ
い。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第79号議案「県が行なう建設事業に対する市町
及び一部事務組合の負担金について」でありま

す。

この議案は、長崎県防災行政無線衛星系設備

再整備事業に関し、市町及び一部事務組合の負

担について定めようとするものであります。

後ほど、基地対策国民保護課長から詳細につ

いて補足説明いたします。

次に、議案外の所管事項について、ご説明い

たします。

今回、ご報告いたしますのは、令和5年度雲仙
岳火山防災協議会の開催について、「特定利用

空港・港湾」の指定について、海上自衛隊哨戒

ヘリコプターの事故について、令和6年度長崎
県総合防災訓練の実施について、令和6年度長
崎県消防団大会についてでございます。

説明資料の2ページをご覧ください。
（令和5年度雲仙岳火山防災協議会の開催につ
いて）

去る3月18日、島原市において、令和5年度雲
仙岳火山防災協議会を開催いたしました。

本協議会は、平成27年度に活動火山対策特別
措置法に基づき、県と島原半島3市が共同で設
置しております。

今回の会議では、雲仙岳の火山活動状況や令

和5年度の協議会の取組状況等の報告を行うと
ともに、警戒区域の設定期限の延長に係る調整

や雲仙岳火山防災計画の修正等について、審議

いたしました。

今後とも、国や島原半島3市と連携し、火山災
害への対策に取り組んでまいります。

（「特定利用空港・港湾」の指定について）
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国は、総合的な防衛体制の強化に資する取組

として、自衛隊や海上保安庁の航空機等が、平

時から空港や港湾を円滑に利用できるように、

国と施設管理者との間で、連絡調整体制を構築

することを進めており、本年4月1日に、全国で
5空港、11港湾を「特定利用空港・港湾」として
指定し、そのうち県内では、国管理の長崎空港

と県管理の福江空港が指定されました。

本県としましては、この枠組みによる自衛隊

等の日頃からの空港利用により、緊急時におい

ても円滑な利用が図られ、本年1月の能登半島
地震でも見られたような自衛隊等による救助・

避難活動や緊急物資の輸送などの応急支援が、

効率的かつ効果的に行われるとともに、民生利

用を目的とした事業の整備促進が期待できるも

のと考えております。また、地元自治体からも

異論のない旨の意向を確認できたことから、今

回の指定に同意したところです。

今後、この取組の着実な実施に向けて、国と

連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する

具体的な運用のための意見交換を行ってまいり

ます。

（海上自衛隊哨戒ヘリコプターの事故につい

て）

別途配付しております説明資料追加1の2ペ
ージと併せてご覧ください。

去る4月20日、伊豆諸島沖において、本県の大
村航空基地所属の1機を含む海上自衛隊第22航
空群の哨戒ヘリコプター2機が、夜間訓練中に
墜落するという大変痛ましい事故が発生しまし

た。

第22航空群は、離島からの急患搬送におい
て、自衛隊法に基づく災害派遣として、これま

で5,200回を超える搬送を実施いただいてお
り、今回の事故後も、大変な状況の中、継続し

てご対応いただいております。

本県としましては、防衛省に対し、お亡くな

りになられた隊員の方々に対する哀悼の意と、

事故後も、離島からの急患搬送にご対応いただ

いていることに対する感謝の意をお伝えしたと

ころです。

今後とも、自衛隊や海上保安庁等の関係機関

と連携し、迅速かつ円滑な搬送に取り組んでま

いります。

次に、説明資料の4ページをご覧ください。
（令和6年度長崎県総合防災訓練の実施につい
て）

去る5月18日及び24日、25日の3日間にわた
り、長崎地区において、地震・大雨等を想定し

た令和6年度長崎県総合防災訓練を実施いたし
ました。本年は、自衛隊など67機関、約850名が
参加しました。

今回の訓練では、地区内の3市町がより実践
的かつ主体的に訓練できるように、主会場の長

崎市に加え、長与町と時津町にも会場を設け、

初めて分散型で実施しました。また、県と3市町
が連携して、発災直後の災害対策本部の立ち上

げなどの初動訓練を初めて実施するとともに、

高層建物からの救出救助訓練など、地域の特性

を踏まえた訓練を実施しました。

今回の訓練により、それぞれの防災関係機関

における対処能力の向上や連携の強化、地域住

民の防災意識の高揚などが図られたものと考え

ております。

今後とも、様々な訓練等を通じて、防災体制

の強化に取り組んでまいります。

最後に、説明資料追加1の2ページをご覧くだ
さい。

（令和6年度長崎県消防団大会について）
去る6月16日、壱岐市において第77回長崎県
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消防団大会が開催されました。

この大会は、地域防災の担い手である消防団

員の士気の高揚と消防防災意識の一層の啓発を

図るため、県内の消防団員等約550名の参加の
もと、消防功労者や消防団協力事業所に対する

表彰を実施するとともに、郷土を災害から守っ

ていく大会宣言や消防団員による活動報告が行

われました。

今後とも、地域防災の要である消防団活動の

充実強化を図り、地域における防災力の向上に

取り組んでまいります。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本委員長】次に、秘書・広報戦略部長より、

所管事項説明を求めます。

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案外の所管事項についてご説明いたし

ます。

秘書・広報戦略部の「総務委員会関係説明資

料」をお開きください。

（戦略的な情報発信の推進について）

県全体としての効率的な情報発信や、実効性

の高い情報発信力の強化を図るため、各部局が

行う情報発信やプロモーション等についてヒア

リングを行い、ターゲットの明確化や適切な情

報発信ツールの選択などの技術的な精査を行う

伴走支援に取り組んでいるところです。

加えて、情報発信の効果の定量的な把握・分

析・評価に向けたモニタリングツールを導入し、

伴走支援を行った事業等について、掲載数やリ

ーチ数などの分析結果をフィードバックするこ

ととしております。

今後も、各部局と連携しながら、戦略的な情

報発信を推進してまいります。

次に、お配りしております「総務委員会関係

説明資料（追加1）」をお開きください。
（株式会社ポケモンとの連携協定締結につい

て）

去る6月28日、長崎県と株式会社ポケモンと
の間で、本県の魅力発信、観光振興及び誘客促

進、県産品の振興などを目的とした連携協定を

締結いたしました。

ポケモンは、アニメや映画、ゲーム、各種グ

ッズなどの国内外を問わず、幅広い世代にたく

さんのファンをもつ、日本を代表するコンテン

ツであります。

県としましては、世界的にも人気が高いポケ

モンと連携することにより、本県へ多くの人を

呼び込むとともに、県民の皆様に本県への期待

感を感じていただきたいと考えております。

今回の協定締結により、県の「推しポケモン」

を設定し、地域の魅力を国内外に発信する活動

である「ポケモンローカルActs」を県内で展開
できることとなり、今後、推しポケモンを活用

した様々な取組が可能となります。

今回、まず第1弾として、県内5市町へのマン
ホールの寄贈、県内事業者と連携したカステラ

の商品化、さらには路面電車やバスのラッピン

グと出発式を行ったところであります。

今後は、県内の事業者や市町に対して、積極

的に推しポケモンの活用を呼びかけるととも

に、県内周遊イベントの開催など、国内外から

の観光誘客や県産品の知名度拡大につながる取

組を促進し、本県の地域活性化につなげてまい

ります。

恐れ入りますが、秘書・広報戦略部の総務委

員会関係説明資料にお戻りいただき、2ページ
をお開きください。
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（「長崎県行財政プラン2025」に基づく取組に
ついて）

「長崎県行財政プラン2025」に掲げる秘書・
広報戦略部関係の項目に関して、その取組内容

をご説明いたします。

秘書・広報戦略部におきましては、全世帯広

報誌やテレビ等の各媒体の特性を活かしなが

ら、県政情報のわかりやすい発信に取り組んで

おります。

令和5年度の取組実績につきましては、全世
帯広報誌のアンケートにおいて、「わかりやす

い」と答えた人の割合が97.3％、長崎県広報の
認知度等アンケートでは、県事業の目的や内容

が「伝わっている」と答えた人の割合が63.8％
となり、それぞれの指標において目標値を達成

できました。

令和6年度におきましても、県民の皆様に必
要な情報がしっかりと届くよう、適切な広報媒

体を活用しながら、より効果的かつ効率的な情

報発信に努めてまいります。

今後も、行財政運営プランの実現に向けて取

り組み、積極的に県政の改革に努めてまいりま

すので、引き続き委員の皆様のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本委員長】 次に、基地対策・国民保護課長

より、補足説明を求めます。

【庄司基地対策・国民保護課長】 それでは、基

地対策・国民保護課関係の議案について補足し

てご説明を申し上げます。

第79号議案「県が行なう建設事業に対する市
町及び一部事務組合の負担金について」補足し

て説明いたします。

補足説明資料1ページをご覧ください。
まず、議案の概要ですが、県と市町及び一部

事務組合に設置する長崎県防災行政無線衛星系

設備及びJアラート設備について、長崎県防災
行政無線衛星系設備再整備事業において一体的

に整備を行いました。

このうち、市町及び一部事務組合に設置した

設備に係る整備費用の一部については、市町等

にご負担いただく必要があることから、当該費

用負担については、市長会、町村会において了

承をいただいております。

この負担金を徴収するに当たっては、地方財

政法第27条において「市町村が負担すべき金額
は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の

議会の議決を経て、これを定めなければならな

い。」とされていることから、議案を上程させ

ていただいたものでございます。

次に、事業の概要ですが、長崎県防災行政無

線衛星系整備は、平成19年度に第2世代システ
ムへ更新し、15年が経過したため、老朽化に伴
う故障が多発したことから、第3世代システム
への再整備を実施したものです。また、システ

ムの一部を共有しているJアラートシステムに
ついても、併せて再整備を実施いたしました。

事業費は、衛星系設備とJアラート設備を合
わせて総額9億4,129万2,000円でございます。
最後に、市町及び一部事務組合の負担金です

が、長崎県防災行政無線衛星系設備は、県と市

町等間の通信を行うための設備であることか

ら、市町等に設置する設備に係る県と市町等の

負担割合を1対1としております。
また、「緊急防災・減災事業債」の交付税措

置があることから、市町等の負担は、交付税措

置を差し引いた額の5割、整備事業費の15％と
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なります。

Jアラート設備は、Jアラート業務規程におい
て受信機関が費用負担をするとされていること

から、市町等の負担は「緊急防災・減災事業債」

の交付税措置を差し引いた全額、整備事業費の

30％となります。
この考えに基づき、市町等の実負担額は合計

で6,307万3,000円となっております。
以上で、第79号議案の内容についての補足説

明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本委員】報告第16号「県税条例の一部改正
について」お尋ねいたします。

これは、説明がありましたけれども、不動産

取得税と狩猟税の軽減税率をそのまま延長する

というふうなことであります。

まず、不動産取得税について、住宅及び土地

に対する税率の特例の延長ということなんです

が、この背景といいますか、これまでずっと4％
が3％に軽減されていたというその背景と効果
というか、そういうところを教えていただけま

すか。

【田端税務課長】不動産取得税の軽減措置に対

するお尋ねでございますけれども、まず、本則

の税率は、不動産取得税4％となっております
が、昭和56年改正時に4％に改正されておりま
す。この時まで3％でございました。この時に住
宅について、5年間に限り3％とする特例措置が
設けられております。

その後、平成15年の改正で、土地についても
3％とする特例措置が設けられ、以後、特例措置

の延長がされて現在に至っております。

これは、住宅取得の促進に寄与するものとし

て軽減税率を設けているものと承知しておりま

す。

【坂本委員】 昭和56年に4％に上がって、平成
15年から特例措置で3％を継続されて、住宅の
取得促進に寄与しているというふうな理解でよ

ろしいですね。ありがとうございます。

それから、次に狩猟税ですけれども、これは

有害鳥獣捕獲許可を受けた狩猟者の税率の軽減

ということで、それぞれありますけれども、こ

れについてはいつ頃からこうした軽減税率が続

いているのかということと、それから軽減です

から、この有害鳥獣の捕獲のためにどれほど効

果が出ているか、その辺の認識をお聞かせくだ

さい。

【田端税務課長】狩猟税に対するお尋ねでござ

いますが、狩猟税の軽減税率につきましては、

平成27年度の税制改正において、有害鳥獣、い
わゆるイノシシや鹿などになりますけれども、

その捕獲の担い手確保が重要であるということ

から軽減税率を設けられたものと承知しており

ます。軽減税率を適用することで、有害鳥獣を

捕獲する担い手の確保ということに寄与してい

るものと承知しております。

【坂本委員】 これは税率がそれぞれ第1種とか
第2種とか、わなとかありますけれども、これが
どれくらい効果を出しているかというのは税務

課の方ではわからないですよね。担当の農林部

あたりに聞かないとわからないということです

よね。

【田端税務課長】 税務課では、すみません、そ

こまで把握はしておりません。

【石本委員長】 ほかにご質疑はございません

か。
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【吉村委員】 今の質問に関連するんじゃけど、

先般説明を受けた狩猟税、有害鳥獣捕獲許可を

受けた狩猟者の税率軽減なんじゃけど、これは

調べよったら、平成16年に狩猟者登録税と入猟
税を統合して創設された税制ということ。これ

は国税になるとかな。地方税、国税、それをま

ず教えてください。

【田端税務課長】 地方税でございます。

【吉村委員】地方税ということは、県税という

ことになっとかな。それも教えて。

【田端税務課長】お見込みのとおり、県税でご

ざいます。

【吉村委員】 今、県税ということを、私も知ら

んやったもんだから確認させていただきまし

た。県税ということは、長崎県が主体的に求め

ることができる税金という考え方でいいんじゃ

ろうと思うんじゃけど、この構造自体は国が主

導してこの狩猟者登録税と入猟税を統合したの

かなと思うんじゃけど。

そうすると、これを見よると、今、軽減税率

とかの話が出たけど、有害鳥獣、イノシシとか

鹿とか、そういうことになるっちゃけど、そう

いうのを捕獲すると。そういう面について税金

を免除していこうという考え方も一つの柱とし

てあるようなんじゃけど。

そうすると、軽減とか言わんで、今頃、イノ

シシの捕獲も、狩猟をする人も後継者が減って

くるというか、そういうことで高齢化もしよる

と。それで、若い人に鉄砲を持ってもらって狩

猟していただくという、箱わなもあるとではあ

るんですが、そういう時にイノシシを捕ると大

変と。もうせんよと、何のため、趣味で鉄砲を

撃つのに免許を取ったのに、イノシシ捕って幾

らかお金もいただくんじゃけど、おもしろくな

いと。協力しないというような声もちょっと聞

いたりするわけよ。それをここで5段階ぐらい
に分けてあるけど、やっぱりその狩猟をすると

した段階で課税されるわけね。軽減はされるけ

ど、払わんばいかんわけよね。だから、これを

いっそのこと、有害鳥獣を駆除するために狩猟

をするという方には、もうゼロでいいんじゃな

かろうかと思ったりするんじゃけど、そこら辺

の考え方について、今後、全国的な流れもある

んじゃろうと思うけど、よその県あたりもこれ

と同じようにするのか。これは国の指導のもと

にこのような数字が出てくるのか。そこら辺の

背景もようっとわからんもんだけんか、そこら

辺について考え方をちょっとお知らせいただけ

ればなと思うんですけど、いかがですか。

【田端税務課長】狩猟税につきましては、法定

内の目的税になりますので、基本的には国の方

で措置されるものと考えております。

なお、今回、条例については2分の1の軽減の
改正でしたが、例えば対象鳥獣捕獲員、市町村

に設置された鳥獣被害対策実施隊の隊員で、主

に有害鳥獣の捕獲に従事する方につきまして

は、課税免除という措置もございます。

今回、お知らせしているのが、条例の方で税

率をうたっておりますので、その税率分の軽減

措置ということで改正をさせていただいたとこ

ろでございます。

【吉村委員】私も勉強不足で、そこら辺よくわ

からんやったんじゃけど、そういう有害鳥獣を

捕獲するという目的でやる場合は課税免除とい

うこともあるというお話なので、そこら辺の状

況について、後もってお知らせいただければい

いんですけれども、そういうことで、いわゆる

捕獲をする人たちの精神的な重荷感というか、

してやらんばいかんと思いよらすんじゃけど、

その裏側で、なんでここまでせんばとやろうか
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とか、山から引き出すにしても大変だとか、1頭
捕獲すれば幾らか助成金があるけど、それをも

らうためにやるのも大変やとか、いろいろ声が

あるので、そこら辺を皆さんの声をまとめて、

やっぱり捕獲はしてもらわんといかんしね、ま

だまだイノシシもたくさん出てきて困っとるん

よね。だから、そういう意味では、こういう狩

猟をされる方々の協力が得られる体制づくりと

いうのを念頭に置いてやっていただけばなと思

うので、今後とも、そういうところで鋭意考え

方を整理しながら、皆さんの意見も反映させて

いただければと思いますので、よろしくお願い

します。

【石本委員長】 ほかにご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第79号議案及び報告第16号については、原案
のとおり可決・承認することにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決・

承認すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策

に関する提案・要望の実施結果」について説明

を求めます。

【黒島秘書課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保などに関する資料」につきまして、私か

らご説明をさせていただきます。

「政策等決定過程の透明性等の確保及び県議

会・議員との協議等の拡充に関する決議」に基

づき、本委員会に提出しております秘書・広報

戦略部関係の本年2月から5月までの実績に関
する資料について、ご説明いたします。

資料の2ページをお願いいたします。
1,000万円以上の契約案件につきましては、

長崎県関係人口情報発信業務（動画制作等）委

託、長崎県県外パブリシティサポート業務委託

（首都圏・関西圏等）、広報テレビ番組「みジ

カなナガサキ」放送等業務委託の3件でござい
ます。契約内容につきましては、記載のとおり

でございます。

資料の説明は、以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【小林総務文書課長】 まず、「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出しております総務部関係の資料についてご説

明いたします。なお、今回の報告対象期間は、

令和6年2月から令和6年5月までとなっており
ます。

2ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございます

が、今回の報告対象期間における実績は、計8件
であり、各契約の内容は資料に記載のとおりで

ございます。

また、3ページから5ページにつきましては、
入札結果一覧表を添付いたしております。

6ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告でございますが、今
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回の報告対象期間における実積は、長崎県行政

不服審査会が2件、長崎県公益認定等審議会が1
件、長崎県情報公開審査会が3件、長崎県個人情
報保護審査会が4件、長崎県出資団体点検評価
委員会が1件の計11件となっております。それ
ぞれの会議の結果につきましては、7ページか
ら17ページにお示ししております。
以上で資料の説明を終わらせていただき、続

きまして去る6月中旬に実施いたしました令和
7年度政府施策に関する提案・要望について、総
務部関係の要望結果をご説明いたします。

令和7年度政府施策に関する提案・要望につ
いて、総務部関係をご覧ください。

総務部関係におきましては、「地方創生・人

口減少対策に必要な財源措置の充実」について、

要望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、総務省に対し、

知事、議長、総務部長から要望を行いました。

このうち、地方創生・人口減少対策に必要な

財源措置の充実については、地方の実績に沿っ

た行政サービスが提供できるよう一般財政総額

の確保を図ることや、「地方創生推進費」等の

継続及び離島・半島など条件不利地域への配慮

について、強く要望を行いました。

これに対しまして、松本総務大臣からは、「今

年度と同水準の一般財源総額の確保に取り組ん

でまいりたい。また、『地方創生推進費』等に

つきましても、条件不利地域に配慮しながら対

応していきたい」とのご意見をいただきました。

以上が総務部関係の要望結果でありますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に向

け、引き続き、取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【飛永防災企画課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります危機管理部関係の本年2月から5月ま
での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきましては、

令和6年度長崎県防災行政無線施設保守業務委
託など3件であり、契約内容につきましては、記
載のとおりであります。また、入札結果一覧表

を3ページに添付しております。
続きまして、資料4ページから5ページになり
ますが、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、本年2月から5月に県議会議長宛てにも
同様の要望が行われたものにつきましては、松

浦市からの要望が1件となっており、具体的な
要望項目及び県の対応につきましては、記載の

とおりでございます。

最後に、資料の6ページからになりますが、附
属機関等の協議結果について、本年2月から5月
に行った会議の結果報告といたしましては、長

崎県防災会議の1件となっており、その内容に
つきましては資料7ページから8ページに記載
のとおりでございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

次に、6月中旬に実施いたしました令和7年度
政府施策に関する提案・要望について、危機管

理部関係の要望結果をご説明いたします。

危機管理部関係におきましては、佐世保港に

おけるすみ分けの早期実現等、自衛隊に係る防

衛施設整備等の推進、原子力災害対策、雲仙砂

防管理センターの体制の充実による「防災・減

災」機能の継続及び九州大学地震火山観測研究
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センターの充実強化の4項目について要望を実
施いたしました。

要望実績といたしましては、外務省、防衛省、

総務省、内閣府、文部科学省に対し、知事、議

長、危機管理部長により要望を行いました。

このうち、佐世保におけるすみ分けの早期実

現等、自衛隊に係る防衛施設整備等の推進につ

いては、穂坂外務大臣政務官から、前畑弾薬庫

の移転・返還については、「平成23年から事業
が進んでいないことは認識しており、米軍にも

そのことは伝えている。早期の解決に向けて努

力していきたい」とのご意見を、鬼木防衛副大

臣からは、「火薬庫という特殊性から、慎重に

検討を重ねる必要があることから時間を要して

いる。日米間の検討作業を加速させ、問題解決

に向けて最大限努力していきたい」とのご意見

をいただきました。

また、6月18日には、危機管理部長が九州防衛
局に出向き、要望活動を行ったところでありま

す。

以上が危機管理部関係の要望結果であります

が、今回の政府施策に関する提案・要望の実現

に向け、引き続き、取組を行ってまいります。

以上で報告を終わります。

【石本委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。

なお、審査対象の陳情番号は5、6、7、８とな
っております。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】意見がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【宮本委員】 1点確認させてください。
「政策等決定過程の透明性等の資料」の危機

管理部の防災企画課、先ほどご説明いただいた

分の資料の2ページになるんですけれども、令
和6年度長崎県防災ヘリコプター運航管理業務
委託、約1億3,000万円についてお尋ねいたしま
す。

これは防災ヘリコプターの業務ということ

で、確認ですが、この内容をお聞きしたいのと、

そもそも防災ヘリコプターは県に数台あると、

1台ではないと思うんですが、これは何台分な
のかということ、まずこの内訳を教えてくださ

い。

【飛永防災企画課長】県が保有いたします防災

ヘリコプターにつきましては1台でございま
す。この1台の防災ヘリコプターを運航してい
ただくために運航管理をORCの方に委託いた
しておりまして、この1億3,000万円程度の金額
がその運航管理委託費ということでございま

す。

【宮本委員】 １台ですね。わかりました。これ

は防災ヘリコプターに係る管理業務ということ

で、これは部品の修理とかではなくて、あくま

でも運航を管理するソフトの面での費用という

理解でいいのか、年間の修理はまた別ですよと

いうことなのか、そこも併せて確認をさせてく

ださい。

【飛永防災企画課長】この運航管理委託の中身

といたしましては、まず、操縦していただくと

いうことが大きいところでございます。それと
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整備につきましても、一定レベルの整備までで

ございます。いわゆる耐空検査を通るために必

要な検査等につきましては、メーカーによって

メーカーが行う検査が必要になりますので、そ

れに至らない軽度な整備につきましては、この

委託の中に入っております。

【宮本委員】 最後、1点だけ。
防災ヘリコプターにかかる費用というか、年

間これ以外にもいろんな費用というのがかかっ

てくるかと思いますが、そのほかのを合わせて

年間どれくらいの防災ヘリコプターに対しての

費用がかかっているのか、わかれば教えていた

だければと思います。

【飛永防災企画課長】ヘリの運航経費につきま

しては、大きく申し上げまして、先ほど申しま

したORCに対しての運航の委託費がございま
す。これが1億3,000万円でしたけれども、おお
むねそれくらいでございます。

そのほかに燃料費が、これも幅が当然ござい

ますけれども、年間1,000万円程度でございま
す。

そのほかに、いわゆる整備費用、300時間ごと
に整備点検などを行って、これはメーカーの方

に委託するということで先ほど申し上げました

けれども、こういった費用が、これも実は幅が

非常に、古くなってくれば、その分点検項目が

増えていって費用が高くなるという傾向がござ

いますけれども、この10年間程度を平均いたし
ましたところ、9,600万円程度ということで計
算をいたしております。こういったところを合

計いたしますと、年間2億7,000万円程度の金額
になろうかなと試算をしております。

【宮本委員】最後と言いましたけれども、あり

がとうございました。大体2億7,000万円ぐらい
ということで確認いたしました。

これが最後です。この防災ヘリコプター、ど

れくらいになりましたか。何年ものという言い

方が適当ですかね。どれくらいたっているのか

をお聞かせいただければと思います。

【飛永防災企画課長】現行の防災ヘリコプター

は、平成24年3月に納品をいたしておりまして、
12年程度経過しているという状況でございま
す。

【石本委員長】 ほかにご質問はございません

か。

【冨岡副委員長】資料を共有させていただきま

す。今日は、まだ時間も早いのでですね。すみ

ません。

1,000万円以上の契約の長崎県職員研修業務
委託についてでございます。こちらについて、

その業務委託内容、研修の内容、それと対象者

及び対象者数、そして実施回数、昨年の実績、

そして受講者の評価について教えていただけた

らと思います。

【井手新行政推進室長】職員研修につきまして

お答えいたします。

こちらにつきましては、長崎県職員に対する

研修経費として上げているもので、2年間の契
約期間となります。

ご質問がございました令和5年度の実績です
が、研修につきましては指名研修と希望研修が

あり、指名研修につきましては階層別、例えば

新規採用職員やそれぞれの職階に応じて研修を

行っておりまして、27回の回数に対して、県職
員の受講者は1,395名となっております。
また、希望研修につきましては24回のメニュ
ーがあり、445名の方にご参加いただいており
ます。

【冨岡副委員長】回数などいただきました。あ

と、もし受講者の評価というか、多分アンケー
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トなどをとられているかもしれませんので、そ

の辺をお聞かせいただけたらと思います。

【井手新行政推進室長】職員研修につきまして

は、研修を受講した職員に対しましてアンケー

トを実施しており、研修の有益度を評価してお

ります。

有益であったという評価90％を目標にして
おりますが、令和4年度の実績ではありますが、
95％と目標を達成している状況でございます。
【石本委員長】 ほかに質問はありませんか。

次に、「政府施策に関する提案・要望の実施

結果」についてご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【松本委員】 それでは、秘書・広報戦略部の関

係説明資料の追加1です。株式会社ポケモンと
の連携協定締結についてと。

「去る6月28日、長崎県と株式会社ポケモンと
の間で、本県の魅力発信、観光振興及び誘客促

進、県産品の振興などを目的とした連携協定を

締結いたしました。」という、報道でも出てお

りました。

今回のポケモンとの連携協定の経緯、それと

なぜポケモンを選んだのか。そして、もう一つ

「推しポケモン」の「デンリュウ」というのが

出ていますが、これもなぜデンリュウになった

のかという経緯も含めてお尋ねいたします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回の連携協定

締結のきっかけや経緯でございますけれども、

令和3年度、企画部の方で主催いたしました若
者の皆さんと長崎の未来などについて意見交換

を行います「NEXT長崎ミーティング」におき
まして、若者の皆さんから、他県でも事例があ

るポケモンを活用した地域活性化の提案がござ

いまして、当時、企画部において、その提案を

受けて内部検討を開始いたしました。

ご案内のとおり、ポケモンはゲームやアニメ、

グッズ販売など、日本だけでなく世界にも人気

が高く、また、幅広い世代に人気があるコンテ

ンツであることや、既に株式会社ポケモンの方

では、地域との連携を進められていたこともあ

りまして、連携をお願いしてみようということ

になりました。

その後、令和4年度に株式会社ポケモンに連
携をお願いいたしましたところ、当初は、他県

でも既に複数県取り組んでいるということ、そ

れから、かなり問い合わせが多いということで

難しいとのお返事をいただきましたが、本県の

地域の魅力、それから長崎を元気にしたいとい

う熱い思いをお伝えし、その熱意をお酌み取り

いただきまして締結の運びになったものと理解

しております。

現在、ポケモンは1000種類以上種類がござい
ますけれども、その中でなぜ「デンリュウ」を

選定したかという理由につきましては、このデ

ンリュウの特性といたしまして、しっぽに光が

ございまして、その光が遠く離れた場所にも届

くと、それが灯台を連想させるポケモンと言わ

れております。それが多くの島や灯台を有する

長崎県と親和性が高いということが一つ。

それから、子どもからお年寄りまで、昔から

長崎の人々に親しまれていますわらべ歌「でん

でらりゅうば」とデンリュウの語呂が似ている

ということが2つ目でございます。
3つ目でございますが、ライトポケモンとい

う光のポケモンでございまして、これが長崎市

の夜景、それからハウステンボスの光の王国な

ど、光を観光のテーマとしている長崎県とも親
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和性が高いという、この3点から株式会社ポケ
モンと協議のうえ、「デンリュウ」を選定した

ということになっております。

【松本委員】当初はなかなか、ほかからも引き

合いがきていて厳しかったということですが、

恐らく熱心な選定理由の熱意というか、事前に

もちょっとお話したら、やはり永川課長自体が

ポケモンが好きだということで、その熱意とい

うのが担当者に伝わったというのは、先ほどの

答弁からも伝わってきます。

ほかでもやられていると、今、答弁にありま

した。地域活性化につながるという目的で、こ

のポケモンという会社がやられていることです

が、全国でどのくらいの事例があるのか。また、

他県での活用事例についてお尋ねいたします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回、連携をい

ただきました「ポケモンローカル Acts」の取組
につきましては、現在、他県では9道県ございま
して、本県は10番目の取組となります。
他県における活用事例でございますけれど

も、推しポケモンを活用した電車やバスのラッ

ピングでありますとか、県産品とのコラボ、そ

れから各イベントへ推しポケモンの出演やグリ

ーティング、そのほかポケモンがデザインされ

たマンホールの設置、宿泊施設におけるポケモ

ン部屋の展開、それからマンホールや観光地を

巡る周遊ラリーの実施などがございます。

【松本委員】非常に観光振興や県産品とのコラ

ボとかマンホールの設置とか、かなり影響が大

きいし期待ができるところですが、一般的にタ

イアップといって、アニメとタイアップする場

合は、もちろん費用が通常かかって、キャラク

ターの使用料やロイヤリティも発生すると思う

んですが、そちらに対してはどのような状況で

しょうか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】予算でございま

すけれども、県内21市町に順次設置するマンホ
ールにつきましては、株式会社ポケモンからの

寄贈となりまして、その取付け費用のみ市町が

負担することとなります。

それから、推しポケモンのキャラクターのグ

リーティング等についても、株式会社ポケモン

からの貸与であり、費用は負担しておりません。

それから、民間事業者による県産品とのコラ

ボについても、それもライセンス料もかかって

おりません。また、他県ではポケモン公園を設

置している事例がございますけれども、その公

園の遊具につきましても寄贈をいただけると伺

っております。

【松本委員】 なんかよすぎるというか、結局、

全てほとんど無料ということで、だから、ポケ

モンの会社の方が負担する方が大きくなるわけ

で、それだけ会社自体が地域貢献をしたいとい

うことのあらわれかなと思います。

資料の中にも、第1弾で既にカステラの商品
化等進んでおりますが、これはぜひ活用をしな

きゃ損というか、もう使っても使っても、ロイ

ヤリティも費用もかからないということですか

ら、いかにこれを発信して、そして民間にもぜ

ひ利用していただく、そして、観光振興にもつ

ながっていくと思いますが、これだけの条件で、

時期ですね、どれくらいの期間これを使わせて

いただけるのかお尋ねいたします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回の協定の期

間でございますけれども、令和9年3月31日まで
の約3年間となっておりますが、期間満了の1か
月前までに県や株式会社ポケモンのどちらかか

ら解約の申し出がなければ、その後は1年ごと
に更新されていく条件となっているところでご

ざいます。
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【松本委員】解約申し出がなければ、ずっと毎

年更新ということであれば、商品もずっと引き

続き使えるということですから、非常に大きい

ものと思いますし、ポケモン公園というのも、

多分設置料はかかると思うので、21市町の中で
手挙げで、県立公園でもいいですし、そういう

ので県民の方も、そして観光客の方も大変喜ぶ

と思います。

今、ここは第1弾ということが記載されてい
ますので、今後、第2弾、第3弾というふうに企
画されていくと思うんですけれども、今後ポケ

モンをどう活用していくのか、部長に意気込み

を最後にお尋ねいたしたいと思います。

【陣野秘書・広報戦略部長】 先ほど来、ポケモ

ンとの協定の締結におきまして、今後の地域活

性化に取り組むというお話でございますけれど

も、先ほどご説明させていただいておりますが、

6月28日に連携協定を締結いたしました。これ
につきましては、株式会社ポケモン様との約束

事で、協定締結日にしかオープンにできないと

いうことでございまして、当日の朝にメディア

の関係の皆様にもお知らせしたところ、当日の

お知らせにもかかわらず、多くのメディアの皆

様に来ていただいて取り上げていただきまし

た。

その日のSNSのトレンドも、全国でも上位に
この「デンリュウ」「ポケモン」「長崎県」と

いうことが上位に入ってまいりました、X等の
SNSの中では、ぜひ長崎県に行きたいという反
響もございました。

また、翌日、佐世保市におきまして、ポケモ

ンのマンホール、通称「ポケふた」と申してお

りますが、ポケふたのお披露目、さらにラッピ

ングバスのお披露目につきましても、これまた

急なお知らせにもかかわらず、多くの親子連れ、

さらにはポケモンのコスプレをした若い方も多

く参加していただきまして、大変な反響と考え

ております。

それだけ、先ほど来、ご説明させていただい

ておりますが、ポケモンの発信力、国内外を問

わず、幅広く愛されているポケモンをぜひ活用

させていただきたいと思っております。

課長からもご説明させていただきましたが、

基本的にはライセンス料等は無料という形でご

ざいます。一点、ポケモンが築いている世界観

を崩さないようにという条件はございますけれ

ども、株式会社ポケモンの皆様からも、ぜひ様々

な事業者の皆様、市町の皆様からアイデアをい

ただければ検討させていただきたいというご提

案もいただいております。

また、ぜひ長崎県ならではの取組をやりまし

ょうという形でのお考えも示されておりますの

で、こちらにつきましては、もちろん長崎県庁

の庁内各部局にも、私自ら足を運びまして、活

用の検討をお願いしたいと思っておりますし、

市町、民間事業の皆様にも、ぜひ活用の働きか

けをしまして、長崎県の観光誘客、県産品の振

興につなげていきたいと考えております。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【宮本委員】それでは、私からも議案外で質問

させていただきます。

まず、秘書・広報戦略部からです。松本委員

からもありましたが、株式会社ポケモンとの連

携協定締結についてお尋ねいたします。

先ほど、課長からも話がありまして、経緯、

令和3年10月4日、NEXT長崎ミーティングがあ
りまして、ちょうど私もオンラインで参加をし

ていて、その当時、永川課長は別の課の担当で、

2人で聞いていて、まさかこうなるとは思って
おりませんでしたが、そのNEXT長崎ミーティ
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ングでは、いろんな若い職員さん方が集まって、

外部の方来ていただいて、いろんな声があった

んですね。その中の一つに推しポケモンで長崎

を活性化したいという県庁職員の若い方がいら

っしゃって、当時、私もアニメツーリズムを推

進していたこともあって共感を覚えて、これは

すばらしい発案だと思って、これがうまくいく

ようにとずっと願っていて、2年半たってこの
ような形で実現したということは非常にうれし

く思って、粘り強い執念だなというふうに改め

て思いました。その当時の県庁職員は今どちら

にいらっしゃるかわかりませんが、敬意を表し

たいと思いますし、永川課長もここまでずっと

粘り強く対応して、このような形で提携ができ

たということは、改めてすばらしいことである

と考えております。

これに関連して、いろんな業界、県内の業者

の方からコラボしたいという声もいただいてい

ます。一緒になって推しポケモン、デンリュウ

と県内の業者がコラボして、もっとアピールを

したいという申し出もあるんですけれども、そ

ういう県内の他事業者との連携について、どの

ような形でできるかわかりません。先ほどポケ

モンの世界観を崩さないようにという部長の説

明もあったとおり、そこは守っていかなければ

ならないと考えますけれども、これを機に県内

の業者がもっともっと活性化できて、県をアピ

ールするお手伝いをするというのはすばらしい

ことだと考えますが、それについてできること

が、可能なことがあれば教えていただければと

思います。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】県内事業者との

連携につきましては、ぜひ積極的に行っていき

たいと考えております。ただ、先ほど部長から

も答弁申し上げましたように、ポケモンの世界

観を崩さない中で何ができるかを、株式会社ポ

ケモンと協議をしながら検討していきたいと考

えております。ぜひ、イベントも含めて検討し

ていきたいと考えております。ただ、内容につ

きましては、県の共催や後援について、そうい

った視点でご支援ができるイベントかどうかも

含めて、しっかり検討してまいる必要があるの

かなと考えておりますが、ぜひ積極的に活用し

てまいりたいと考えているところでございま

す。

【宮本委員】ありがとうございました。どうか

検討していただければと思います。これは、佐

世保でも、先ほど部長からもあったとおり、多

くの方が来ていただいていて、非常に全国的に

は注目すべき取組なので、ポケモンを活用した

観光振興に向けても尽力していただきたいと思

います。

その一方で、「がんばくん」・「らんばちゃ

ん」大丈夫かなという心配もあります。ポケモ

ン課長に押されて、「がんばくん」・「らんば

ちゃん」が埋ずまっていくんじゃないかと思う

んですね。棲み分けを今後どうされるのか。「が

んばくん」「らんばちゃん」とデンリュウとの

棲み分け。「がんばくん」・「らんばちゃん」

よりもデンリュウの方でＰＲした方が長崎はも

っともっと活性化するようなイメージもあるん

ですけど、それはそれとして、「がんばくん」・

「らんばちゃん」は、「がんばくん」・「らん

ばちゃん」として応援していく必要があると思

うんですが、このすみ分けについてお尋ねいた

します。

【松浦広報課長】ポケモンフィーバーと言える

状況の中、「がんばくん」・「らんばちゃん」

にまで思いを寄せていただきまして、ありがと

うございます。
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デンリュウにつきましては、先ほどから答弁

で申し上げておりますとおり、全国的に高い、

県内外について高い知名度、人気を誇っており

ます。という状況ですので、まずはデンリュウ

につきましては、長崎県のイメージアップや交

流人口の拡大等を目的とした事業に活用してい

くのが適当ではないかと考えております。

一方で、「がんばくん」・「らんばちゃん」

ですが、平成26年の長崎がんばらんば国体大会
が終了した後も、県主催のイベント等に参加す

るなど、県の広報活動に取り組んでいるところ

でございます。

昨年夏に行いました県政モニターのアンケー

トにおきまして、「がんばくん」・「らんばち

ゃん」の認知度というのは今でも9割を超えて
いる状況でございます。ですので、こうした県

内での認知度の高さというものを活用いたしま

して、主に県の行事とか式典等に引き続き活用

していければというふうに考えております。

【宮本委員】お二人で頑張っていただければと

思いますが、ちなみに、来年、ピースながさき

文化祭がありますが、ここにデンリュウが来る

というのはそぐわないのかな。果たして可能な

のかどうか。今わかっていることがあれば、そ

れで応援していただければいいかなとは思いま

すが、それについてはいかがでしょうか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】ながさきピース

文化祭でのデンリュウの活用でございますが、

県が主催するとか、もしくは自治体が主催する

イベントでございましたら、恐らく活用は可能

だと思いますが、株式会社ポケモンと協議・検

討を行ってまいりたいと考えております。

【宮本委員】どうかご検討いただければと思い

ます。

ともあれ、NEXT長崎ミーティングで出た大

事な案でありますし、若い職員の案がここまで

くるというのは、これは非常に大切にしていた

だいて、株式会社ポケモンとの連携も、各市町

との連携もとっていただいて、有効活用してい

ただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

次に、危機管理部についてお尋ねいたします。

今、大雨等もあって、各地で様々な災害も出

ておりますので、災害対策という観点から幾つ

か質問いたします。

まず、1つ目ですけれども、「耳で聞くハザー
ドマップ」というのがありまして、これは富山

県、福岡市が導入しておりますが、視覚障害者

が防災情報を音声で得られるというものであり

ます。アプリが必要なんですが、GPSによって
現在地を特定して、その場所と周辺の洪水、津

波、高潮、土砂災害などの情報を耳で聞く、音

声で案内をしてくれるというものであります。

外国人にも対応しているということで、障害者

のみならず、一般の方にとっても非常に有効な

ものがあるんです。これは非常に有効だと考え

ているんですが、この「聞くハザードマップ」、

これについて、まず県の見解をお尋ねいたしま

す。

【飛永防災企画課長】「耳で聞くハザードマッ

プ」についてでございます。

災害から命を守るためには、危険な場所から

の避難というものがまず重要でございます。ハ

ザードマップの情報、一般的には目で見るしか

ないわけでございますが、そうした情報につき

まして、音声情報として確認できるツールとい

うことでお伺いいたしておりますので、特に視

覚障害をお持ちの方にとっては一定有用であろ

うというふうに考えております。

【宮本委員】非常に有効だと私も考えておりま
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すが、この導入について、県としてどう捉えて

いるのか、お尋ねいたします。

【飛永防災企画課長】耳で聞くハザードマップ

を本県で導入していくことについてでございま

すけれども、今後、特に有用と思われる利用に

なられる視覚障害者の方々のご意見というもの

をまずお伺いする必要があるだろうというふう

に思っております。

それから、ハザードマップ自体は、市町にお

いて整備すべきものという役割分担もございま

すので、市町との協議をするなどいたしまして、

まずは情報収集を行っていきたいと思っており

ます。

【宮本委員】 国も6月28日に防災基本計画とい
うのを修正いたしました。その中においては、

福祉的支援というものも盛り込んであります。

よって、こういうことに関しては、国の方も福

祉的支援という観点からすると、「耳で聞くハ

ザードマップ」などの導入は、国も推進してい

く方向性であろうと考えております。

一方で、団体の方々との意見交換、どういっ

たお考えをお持ちなのかという視点も大事だろ

うと思いますので、どうか検討いただければと

思います。恐らく費用はそうかからないはずで

すから、アプリと通信費用、その他導入費用が

あるのかもしれませんけれども、安価で済む形

なので、どうか検討していただければと思いま

す。また、この耳で聞くハザードマップについ

ては、一般質問等々でも取り上げさせていただ

ければと思いますので、ご準備のほどよろしく

お願いいたします。

もう一点、今度は災害の支援対策についてお

尋ねいたします。

これは情報集約という観点から、同じ会派の

川崎議員が令和6年2月定例会で提案をいたし

ました。トイレカー、トレーラーハウス、キッ

チンカーによる支援体制ということで取り上げ

まして、今、島原に一つトイレカーというのが

ありまして、能登半島地震においては非常に活

躍したということがあります。

それに伴って、トイレカー、トレーラーハウ

ス、キッチンカーというのは、こういったもの

を整備することによって、災害が起きた時に、

いち早く現場に行って対応が可能となるもの、

実際、実例も出て、実積も出ております。

当時、危機管理部長の答弁では、意見交換を

行い、検討していくということもありましたが、

再度、こういったトイレカー、トレーラーハウ

ス、キッチンカー、川崎議員に言わせれば

TKB48という発言もありましたが、これに対し
て検討状況についてお尋ねをいたします。

【飛永防災企画課長】ご指摘のトイレカー、キ

ッチンカー、トレーラーハウスといった、いわ

ゆる資機材につきましては、今回の能登半島地

震において高い評価を受けていたというふうに

認識をいたしております。

先日、能登半島地震を踏まえた災害対応検討

ワーキンググループ、国におけるワーキンググ

ループでございますけれども、こちらの方での

検討などが第1回ということで始まったところ
でございます。

まず、このトイレカーについてでございます

けれども、先ほどのワーキング会議におきまし

ても検討が始まっておりまして、まだ始まった

ばかりでございますので、今後の国の検討の状

況等々踏まえながら、市町における災害時のト

イレの確保について検討してまいりたいという

ふうに思っております。

トイレカーにつきましては、その有効性は既

に明らかでございますので、せんだって行いま
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した市町との意見交換会におきましても、国の

財政措置、緊急防災減災事業債がございますの

で、そういったものを活用して整備の検討をい

ただくようにお願いをしたところでございま

す。

続いてキッチンカーについてでございます。

こちらも同様に国のワーキンググループにおき

まして検討が行われていくというふうに認識を

いたしております。そうした国の取組も踏まえ

ながら、こちらも検討してまいりたいと思って

おりますけれども、まずは県としましても並行

いたしまして、県内のキッチンカーの団体がご

ざいますので、そうした皆さんと協定の締結

等々できないかということについての協議を始

めているところでございます。

続いてトレーラーハウスにつきましても、同

様に国のワーキンググループ等々におきまして

検討が行われておりまして、平時から、あらか

じめ登録してデータベース作成しておきまし

て、被災者の人数に合わせて提供方法を検討す

るというようなことでの方向性が、一定考えが

示されているところでございます。

こうした国の取組を踏まえながら検討してい

きますし、こちらも並行いたしまして、既にほ

かの都道府県と協定を結んでおられる事業者、

団体がございまして、そちらと電話で情報収集

をさせていただいたところでございます。

トイレカー、キッチンカー、トレーラーハウ

ス、いずれにつきましても、こうした国の動き

などを捉えながら、今後、取り組んでまいりた

いと思っております。

【宮本委員】先ほど私が申しました防災基本計

画の修正の中には、指定避難所の衛生管理の整

備というものもあって、簡易トイレ、トイレカ

ー、トイレトレーラーなどが明示されたところ

ですので、今後、快適なトイレの設置について

は、市町にも国からの要請等々もありますので、

引き続き検討をしていただいて、導入できるよ

うな形で対策を練っていただければと思いま

す。やはり特にトイレは、非常に重要なので、

その点については十分配慮いただければと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

それともう一点ですが、「Live119」というも
のがあって、映像通報システムというのがあり

ますが、これについて県の導入というか、これ

についての県の見解をお尋ねいたします。

【松尾消防保安室長】 「Live119」につきまし
てのお尋ねでございますが、県内で導入してい

る消防本部は現在のところございません。民間

事業者が提供するサービスで、消防庁の考え方

が現時点では示されておりませんので、財政措

置の対象になっていないところでございます。

他県において導入も少しずつ進んでおります

が、それぞれの消防本部での判断となりますの

で、県としても他県の状況とか、国の財政措置

の状況など、情報収集したいと思っております。

【宮本委員】先日、これによって命が救われた

という報道もありましたので、非常に有用な手

段だなと考えておりましたが、動向を注視して

いただればと思います。

もう一個の救急についてですけれども、「♯

7119」救急安心センターの設置、これは2月の
委員会でもありましたが、今の状況についてお

尋ねいたします。

【松尾消防保安室長】 救急安心センター事業

「♯7119」についての現在の取組状況というこ
とですが、現在、事業開始に向け、運営業務を

委託する事業者の選定や♯短縮ダイヤルに関す

る消防庁や通信事業者との手続きを行っている

ところでございます。
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運営業務委託業者の選定につきましては、4
月23日付けで公告を行い、6月10日を期限とし
て企画提案書の提出を求めたところ、9事業者
からの提出があったところでございます。これ

を、外部委員を含む審査委員会で審査を行い、

契約候補となる1者を選定し、今後、契約を締結
する予定としております。

事業者と契約を締結した後、体制等の確認や

回線の準備、医療機関情報の受け渡しなど、事

業開始に向けた準備を行うとともに、消防庁や

通信事業者との手続きについても並行して進

め、8月からの事業開始に向けて、現在、準備を
進めているところでございます。

【宮本委員】 8月からということで、コールセ
ンター方式だったですよね。よって、8月から、
できるだけ早めにスタートしていただければと

思いますし、非常に「♯7119」、県民の皆様方
にとっては救急車を呼ぶ前に、緊急な時に活用

できる大事な取組ですので、いち早く取組をし

ていただきたいということを併せて要望させて

いただきます。

以上です。

【石本委員長】審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時半から再開し
たいと思います。

しばらく休憩します。

― 午前１１時３９分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案外所管事務一般に対

する質問を行います。

ご質問はありませんか。

【小林委員】少し財政の問題について教えてい

ただきたいと思っております。

まず、令和5年度の専決の状況ですが、最終専
決はどういう内容になっておりますか。

【苑田財政課長】 令和5年度の最終専決額につ
きましては、議案の方にもございましたけれど

も、128億円の減となっております。
専決の減の主な内容としましては、コロナの

関係の、例えば病床を確保するための補助金な

ど補助費等で、合計で60億円ほどの減、公共事
業や災害復旧費といったハード関係の減が50
億円ほどございます。

また、専決の増の内容としましては、県債管

理など、色々な基金への積立金がございますが、

これが38億円ほど増といったところが主な内
容となっております。

【小林委員】 財政課長、要するに128億円の減
額補正と、こうなっておるわけですね。そうす

ると、ここに60億、32億、17億、それから11億、
それから基金がプラス38億と、こうなっている
わけですね。これがトータル128億円と。こうい
う状況になっておりますが、まず、職員給与費

の11億円、これは、内容としてどんなものか、
おわかりになりますか。

【苑田財政課長】こちらの主な内容としまして

は、給料関係の実績などの減で、まず、給料と

手当の合計で4億2,000万円ほどございます。ま
た、共済費の実績の減が6億5,000万円ほどで、
全体で約11億円の減となっております。
【小林委員】そうしますと、県債管理基金等の

積立金の増ということで38億円、これは非常に
助かっているわね。これがしょっちゅうあれば

いいんだけれども、なかなかそうはいかんだろ

う。そういうことで、職員給与費の減の11億円
というのは、今説明があったような受け止め方

ですね。

そうすると、財源調整のための基金の最終的
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な見通し、これはどういうふうに考えています

か。

【苑田財政課長】財源調整のための基金の見通

しでございますが、昨年9月に公表しました中
期財政見通しの中でも、この令和5年度につき
ましては基金の取り崩しによらない財政運営を

達成できる見込みで見通しを立てておりました

が、令和5年度、専決後の状況といたしまして、
県税収入なども過去2番目の1,344億円を確保
できたことなどもありまして、見通しどおり基

金を取り崩さない財政運営を達成できる見込み

でございます。

また、先ほどお話がありましたけれども、臨

時的な要素としまして、令和5年度は地方交付
税の臨時的な増額が、国の税収の増もありまし

て20億円ほどなされたところもございまして、
最終的に財源調整のための基金の残高といたし

ましては、令和4年度末の353億円から28億円増
加いたしまして、381億円となる見通しでござ
います。

【小林委員】 何としても令和5年度も基金を取
り崩さないと、基金を取り崩さない財政運営と、

こういうふうな考え方で、総務部長をはじめ財

政課長、その他関係の皆さんが大変ご尽力をい

ただいていると、こういうふうに受け止めて、

大体381億円、こういう数字が出てきておりま
す。これは非常にありがたいことでございまし

て、そういう見通しを立てていることは、これ

からも令和7年度、どういう格好になるかとい
うことなんだけれど、今後の財政運営を我々が

考えてみる時に、果たしてこのままの状況で継

続することができるであろうかと、そこのとこ

ろが一番大事なことなんですね。そう簡単なも

のではないだろうと。やっぱり相変わらずエネ

ルギーの高騰、あるいは食品価格の高騰と、県

民の皆さん方の生活、また取り巻く経済環境、

こういうことについても、そう並大抵ではなか

ろうということを考えていけば、よっぽどしっ

かりした財政運営をしなければやっていくこと

ができないんじゃないのかと。

こういうようなことで、今後の本県の財政運

営をどういうふうに考えておられるのか、その

辺についてお尋ねをしたいと思います。

【苑田財政課長】まず、今後の財政運営の見通

しの部分でございますけれども、中期財政見通

しにおきましても、令和6年度までは基金を取
り崩すことのない財政運営というのが実現でき

る見通しとしておりますけれども、令和7年度
以降につきましては、社会保障費が近年増加し

ているということに加えまして、地方債の償還

に伴います公債費の増も見込まれておりまし

て、中期財政見通しにおきましては、この社会

保障関係費と公債費の合計で、令和10年までの
5年間で約108億円ほどの増が見込まれている
ところがございまして、全体の収支の状況とし

ましても、令和7年度以降は年間で約10億円か
ら20億円ほどの財源不足が生じまして、いわゆ
る財源調整のための基金を取り崩さざるを得な

い状況が見込まれているところでございます。

そのような中の対応といたしまして、当然そ

うした状況をできるだけ収支が見合うようにし

ていかなければいけないと思っておりますの

で、引き続き、事業の選択と集中といったよう

な精査、併せまして、歳入の面でも国の補助金

や交付税措置のある有利な地方債の活用など、

様々、歳入・歳出両面からの収支改善、事業の

精査を含めて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

【小林委員】今後の財政見通しをどのように考

えているのかと、果たして財源確保は大丈夫か
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と、この種の質問をしているわけですが、令和

6年度までは基金を取り崩さないと、こういう
方向は見えていると。

そうすると、令和7年度からは、前々から言っ
ているように基金もこれは不足をすると。こう

いうことで取り崩しがいよいよ始まるんではな

いかと、こういうことを懸念しておりますが、

そうすると、例えばその要因は何かと。いつも

言っているように、公債費比率は相当、いよい

よ借金を払わなければいかん、新幹線等はじめ。

それから社会保障費、これも相当ばかにならん

というような形で、特に借金払いとかなんかは

106億円ですか。106億円、これは大体いつから
いつまでのことを106億円と言っていらっしゃ
るんですか、借金払いは。

【苑田財政課長】 令和5年度と比較いたしまし
て、令和10年度までの5年間で社会保障関係費
が65億円、公債費で43億円、合計108億円を見
込んでいるところでございます。

【小林委員】 なかなか大変な金額が、現実、目

の前にあるわけで、そうすると、お金が足りな

くなって基金を取り崩してから、ではどうする

のかというようなことでは間に合わないと。も

うそろそろ、令和7年度から基金を取り崩さな
ければやっていくことはできなくなるぞという

ことがはっきりしているわけだから、そのこと

を県庁内全体がいわゆる周知して、その認識を

高めていかなければいけないと、こういうよう

なことになるわけですね。そこのところが、き

ちんと周知徹底ができているのかと。私は何回

も、いろんなところで議論をする中においてあ

えて申し上げているところは、これからは選択

と集中の時代であると。これはもうまさに役人

の言葉、やっぱり事業の無駄を省いていかんば

いかん。必要なものには使うけれども、必要で

はないものは絶対に一歩も譲らんと、こういう

姿勢をあなた方が貫いていかなければいけな

い。

その中で、例えばの話が、財政評価というも

のをあなた方がやっておられるわけです。財政

評価というものの中で、これは必要だとか、こ

れは無駄だとか、そんなことをあえて各部各課

のそういう事業の内容をいわゆる点検をしなけ

ればいかんと。この点検をすると言っても、な

かなかあなた方だけでは厳しいんじゃないか

と、そういうことも時々思うわけだよ。せっか

くよかれかしと思ってつくり上げて苦労した事

業が、財政課等々では全然評価をされなかった

と、こんなことでつぶれたと。こういうことは

人間だから、誰しもいい感じはしないと思うん

だよ。私は、もうちょっとね、これから厳しく

なるということがはっきりしているわけだか

ら、総務部長、あなたを先頭としてだね、やっ

ぱり部長クラス、それから主管課長クラス、み

んなに徹底してもらわんといかん、無駄遣いは

だめよと。必要なものについては残すけど、必

要じゃないものは徹底してこれは考えなきゃい

かんというようなことの一番言いにくいことを

言わなければいかんようなそんなことが目の前

にあるわけだよ。

だから、そういうところで財政評価について

のあり方、もちろんルールがいろいろあるわけ

だろうけど、例えば総合計画なんかでよく言っ

ていた5年間スパンの中で、例えば3年間一応見
るけれども、3年間しても成果の上がらないも
のは駄目だと。そういうルールの中でみんなが

衆目一致する、こんなような形で文句も言って

もらえないような状況をつくっているわけだ

よ。

これから、いろんなことを考えていくと、今
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のままのやり方で財政課だけが悪者になって政

策評価をしていくと、こういうようなことで果

たしていいのかと。今、とにかくいろんな事業

が乱立しているかのような状況になっている

と。

そして、特に知事が代わって、いつも私が言

うマニフェストとか、あるいはビジョンとか、

そういうようなものがあって、例えば仮にビジ

ョンなんかも何年までに幾らお金がかかると、

こういう予定がたってないと。こんなようなこ

とを実は長崎県はやっているわけだよ。私は決

して褒められたことじゃないと思う。こんなこ

とが表に出たら、一体長崎県は何をやっている

のかと。もちろん、そこの中で財源確保するた

めにいろんなご尽力はいただいているけれど

も、やっぱりつい去年か、シーリングは40％、
今回は5％と、こういうようなことでシーリン
グ40％で何がやる気が起こるかと。こういう状
況の中で、これは何のためかというと、高校生

の医療費か、これを確保するためにと、こんな

ようこと。

あるいは、果たしてこれも必要であったかど

うか検証せんといかんけれども、マニフェスト

に保育士一人2万円と、これを1万800人ぐらい
に配らんばいかんと、これは2億円を超すと。こ
ういうようなあんまり無駄遣いというか、こん

なことがまかり通っているんです、残念ながら。

ここをやっぱり選択と集中という形の中で整理

していかないと、長崎県の財政は絶対にもたな

いと、もうはっきり答えが出ているわけだから。

そうなってくると、これから荒療治をはっき

り言ってやっていかなければいけないと。ここ

のところを今の体制でいいのかとか、あるいは

そういうことで総務部長、あなた方部長の上に、

かつて人口減少対策で統轄監というのを招い

て、残念ながらこれはあんまり結果が出なかっ

たと言われているけれども、こうやって横串を

刺していくようなそういうところの統轄監的な

者がいて、そして、各部の調整をしっかりやり

ながら、必要なものには必要、必要ではないも

の、成果が生まれないもの、わけのわからんよ

うな事業については、やっぱりきちんと整理を

していかなければいかんのじゃないかと、私は

そう思うんだけれども、そういう点については

どうか、総務部長。

【中尾総務部長】先ほど、財政課長からもご答

弁申し上げたとおり、非常にこれからが財政は

厳しくなっていくということでございます。そ

の点について、これまでも一番わかりやすいと

ころでは予算編成の方針などを出しますけれど

も、その際にも部局長にも周知していきますが、

そこはしっかりと、より厳しくなるという現状

がございますので、まず、各部局の自浄作用と

いうものを働かせていただいて、選択と集中と

いう中での事業構築を図ってもらうように、全

職員が一致した考えを持つ必要があろうかと思

います。

財政当局は、幸いにして全ての県庁の事業を

見ておりますので、その中でいわゆるむらとい

いますか、重なりがあったりするものについて

は、逆に横で、今、目配せができる状況ではご

ざいますけれども、さらにそれらを含めて、部

局長に対してどういうアプローチができるかと

いうところで、おっしゃっておりましたかつて

の統轄監でしょうか、そういった組織的な手法

があるのか、チームをつくるのか、様々な手法

はあるかと思いますので、厳しい財政状況に耐

え得るような事業を構築できる考えを持った組

織体といったものについて、どういう考え方が

できるか考えていきたいと思います。
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【小林委員】部長並びに財政課長、もう言うま

でもないことだけれども、最小の投資で最大の

効果を生むという経営のまさに基本的なこと、

これを県庁の中でしっかりやっていただかなけ

れば、通常の企業だったら倒産するよ。県民の

血税によって、こうやって必ずお金が入ってく

ると、こういうところについては、本当にあり

がたいんですよね。だけど、そのありがたいこ

とが、これからより厳しくなっていくという、

この基金の状態もこれから基金を使わないで、

財政調整基金を使わないでやっていけるという

ような、コロナみたいな補助金、地方創生みた

いな補助金、なかなか国の財政を見ても、そう

簡単には、これから立て続けに大変だと思うん

だよ。

だけども、地方交付税はやっぱりいただかな

ければいけないし、そうしていかなければやっ

ていけんと、こういうご苦労がいろいろあるわ

けだよ。そういうことで、最大の効果を生むた

めに、県庁がコストも一番最小で、縮小してこ

れを結果につなげると。今までより以上に経済

的な観念をしっかり持っていただくというよう

なそういう風土をつくっていただかなければい

けない。

私は、もうはっきり言って、ビジョンは、部

長おるけれども、10年後のありたい姿とか言っ
て、予算は幾らかかるんですか、いつまでに何

をやるんですか、重点4項目だけを並べて、要す
るにこれから、今何が必要かと、良質の働く場

や雇用の場、こういうものにもっともっと力を

入れていかなければいけない。目の前に熊本の

事例が横並びしているわけだよ。そして、佐賀

もそれにできるだけ準じていこうとか、いい方

向で考えている。

そういうことを考えてみたら、今、長崎県は

ポケモンだとか、がんばですか、何とかという

いろんな形も頑張って、いろいろ努力をしてい

ただいているということはわかるけれども、今

度の秘書・広報戦略部長も政策に強い人だよ。

こんなのを日程調整なんかに置いとったらつま

らんよ。

そういうことで、やっぱりもっともっと秘書

課長もよくできているし、これは大体洋上風力

の権威だよ。長崎県で一番彼が知っているだろ

う。そういう形で、もっともっと人の配置につ

いても、最小で最大ということを考えれば、や

っぱり人事異動も、人事のあり方もよっぽど考

えていかなければいかん。空き家に誰でもいい

からと、空いているところを埋めるだけのそん

なものは絶対だめだと。だから、そういう点に

ついては、しっかりとしたあり方を今後検討し

ていただかなければいけない。

やっぱり財源確保というのが至上使命。今後、

財源確保が足りないという状況になっているか

ら、最後にどういう形の中で財源確保に取り組

んでいくかということについて、もう一度答弁

をいただきたいと思います。

【中尾総務部長】 財源の確保というところで、

もうご承知のとおり本県は自主財源に乏しく、

財源については国などへの依存の体質といった

ものがどうしてもある財政構造になっておりま

す。その意味では、これから厳しくなる公債費

のような固定的に出ていくことが将来的にわか

るような経費もある中で、まず有利な財源の確

保、先ほど財政課長からもご答弁申し上げたと

おり、有利な起債ですとか、それから今回政府

施策要望でも出しましたが、地方交付税、これ

は地方の貴重な公有財産でございますので、そ

の総額を確保するようにということで、先に決

定されました経済財政の基本方針の中でも
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2024年の水準を確保するということが明記さ
れました。このような中で、地方交付税もしっ

かりと確保するよう、我々の現状といったもの

をお伝えしていくというのが歳入面。

それから、歳出面としては、やはり選択と集

中ということで、できるだけ投資効果の高いも

のについて、しっかりと予算を付けて県全体の

産業を振興していく、これらが歳出面や歳入面

で必要なことだと考えておりますので、そのよ

うな観点で取り組んでいます。

【小林委員】総務部長は国からお見えになって

いるし、よその県のこともわかり、全国レベル

もよくわかり、ここは非常に難しいところでは

あるけれども、やっぱり総務部長は財政課長な

んかとよく話をしていただき、効果をいかにし

て上げるかと。

今、なんか事業の乱立の花盛り、ここのとこ

ろはさっき言った総合計画を、これは1,000億
円以上をかけてやらなくちゃいかん。マニフェ

スト、それからビジョンと。いつまでのビジョ

ンをやって幾らお金がかかるのか、どれだけの

成果が生まれるか、重点4分野が、働く場所だと
か、防災減災国土強靭化等についても遅れてな

いか、いろいろ足らざるところがいっぱい出て

きよる。これを計画ではなくして、何か10年後
のありたい姿とか、愛される、選ばれる長崎県

とか、言葉が躍っているけれども、しかし、じ

ゃ、それだけのことが現実にできているかと。

今度、部長なんかも代わっているから、部長、

いいか、やっぱりもうちょっとしっかり、幾ら

知事が言えども、長崎県のためによくないこと

はよくない、やらんばいかんことはやらんばと

いうことのけじめをつけて、きちんとそうやっ

て、優秀な人ばかりいるわけだから、もうちょ

っとサポートして、本当の意味で支えていかん

ばいかん。もう人気取りとか、一時的なものじ

ゃなくして。そんなようなことをやりながら財

源確保と財政を守っていくということでやって

いただくことを強く要望して終わります。

【石本委員長】 ほかにご質疑ありませんか。

【坂本委員】職員の働き方改革に関連した部分

が1点、2点目は特定利用空港についてお尋ねい
たします。

まず、職員の働き方改革の問題ですが、2月定
例会でも若干メンタルヘルスの関係でお尋ねを

いたしました。

この3月22日付けで総務省の方から「地方公
共団体におけるメンタルヘルス対策のさらなる

推進に向けた取組について」という通知が、各

都道府県宛てに出されております。各都道府県

から中核市を除く各市町、基礎自治体へもとい

うふうなことになっております。

この中で、メンタルヘルス不調による長期休

務者が10年前の約1.8倍、15年前の約2.1倍とい
うことで、特に男女別、年齢別で20代、30代の
方が高いという特徴も見られているということ

で、メンタルヘルス対策に関する計画を作成し

て、各自治体でさらなる取組をというふうなこ

とを求めているものであります。

それで、長崎県について、前回も若干お伺い

しましたけれども、改めて長崎県の職員の皆さ

んのいわゆる病気休職者数等について状況を教

えてください。

【徳永人事課長】職員の病気休職者並びに病気

休暇取得者についてお答えいたします。

令和5年度の病気休職者全体の数でございま
すが、41名となっておりまして、このうち精神
疾患による病気休職者は、約7割の30名となっ
ております。精神疾患に関しまして、10年前と
比較いたしますと、平成25年度は20名で約1.5
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倍の増加となっております。

また、30日以上の病気休暇取得者でございま
すが、令和5年度は112名となっており、精神疾
患による病気休暇取得者は、そのうちの約7割
の72名となっております。
同じく精神疾患に関しまして、10年前と比較

いたしますと、平成25年度は51名で約1.4倍の
増加となっているところでございます。

【坂本委員】わかりました。先ほどの総務省通

達の分では、全国的には1.8倍、長崎県の場合は
病気休職者、それから休暇者含めて、数的には

約100名ぐらいになっていると思いますし、そ
れから1.5倍ぐらい増えているという状況であ
ります。

それで、先ほど申し上げました総務省からの

通知を受けて、長崎県担当課としてどういった

取組を行っているか、教えてください。

【井手職員厚生課長】 令和6年3月に総務省か
ら発出されております通知を受けてどのような

対応をしているかということでございます。

総務省からの同通知につきましては、従来か

ら地方公共団体におきまして実施されておりま

すメンタルヘルス対策に引き続き積極的に取り

組むこととともに令和5年度中、総務省の方で
も研究会等において明らかになった新たな留意

すべき要素なども加味しながら、さらにメンタ

ルヘルス対策を推進すべく発出された技術的な

助言というふうに承知をしております。

本県におきましても、メンタルヘルス推進計

画、平成19年度に策定いたしまして、様々な取
組を実施してきております。主なものといたし

ましては、様々な機会を捉えましての健康相談

とか、各種研修の実施、また、ストレスチェッ

クの実施と、その結果を踏まえた対応、また、

休職者の職場復帰に際しましての職場復帰支援

会議の実施や復帰後のフォローアップなど、メ

ンタルヘルスの保持増進といったところから、

メンタル不調からの回復や再発防止といったと

ころまで体系的な対策を実施しております。

【坂本委員】それぞれ、それなりの取組をされ

ているというふうに思いますけれども、増えて

いる現状を踏まえた取組を今後も強化をしてい

ただきたいと思っております。

それで、今も答弁がありましたストレスチェ

ックの状況についてお伺いいたしますけれど

も、今、ストレスチェックを毎年されていると

思いますが、この中でどれぐらいの方がストレ

スチェックを受けて、そのうち高ストレス者と

言われている方が何人ぐらいいらっしゃるのか

教えてください。

【井手職員厚生課長】ストレスチェックにつき

ましては、平成28年度から本県においても毎年
度実施をしているところでございます。

昨年度のストレスチェックの状況について申

し上げますと、職員の約93％の職員に受検をし
ていただいているという状況でございます。

結果といたしましては、ストレスチェック受

検者が4,861名ですけれども、そのうち高スト
レス者と認められる職員は389名で、その割合
は8.0％となっております。
【坂本委員】大体このストレスチェックの場合

は、一般的に高ストレス者が10％程度というこ
とでありますので、8％ということで若干長崎
県は低いということでありますけれども、要は

このストレスチェックをした後に、高ストレス

者と言われている方々にどう対応するかという

ことなんですけれども、それについてどういう

ふうな対応をされているか、教えてください。

【井手職員厚生課長】まず、ストレスチェック

の結果につきましては、受検した職員に結果は
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返しておりまして、それぞれの職員が自分はど

のような状態であるかということをまずは知っ

ていただくということに活用していただいてお

りますとともに、高ストレス者と認められまし

た方につきましては、医師による面接指導とい

うことを実施するような体制をとっておりまし

て、高ストレス者の全員に面接を受ける推奨を

しているという状況でございます。

389名が高ストレス者となっておりますけれ
ども、実際に面接を受けた職員は11名というこ
とでございますので、それほど多くの職員に受

けてもらったということではございませんが、

引き続き、そのような面接を十分に活用してい

ただくというようなことを進めてまいりたいと

思います。

【坂本委員】高ストレス者の方で、こういった

産業医の面談を受けるという方も、大体平均す

れば1割ぐらいということをお伺いしておりま
す。それからいきますと、長崎県の場合はかな

り低いという状況でありますので、ぜひこうし

た面談について、様々な理由があると思うんで

すよね。ただ、そこは、例えば個人の秘密の情

報の保持だとか、そういうものは確保されてい

るというふうに思いますので、日頃からのそう

した産業医等々との面談といいますか、そうい

うものをしやすい環境というのか、そういうの

をつくっていただきたいというふうに思います

し、特に、先ほどストレスチェックについては

返しているということなんですけれども、それ

ぞれがセルフケアをする必要がありますし、そ

れから上司、管理職によるラインケアとか、そ

ういうのを含めて、ぜひ取組を進めていただき

たい。特に、そういったことができるような環

境をつくっていただきたいというふうに思って

います。

それで、そうした状況の中で、長時間勤務も

このストレスを抱える要因の一つではないかと

思いますけれども、時間外勤務の状況等につい

て教えてください。

【徳永人事課長】長時間勤務の状況でございま

す。令和5年度の数字で申しますと、月45時間を
超えた職員数は、延べ数でございますが、1,121
名、前年度と比べまして24％の減でございま
す。

また、月80時間を超えた職員数は延べ148名、
こちらも前年度と比較しまして32％の減。
月100時間を超えた職員数は延べ41名で、こ

ちらも前年度比は40％のマイナスでございま
す。

前年度比マイナスになった理由につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の対応が落ち着

いてきたことから減少していると考えておりま

す。

【坂本委員】まず、前年度に比較してそれぐら

い減っていると、理由も今答弁があったとおり

だろうと思いますけれども、それでも45時間超
が延べで1,121名いらっしゃるということで
す。45時間というのは、2019年から始まったい
わゆる上限規制のラインということになります

し、80時間超え、100時間超えというと、もうこ
れはいわゆる過労死ラインと言われている産業

医等の診断を受けなければいけないという方が

延べ150人を超えていらっしゃるということで
あります。

なおかつ、減ったといえども、今日午前中に

説明がありました「組織改正運営プラン2025」
で、目標は2019年度、いわゆるコロナ前の水準
で45時間超えが950名、その10％減で855名と
いうことに対しては、「やや遅れ」というふう

な表記がされておりました。34項目のうちに2
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項目が、毎年「やや遅れ」ですよね。毎年やや

遅れ。その中の一つがこれなんですよ。要する

に長時間労働の方が減らないという状況であり

ます。

そういう意味からいくと、先ほどのストレス

の問題含めて、この長時間勤務がなかなか減ら

ないという状況があります。それについては是

正をきちんとしていっていただきたいと思うん

ですけれども、特にその要因として、今回の委

員会の初日、人事委員会の方にもお尋ねいたし

ましたけれども、採用試験Ａが今あっておりま

すけれども、これでも採用定数に対して申込者

が足りないということと、その際申し上げまし

たけれども、欠員が今年度も既に82名というこ
とで、その中でも未配置が32名、これは令和3年
度の倍ですよね。令和3年度が41名という欠員
があると私は聞きましたので、倍になっている

というふうな状況がありますので、これを何と

か是正していって、欠員を何とか補充してもら

いたいと思うんですけれども、そこら辺につい

ての認識と取組についてお尋ねいたします。

【徳永人事課長】先に時間外縮減の取組につい

てお答えしてよろしいでしょうか。時間外勤務

の縮減につきましては、大変重要な課題であり

まして、職員の健康管理の観点からも積極的に

取り組んでいかないといけない必要があるとい

うふうに考えております。

時間外勤務の縮減に向けましては、出退勤シ

ステムによる勤務時間の管理や時間外勤務の事

前命令の徹底、業務の見直しや共有化、会計年

度任用職員の活用、所属長や班長を対象とした

マネジメント研修などを実施しておりますが、

今後も縮減に向けて実効性のある取組を進めて

いきたいと思います。

なお、令和6年度、4月、5月の直近の状況でご

ざいますが、例えば月45時間を超えて勤務した
職員は、前年同月比で約1割減少しております
ので、引き続き縮減に向けて実効性のある取組

を進めてまいりたいと考えております。

【井手新行政推進室長】欠員についてお答えい

たします。

令和6年4月1日時点におきましては、委員ご
指摘のとおり82名の欠員が生じているところ
でございます。欠員が生じている所属におきま

しては、現在、代替職員として臨時的任用職員

や会計年度任用職員を雇用し対応していただい

ているところでございます。

今年度、欠員が多くなったのは、令和5年度中
の退職者の見込み数を実際の退職者数が上回っ

たことによって、令和6年度に実際雇用できた
職員採用数で穴埋めができなかったということ

が最大の理由になっております。

そのため、令和7年度、来年度の4月1日の採用
計画につきましては、退職者数の見込み数等に

ついて検証を行い、算定方法等見直しを行った

ところでございます。今後も欠員が生じないよ

うな適正な採用計画の策定、定数管理に努めて

まいりたいと考えております。

【坂本委員】なかなか特効薬はないと思います

けれども、今、新行政推進室長からありました

欠員82名についても、臨時的任用職員等々でカ
バーしているということですけれども、それで

もなお未配置のところが32名分あるというこ
とであります。

その要因として、退職者の見込みが見込み違

いだったということなんですけれども、要はス

トレスチェックの問題、ストレスの問題だとか、

メンタルヘルスですよね。長時間勤務かれこれ

とか、そういった職場環境の悪化というのも大

きな要因じゃないかと思いますので、ぜひそう
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ならないよう、担当課の方には職場環境づくり

をぜひしていただくことを申し上げたいと思い

ますし、この状況については引き続き、いろん

な形でまたこの委員会でも指摘をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、特定利用空港の問題です。先ほど部長

からあったとおりでありますけれども、3点お
尋ねしたいんです。

一般質問の知事の答弁で、「有事の利用を対

象とするものではない旨確認しており、訓練等

が増えるものではないというふうなことでこれ

の受け入れに同意しました」というふうなこと

でありました。

この部長説明資料によると、「総合的な防衛

体制の強化に資する取組」というふうなことが

書いてありまして、これはまさに防衛体制の強

化ですから、有事ということじゃないのかなと

思います。この知事答弁との整合性というのか、

それを確認させてください。

【庄司基地対策・国民保護課長】 この取組は、

「平素における利用を対象としたもので、武力

攻撃事態のような有事の利用を対象としたもの

ではない。武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

における空港・港湾の利用調整については、平

成16年に制定されました、一般的に言う『特定
公共施設利用法』に基づき行われる」というふ

うに国の方が見解を述べております。

今回の指定は、国が主体となって行うもので

ありますけれども、「総合的な防衛体制の強化

に資する取組」というこの表現も国が使ってい

る取組名でございます。

内容は、平時から必要な空港・港湾を円滑に

利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑

な利用に関する枠組みを設けるものであり、有

事の利用を対象とするものではないということ

を国には確認をしているところでございます。

【坂本委員】普通の民間空港を、自衛隊もそう

でしょうし、海上保安庁、それから米軍も一応

使えるんです。それはわかっているんです。

ただ、今回のこのインフラ整備ですね、特定

利用の空港・港湾については、これは今年の4月
に国がまとめた文書があるんですね。「総合的

な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用

整備方針について」ということで、その目的は

「国家安全保障戦略」、これは一昨年の12月に
閣議決定された、いわゆる防衛3文書の中の一
つですけれども、「において総合的な防衛体制

の強化の一環として、自衛隊、海上保安庁によ

る国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の

展開等を目的とした円滑な利用配備のため、自

衛隊、海上保安庁のニーズに基づき、空港・港

湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政

府横断的な仕組みを創設する。併せて、有事の

際の対応を見据えた空港・港湾の平素からの利

活用に関するルールづくり等を行う」と。これ

に基づいて、今回、特定利用空港に指定されて

いるんです。

だから、いろんな方からのご意見がありまし

て、県として、これは有事じゃなくて、いわゆ

る自然災害とか、そういう時のために、もちろ

ん自衛隊とか派遣されますので、そのための訓

練等々するんだということだけを言われてい

る、これはちょっと矛盾するんじゃないかとい

うふうに思うんですけれども。

だから、国がそういうことを定めて、今回の

特定利用空港を指定しているわけですから、そ

れは別に隠す必要はないんじゃないかと思うん

ですよ。そこについていかがですか。

【庄司基地対策・国民保護課長】繰り返しにな
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りますけれども、俗にいう有事の際は、特定公

共施設利用法という別の法律に基づいて運用が

されるものと認識しております。

あくまでこの取組は、平素における利用の取

組の枠組みをつくるものということで認識して

いるところです。

【坂本委員】多分同じことの繰り返しになると

思うんですけど、これは去年の12月に全国の34
の空港と港湾が候補地に挙がって、最終的に今

年の3月末で16ですよね。長崎は長崎空港と福
江空港ということになったんですけれども、九

州ではそれ以外にもたくさんあったんです。

熊本とか鹿児島は保留しているんですよ。同

意してないんです。同意しなかったんですよ。

なぜかというと、今のような矛盾点があるわけ

ですよ。そこに、本当にこれでいいんだろうか

と。例えば、有事かれこれで使うとなると、当

然攻撃対象になる可能性があるわけですよね。

それは内閣府のホームページにも書いているん

ですよ。「可能性が高まるとは言えません」と

書いてあるんです、武力攻撃の対象にね。可能

性が高まるとは言えません。可能性があるわけ

なんですよ。そういうのを含めて、周辺住民を

含めて不安があるということなんですよね。

だから、そこははっきりして、例えば今、担

当課長が言われるように、有事は別なんだとい

うふうなことであれば、それはそれできちんと、

そのことを担保することを国との話の中でつく

らないといかんと思うんですよ。それを住民の

不安の中で、いや、これは担保とりましたとい

うふうなことをきちんとしないといかん。それ

がないまま、するっときたような形で3月に同
意しているもんですから、いろんな声が上がっ

ているというのが現状じゃないかなと思いま

す。

この文書の真ん中辺に、これは窓口が危機管

理と港湾課ですよね。港湾課の皆さんとも随分

話をしたんですけれども、これを活用して、長

崎で19億円だったですか、国がお金を出して空
港が整備されるわけですよ。その整備について

も、この文書でいくと「民生利用を目的とした

事業の整備促進が期待できる」というふうなこ

となんですけれども、ただ、先ほど申し上げま

したこの国の文書には、民生利用を目的として

いるわけじゃないんですよ。「民生利用を主と

しつつも、自衛隊、海上保安庁の航空機、船舶

の円滑な利用に資するように整備をします」と

いうことなんです。だから、率直に言った方が

いいんじゃないかと私は思うんですよ。あまり

いろいろオブラートに包んだような形でごまか

すことなくですね。

だから、これは有事の時にも使われるかもし

れない。場合によっては周辺の住民の皆さんも

巻き込まれるかもしれない可能性はあるわけで

すから。しかし、そうならないようなことをす

るために、国にきちんと担保をとらなければい

けない。

私は、この特定利用空港そのものに反対の立

場ですけれども、それを賛成・反対別にして、

やっぱり率直に県はしなければいけないじゃな

いか。その結果が、熊本とか鹿児島みたいにワ

ンクッション置くということに、地方自治体と

してそういう判断があったということなんです

よ。それが全くなかったというのが私はおかし

いんじゃないかというふうに思っているんで

す。認識を聞かせてください。

【庄司基地対策・国民保護課長】様々な意見が

あることは私どもも認識しておりますので、今

後、また国等と調整、連絡する場もありますの

で、そのような意見については、また国にも必
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要な場では申していきたいと考えております。

【小林委員】今の特定利用空港について、今み

たいな答弁をしたら、いざという時に大変なこ

とになるぞ。これはもうはっきり、言われてい

るとおり、もうはっきり「有事」ということを

表に出してきているんだよ。だから、南西諸島

に力を入れる。台湾の有事等々を含んで、やっ

ぱり環境を取り巻く安全保障の体制は、戦後最

悪な状況になっていると。

こういうことの中で防衛力を強化する意味に

おいて、やっぱり民間の空港をいざという時に

活用できるように日頃から訓練をやるんだと、

こういうことを明らかにしているわけだから。

今、立場は違っても、県民を代表する県議会議

員として、県民に聞かれた時に何と言えばいい

のかと、こういうことをはっきりしとかんとい

かんということだよ。

しかも、大石知事は、「有事ではない」と、

こういうことを言っているけれども、こんなま

やかしがあるもんか。これはやっぱりいざとい

う時に、いかにして空港を使うかと、円滑に活

用することができるかと。

空港を利用するだけだったら、今もやってい

るわけだよ。長崎空港も年62回、一番多い時で。
あとはそれぞれ20回、十何回とか、年間にそれ
ぞれ空港を使っているわけよ。そういうような

ことだから、もう今、台湾有事は目の前にきて

いると。そういう状況の時に、国民の安心・安

全を守らなければいけないと。こういう時に、

やっぱりどうしても九州に力が入ってくるわけ

だよ。

そういうところだから、県民にきちんと明ら

かにせんといかんということは、たしか本会議

で白川議員が質問をされた時に、知事は、やっ

ぱりこれは県民に明らかにしなければいけない

と、こんなような答弁をされたんじゃないかと。

それはあなた方が答えをつくってきているわけ

だよ。

だから、そういうところから部長、こういう

ことを、さっきの課長さんみたいな答弁の仕方

では、やっぱり迷ってしまうと。本当の姿が、

どっちが主体かと、なんで特定空港なのかと、

こういうことになるから、もうちょっとここは

明らかにしていただかなければいけないと。こ

ういうことで、年間の訓練はどういう訓練にな

るのか。

それから、海上保安庁も訓練を行うわけだけ

れども、海上保安庁の訓練は、これはもう艦船

の方だよ。船の方だよ。そういうところから見

た時に、どんな訓練を想定しているのか。年に

数回やりますということは、はっきりしている

わけだよ。

こんなことも今回は明らかにして、取り巻く

安全保障の環境の悪さを、こういう形で乗り越

えていかなければいけないと。並々ならぬ決意

のもとで今回の特定空港の制度がこうしてでき

ているわけだよ。

もうちょっと長崎県はね、そういう意味では

正直にきちんとやってもらわにゃいかんけれど

も、この辺はどうですか。部長、答えてくれ。

【今冨危機管理部長】 今回の取組については、

有事も見据えての平時に行います訓練、こちら

の方がスムーズ、効率的に行われるようにと、

こういったスキームというものはやはり国がお

っしゃっているとおりで、我々もそのとおりで

あると理解をしております。

ただ、今、小林委員おっしゃいました県民の

方々が不安を持っている、そういったことに対

して、我々がしっかりと今回の分の経緯につい

てもそうですし、考え方、こういったものをも
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っとしっかりと説明をしていく、こういったこ

とが必要なのかなと思っています。（発言する

者あり）

今後の訓練、想定訓練についてなんですけれ

ども、訓練想定について、国からは、自衛隊の

航空機につきましては迅速な国民保護のための

訓練、戦闘機や輸送機による離着陸訓練、離着

陸に必要な人員等、空港への展開訓練、こうい

ったものを想定しており、また、自衛隊の艦船

につきましては、輸送でありますとか、国民保

護のための避難、部隊の搭載等のための訓練、

そういった護衛艦による離岸・接岸等の訓練を

想定しております。

また、海上保安庁につきましては、国民保護

のための訓練でありますとか、災害対応、港湾

施設等のテロ等警戒、捜索・救難・人命救助等

への対応、こういった訓練として、年間数回程

度と国からは説明を受けております。

【小林委員】もう少しその辺のところは、これ

からよくよく国の考え方をきちんと聞いて、県

民に隠すことはないわけよ。やっぱりこれは有

事だよ。だから、その有事に対応できる体制を

考えておかなければいけない。日頃からの練習

を具体的に重ねていかなければいけないと。

しかし、民間空港においては民生活用という

ものに、これを避けて通ることはできないから、

県民の皆様方、乗降客の皆様方の命と暮らしは

しっかり守ることができるような両面の体制を

考えていってくださると、こういうふうに理解

をしとかんといかんと思うんだよ。もう少し明

らかにするところは明らかに、正直に言わない

と駄目。

それと同時に、米軍はどうなるのか。米軍は

この訓練に参加できるのか、そこをお尋ねしま

す。

【今冨危機管理部長】今回のこの取組につきま

しては、米軍の利用については想定をされてお

りませんし、今後も予定はないと国からの説明

を受けております。

【吉村委員】 2～3点質問させていただきます。
今の関連じゃないですけど、私も坂本委員、

小林委員と同じ考えですよ。やっぱり正直に話

して理解を得るということにせんと、もう疑わ

しいところに不安がついてまわるということに

なるわけです。でも、これは県で決められんけ

んな。国がそういう表現をするけん悪かとやも

んね。そいけん、国に対して「もうちょっと正

直に話してくださいよ、私たちは協力するんで

すから」ぐらいのことを言えばいいんじゃなか

ろうかと思いますけどね。

それはそれとして、さっきもう一つ関連で、

小林委員から財政の大局を話された。私は、そ

ういう大局は話しきらんので、小さなことから

こつこつとということでやります。

その厳しい財政の中で無駄な支出は抑える、

必要な支出はせんばいかんたいな。そこまで抑

えよったら、長崎県なんて駄目になってしまう。

必要な経費は必要として使いながら、無駄な経

費はなるべく抑えるということは常にしておか

んといかんじゃろうと思うけど、それについて、

この5月に知事が、個別案件について国に要望
に上っとる。個別案件よ。そこまでにしとこう

か。土木部に聞けばすぐわかる。

それで、これは知事が上ればそれだけ必要な

経費がかかるわけよ。やっぱり個別案件に知事

が行くのはいかがなものか。最初は、一回は断

っとらす。でも、再度頼まれて、もう断りきら

んけん、行ったんですよと言われたっちゃ、私

たちは納得できんね。そういうところの、これ

はあなたたちに直接関係ないけど、財政という
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ポイントで、やっぱり各部局一緒になって考え

て、部局間の連携を取りながら、やっぱりそれ

は駄目ですよと止めんと。首長が決めたらでき

んごとなるたい、首長が最高決定機関やけん。

機関じゃないけど、決定個人やけん。だから、

そういうのを厳しく律してほしいということを

要望しておきますよ。これはまだこれから、も

う少し詰めていかんばいかん話です。

今度は逆に、行かんばいかんのに行かんやっ

た話。これは諫早の市長からもろうたのよ。熊

本県内の半導体関連企業、ここを市長が視察に

行くようになった。諫早はいっぱいね、大村も

あるけど、工業団地、それから集積回路、ソニ

ーセミコンダクタ、そういうのがある。だから、

そこのぶら下がり企業があります。もっと増や

したい。このTSМCが熊本菊陽町あたりに来て、
全部でここに代表的なやつが何社か載っとっ

て、全部で49社ぶらさがり。でもね、この半導
体の企業というのは水を使うのよね、純水をね。

この前、島原で純水に近い水が出たというけん

ね、チャンスじゃないの。

それで、この水を使うというのが非常に厳し

い。循環できればいいんじゃけど、たれ流すと、

阿蘇山系の水もそう長くはもたないと見てい

る、周りは誰でも。

それで、諫早市は市長がここを視察に行って、

その企業を諫早市に引っ張ってこよう、長崎県

内に引っ張ってこよう、「オール九州シリコン

アイランド構想」と前名前が出とったような時

もあったけど、そういうので熊本ばっかりじゃ

なくて、取りに行こうよと、長崎でも佐賀でも

大分でも宮崎でも福岡でもとなりよるわけよ。

そこに一諫早市の市長やけど、見に行きますと

県に言うた。そして、県も一緒に行きませんか、

長崎県がよくなることじゃないですかという話

で。そうしたら、担当部局は、タイミングが合

わなかったという後でのことなんじゃけど、「い

や、県は行きません」と。一緒に行っていいじ

ゃないのと思うけどね。結局、部長とか課長が

忙しいかもしれん。要件が入っているかもしれ

ん。係でも職員でもいいじゃないの。そういう

のを行かせて、それが長崎県に誘致をできるよ

うになる、そういう動きの一助になればいいん

じゃけんか。諫早市からは「県はやる気がある

んですか」というふうに言われるわけよ。これ

もやっぱり今度は行かなければならないのに行

かなかった。

そして、その先には、いわゆる財政的に言え

ば、県に収入が上がってくるという話につなが

っていく可能性が十分にあるわけよね。だから、

そういう意味で、要らんところに金使うて、要

るところに使わないというようなちぐはぐなこ

とをしよったら長崎県は発展していかないと。

100年先なんか、もう長崎はつぶれてないんじ
ゃないの。と思うので、この2点について、見解
をちょっとお伺いしたいんですけど、総務部長。

【中尾総務部長】私ども、財政を預かるものと

して、入りと出と、それぞれを考えなければな

らないというところであります。

そうした中で、当然ながら各部局において、

まずは専門家でございますので、必要性ですと

かいったものは判断しているんだと思いますけ

れども、我々としてもそういった情報というの

は的確につかんで、必要なアドバイスができる

のであればそのようにさせていただきたいとい

うふうには考えております。

【吉村委員】今、財政という観点でずっと聞い

ておるので、総務部長と言ったけど、この最初

の1点目の知事が個別案件について同行して東
京まで上って、新聞にも出とるよ、私は見とら
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んやったけど。それについて、秘書・広報戦略

部の見解を聞かせてくれんですか。

【陣野秘書・広報戦略部長】 今、吉村委員から

お話がありました件につきましては、先ほど総

務部長からもお話がございましたが、やはり県

として地元の自治体とか、そういう政策的に必

要な部分というのもございますし、そこは当然

担当部局の意見もお伺いした上で判断している

ものと思います。

ただ、委員からお話がございましたように、

やはり県として、長崎県の発展のためにどう寄

与するかという観点で、先ほど財政の話もあり

ましたが、もちろん今後の県政にどう貢献する

かというところも十分踏まえて対応してまいり

たいと考えております。

【吉村委員】 もうね、私個人の意見ですよ。個

人的には、職員の皆さんに期待しとると。どこ

かで止めてくださいという思いです。

もう一つ、あと2つあるんじゃけど、この証紙
制度とキャッシュレス化等の経費比較という資

料が出とるんじゃけど、これを私も言って、証

紙を張る時代じゃないやろうと。その手間と費

用と考えたら、キャッシュレスでいいんじゃな

いのと、証紙を廃止しましょうよといってでき

たんじゃけど、この資料を見ると証紙を張りよ

った方が経費はかからんと出とるんじゃけど、

この中身をちょっと説明してくれんですか。何

となく、あんまり親切な資料じゃないなと思っ

て、中身がわからん。

【苑田財政課長】すみません、その資料を把握

していないので恐縮ですけれども、証紙の関係

の対応につきましては、部局の方からは、いわ

ゆる証紙を廃止してキャッシュレスにした場合

のトータルのコスト比較を行いますと、やはり

キャッシュレスの方が費用対効果があるという

とで証紙の廃止を含めて対応しているというお

話を頂戴しているところでございます。

【吉村委員】 会計やったね。ここちょっと、財

政の下に会計があるかと思ったら、会計も偉か

っちゃもんな。昨日話したばっかりやったね。

この資料だけ見るとあれやけん、後で会計と

も話して、もっとわかりやすい、やっぱり効果

があるんですよという資料が出てくるんじゃろ

うと思うとるので、そこはお願いしておきます。

それから、いよいよ私にとっては本題に入る

んですけど、危機管理部ができ、基地対策・国

民保護課ができたので質問ですけれども、佐世

保港におけるすみ分けの実現です。それから自

衛隊にかかる防衛施設整備等の推進、原子力災

害対策、この3つが、原子力災害は松浦市も玄海
原発から30キロ圏内であるんじゃけど、佐世保
市もある。佐世保市は何があるかと言ったら、

原子力艦船が入ってくるのよ。入港してくるね、

年１回か2回かもしれんけれども。移動系の原
子炉なのよ。これをどうするのよという話がい

つもあるけど、なかなか対策はとれないという

ところ。

それで、ここに令和7年度の政府施策に関す
る提案・要望について危機管理部関係の資料が

あります。ここで、要望してあるんじゃけど、

佐世保港のすみ分け、自衛隊に係る防衛施設の

整備、原子力災害、「最重点項目であることか

ら強く要望を行った」と書いてあるわけよ。「強

く」と書いてある。要望を行ったじゃなくて、

強く要望と。

それで、その答えがね、このうち前畑弾薬庫

の移転・返還については、穂坂外務大臣政務官、

どこの人か知らんけど、「平成23年度から事業
が進んでないことは認識しています」と言いよ

る。認識しとらすとやね、平成23年からいっち
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ょん進んどらんとは。「米軍にもそのことを伝

えております。早期の解決に向けて努力してい

きたい」と。これが強く要望した答えやろうか

と。

米軍に伝えましたと言うけど、ここに日米委

員会があるのよね。日米委員会がたまらんもん

ね、圧倒的な米軍、アメリカ優位の委員会やけ

んね。ここで日本の政策の3分の2ぐらいが決ま
りよるという話やけど、その真意はわからんけ

どね。それが穂坂外務大臣政務官ね。

それから、今度は鬼木防衛副大臣、「火薬庫

という特殊性から、慎重に検討を重ねる必要が

あることから時間を要している」と。なんかう

そくさかねと思うたいね。火薬庫という特殊性

って、今でもあるのにさ、前畑に。それをもう

移転も決定しとるのに、その特殊性から時間を

要していると、うそじゃないのって。話しとら

んだけじゃないのっていう話になるわけよ。

原子力災害、内閣府の根来参事官、「原子力

災害対策における避難のため、インフラ整備に

向けた協議を継続していきたい」。どがん協議

ば継続していかすとか、中身がわからんとじゃ

けど、ここの3つについて、具体的なこういうこ
とですというのがわかればお知らせいただきた

いんです。

【庄司基地対策・国民保護課長】私から前畑弾

薬庫の進捗のことでお答えさせていただきま

す。

外務省の穂坂政務官、あと防衛省の鬼木副大

臣からのお言葉にもありましたけれども、前畑

弾薬庫の移転・返還の合意の時点では、どのよ

うな移転をするかということは具体的に決まっ

ていなかったということで、配置案も決まって

いなかったということのご説明がございまし

た。

前畑弾薬庫の移転・返還が進まない一番の原

因は、配置案が決まらないということは従前か

ら国の方から説明を受けておりますけれども、

今年からついている国の予算におきましては、

実証実験と配置案の検討も含めて実施されると

聞いております。今回の要望の際も配置案の決

定も含めて作業をされているということをお聞

きしていますので、我々といたしましても、こ

の予算がついている2年間の間でしっかり配置
案を決めて、事業の具体的な進捗を図っていた

だきたいと強く要望してきたところでございま

す。

【吉村委員】今年予算がつきましたという話は

聞いて、ようやくそこそこの予算がついたかと

いうふうにうれしいところではあるんですけれ

ども、まだまだ今からだけんですね。どんだけ

時間がかかるかというと。

併せて、だから具体的にやるための埋立て土

砂の採取場所を近くからやってくださいよと。

市有地、民有地、国有地とあるわけね。これを

国へ働きかけてくださいと、こう言うたんじゃ

けど、ここら辺も今から検討しますということ

になるんじゃろうけど、やっぱりこういうこと

で工事の進捗を早めることができるので、これ

も強く要望していただきたいと、進められるよ

うにね、お願いしておきます。

それから、もう一つ、さっきの移動系原子炉、

昔から佐世保はずっと、長崎港には入らんもん

ね、原子力艦船はね。よかなと思って佐世保の

人はみんな見よらすですよ。長崎は、護衛艦は

造るけど、そういう船は入るなと言うて通れる

のはいいなと県北を代表して言っておきます。

それで、佐世保は受け入れて、米軍基地もあ

るのでやりよるんですが、この潜水艦はどこに

着くかというと赤崎の岸壁に着くんですよ。
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それで、そこから500メートル、移動系の原子
炉の場合、潜水艦等含めてあるけど、500メート
ル以内というのが基準である。この赤崎の500
メートル圏内には、260人居住している。長崎県
民260人がおるわけですよ。だから、ここにこの
原子力の問題で対策を打ってもらわんばいか

ん。そのまず第一が避難訓練、これに参加して

くださいと米軍にお願いをしよるけど、まだ全

然実現しない。横須賀は、米軍は一緒になって

訓練にも参加しよるのよね。佐世保はなぜかし

ない。今まで基地対策課がなかったからせんや

ったとかもしれん。できた以上は、これを参加

するようにお願いしてほしいんじゃけど、そこ

ら辺の状況はどのようになっているか、お知ら

せいただきたいと思います。

【庄司基地対策・国民保護課長】委員おっしゃ

るとおり、赤崎岸壁の周辺に250～260名の住民
の方がいらっしゃることは認識しておりまし

て、従前から原子力艦に関する防災訓練には米

軍も参加していただくよう強く要望していると

ころですけれども、米軍としては、安全性を担

保しており、米艦船でのそういう被災は想定し

にくいということで、なかなか応じてもらえて

ない状況でございますけれども、こちらにつき

ましても、佐世保市と一緒になって、引き続き

粘り強く国を通じて要望していきたいと考えて

おります。

【吉村委員】これまでの歴史は語るで、そうい

うことがずっと続いているわけですが、国内で

言えば横須賀、国外で言えばオーストラリア、

ここに書いてあるとおりで、ちゃんと具体的な

方策が示されているわけですね。これに従わな

いと入れませんよと、こうなっとるわけ。佐世

保は、出入り自由なのよ。そして、9.11のテロ
以来、入港の事前お知らせをしませんと、危な

いのでと。もうそれから何年たつですかね。だ

から、もう事前に入港の日を教えてくださいよ

と言うけど、これもなかなか実行されない。こ

の点について、やっぱりもっと強くやってもら

わんといかんので、佐世保市と連携をしながら、

長崎県も同列でやっていただくようにお願いを

したいと思うんですが、部長、いかがですか。

【今冨危機管理部長】 この件につきましても、

委員ご指摘のとおり、佐世保市と連携してしっ

かりと対応してまいりたいと思います。

【吉村委員】 もう少し、心を込めて、気持ちを

込めて「やります」というぐらい言うてくれり

ゃこっちも満足するんじゃけど、そがん書いた

のを読むように、通り一遍に言われたってなか

なかね、うーんとなる。さっきから正直に話そ

うよと、駄目なら駄目と言うてもいいのよ。で

も、やるようにしてもらいたいけんか、そこは

本当に力強く、県にそういう部署ができたんだ

ということを佐世保の人たちにもわかるように

やってもらいたいと思いますので、お願いいた

します。

以上です。

【飛永防災企画課長】先ほど吉村委員からのご

質問の中で、原子力災害対策についてのご質問

があったと思いますので、この件について回答

させていただきます。

原子力災害対策についての要望につきまして

は、原子力災害時に住民が円滑に避難を行うた

めの道路や港湾などのインフラ整備を対象とし

た原子力防災独自の新たな支援制度の創設や緊

急時避難円滑化事業、既設の事業ですが、その

拡充を図ることということでの要望をいたして

おります。

今回、協議を継続するということでご回答い

ただいているわけでございますが、若干今回要
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望していく中で、個別の案件についてもお話を

する時間がいただけましたので、その中で個別

の案件、これも従来から要望していた案件でご

ざいますけれども、こちらについて協議をさせ

ていただいて、今後、これを引き続き協議させ

ていただくということでの回答をいただいたと

いうことでございます。

【浅田委員】私も防災部局の方にまずお伺いを

したいと思います。

先の6月ぐらいに能登半島の災害を受けて、
防災部局に女性の配置をというようなことの推

進をなされ出しました。これは私も何度も被災

地、東日本大震災とか熊本とかにもお邪魔した

時にやはり感じることがあり、これまでも要望

してきたところでもあるんですが、今現在、防

災部局においての女性の配置だったり、役割だ

ったり、そのあたりをまず教えてください。

【飛永防災企画課長】 4月1日のデータとして、
危機管理部の職員35名、そのうちの女性が2名
ということでの調査結果が公表されておりま

す。

危機管理部における防災対策につきまして

は、防災情報の発信とか避難所の支援など、多

様な視点からの検討を求められているところで

ございますので、女性職員につきましては必要

というふうに考えております。

【浅田委員】今現在、例えば公表といった部分

が長崎の今の実数ですか。必要と考えていると

いうのは、今後必要で、今後検討というふうに

捉えていいんでしょうか。

【飛永防災企画課長】 今後、防災対策、あるい

は避難所における運営という点でまいります

と、やはり女性の視点といったものをベースと

した避難所運営というのは必ず重要になってま

いりますし、県は市町村に対して助言する立場

ではございますけれども、そういった市町村に

対して助言をする上でも女性の視点というもの

があることは必要であります。今後、さらに、

能登半島地震を踏まえまして、そうした取組が

必要になっていくものと思っておりますので、

そういった点でも今後必要になるのではないか

というふうに考えております。

【浅田委員】 繰り返しになりますが、今後、必

要ということは先ほどの答弁でもわかったわけ

ですけれども、今現在、こういう公表ができた

後に、県内の状況とか、実態をまず教えていた

だきたかったんです。今はいないということで

よろしいですか。今は、長崎県の危機管理部の

中の防災部局には、こういうことを考える女性

はいないということでよろしいんでしょうか。

【今冨危機管理部長】現在の危機管理部の職員

の状況ですけれども、全体で35名おりまして、
そのうち女性職員が2名います。その2名の業務
の内容ですけれども、1名が予算担当として危
機管理部全体の予算・決算等を担当して、予算

担当の立場からいろんなアドバイス等を行って

もらっています。

もう一人は、能登半島地震での課題について、

庁内での検討会議でありますとか、市町との協

議会、こういったところで見直しについて検討

を進めているわけですけれども、そこの担当と

して業務を担っていただいております。

【浅田委員】 わかりました。今、部長がおっし

ゃるように、業務的に実際どう運営していくか

ということをしっかりと考えていただいている

のは1名であり、先ほどご答弁いただいたよう
に、今後はもっともっと増やす必要性とかを考

えている中で、県内全体のそのあたりを県が率

先して調査をしているということはまだないん

でしょうか。
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【飛永防災企画課長】県内市町における女性の

割合等々につきましての調査は、いたしており

ません。

【浅田委員】やはりそういうところも県がしっ

かりと引っ張っていく、これまでもいろんな地

震が起きてきて、避難所の問題とか、福祉避難

所のあり方、女性避難所をどうすべきかとか、

ペットの避難所、いろいろ長年にわたって十数

年前の東日本大震災の後からどんどんそういう

議論が深まってきていますよね。その割には、

長崎の状況はちょっと遅いのかなというふうな

ことを今感じましたので、そこはしっかりと実

態調査をしながら、またさらに前に進めていた

だければと思います。これはもう要望にかえま

す。

先ほどから働き方改革についてもお話がいろ

いろ出ていたかと思いますが、そういう状況の

中でやっぱり長崎県もすごい若手が辞めていっ

ているというような状況、前にも質問等々させ

ていただいているんですけれども、「エンゲー

ジメント調査を実施し」というのがありました。

その調査をしたことによって、長崎のマイナス

面、ここをしっかりと変えていきたい、調査を

したというところまではわかったんですけれど

も、もっと細かい内容というものを教えていた

だけますか。

【井手新行政推進室長】今、浅田委員からご質

問がありましたとおり、長崎県ではエンゲージ

メント調査を実施しているところでございま

す。この調査では、長崎県の強み、弱みを明ら

かにしております。それぞれの自所属内のつな

がりが強いという点がまず強みとなっておりま

す。一方で、部局間の連携が弱いという点が弱

みとして示されております。

そういった内容を今後改善するため、エンゲ

ージメントの調査の中で、良好なスコアを出し

ている所属に対してヒアリング等を行いまし

て、その内容の横展開を図っていくといった取

組を今年度実施することとしております。

研修の機会を設けるなどして、今後このエン

ゲージメント調査の結果のフィードバックをし

ていきたいと考えております。

【浅田委員】しっかりと調査して、いろんな職

員のセミナーとかにもまあまあな予算を使って

いるというのが午前中の質疑の中でもわかった

わけですし、ただ、今ちょっと気になったのが、

その部署の中での連携はしっかりできているけ

れども、部局間、この部局間ができてないと政

策に対しても、例えば広報とかに関しても、そ

れぞれが縦割りですと、やはり財政面において

も無駄ができてしまう。これは過去にもずっと

広報とかは様々な部局に横軸を刺すことによっ

て、一体とすることによって財政面も軽減化で

きる部分もあるし、またプラス、大きく展開で

きることがあるということを申してきたわけで

すけれども、そのエンゲージメント調査の中で

もそこが弱みと出てきてしまっていると。ここ

はもっともっと、さらに強化をしていただきた

い。今年度取り組むということでしたので、ど

のような状況になるかというのを、これから先、

また注視していきたいと思いますし、こちらの

部署でやっているエンゲージメント調査を受け

て、例えば秘書・広報戦略部、これも大石県政

が始まって、こうやって秘書・広報戦略という

形でできて、広報と戦略、PRという形でできて
いる中で、こういったところをいかにプラスに

していくかということだと思うんですね。

特に、昨年から民間で経験を積んでいらっし

ゃる方もこの部署にはいるということで、非常

に私も期待をしているわけですけれども、その
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あたり、今の答弁を受けて、何か思うところが

ありますでしょうか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】現在、ながさき

PR戦略課におきましては、庁内の59の事業に
つきまして伴走支援を行っております。まず、

仕様書の作成段階での伴走支援、それから実際

に事業を実施する段階での伴走支援、そこに民

間のアドバイザーの知見も入れながら伴走支援

を行っております。

その中で、委員おっしゃった部局間連携、そ

れから効率化という視点もしっかり加味しなが

ら伴走支援を行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。

【浅田委員】 今おっしゃっていただいたよう

に、しっかりとその伴走支援ができることによ

って、マイナス、財政のところの今まで大きく

それぞれがやっていた無駄なこと、人にしても

そうですし、省人化にもつながっていくことで

ありますので、ここはしっかりと新部署として

期待をしておりますのでやっていただければと

思っています。

【陣野秘書・広報戦略部長】 先ほど来、浅田委

員のお話もございましたけれども、やはり私ど

もの部署ができたのは分野横断的な視点で戦略

的に情報を発信するというのが一つのミッショ

ンだと思っております。

先ほど来、厳しい財政の状況の中でも最小の

コストで最大の効果という話もあっておりま

す。私どものPR、広報につきましても、やはり
いろいろな部署と連携しながら、より少ないコ

ストで大きなメリットを得たいと思っておりま

すので、私自身も先ほど来、ながさきPR戦略課
長からもお話がありましたように、少しターゲ

ットを絞って、どういった形で出すかという伴

走型の支援をしておりますが、その分野横断的

な視点につきましても、私自らも各部署を回り

まして、そういった視点を打ち込んでいきたい

と思っておりますので、今後ともそういう視点

で取り組んでまいりたいと考えております。

【浅田委員】 ぜひともお願いしたいと思いま

す。過去にも何度も、例えば物産ブランドとか

があって、水産、農林、それぞれ分かれている。

そこに広報というのがまたあって、本当にばら

ばらな予算の中で、すごくもったいないなと思

うことが何年も何年もあって、そこをずっと是

正を求めてきたわけですけれども、こうやって

部署ができたことによって、やっていただきた

いし、それがしっかりと、さっき言っていたエ

ンゲージメント調査の中における部局間の職員

さん同士のフォローアップにもつながるとい

う、やっぱり連携していると思うんですね。

若い人たちがなぜ辞めていくのか。魅力をい

かに感じさせるのか。ここにおいておもしろい

と思ってもらえることというのはすごく必要な

ことですし、前はやっぱり公務員になったら辞

めるという感覚はなかったと思うんですが、そ

れが30代、40代がどんどん辞めていくというと
ころは、やっぱり我々も含めてしっかりとやっ

ていかなければいけないかなというふうに感じ

ました。

そういう意味でワクワクするなという事業に

関して、午前中から、例えばポケモンの話等々

が出てきて、これは本当にこれから若い世代に

向けても新たな希望につながるのではないかと

思いますし、長崎は今、この窓からもいろいろ

見えていますけれども、どんどん、どんどん街

が変わっていく流れの中において、さっき言っ

ていた推しポケモンの「デンリュウ」と例えば

福山雅治さんとかがコラボできれば、一番あり

がたいですし、もっともっと広がりを見せると
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思うんですけれども、例えば音楽面で言うと、

ポケモンとかは、過去にも初音ミクさんとかと

のコラボがあったりとか、いろいろあったと思

うんですけれども、そういうアーティストとか、

いろんなNGワードとかあるんですか。駄目な
もの、また期待できるもの、アーティストとも

コラボができる可能性があるとか、今のところ

どうなのかなというのが1点と、例えば私も県
外に行ったら、その時だけポケモンGOを見て、
何があるんだな、ここにはどういうのが出てく

るんだなというのがあるんですけど、そういう

新たな試みとかも、もう既に着手しているとこ

ろがあれば、それも併せて教えてください。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】アーティストと

のコラボにつきましては、今、他県の事例とか

は把握しておりませんけれども、例えばポケモ

ン自体とＮ響とのコラボとかの事例はお伺いし

ております。ただ、そういったアーティストと

のコラボにつきましても、今後可能性があるか

どうかというのは、株式会社ポケモンと協議を

してまいりたいと思っております。

もう一点、新たな試みについては、まずは現

在、今の取組をしっかりと進めてまいりたいと

思っております。その中で、またいろんな庁内

の若手からもアイデアをいただきながら、新た

な試みについてもまた検討してまいりたいと考

えているところでございます。

【浅田委員】アーティストに関しては、それぞ

れの事務所さんとかもあるので、先ほど福山雅

治さんの名前を出しましたけれども、今、かな

り長崎のPRを担っていただいている方でもあ
りますので、そういったことができるならば、

もっともっと夢は広がるかなと思いましたの

で、あえてお伺いをしましたし、そのポケモン

を活用してできることはきっとたくさんあると

思うので、そこは集中的にやっていただければ

ありがたいなと思っています。

併せて、今、例えば若手に対して長崎のPRと
か、広報を促進する意味において、LINEとかも
一生懸命頑張っていただいているかと思いま

す。今、キャンペーンとかもやっている状況の

中で、そのあたりで何かありますでしょうか。

【松浦広報課長】 現在、LINEのキャンペーン
をやっているところでございますが、こうした

LINEとかXなどのSNSにつきましては、様々な
年代、特に若者に向けて情報発信をする上で、

大変活用できる媒体だというふうに考えており

ます。ですので、引き続き、一つは県民の皆様

にとって必要な情報、あるいは長崎県として発

信していく情報を発信しますとともに、共感を

得られる情報とか、そういったものを発信しな

がら、少しずつフォロワーを増やしていきつつ、

長崎県の情報を知っていただければなというふ

うに思っております。

【石本委員長】審査の途中でありますが、ここ

で休憩いたします。

再開は3時20分からといたします。

― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時１８分 再開 ―

【石本委員長】それでは、審議を再開いたしま

す。

引き続き、ご質問はございませんか。

【小林委員】元旦に能登半島地震が発生してか

ら、今日までいろいろご苦労が多いと思います。

地震対策について、長崎県は盤石な体制がで

きているかと、また対策はできているかという

ことが一番お話をしたい課題なんですが、今、

熊本地震とか、その後の能登半島地震、いろい

ろこうして地震が残念ながら発生をしているけ
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れども、そんな教訓が活かされているかという

ようなことが話題になっているところでありま

す。

そういう点から、今回の能登半島地震につい

て、どういうふうに教訓として受け止めている

のか。また、今後、対策は、長崎県においては

どういうことが必要かと、こういうことについ

て、まずお尋ねをしてみたいと思います。

【飛永防災企画課長】まず、熊本地震において

明らかとなりました課題といたしましては、防

災拠点となる市役所等の耐震化の問題ですと

か、避難所における生活環境の改善、トイレや

間仕切り、段ボールベッドといったような問題、

それから車中泊やテント泊など、避難所以外で

避難をされている方がいらっしゃったという問

題、あるいは物資の調達と輸送状況の管理、ラ

ストワンマイルと言われる問題についてなどの

課題が熊本地震においては明らかになっており

ました。

この熊本地震に対しての本県、あるいは国と

しての取組といたしましては、まず最初の防災

拠点の耐震化につきましては重点的に取組が行

われまして、平成28年当時の防災拠点の耐震化
率につきましては84.8％でございましたが、令
和4年10月の時点に至りますと92.7％まで向上
いたしております。これは市町の防災拠点の耐

震化率でございます。

次に、避難所の運営につきましては、生活環

境の改善を図るために避難所運営ガイドライン

に沿いまして、パーティションとか段ボールベ

ッドなどの資機材を購入して避難所環境の整備

を図ったところでございます。

それから、物資の調達と輸送状況の管理につ

きましては、有事の際に市町が避難所ごとに必

要な物資を入力することになっております物資

調達・輸送調整等支援システムというものがご

ざいます。こちらは国の方で構築されているも

のでございまして、こちらは毎年、国、県、あ

るいは市町で協働した訓練を実施しておりま

す。

それから、物資輸送におけるラストワンマイ

ル問題でございます。これは途中まで、例えば

市役所が集積している物資集積所までは物は届

くんだけれども、そこから避難所まで、あと少

しの距離が届かないというような問題でござい

ますけれども、こちらにつきましては救援物資

を避難所まで円滑に届けることができるよう

に、本県福祉保健部におきまして、平成30年に
輸送業者、佐川急便等々でございますが、そこ

と協定を締結いたしておりまして、物資集積箇

所での荷捌き、あるいは避難所への配送などを

要請できるようにいたしております。

先ほど防災拠点施設の耐震化率につきまして

92.7％と申しましたのは、これは県と市町の合
算値ということでございます。修正させていた

だきます。

次に、能登半島地震において生じた問題点に

ついて申し上げさせていただきます。

初動対応におきましては、道路が寸断した場

合の被災状況の把握や捜索・救助、安否不明者

の把握・公表といった問題、あるいは避難所対

策といたしましては、避難所の確保、トイレな

どの衛生環境やプライバシーの確保、要配慮者

への対応、それから物資調達輸送におきまして

は、集積所での荷捌きなど、支援物資の円滑な

輸送、そのほか上下水道の復旧、応援職員の受

け入れ等々の課題があったというふうに言われ

ております。

これらの能登半島地震において生じた課題に

つきましては、現在、本県におきましては庁内
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検討会議、それから市町との協議会を設置いた

しまして、現状の取組について検証を行いなが

ら、国の取組も注視しつつ、防災の専門家から

も意見をいただきながら、見直しの検討を現在

進めているところでございます。

【小林委員】今、ずっと流れを言っていただい

た。そういう避難所の確保、特に一番問題があ

るトイレ、それから間仕切りの徹底等々の話を

教訓として、今あなた方が受け止めていると。

では、この避難所の確保やトイレの確保の問

題、あるいは間仕切りなど、今ずっとおっしゃ

ったこの教訓を具体的にできているかどうか

と。今、長崎県は、そういう教訓からどこまで

が、あなたが今答弁していただいた内容が徹底

しておりますか。その辺はどうですか。

【今冨危機管理部長】避難所の対策についてで

すけれども、熊本地震での教訓を活かしまして、

避難所における指針等というものが国の方から

示されておりまして、それに基づいた対応とい

うものを本県においても実施はしております。

それは今回の石川県でも同じだったんですけ

れども。ただ、その時に、そこでつくられたも

のでやってみたんだけれども、それでもやっぱ

りいろんな課題というものがあって、先ほど委

員がおっしゃったような部分というものについ

て、そういうものは準備をしていたんだけれど

も、例えば避難所が開設されて、すぐにそうい

った間仕切りであるとか段ボールベッド、こう

いったものを準備をして最初から迎える時にそ

ういう形にしていれば問題なかったんだけれど

も、避難が起こった際にはそういったものの準

備が間に合わなかったために、大量の避難者が

その避難所に入って、そういった状態の中から

間仕切りであるとか、段ボールベッドを設置し

ようとしても、多くの避難者がいるがために、

そういったものが設置できないとか、そういっ

た課題が出ております。

そういった課題に対して、国の方では、やっ

ぱり避難所のすぐ近くにそういったものを設置

しておいて、避難所を開設する時点でそういっ

たものを設置していくと、こういったものが求

められているのではないかと、そういった検討

が行われているところです。

今後は、そういった検討等も踏まえて、市町

とも協議をしながら、実効性のある対応といっ

たものをとっていきたいと考えております。

【小林委員】いろいろ新聞を見ると、全国47都
道府県の7割ぐらいに当たる大体33とか、三十
何か所の自治体、都道府県が、防災予算を大幅

に増大して対策を講じるという形になっている

けれども、長崎県では、当初予算においては能

登半島の地震があって、そういう予算にどうい

う反映をされておりますか。

【今冨危機管理部長】本県における今年度の予

算につきましては、考え方としまして能登半島

地震が起きた課題に対する見直しについては、

現在、庁内検討会議を開催しておりますし、ま

た市町との協議会も設けております。また、国

の方でも検討を進められておりますので、そう

いったことも踏まえながら見直しの内容という

ものを今検討しているところです。そういった

中身も踏まえて、来年度以降、予算要求等につ

いてもやっていきたいと思っておりますので、

今回の予算については、そこの部分は反映して

おりません。

【小林委員】元旦、1月1日だからわかりやすい
ね。我々の記憶から離れないんだけれども、1月
1日。
そうすると、あれからこれだけの時間がたっ

たわけだよ。まだ、今、長崎県は検討中、検討
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中と、こうなっているわけだよ。

そうすると、今、私が具体的に予算はどうな

ったんですかと、こういう質問をしたんだけれ

ども、今、部長が答えてくれたのかな。予算は

どうなっているのかと、もう一度お願いします。

当初予算ではどうなっているのか。

【今冨危機管理部長】今年度の当初予算で防災

関係で増えたという部分につきましては、地震

関係では海域での地震の調査、こちらの方を計

上はいたしておりますけれども、今回の能登半

島地震における課題に対する対策、これにかか

る経費というものは、令和6年度の予算にはま
だ反映をしてない、そういう状況でございます。

【小林委員】当然、元旦にそういうこともあっ

たということで何度も繰り返して言っているけ

れども、全然当初予算の中に、今、防災関係で

増えた金額は、今あなたが地震調査とか言って

いるのは、地下断層とかそんなことの調査、特

に壱岐、対馬、五島近海、その辺のアセスを行

うということの予算が多くなって、能登半島で

検討中と言って、ずっと並べておっしゃってい

ただいた。現実に今必要なもの、そういうもの

については検討中。予算が付いているものはそ

ういう活断層的なものをチェックするというよ

うなことで、そういう理解でいいのか。頭を振

ってもわからん。言葉で言え。

【今冨危機管理部長】委員おっしゃるとおりで

ございます。

【小林委員】やっぱり我々は、これだけの地震

が継続して起こり、これだけ日本の国の中で、

我々はかつてにおいては雲仙岳災害を経験し、

全国の皆さんから助けていただきました。だか

ら、熊本についても近く、また今回の能登半島

を見ても何とも言えない。もっと準備をして対

策を以前からできるような何かいい方法はない

んだろうかと、誰しもがそう思っているんです。

検討中、検討中でいつまで検討するのか。今の

検討の答えはいつ出すのか。

【飛永防災企画課長】現在行っております能登

半島地震を踏まえた防災対策の見直しといたし

ましては、前半、ちょっと繰り返しになります

けれども、県庁内の各部局との意見交換、市町

との意見交換、学識経験者や防災士の方との意

見交換、こういったところを今進めているとこ

ろでございます。

加えて、国のワーキンググループの第1回目
の会合が先日行われたところでございます。こ

ういったところを踏まえながら、中間とりまと

めを7月までに行うということで考えていると
ころでございます。

その後、10月末までを最終取りまとめのめど
ということで考えておりまして、その結果を11
月に予定しております地域防災会議の方にお諮

りしたいというふうに思っております。

【小林委員】では、その7月に中間発表をして、
確認をして、それから10月にほぼ最終と。それ
から11月に決定をすると。こういう状況になっ
てきているわけだ。

では、7月はもう今、10月まであと僅か、11月
までもあと僅か、11月は議会、こういうふうに
なっていまして、その頃に長崎県の地震に取り

組む今回の教訓を活かした内容が明らかになる

と。もっとこういうことについては、大きな声

でびしびしアピールをしていかなくちゃいかん

と、そんな感じがして、やっていただいている

ことについては感謝をしたいと。

ただ、今の状況の中で、いろいろ並べたこと

が、ただ言葉だけじゃなくして、具体的にきち

んと見えるような形でやっていかなければいけ

ないと。言うことはやさしくてもなかなか難し
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いんじゃないかと。

それから、耐震化率が私は非常に関心がござ

いますけれども、やっぱり今回の地震なんかで

古い建物は倒れて、耐震化ができているところ

は倒れてないと。はっきり色分けができている

わけだ。やっぱり耐震化率がいかに重要である

かと。こういうことで今、長崎県と市町で

92.7％、ここまでいっているわけだ。これは相
当なもんでしょう、92.7％。これだけのことを
県民が、市町民が関心があると、こういう受け

止め方で、この耐震化率は非常に私は誇るべき

数字じゃないかと、こう考えていますが、そう

いう考え方はどうですか。

【飛永防災企画課長】先ほど申しました92.7％
という数字でございますが、こちらはいわゆる

防災拠点施設、市役所であったり避難所であっ

たりとか、そういったところの耐震化率でござ

います。県と市町と合わせたところの数値で

92.7％ということになります。
一方で、いわゆる民間の木造の建物の耐震化

につきましては、令和5年3月の時点になります
が、87.4％でございます。こちらにつきまして
は、令和7年度末までに耐震化率95％を目指す
ということで、住宅課の方で取り組まれている

ところでございます。

【小林委員】わかりました。これからも前進し

ていくわけだな。ただ、予算がどうなっている

かと、どれくらいの支援ができるのかと、現状

と令和7年までにそれだけの数字をアップする
という点から考えていけば、かなりの支援をし

なければいかんと。それは予算がかかると思う

んだけれども、この辺の見通しはいかがですか。

具体的に数字を挙げて答えることができます

か。

【飛永防災企画課長】耐震化率を向上させるた

めの取組といたしましては、より多くの人に耐

震化に興味を持っていただく必要がございます

し、自らごとと捉えていただく必要があるとい

うことで、1月、それから4月に18会場におきま
して住宅耐震緊急無料相談会を開催いたしてお

ります。

それから、やはり県、市町一体となって耐震

対策を行っていく必要がある、耐震化の普及を

行っていく必要があるということから、長崎県

住宅建築物耐震化連絡協議会というものを県、

市町共同で立ち上げるように検討しているとい

うことでございます。（発言する者あり）

耐震化の予算につきましては、まだ住宅課の

方でもこういったところは今後検討するという

ことでございます。ただ、耐震化が進まないと

いう課題に対しましては、費用負担の軽減とい

たしまして、全面的な改修ではなく、部分的な

改修についても助成するなどの補助の拡充につ

いて、今後、検討していく必要があるというふ

うに認識をされているということでございま

す。

【小林委員】やっぱりここにおいてどのくらい

の支援をやるかと、これが一番大事。こういう

のは教訓を活かしてということにもつながる

し、今回の検討事項の中で明らかにしていただ

かなければいけないと。こういうような住宅改

修じゃなくて耐震化だから、もう耐震化は法律

で決まっているわけで、そういうところから考

えて、この辺のところをもっともっと推進でき

るように、今回の教訓を活かしてと、いろいろ

避難所の確保とかトイレ対策とか、こういうこ

とはもう絶対に避けて通ることはできないと。

そういうことだから、ここはひとつお願いをし

ます。

最後に、いわゆる災害対策基本法で決まって



令和６年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月３日）

- 193 -

いるところの地域防災計画、これはどうなって

いますか。

【飛永防災企画課長】地域防災計画につきまし

ては、まずは国におきまして、防災基本計画と

いうものを国の方でまず定められまして、これ

を受けて、これを反映させる形で都道府県の地

域防災計画が策定されております。これは防災

会議を経て策定されるものでございます。

その後、これを受けた形で各市町村におきま

しても防災計画を策定いたしておられまして、

これは当然のことながら全ての市町村おいて策

定済みでございます。

【小林委員】一番直近で、この防災計画はいつ

できたのか。

【飛永防災企画課長】本県の地域防災計画につ

きましては、本年2月に防災会議を開催いたし
まして、その場で承認いただいております。2月
にできている防災計画が最新でございます。

【小林委員】その防災計画には、今回の教訓は

みんな盛り込まれているところの一番直近の防

災計画になると、こういう確信をしていいんで

すか。

【飛永防災企画課長】 本年2月に策定いたしま
した地域防災計画につきましては、国が昨年の

5月に示しました基本計画に基づく変更点を反
映させたものでございます。

能登半島地震を踏まえて、新たにつくられる

国の基本計画につきましては、現時点において

まだ提示されておりません。したがいまして、

今後、提示されるであろう国の基本計画、ある

いは、今回、私どもが10月までに取りまとめよ
うとしております防災対策の見直し、こういっ

たところを踏まえた形で、本年の11月に開催い
たします防災会議におきまして新しい防災計画

を策定するということにいたします。

国の防災計画につきましては、本年6月28日
に提示されております。こういったところを踏

まえながら、今後、10月に取りまとめ…。
【小林委員】防災計画の見直しはどういうふう

にやっているのか。大体防災計画をどのくらい

で変えるのか。防災見直し、防災計画の見直し

のスパン、やってないところはもう10年もやっ
ていない。長崎県はそうじゃないんだろうな。

今回はたまたま地震があったから、当然防災計

画の見直しはやったとしても、やっぱり時代の

流れでいろいろと内容が変わってきている。そ

ういう一番直近のものを見直していかなくちゃ

いかんと。大体が、さっき言った基本法で1年に
1回は見直しをせんといかんと、こういうよう
なことです。しかも、生活支援とか住民生活、

住民避難、それから生活支援、物資の供給、被

害想定と、もうこういうものは全部盛り込んだ

ところの防災計画でなければならんと、こうい

うふうになっているわけだよ。だから、そんな

ものが盛り込まれたものにしていかなければい

けないと。

さっきも言ったように、時代が変わってきて、

これだけ頻繁に発生するわけだから、当然要求

が高まってきているわけだよ。これは誰がやる

かというと、住民の皆さん方も協力をしていた

だかないといけないが、やっぱりそれぞれ自治

体でやっていただかなければいけないと。その

ためには、県が中心になって、それだけのきち

んとした対策を講じて範とするような形をやっ

ていかなければいけないと。

だから、今言ったように、次々に計画を立て

ていただこうとしている、検討をしていただい

ているものが10月にはまとまると、こういうこ
とでございますから、そういうことを当てにし

ておきたいと。
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最後に部長、長崎県の企業誘致で、長崎県は

地震の少ないところと、そういうようなことを

書いているか書いてないか。どうだ、そこは。

地震が少ないと、長崎県の強み、地震が少な

いところと、こうなっているか。

【今冨危機管理部長】申し訳ありません、産業

労働部がどういった資料でそちらの方を企業に

説明されているのかというものを存じ上げてお

りませんので、詳しいことは承知しておりませ

んけれども、ただ、本県の強みとして、我々行

政を預かる者、地震が少ないということについ

ては、本県の強みであると考えております。

【小林委員】 最後に意見だけ。

もうやっぱりこういう状況から考えていく

と、地震は、いつ、どこで発生するかわからな

いということだから、企業誘致の長崎県の強み

の中で、地震の少ないまちなんて、なかなか書

きにくいぞ、そういうところはね。だから、と

にかく対策をしっかりやって、具体的に対応し

て、きちんと予算確保ができるようにやっても

らうことを強くお願いしておきます。

以上。

【冨岡副委員長】もう一言だけです。午前中の

ところにも絡む部分で総務部長からの説明資料

の中に、「長崎県職員デジタル人材育成方針に

基づき」というものがありました。こちらにつ

いては、昨年の11月の総務委員会の中で山村委
員からご質問があって、その中で一言二言はご

説明があったんですけれども、そちらの資料に

ついて、こちらのサイドブックスの方にも載せ

ておりますので、後ほど皆さんにご覧いただけ

たらと思います。

その上で、今後、次回の一般質問などでもデ

ジタル人材の育成方針などに基づいてどういう

ふうな取組がなされ、また、今後どの方向にい

くのかというところについて質問させていただ

けたらと思います。

以上です。

【石本委員長】 委員長を交代します。

【冨岡副委員長】 石本委員長、どうぞ。

【石本委員長】 忙しい中で1点だけ確認をさせ
てください。

今回、原子力発電施設等の緊急時安全対策交

付金というのが拡大されたという話を聞いてお

りますけれども、具体的にその内容について、

制度の概要について確認をさせてください。

【飛永防災企画課長】原子力安全対策交付金の

中の緊急時避難円滑化事業につきまして、令和

6年度から拡充をされております。これにより
まして、避難路のハード整備につきまして、新

たにUPZ圏内の孤立化するおそれのある地区
におけるヘリポートの整備が新たに追加をされ

ております。

こうしたことから、孤立化のおそれの高い離

島、半島、あるいは中山間等においてのヘリポ

ートの活用ということが可能になっておりま

す。

これを受けまして、県といたしましては、お

おむね30キロ圏内の4市のご意見を伺いなが
ら、地域に応じた対策を講じていくことになる

というふうに考えております。

【石本委員長】これまでも原子力防災について

の様々な要望等が、私の地元の松浦からも上が

ってきたと思っていますが、今回、UPZ圏内に
広げられたということで4市が該当するという
ことですけれども、具体的にこれまで要望のあ

った件等も含めてどういう対応が考えられるの

かお伺いします。

【飛永防災企画課長】ヘリポートに関しまして

は、これまで松浦市の青島につきましては、従
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来の対象が原子力発電所から10キロ圏内とい
うことで制限がございましたので該当になりま

せんでしたけれども、今回、UPZ圏内、30キロ
圏内ということで対象が広げられておりますの

で、対象になり得るかなというふうに考えてお

ります。

【石本委員長】そして、事業費等は限度がある

というふうに伺っておりますし、その事業費の

限度。そして今後、関係市町にも通知をしてい

るという話を伺っていますけれども、そこら辺

の対応について確認します。

【飛永防災企画課長】今回の改正につきまして

は、令和6年4月からということでございますの
で、この旨は関係4市の方にも既にお知らせを
いたしているところでございます。

なお、この事業費の上限につきましては、一

事業当たり5億円以内ということでございまし
て、かつ単年度2億5,000万円が上限でございま
す。事業期間は、最長3年ということでの制限が
ございます。

【石本委員長】今後とも、先ほどからいろんな

能登半島地震後の対応についてもお話があって

おりますけれども、本県としても県内じゃあり

ませんけれども、松浦から言えば8キロ弱のと
ころに玄海原発があるということで、こちらの

日頃の地震が起きる前の防災対策にしてもしっ

かりと、これは本県だけではできないことであ

りますので、佐賀県としっかりと連携をとって

いただき、今後とも事前の対策をしっかりとと

っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしておきます。

以上です。

【冨岡副委員長】 委員長を交代します。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に進みます。

次に、意見書の審査を行います。

自由民主党会派より「地方財政の充実強化を

求める意見書（案）」が提案されておりますの

で、事務局より文案の配付をお願いします。

〔意見書案配付〕

それでは、湊委員より、意見書提出について

の提案、趣旨説明をお願いいたします。

【湊委員】「地方財政の充実強化を求める意見

書（案）」について、ご説明いたします。

お手元にお配りしている意見書をご覧くださ

い。

本意見書は、県が国に対して政府施策要望を

行っていることを踏まえて、県政推進のために

は地方財政の充実強化が大変重要であることか

ら、毎年、この時期に提出しているところでご

ざいます。

令和7年度の政府施策に関する提案・要望書
における地方創生、人口減少対策に必要な財源

措置の充実の項目や、昨年の意見書をベースに

しつつ、長期化する物価高騰など、社会経済情

勢の変化等を踏まえた構成としております。

内容を簡単に説明いたしますと、1番から3番
の項目は、基本的な事項として従前どおりの意

見とさせていただいております。

4番と5番については、地方創生の推進に必要
となる財源措置や地方創生関連予算の十分な確

保を求めるとともに、特に本県は、離島・半島

など、条件不利地域を多く有し、人口減少や高

齢化が全国よりも進展している状況であること

から、地方交付税の算定についても配慮を求め

るものでございます。

6番については、全国的な賃上げ基調を踏ま
え、地方公務員の給与関係経費に対して適切な
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財政措置を行うことを求めるものでございま

す。

7番については、地方の基金残高が増加して
いるとの理由だけをもって地方交付税の削減を

行わないよう、それぞれ継続して要請を行うも

のでございます。

以上、委員各位のご賛同を賜りますようお願

いいたします。

【石本委員長】ただいま説明がありました「地

方財政の充実強化を求める意見書（案）」につ

いて、ご意見等ございませんか。

【坂本委員】 改革21の方からも地方財政の充
実強化に関する意見書というのを提出予定であ

りましたけれども、私どもが提出予定の分につ

きまして、ほぼこの意見書に網羅されておりま

すので、私どもが提出する分については取り下

げをさせていただきたいと思います。

ただ、1点お願いなんですけれども、6番目の
今説明がありました全国的な賃上げの動きを踏

まえた地方財政計画の給与関係経費の計上につ

いて記載をされておりますけれども、可能であ

ればここのところに「会計年度任用職員を含む

職員」というふうなことが明記されればいいん

じゃないかなと思いますので、お取り計らいの

方よろしくお願い申し上げます。

【石本委員長】 ほかにご意見はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問等ないようですの

で、意見書の提出について採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時５９分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

「地方財政の充実強化を求める意見書（案）」

を提出することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 異議なしと認めます。

よって、「地方財政の充実強化を求める意見

書（案）」については、提出することに決定さ

れました。

なお、体裁の修正等につきましては、いかが

いたしましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

次に、公明党会派より「災害発生時における

信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求

める意見書（案）」の提出があっておりますの

で、事務局より文案の配付を行います。

〔意見書案配付〕

ただいま配付されました「災害発生時におけ

る信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を

求める意見書（案）」が出ておりますので、宮

本委員より提案の趣旨説明等をお願いします。

【宮本委員】それでは、公明党会派から提出さ

せていただきました「災害発生時における信頼

性の高い情報連携体制の構築への支援を求める

意見書（案）」について趣旨説明をさせていた

だきます。

これは、本委員会でも自然災害や地震など、

様々な議論がありました。それにもつながる意

見書であると考えております。

まず、本年1月1日に能登半島地震が起きまし
たが、その地震においても多くの偽情報という

のが発信されたということで、現場は大変混乱

したということ。具体的には、現場に行っても

誰もいなかったり、画像情報においても実態と

全く違う画像が拡散されていたということが報
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道されていました。

現在のインターネットでは、膨大な情報やデ

ータが流通しており、事実とは異なる偽情報が

流されるということもあり、適切な対処が必要

となっております。

特に、自然災害を含む災害発生時においては、

情報が大変混乱するということで、1分1秒も無
駄にできません。その活動を大きく阻害する偽

情報の拡散防止というのは喫緊の課題であるの

で、以下求めることを政府に対して支援を求め

るものであります。

まず、1つ目ですけれども、情報発信者や情報
発信機器の事前登録などにより、情報の信頼性

を担保し、現場からの正確な情報を収集し、活

用する情報連携環境を整備するということ。

一、ＩоＴセンサーやドローンを活用して、リ
アルタイムでの国と地方自治体への災害情報共

有体制を整備すると同時に、適切な情報分析と

迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治

体への配置を支援するということ。

一、正確な情報を発信する公的情報サイトや

政府認定のアプリケーションなど、国民への普

及を強力に推進することを求めるものでありま

す。

委員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。

【石本委員長】ただいま説明がありました「災

害発生時における信頼性の高い情報連携体制の

構築への支援を求める意見書（案）」について、

ご意見等ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ご質問、ご意見がないようです

ので、意見書の提出について採決をいたします。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ４分 休憩 ―

― 午後 ４時 ４分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

「災害発生時における信頼性の高い情報連携

体制の構築への支援を求める意見書（案）」を

提出することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「災害発生時における信頼性の高い

情報連携体制の構築への支援を求める意見書

（案）」については、提出することに決定され

ました。

なお、体裁の修正等につきましては、いかが

いたしましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で委員会の審査が終了いたしましたの

で、秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部

関係の審査結果について整理したいと思いま

す。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ５分 休憩 ―

― 午後 ４時 ５分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたしま

す。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者の退席のため、しばらく休憩します。

― 午後 ４時 ６分 休憩 ―

― 午後 ４時 ８分 再開 ―
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【石本委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時 ８分 休憩 ―

― 午後 ４時 ９分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、正副委員長にご一

任願います。

以上をもちまして、総務委員会及び予算決

算委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ４時 ９分 閉会 ―



総務委員会委員長 石本　政弘

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 徳永　達也　　様

１　議　　案

審査結果

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

県が行なう建設事業に対する市町及び一部事務組合の負
担金について

原 案 可 決

長崎県税条例の一部を改正する条例 承 認

計  ３件  (原案可決  ２件・承認  １件）

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和6年7月3日

記

番　　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 78 号 議 案

第 79 号 議 案

報 告 第 16 号
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委 員 長       石 本  政 弘

副   委   員   長     冨 岡  孝 介

署 名 委 員    吉 村    洋

署 名 委 員    坂 本    浩

書  記   川村 恵

書  記   阿比留 祐太郎

   

速  記   (有)長崎速記センター


